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者医療特別会計補正予算（第２号））

日程第12 議案第９号 専決処分した事件の承認

について（令和５年度名寄市立大学特

別会計補正予算（第５号））

日程第13 議案第１０号 令和６年度名寄市一般

会計補正予算（第２号）

日程第14 議案第１１号 令和６年度名寄市立大

学特別会計補正予算（第１号）

日程第15 議案第１２号 名寄市農業委員会委員

の任命について

日程第16 報告第１号 令和５年度名寄市一般会

計予算繰越明許費繰越計算書の報告に

ついて

日程第17 報告第２号 令和５年度名寄市一般会

計予算事故繰越し繰越計算書の報告に

ついて

日程第18 報告第３号 令和５年度名寄市病院事

業会計継続費繰越計算書の報告につい

て

日程第19 報告第４号 専決処分した事件の報告

について

日程第20 報告第５号 専決処分した事件の報告

について

日程第21 報告第６号 専決処分した事件の報告

について

日程第22 報告第７号 債権放棄の状況報告につ

いて

日程第23 報告第８号 公害の現況に関する報告

について

日程第24 報告第９号 株式会社名寄振興公社の

経営状況について

日程第25 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の

推薦について

１．出席議員（１４名）

議 長 １６番 山 田 典 幸 議員

副議長 １０番 倉 澤 宏 議員

１番 中 畠 孝 幸 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 水 間 健 詞 議員

５番 谷 聡 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 清 水 一 夫 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１１番 高 野 美 枝 子 議員

１２番 高 橋 伸 典 議員

１３番 遠 藤 隆 男 議員

１４番 東 川 孝 義 議員

１５番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

８番 川 村 幸 栄 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 渡 辺 博 史

書 記 石 橋 恵 美

書 記 及 川 洋 人

書 記 川 名 桃 代

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 岸 小 夜 子 君

総 務 部 長 木 村 睦 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 松 田 慎 司 君
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健康福祉部長 馬 場 義 人 君

経 済 部 長 山 田 裕 治 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 伊 藤 慈 生 君

市立総合病院
佐 々 木 紀 幸 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
田 畑 次 郎 君

支 援 室 長

産業振興室長 櫻 田 孝 臣 君

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 鈴 木 康 寛 君

監 査 委 員 岡 川 進 君
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ただいまより令和６年〇議長（山田典幸議員）

第２回名寄市議会定例会を開会いたします。

本日の会議に８番、川村幸栄議員から遅れる旨

の届出がありました。

ただいまの出席議員数は１４名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

日程第１ 会議録署名〇議長（山田典幸議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

９番 佐 藤 靖 議員

１４番 東 川 孝 義 議員

を指名いたします。

日程第２ 会期の決定〇議長（山田典幸議員）

について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より６月２６日まで

の１０日間といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、今期定例会の会期は、本日より６月２

６日までの１０日間と決定いたしました。

日程第３ これより行〇議長（山田典幸議員）

政報告を行います。

加藤市長。

おはようございます。本〇市長（加藤剛士君）

日、令和６年第２回定例会の開会にあたり、これ

までの主な行政事項について、その概要を御報告

申し上げます。

はじめに、総合計画及び地方創生について申し

上げます。

「名寄市総合計画（第２次）後期基本計画」で

示した重点プロジェクト、主要施策ごとに定めた

成果指標（ＫＰＩ）の目標値達成に向けた取組を

着実に推進するため、毎年度行政評価を実施して

います。

これまで実施計画事業について担当部局による

１次評価を行い、その後庁内係長職を中心に構成

されるワーキンググループにて評価したところで

あり、今後、総合計画審議会において外部評価を

いただく予定です。

また、５月１０日に地方創生・交流自治体連携

フォーラムが群馬県東吾妻町で開催され、東京都

杉並区や福島県南相馬市など全国９市区町村長が

参加し、元日に発生した能登半島地震を受け、今

一度、交流自治体間での災害時における受援・支

援計画について、実践を想定した意見交換が行わ

れました。

まちづくりの理念や基本ルールを示した「名寄

市自治基本条例」について、本年３月に設置した

公募委員などで構成する検討委員会で御議論をい

ただき、見直し検討を進めています。

また、市民アンケート実施にあたり、本市公式

ＬＩＮＥアカウントの活用と名寄市電子地域通貨

Ｙｏｒｏｃａの行政ポイントを付与することで、

多くの回答をいただいています。

次に、広報・広聴事業について申し上げます。

本市に転入された方に市内公共施設等の魅力を

知っていただく機会を提供するため、本市に転入

された方を対象に、本市公式ＬＩＮＥアカウント

登録で５００ポイントと公共施設等スタンプラリ

ーを達成された方に１，０００ポイントの転入者

向け「Ｙｏｒｏｃａ・公共施設等スタンプラリ

ー」事業を開始しました。

次に、交流活動の推進について申し上げます。

山形県鶴岡市との交流事業については、なよろ

産業まつり、つるおか大産業まつりへ出店のほか、

少年少女交流事業での派遣・受入を行うことが決

定しました。東京都杉並区との交流事業について

は、本年度交流自治体協定締結３５周年事業とし

て東京都杉並区に訪問するツアーを実施すること

が決定しました。
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また、姉妹都市カナダ国カワーサレイクス市リ

ンゼイとの交流事業については、交換学生の受入

が５年ぶりに再開されるほか、カナダ文化イベン

トの開催などが予定されています。台湾との交流

事業については、農業青年派遣・受入事業や中学

生や高校生の台湾派遣事業のほか、台湾国立中山

大学西湾学院交流事業などに取り組むことが決定

しました。

次に、地域おこし協力隊について申し上げます。

４月１日付けで農業支援員として大塚翔さん、

大塚遥香さん、佐藤力丸さん、地域振興支援員・

移住定住コーディネーターとして東口明香里さん、

５月１日付けで地域振興支援員として阿部真樹さ

んを新たに委嘱しました。

農業支援員は風連地区や智恵文地区を中心とし

た農業研修に、移住定住コーディネーターは市内

外に暮らしの魅力を発信する取組を中心に活動し、

地域振興支援員はアウトドア観光やスポーツツー

リズムを推進する活動をしており、活躍を大いに

期待しているところです。

また、２年間にわたり地域おこし協力隊の農業

支援員として活動した西川僚さんが本年から新規

就農されており、今後も関係機関等と連携した支

援を進めてまいります。

次に、健康の保持増進について申し上げます。

新型コロナウイルスワクチン接種については、

令和３年度から開始した特例臨時接種が、本年３

月末に終了しました。この間、集団接種及び個別

接種として、市内医療機関の御協力をいただき接

種を希望する延べ１０万８１７人に実施しました。

本年度以降については、個人の重症化予防によ

り重症者を減らすことを目的に、予防接種法に基

づくＢ類疾病の定期接種として実施することとな

っており、対象者はインフルエンザワクチンの定

期接種と同様に６５歳以上の高齢者などとし、毎

年秋冬に１回行うこととしています。

次に、病院事業について申し上げます。

３月１４日に手術室増改修工事における増築棟

の引き渡しを受け、４月から新しい手術室の運用

を開始しました。これに伴い、既存手術室等の改

修工事が始まり、すべての工事完了は本年１０月

末を予定しています。今後も当院が担う高度急性

期及び救急医療の機能を維持・強化してまいりま

す。

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

昨年１１月に完成しました認定こども園などに

ついては、配線工事や備品等の搬入作業を終え、

３月２９日に南保育所の３歳以上の児童や多くの

来賓の皆様に御出席をいただき、認定こども園

「あいあい」の開園式及びこども発達支援センタ

ー「こどもらんど」の移設式を行い、４月１日か

らオープンしました。

また、認定こども園「あいあい」においては、

本年度から新たに、給食提供を希望する民間の認

定こども園への給食提供を開始しました。

新施設が子育て支援の新たな拠点として、市民

の皆様に愛される施設となるよう、地域や関係機

関と連携した取組を進めてまいります。

次に、地域福祉の推進について申し上げます。

物価高騰が長期化する中で、家計への影響が大

きい低所得世帯に対し、各種給付金支給事業を実

施しました。

「住民税非課税世帯給付金」については、３，

５８４世帯に２億５，０８８万円を支給、「住民

税均等割のみ課税世帯給付金」については、６７

９世帯に６，７９０万円を支給しました。

また、「子育て世帯等給付金」については、住

民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯を対象に、

１５７世帯２６０人に１，３００万円を支給し、

低所得世帯を支援しました。

次に、循環型社会の形成について申し上げます。

本年３月４日に、本市、美深町、下川町、音威

子府村の４自治体とサントリーグループ様、株式

会社もっかいトラスト様による、ペットボトルの

水平リサイクルに関する連携協定を締結しました。

高齢や障がいなどにより、町内会等が管理する
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ごみステーションまで、家庭ごみを出すことが困

難な方に対する支援として、週１回、家庭ごみを

戸別収集する「ふれあい収集」を５月１日から、

風連地区において開始しました。

次に、消防事業について申し上げます。

令和５年中の火災及び救急・救助出動状況につ

いては、火災出動件数は５件で、前年比１件の減、

死者が１人、負傷者が２人発生しています。

火災種別では、建物火災が４件、車両火災が１

件となりました。

また、救急出動件数は、１，３２２件で前年比

９６件の増、主な事故種別は急病の９５０件で全

体の約７割を占めています。

このほか、ドクターヘリの要請は１件、ドクタ

ーカーの要請は４件となりました。

救助出動件数は、４８件で前年比２件の増、主

な事故種別は、交通事故が３０件で救助出動の約

６割を占めています。

消防施設については、風連出張所で２７年間運

用されていた消防車両を更新し、消防力の安定、

強化を図ってまいります。

救急業務については、救急救命士２１人を配置

し、名寄市立総合病院などで研修を実施し、市民

の皆様の安全安心な救急支援の向上に努めてまい

ります。

地域防災の要である消防団の活動については、

昨年６月に上川地方支部名寄分会総合訓練大会が

４年ぶりに本市で開催され、各種表彰、小型ポン

プ実戦訓練など日頃の訓練の成果を披露しました。

住宅防火対策の推進については、住宅用火災警

報器の設置率向上と維持管理について、住民に広

く周知し、防火対策の啓発に努めてまいります。

次に、交通安全対策について申し上げます。

４月６日から１５日までを「春の全国交通安全

運動」として、関係団体や地域住民による街頭啓

発、早朝パトロールやパトライト作戦を実施しま

した。

４月１０日の「交通事故死ゼロを目指す日」に

は、西條名寄店前において「旗の波作戦」を実施

し、関係団体から２８２人が参加のもと、沿線通

行車両や市民の皆様に交通事故防止を呼びかけま

した。

次に、住宅の整備について申し上げます。

公営住宅の整備については、瑞生団地住棟建設

及び解体工事のほか、栄町５５団地解体工事及び

緑丘第１団地改修工事に着手しています。

民間住宅の整備については、戸建て住宅などの

耐震化を支援する耐震診断及び耐震改修補助事業

の受付を開始しています。

次に、水道事業について申し上げます。

老朽管更新工事については、南１０丁目右仲通

ほか３路線、浄水場設備工事については、智恵文

中央浄水場ほか井戸改修工事、水道量水器取替工

事については、５工区に分けてそれぞれ着工して

います。

また、有収率向上に向け漏水調査業務に着手し

ています。

次に、下水道・個別排水事業について申し上げ

ます。

公共下水道施設整備については、名寄下水終末

処理場の電気設備更新工事、個別排水処理施設整

備事業については、１基の合併浄化槽設置工事に

着手しています。

次に、道路の整備について申し上げます。

市道の整備については、北３丁目通、南１０丁

目右仲通、西３条仲通、南２丁目通の改良舗装工

事に着工し、新規路線の東２条通と南西５条仲通

の実施設計に着手しています。

次に、橋梁の整備について申し上げます。

橋梁の整備については、風連駅跨線橋の修繕工

事、東恵橋ほか５５橋の近接目視点検業務、東橋

ほか１６２橋の計画策定業務に着手しています。

次に、除排雪事業について申し上げます。

昨年度は、３月末までの累積降雪量が５１１セ

ンチメートル、最大積雪深は９３センチメートル

となり、令和４年度との比較では、累積降雪量で
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２４センチメートル、最大積雪深では２５センチ

メートル少なくなりました。

除雪作業については、市街地・郊外地路線を合

わせて４３６キロメートル実施し、出動日数は１

４３日となり、令和４年度と比較して名寄、風連

の両地区で１３日の減となりました。

排雪作業については、カット排雪を市街地生活

路線において１回、積込運搬排雪を幹線道路及び

通学路において１回から２回、交差点排雪を２７

２か所実施し、路線の維持・確保に努めてきたと

ころです。

また、排雪ダンプ助成事業については、利用総

台数２，５４５台で、例年よりも少ない利用とな

りました。

引き続き、効率的で効果的な除排雪体制の確立

を目指し、除排雪のあり方について研究を進める

とともに、市道・私道除排雪助成事業や排雪ダン

プ助成事業の継続など、除排雪水準の維持・向上

が図られるよう取り組んでまいります。

次に、地域公共交通について申し上げます。

国から北海道旅客鉄道株式会社への経営支援策

として、令和６年度から８年度の３年間で１，０

９２億円の支援と、令和８年度末までに抜本的な

事業改善方策を取りまとめるよう新たな監督命令

が発出されました。

本市では、宗谷本線活性化推進協議会を中心に

沿線自治体と連携・協力した取組を進めてまいり

ます。

次に、農業・農村の振興について申し上げます。

基盤整備については、道営事業の「ちえぶん地

区」において、春の発注が終了し、整地工や暗渠

排水工事が実施されています。

また、報徳川の改修については、７月以降の工

事予定となっています。

次に、主要農作物の生育状況などについて申し

上げます。

本年の融雪期は４月５日で平年より３日早くな

りました。

５月１５日現在、水稲の播種作業は順調に進み、

生育については、平年並みで推移しています。

畑作物では、秋小麦・春小麦の生育は平年より

早く推移し、大豆、てん菜・馬鈴薯の播種・移植

作業についても平年より早く進んでいる状況です。

次に、米政策について申し上げます。

令和６年産米の生産の目安については、昨年度

より８３７トン増加し、うるち米１，５５５トン、

もち米１万１，５６６トンとされ、作付面積に換

算すると、うるち米２６６ヘクタール、もち米１，

９８０ヘクタールとなりました。

次に、農業振興センターについて申し上げます。

土壌診断事業では、昨年度で３，１５１点の実

績となり圃場の土壌改良に活用されており、実証

試験・展示事業では、化学肥料低減に向けた堆肥

等の施肥比較試験を進めています。

薬用作物振興では、企業版ふるさと納税を活用

した薬用作物での病害虫による減収に対応する培

養苗育成の取組について引き続き進めてまいりま

す。

また、振興センターで生産したアスパラガスの

大苗の配布を始めており、引き続き生産面積の維

持拡大を促進してまいります。

次に、有害鳥獣対策について申し上げます。

農業被害の防止対策については、名寄市有害鳥

獣農業被害防止対策協議会を中心としてエゾシカ

駆除を４月１日から開始し、駆除頭数については

５月３１日現在で２４６頭となっています。また、

３月２５日に名寄市農業振興対策協議会主催で、

アライグマ捕獲技術講習会を開催し、受講者８３

人が防除従事者として追加されました。

ヒグマ対策については、猟友会と連携し３月９

日から人里への出没抑制を目的とした春期管理捕

獲として、山林内での足跡の追跡調査などを延べ

１７回行いました。捕獲には至りませんでしたが、

山林にハンターが入ることで、ヒグマの人への警

戒心を高める効果が期待されるところです。

名寄市ヒグマ駆除隊については、４月１日付け
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で１４人の隊員に委嘱を行い、本年度の活動に従

事いただいております。引き続き、関係機関・団

体と連携し、被害防止に取り組んでまいります。

また、６月４日には、本市、旭川方面名寄警察

署、名寄自動車学校の３者による、市街地周辺で

のヒグマ出没時のドローン活用に関する協定を締

結しました。機材と高い操縦技能を持つ名寄自動

車学校の協力により、ヒグマの監視等の対策強化

が期待されるところです。

次に、森林保全と林業の振興について申し上げ

ます。

本年度の市有林、私有林の造林、間伐などの森

林整備に対する国の補助金は、要望額に対し９０

パーセントの内示額となりました。

減額分の森林整備については、森林環境譲与税

の活用による市単独事業として取り組んでまいり

ます。

次に、商工業の振興について申し上げます。

名寄市電子地域通貨Ｙｏｒｏｃａについては、

開始から６か月の稼働となる５月末日現在の実績

として、チャージ金額は１億９，５００万円、支

払額は電子マネー及び付与されたポイント分も合

わせて２億８，９００万円相当額が市内加盟店で

利用されました。

また、Ｙｏｒｏｃａポイント１万円相当分の給

付を行った物価高騰対策臨時生活支援事業につい

ては、３月４日から４月１２日の間に１万２，６

００世帯へ給付を行い、物価高騰の影響を受けた

市民生活の安定と市内経済の活性化が図られたと

ころです。

今後も、地域内での経済循環の促進と市民の皆

様に最も身近に感じてもらえる地域ＤＸ・デジタ

ルツールとして、運営主体である名寄商工会議所、

風連商工会と連携し振興してまいります。

王子マテリア株式会社名寄工場敷地利活用につ

いては、株式会社まちづくり名寄において土地・

倉庫の賃貸契約が締結され、夏以降の操業を目指

し、現在改修工事が進められています。本市では、

企業立地促進条例の特例に関する条例に基づき、

支援に取り組んでまいります。

次に、労働関係について申し上げます。

ハローワークなよろ管内の雇用情勢は、求職者

に対し求人数が上回る状況が継続しており、本市

においても人材確保は喫緊の課題となっています。

本年度から新たに、市内就業の促進と企業の人材

確保の取組を後押しする、若者地元定着奨学金返

済支援助成金の運用を開始するなど、人材の確保

・育成に係る支援制度の利用促進に向け、さらな

る周知に努めていくとともに、経済団体や各産業

界、金融機関等と意見交換を行い、人材確保につ

なげるための施策を推進してまいります。

次に、観光の振興について申し上げます。

本市においても、インバウンドを含む交流人口

が回復傾向にあり、名寄ピヤシリスキー場におい

ても、令和４年度から開設したツリーランコース

をはじめ多くのインバウンド利用がありました。

今後のさらなる利用者及び観光消費額の拡大に向

けて、受け入れ態勢の整備を進めるとともに、ス

マートゲート導入に伴い、より正確な情報に基づ

く、利用者ニーズに合わせたサービスの提供を目

指してまいります。

イベントについては、５月２６日に商店街を会

場にアスパラまつりが開催され、市内外より多く

の方に来場いただきました。

また、オール名寄ロケで撮影された短編映画

「運命屋」は、６月９日に市民文化センターＥＮ

―ＲＡＹホールで初回上映イベントが開催されま

した。

今後、短編映画祭への出展、全国のショートフ

ィルムシアターでの上映、インターネット配信な

どが計画されており、映画による情報発信と連携

し観光情報の発信を行ってまいります。

今後、本市の地域資源である天塩川や雪質日本

一のピヤシリスキー場といった大自然をフィール

ドとしたアウトドアガイドの育成を図り、交流人

口の拡大による地域経済の活性化を目指してまい
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ります。

次に、小中学校教育の充実について申し上げま

す。

４月５日に、小中一貫教育を行う市内初の義務

教育学校「智恵文小中学校」の開校式を行いまし

た。開校式では、保護者や地域の皆様の御出席の

もと、開校宣言や新たな校章が記された校旗の授

与などを行いました。

また、同日には、市内小中学校及び義務教育学

校の入学式が行われ、小学校・義務教育学校前期

課程では１９２人、中学校・義務教育学校後期課

程では１８９人の児童生徒が入学し、本年度の教

育活動が始まりました。

生きる力を育てる教育の推進として、確かな学

力を育てる教育の推進については、４月１８日に

本市の小学校６年生と中学校３年生が令和６年度

全国学力・学習状況調査に参加しました。各学校

においては、調査終了後、その結果の分析を行っ

た上で、学習指導の改善策や児童生徒への育成を

目指す資質・能力を明確にした授業づくりを講じ、

学力向上の取組をさらに進めてまいります。

４月１６日には、名寄市教育研究所定期総会を

開催し、令和５年度活動報告、令和６年度運営計

画などについて協議するとともに、名寄市教育改

善プロジェクト委員会の本年度の取組について説

明を行いました。

また、５月１５日には、第１回目の教育改善プ

ロジェクト委員会を開催し、全体会議及び教育経

営、教育研究、教育指導の３つの研究グループ会

議を行いました。それぞれのグループでは、学校

運営協議会の推進や、ＩＣＴの効果的な活用、不

登校対策など、学校教育の今日的な課題に適切に

対応するための様々な取組を進めてまいります。

健やかな体を育てる教育の推進として、学校給

食については、４月５日から給食の提供を開始し、

５月３０日には旬の地場産食材であるアスパラを

使用した給食を提供しました。

また、５月２７日に開催された名寄市学校給食

センター運営委員会では、本年度の事業計画など

について協議が行われ、使用する食材については、

安全安心な食材の選定に細心の注意を払うととも

に、地場産の食材を積極的に取り入れ、児童生徒

が喜ぶ給食の提供に取り組んでいくことが確認さ

れました。

社会の変化や多様な教育ニーズへの対応として、

特別支援教育の推進については、５月９日に第１

回目の名寄市特別支援連携協議会と名寄市特別支

援教育専門家チーム委員会議を開催しました。

特別支援連携協議会では、個に応じたきめ細か

な支援方法に係る研修の在り方などについて、ま

た、特別支援教育専門家チーム委員会議では、専

門家チームの申請や報告方法、専門家チーム委員

の巡回相談などについて協議しました。

次に、名寄市立大学について申し上げます。

令和５年度卒業式を３月１９日に行い、保健福

祉学部栄養学科４２人、看護学科４６人、社会福

祉学科５１人、社会保育学科５０人、合計１８９

人が卒業しました。

卒業生の４月１日現在の就職率は、保健福祉学

部栄養学科、看護学科及び社会福祉学科が１００

パーセント、社会保育学科が９８．０パーセント

となり、全体で９９．４パーセントと高い就職率

となりました。

なお、地元定着化推進事業により、１４人の学

生が本市内にて就業しています。

国家試験の結果については、管理栄養士は３１

人が合格し、合格率７３．８パーセントで新卒の

全国平均８０．４パーセントを下回ったものの、

看護師は受験者４５人全員、保健師も受験者１４

人全員が合格し、それぞれ新卒の全国平均９３．

２パーセント、９７．７パーセントを上回りまし

た。社会福祉士は４６人が合格し、合格率９２．

０パーセントで新卒の全国平均７６．８パーセン

トを上回りました。

また、精神保健福祉士は１３人全員が合格し、

合格率１００パーセントで、新卒の全国平均８２．
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５パーセントを上回りました。

令和６年度入学式については、４月３日に行わ

れ、栄養学科４３人、看護学科５８人、社会福祉

学科４５人、社会保育学科５０人の保健福祉学部

全体では１９６人の新入学生を迎えました。

今後も、複雑化・多様化する保健・医療・福祉

・保育の現場に対応できる豊かな人間性と専門性

を備えた職業人を育て、社会に送り出せるよう取

り組んでまいります。

次に、生涯学習社会の形成について申し上げま

す。

名寄ピヤシリ大学については、本年度から、こ

れまでの学年制から単年度の講座制にするととも

に、年齢制限を撤廃するなど、運営内容を一新し

ました。４月２３日に開講式を行い、在校生６人

に受講生５６人が新たな仲間として加わり、新し

い体制での学びがスタートしました。

また、智恵文友朋学級は１１人の受講生を迎え、

４月２５日に開講式を、風連瑞生大学は新入生８

人を迎え、４月２６日に入学式を行いました。

次に、市立図書館について申し上げます。

４月２３日から５月１２日までの「こどもの読

書週間」の企画として、４月２７日に「図書館は

じめてツアー」を実施し、施設見学や紙芝居の実

演など、来館のきっかけづくりを行いました。

また、５月１１日に「おとなのための読み聞か

せ会」を開催し、絵本の読み聞かせやパネル上で

展開する人形劇などを実演しました。

次に、北国博物館について申し上げます。

４月２７日から開催したゴールデンウイーク企

画「博物館で遊ぼう！」では、１０日間で延べ１，

６７３人の入館者があり、多くの家族連れで賑わ

いました。期間中は、名寄市立大学と北海道名寄

高等学校の学生ボランティア、名寄自動車学校に

協力いただき、木製玩具、リサイクル遊具などの

体験や、ヤギ、ウサギなどの動物とのふれあいを

楽しんでいただきました。

５月から実施している「小さな自然観察クラ

ブ」については、小学校４年生から６年生まで１

６人の応募がありました。全７回のメニューで、

四季を通して自然とのふれあいや体験を提供する

取組を行ってまいります。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。

４月２６日から５月６日まで「ピリカウィー

ク」として、北海道大学のピリカ望遠鏡を使用し

観望会を行いました。天候には恵まれませんでし

たが、観望会には２９６人が参加し、雲間から天

体を見ていただくことができました。

５月１１日に北日本の広い範囲で低緯度オーロ

ラが観測されました。オーロラを撮影した画像を

報道機関に提供したほか、インターネットによる

映像の配信も行い、映像を提供したほかの配信サ

イトも合わせると、天文台が撮影した映像は１６

０万回以上再生されました。

次に、生涯スポーツの振興について申し上げま

す。

スポーツ振興事業については、体成分分析装置

等を活用した健康科学による市民健康づくり事業

において、昨年度は延べ１，０４８人の体成分な

どを測定しました。本年度においても引き続きデ

ータを収集するとともに、これらデータを活用し

働き世代の健康増進や運動の習慣化につながるよ

う努めてまいります。

また、てくＴＥＣＨ活動事業については、達成

ポイントの見直しや、年度ごとに登録する仕組み

に加え、６５歳以上の方へ新たなコースを用意す

るなどのシステム改修を経て、６月３日から再ス

タートしています。

スポーツ合宿推進事業については、２月１０日

から１２日の３日間の日程で、本市で初となるス

ペシャルオリンピックス日本冬季ナショナルゲー

ムが多くの市民ボランティアの御協力のもと盛大

に開催されました。

また、３月６日から１０日の５日間の日程でＪ

ＯＣジュニアオリンピックカップ２０２４全日本

ジュニアスキー選手権大会兼全日本小・中学生選
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抜スキー大会を開催し、全国から小・中・高校生

５８９人、延べ１，０８５人のエントリーをいた

だき、熱戦が繰り広げられたところです。

昨年度の合宿受入数は８，７６８人で、令和４

年度比２，３０３人の増となり、経済効果におい

ても１億１１８万１，０００円、令和４年度比３，

３６７万４，０００円の増となりました。これら

は大会開催数の増加に伴う合宿者数の増加であり、

今後も、合宿誘致のみならず大会の誘致に努めて

まいります。

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

名寄市放課後子ども教室を、５月に名寄地区と

風連地区において小学生を対象に開講しました。

現在、２教室合わせて１７人の児童が、自ら学

び考える力を身につけるため、各教室で自学自習

やテーマ学習に取り組んでいます。

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

市民文化センターＥＮ―ＲＡＹホールは、昨年

度、主催事業を含め６６事業が実施され、２万２，

８３９人の利用がありました。

本年度は、これまでに市内のアマチュア劇団

「スワンク企画」の定期公演や「ザ・クロマニヨ

ンズ ツアー ＨＥＹ！ＷＯＮＤＥＲ２０２４」

が開催されました。

引き続き、質の高い優れた文化芸術鑑賞の機会

を提供できるよう、事業の充実に努めてまいりま

す。

準鉄道記念物のＳＬ排雪列車「キマロキ」は、

４月１７日にシート撤去作業を行い、一般公開を

開始しました。土日祝日を中心に多くの家族連れ

や鉄道ファンがその雄姿を見学に来られています。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ報告とします。

以上で行政報告を終わ〇議長（山田典幸議員）

ります。

日程第４ 議案第１号〇議長（山田典幸議員）

名寄市乳幼児等医療費の助成に関する条例の一

部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１号 名寄市乳幼〇市長（加藤剛士君）

児等医療費の助成に関する条例の一部改正につい

て、提案の理由を申し上げます。

本件は、現在小学生までとしている医療費の助

成対象を高校生年代まで拡大するために本条例の

一部を改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

山崎真由美議員。

１点確認をさせてい〇３番（山崎真由美議員）

ただきたいと思います。

本条例の乳幼児等医療費の助成ということで、

年齢の引上げについて御提案がございました。乳

幼児等ということで、乳幼児の占める割合よりも

乳幼児以外の年代の方のほうが多くなるわけです

ので、この条例の名称について何らかの協議があ

ったのか、また他の自治体では子供医療費助成条

例というような子供という言葉を使っておられる

自治体もございます。乳幼児等を使っている自治

体も同程度あるにはあるのですけれども、名寄市

としての見解を伺わせていただきたいと思います。

馬場健康福祉部長。〇議長（山田典幸議員）

今回の条例改正〇健康福祉部長（馬場義人君）

に当たりまして、今議員おっしゃられましたよう

に、高校生年代まで延長するということに伴いま

して条例の中身等々の内容について検証をさせて

いただいたところでございますが、その検討の際

に私どもといたしましては、今議員のおっしゃっ

たような御意見もあるかとは思うのですけれども、

一定今１２歳までというふうにさせていただいて

いる中で、年齢の延長というところで現行使って

いただいている方には年齢を延長するのだという
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ことの部分で、制度的には変わらないのですけれ

ども、年齢延長をするということで混乱を招かな

いように逆に名前を変えないほうがいいのではな

いかという検討させていただきまして、今回この

ような提案をさせていただいているところでござ

います。

以上です。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

考え方について理解〇３番（山崎真由美議員）

いたします。変えないほうが混乱を招かないとい

うことでありました。中身を確認しましても、少

し乳幼児等という言葉がそぐわしいのかどうかと

いうことについて確認をしたいと思ったものです

から、発言をさせていただきましたが、この後も

市民の皆さんの御反応も含めて丁寧な説明をして

いただければありがたいと思いますので、その点

についてはお願いを申し上げて、終わります。

ほかに質疑はございま〇議長（山田典幸議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（山田典幸議員）

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより採決を行います。

議案第１号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第１号は原案のとおり可決されま

した。

日程第５ 議案第２号〇議長（山田典幸議員）

名寄市農産物簡易加工処理施設条例の一部改正

についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２号 名寄市農産〇市長（加藤剛士君）

物簡易加工処理施設条例の一部改正について、提

案の理由を申し上げます。

本件は、名寄市農産物簡易加工処理施設のうち

未耐震かつ老朽化が進んでいるあぐりん館を令和

７年３月３１日で閉鎖をするため、本条例の一部

を改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより採決を行います。

議案第２号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

日程第６ 議案第３号〇議長（山田典幸議員）

名寄市手数料徴収条例の一部改正についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第３号 名寄市手数〇市長（加藤剛士君）

料徴収条例の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

本件は、建築基準法の一部改正により既存建築

物の大規模の修繕、または大規模の模様替えに係

る制限の緩和に関する新たな認定事務の手数料を

定めるとともに、確認申請等の手数料の見直し等
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を図るため、本条例の一部を改正しようとするも

のでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより採決を行います。

議案第３号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。

日程第７ 議案第４号〇議長（山田典幸議員）

工事請負契約の締結についてを議題といたしま

す。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第４号 工事請負契〇市長（加藤剛士君）

約の締結について、提案の理由を申し上げます。

本件は、名寄市が設置及び管理をしている街路

灯をＬＥＤ照明に取り替える工事で、昨年より３

か年計画で実施をしているところでございます。

昨年は２６４本、３１４灯をＬＥＤ照明に取り替

え、本年は３７２本、３９８灯をＬＥＤ照明に取

り替え、環境に配慮した安全、安心なまちづくり

を実施をするとともに、街路灯の電気料金の負担

軽減を図ろうとするものでございます。本事業は、

公募型プロポーザル方式により受託候補者を特定

をし、本年６月１０日に見積りを徴取した結果、

株式会社東洋社が１億５，０００万円で決定し、

これに消費税及び地方消費税１，５００万円を加

え、１億６，５００万円で契約を締結しようとす

るものでございます。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき、

議会の議決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより採決を行います。

議案第４号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

日程第８ 議案第５号〇議長（山田典幸議員）

財産の取得についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第５号 財産の取得〇市長（加藤剛士君）

について、提案の理由を申し上げます。

本件は、名寄市で所有している３台のロータリ

ー除雪車がいずれも標準使用年数の１５年を超え、

老朽化をしていることから、新たに１台を購入を

し、除雪体制の強化を図ろうとするものでござい

ます。本年５月２１日に２者により指名競争入札

を執行した結果、北海道川崎建機株式会社名寄支

店が４，２５０万円で落札をし、これに消費税及

び地方消費税４２５万円を加え、４，６７５万円
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で契約を締結しようとするものでございます。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定に基づき議

会の議決を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

日程第９ 議案第６号〇議長（山田典幸議員）

専決処分した事件の承認についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第６号 専決処分し〇市長（加藤剛士君）

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、令和５年度名寄市一般会計補正予算に

係る専決処分でありまして、歳入歳出それぞれ１

億２，３７０万円を減額し、予算総額を２５１億

６２８万５，０００円にしたものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費におきまして財政調整基金積立金１億１，

０２４万１，０００円の追加は、今後の財政運営

に備えるために積み立てたものでございます。

７款商工費におきまして中小企業運転等融資事

業費４，１８０万円の減額は、各預託金の不用額

を見込み、減額をしたものでございます。

このほか、各款において見込まれる事業の不用

額を減額したものであります。

次に、歳入について申し上げます。１款市税５，

９０１万３，０００円の追加は、徴収状況を勘案

し予算を追加したものでございます。

１２款地方交付税５億５，３９４万５，０００

円の追加は、特別交付税の交付額確定に伴い追加

したものでございます。

次に、第２表、繰越明許費につきましては、年

度内に完了しない物価高騰対策臨時生活支援事業

費ほか計５事業の繰越しをしたものでございます。

第３表、地方債補正におきましては、町内会活

動支援事業ほか計３０事業について限度額を変更

したものでございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定により報告

をし、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより採決を行います。

議案第６号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第６号は承認することに決定いた

しました。
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日程第１０ 議案第７〇議長（山田典幸議員）

号 専決処分した事件の承認についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第７号 専決処分し〇市長（加藤剛士君）

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、令和５年度名寄市国民健康保険特別会

計補正予算に係る専決処分でございまして、保険

事業勘定におきましては予算総額の変更を伴わな

い歳出予算の調整を行い、直診勘定におきまして

は歳入歳出それぞれ１７０万円を追加をし、予算

総額を２億９２１万６，０００円にしたものでご

ざいます。

補正の主な内容を保険事業勘定から申し上げま

す。５款基金積立金におきまして決算見込みから

１，０００円を追加、７款諸支出金におきまして

事業費確定から直診勘定繰出金を６万３，０００

円追加、同じく７款、還付加算金を６万４，００

０円減額をし、歳出予算の調整を行いました。

次に、直診勘定では、１款総務費におきまして

消費税の中間申告分として１７０万円を追加、４

款繰入金におきまして一般会計繰入金を追加し、

収支の調整を図っております。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定により報告

をし、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより採決を行います。

議案第７号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第７号は承認することに決定いた

しました。

日程第１１ 議案第８〇議長（山田典幸議員）

号 専決処分した事件の承認についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第８号 専決処分し〇市長（加藤剛士君）

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、令和５年度名寄市後期高齢者医療特別

会計補正予算に係る専決処分でございまして、保

険料還付金が予算額を上回る見込みとなったこと

から、歳出予算の調整を行ったものであり、予算

総額の変更はございません。

補正の内容を申し上げます。２款後期高齢者医

療広域連合納付金におきまして事業費の確定に伴

い１１万２，０００円を減額をし、３款諸支出金

において保険料還付金を１１万２，０００円追加

をし、歳出予算の調整を図ったものでございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定により報告

をし、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより採決を行います。

議案第８号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第８号は承認することに決定いた

しました。

日程第１２ 議案第９〇議長（山田典幸議員）

号 専決処分した事件の承認についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第９号 専決処分し〇市長（加藤剛士君）

た事件の承認について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、令和５年度名寄市立大学特別会計補正

予算に係る専決処分でございまして、歳入歳出に

それぞれ４，２１９万８，０００円を減額し、予

算総額を１７億３，８５５万３，０００円にした

ものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。１款

教育費におきまして名寄市立大学奨学金基金積立

金２５万円の追加は、いただいた寄附金を後年度

の事業に活用するため、寄附者の意向に沿った基

金へ積み立てたものでございます。

このほか１款教育費において見込まれる各事業

の不用額を減額したものでございます。

次に、歳入について申し上げます。６款繰入金

におきまして各事業費の確定に伴い一般会計繰入

金、基金繰入金を減額をし、収支の調整を図った

ものでございます。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定により報告

をし、承認を求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより採決を行います。

議案第９号は承認することに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第９号は承認することに決定いた

しました。

日程第１３ 議案第１〇議長（山田典幸議員）

０号 令和６年度名寄市一般会計補正予算（第２

号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１０号 令和６年〇市長（加藤剛士君）

度名寄市一般会計補正予算について、提案の理由

を申し上げます。

今回の補正は、各款にわたる臨時的経費を中心

に補正をしようとするものでございまして、歳入

歳出にそれぞれ１億９，５８９万１，０００円追

加をし、予算総額を２４５億８６７万９，０００

円にしようとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費におきまして冬季スポーツ拠点化事業費２

６１万８，０００円の追加は、Ｎスポーツコミッ

ションと市立大学コミュニティケア教育研究セン

ターの協働事業となる地域資源を生かした健康づ

くりエコシステム形成事業について負担金を追加

しようとするものでございます。

３款民生費におきまして物価高騰重点支援給付

金給付事業費７，７６３万円の追加は、物価高騰
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の影響を強く受ける低所得者世帯への給付金と給

付に係る事務費を追加しようとするものでござい

ます。

４款衛生費におきまして名寄市開業医誘致助成

交付金５，３５０万円の追加は、市内に新たに診

療所を開設しようとする者に対し名寄市開業医誘

致条例に基づき助成金を追加しようとするもので

ございます。

１０款教育費におきまして小学校維持管理事業

費３，５００万円の追加は、空調設備設置工事に

係る実施設計を行ったことに伴い、消費電力に対

応した電気設備への交換などを行おうとするもの

であります。

同じく１０款、義務教育学校維持管理事業費１，

４００万円の追加は、本年４月に行った智恵文小

中学校整備外構工事の点検の際、工事によって掘

り起こされた金属物などが見つかったため、安全

にグラウンドが使用できるようグラウンドを整備

しようとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。各事業費の

追加に伴う特定財源を計上したほか、収支の調整

を財政調整基金繰入金で実施しようとするもので

あります。

以上、補正の概要について申し上げました。よ

ろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより採決を行います。

議案第１０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１４ 議案第１〇議長（山田典幸議員）

１号 令和６年度名寄市立大学特別会計補正予算

（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１１号 令和６年〇市長（加藤剛士君）

度名寄市立大学特別会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、各款にわたる臨時的経費を中心

に補正をしようとするものでありまして、歳入歳

出それぞれ４３８万２，０００円を追加し、予算

総額を１８億６，２７１万２，０００円にしよう

とするものであります。

補正の内容について申し上げます。１款教育費

におきまして地域資源を生かした健康づくりエコ

システム形成事業費４３８万２，０００円の追加

は、市立大学コミュニティケア教育研究センター

とＮスポーツコミッションが共同研究をする事業

に係る経費を追加しようとするものでございます。

財源につきましては、一般会計繰入金を追加し、

収支の調整を図っております。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより採決を行います。

議案第１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１５ 議案第１〇議長（山田典幸議員）

２号 名寄市農業委員会委員の任命についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１２号 名寄市農〇市長（加藤剛士君）

業委員会委員の任命について、提案の理由を申し

上げます。

本件は、名寄市農業委員会委員の任期が本年７

月１９日をもって満了となるため、その後任の委

員を任命するものであります。

小田桐正 氏、北野雅嗣氏、越孝則氏、清水康

史氏、鈴木英二氏、鈴木康裕氏、竹部裕二氏、南

原政幸氏、村中洋一氏、安達啓治氏、飯村規峰氏、

伊藤貴美氏、上手浩幸氏、菅原一徳氏、住田美紀

氏、新田司氏、沼田清憲氏、林秀典氏、藤野修一

氏、又村裕司氏、横田浩二氏はそれぞれ農業者と

して御活躍をされている方であり、小川和則氏、

髙橋尚幹氏は農業者であるほか、道北なよろ農業

協同組合専務理事、てしおがわ土地改良区理事と

してそれぞれ御活躍をされている方でございます。

また、菅野真記子氏、中野寿子氏、菊池愛子氏は

ＪＡ女性部より推薦を受けた方であり、山上瞳氏

は名寄消費者協会副会長として御活躍をされてい

る方でございます。

ただいま申し上げました２７名の方々は、農業

に関し豊かな識見を有されており、本市の農業委

員会委員として適任であると考えております。

以上、農業委員会等に関する法律第８条第１項

の規定に基づき議会の同意を求めるものでござい

ます。よろしく御審議くださいますようお願い申

し上げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより採決を行います。

議案第１２号はこれに同意することに御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第１２号は同意することに決定い

たしました。

日程第１６ 報告第１〇議長（山田典幸議員）

号 令和５年度名寄市一般会計予算繰越明許費繰

越計算書の報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第１号 令和５年度〇市長（加藤剛士君）

名寄市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告

について申し上げます。

一般会計予算繰越明許費繰越計算書は、出納閉

鎖に当たり、令和５年度に完了しない議会運営事

業費のほか計１１事業を翌年度に繰越しするため

のものでありまして、地方自治法施行令第１４６

条第２項の規定により御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

報告第１号を終結いたします。

日程第１７ 報告第２〇議長（山田典幸議員）

号 令和５年度名寄市一般会計予算事故繰越し繰
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越計算書の報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第２号 令和５年度〇市長（加藤剛士君）

名寄市一般会計予算事故繰越し繰越計算書の報告

について申し上げます。

産地生産基盤パワーアップ事業につきましては、

農業機械導入費用に対する補助事業でございます

が、半導体不足の影響により農業機械の製造が遅

れ、輸入が困難な状況となったことから、年度内

の事業完了が不可能となったものでございます。

一般会計予算事故繰越し繰越計算書は、出納閉

鎖に当たり、これを翌年度に繰越しをするための

ものであり、地方自治法施行令第１５０条第３項

の規定により御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

報告第２号を終結いたします。

日程第１８ 報告第３〇議長（山田典幸議員）

号 令和５年度名寄市病院事業会計継続費繰越計

算書の報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第３号 令和５年度〇市長（加藤剛士君）

名寄市病院事業会計継続費繰越計算書の報告につ

いて申し上げます。

令和４年度より令和６年度にかけて実施の手術

室増改修事業につきまして、令和５年度の継続費

予算のうち支払い義務が生じなかったものについ

て令和６年度に逓次繰越しして使用するものでご

ざいます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

報告第３号を終結いたします。

日程第１９ 報告第４〇議長（山田典幸議員）

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第４号 専決処分し〇市長（加藤剛士君）

た事件の報告について申し上げます。

事故の内容は、令和６年１月２５日午前９時１

５分頃、健康福祉部所管のデイサービス送迎バス

が迎えのため市道から利用者宅まで後退をした際、

バスの左後部が玄関軒先に接触をし、破損させた

ものであります。過失割合は本市が１００％であ

り、相手方への損害賠償として２万９，７００円

を負担をすることで示談が成立し、和解したとこ

ろでございます。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分をしたので、同条第２項の規定により

御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

報告第４号を終結いたします。

日程第２０ 報告第５〇議長（山田典幸議員）

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第５号 専決処分し〇市長（加藤剛士君）
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た事件の報告について申し上げます。

事故の内容は、令和６年１月３０日午後１時１

０分頃、経済部所管の公用車が道北なよろ農業協

同組合本所の駐車場において空きスペースに駐車

しようとした際、駐車中の相手方車両が当方車両

に気づかず後退をしてきたため、回避しようとし

たが、間に合わず、当方車両の左側面に衝突した

ものでございます。過失割合は本市が２０％、相

手方への損害賠償として３万１，５６３円を負担

することで示談が成立をし、和解したところでご

ざいます。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分をしたので、同条第２項の規定により

御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

報告第５号を終結いたします。

日程第２１ 報告第６〇議長（山田典幸議員）

号 専決処分した事件の報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第６号 専決処分し〇市長（加藤剛士君）

た事件の報告について申し上げます。

事件の内容は、令和６年２月１９日午後１時頃、

名寄中学校校舎玄関横に駐車をしていた車両に外

壁に張りついていた氷の塊が剥がれ落ち、駐車車

両を破損させたものでございます。過失割合は本

市５０％であり、相手方車両の修理代として８万

３，１２２円を負担することで示談が成立し、和

解したところでございます。

以上、地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り専決処分をしたので、同条第２項の規定により

御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

報告第６号を終結いたします。

日程第２２ 報告第７〇議長（山田典幸議員）

号 債権放棄の状況報告についてを議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第７号 債権放棄の〇市長（加藤剛士君）

状況報告について申し上げます。

本件は、名寄市債権管理条例第１８条の規定に

基づき令和５年度において放棄をした病院事業及

び水道事業に係る債権の放棄について報告するも

のでございます。

まず、病院事業におきましては患者が破産、死

亡等の理由により回収見込みのない入院、外来診

療費について４６件、２６７万９，４４５円を放

棄したものでございます。

次に、水道事業におきましては消滅時効等の理

由により回収見込みのない水道料金について６０

件、２３万７，８３０円を放棄したものでござい

ます。

以上、名寄市債権管理条例第１９条の規定によ

り御報告を申し上げます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

報告第７号を終結いたします。
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日程第２３ 報告第８〇議長（山田典幸議員）

号 公害の現況に関する報告についてを議題とい

たします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第８号 公害の現況〇市長（加藤剛士君）

に関する報告について申し上げます。

令和５年度につきましては、関係機関の御理解

と御協力をいただき、大気汚染、水質汚濁、騒音、

振動、悪臭の５項目を中心に、調査、監視等を行

ってまいりました。

まず、大気汚染に関しては、炭化センターにお

いてダイオキシン調査を年２回実施されており、

排出基準を大きく下回る結果となっております。

次に、水質汚濁に関しては、名寄川の水質調査

を実施をいたしましたが、環境基準値を超える項

目はございませんでした。また、ゴルフ場の農薬

使用については、関係する環境保全指導要綱に基

づく水質分析調査を１１月に実施し、指導指針値

以下であることを確認しております。

次に、騒音、振動、悪臭についてですが、公害

となる苦情等はございませんでした。

その他、地球温暖化対策といたしましては、第

２４次名寄市地球温暖化防止実行計画においてＣＯ

削減目標を令和２年度に対して令和８年度までに

４％削減するとしております。計画初年度となる

令和４年度は、基準年の令和２年度と比較して６．

４％の減少となりました。これは、公共施設照明

ＬＥＤ化や節電、ウオームビズなどの取組の成果

だと考えられます。

ただいま公害の現状について申し上げましたが、

今後とも公害対策では継続した調査、監視等を行

い、市民の健康と生活環境の保全に努めてまいり

ます。

なお、詳細内容につきましては、さきにお届け

してございます公害の現状と対策を御高覧いただ

きたいと思います。

以上、名寄市公害防止条例第４条第２項の規定

に基づき御報告をさせていただきますので、よろ

しく御審議くださいますようお願いを申し上げま

す。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

報告第８号を終結いたします。

日程第２４ 報告第９〇議長（山田典幸議員）

号 株式会社名寄振興公社の経営状況についてを

議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第９号 株式会社名〇市長（加藤剛士君）

寄振興公社の経営状況について御報告を申し上げ

ます。

令和５年度第５２期の経営状況につきましては、

５月３０日の株主総会で報告を受けたところでご

ざいます。公社の第５２期の決算内容につきまし

ては、お手元の事業報告書記載のとおりで、営業

損益では１，２４７万９，３８５円の利益、経常

損益では１，６０７万２，３６８円の利益となり

ました。これに特別利益１３９万８，４００円を

加え、特別損失１，５０９万１，０８０円を差し

引いた税引き前当期純利益は２３７万９，６８８

円で、最終的な税引き後当期純利益としては３６

７万７，７２１円の黒字決算となりました。

令和６年度につきましても令和元年１１月に策

定をした経営改善計画の着実な実行を引き続き指

導してまいります。

以上、地方自治法第２４３条の３第２項の規定

に基づき御報告をさせていただきますので、よろ

しく御審議くださいますようお願いを申し上げま

す。

以上で報告第９号の報〇議長（山田典幸議員）

告を終わります。

報告第９号については、本日の会議終了後に議

令和６年６月１７日（月曜日）第２回６月定例会・第１号
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員協議会を開催し、質疑を行います。

日程第２５ 諮問第１〇議長（山田典幸議員）

号 人権擁護委員の候補者の推薦についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

諮問第１号 人権擁護委〇市長（加藤剛士君）

員の候補者の推薦について、提案の理由を申し上

げます。

人権擁護委員法の規定により、本市では８人の

人権擁護委員が法務大臣の委嘱を受け、活動を行

っておりますが、令和６年９月３０日付で佐々木

順道氏及び滝沢美也子氏が退任をされることから、

後任者の推薦依頼がございました。

本件は、新たな候補者として川田弘志氏、中村

勝巳氏を推薦いたしたく、人権擁護委員法第６条

第３項の規定により議会の意見を求めるものでご

ざいます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

お諮りいたします。〇議長（山田典幸議員）

本件については、市長が推薦する者について適

任と認めることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、本件は適任と認めることに決定いたし

ました。

お諮りいたします。〇議長（山田典幸議員）

議事の都合により、明日６月１８日から６月２

３日までの６日間を休会といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、明日６月１８日から６月２３日までの

６日間を休会とすることに決定いたしました。

以上で本日の日程は全〇議長（山田典幸議員）

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

大変お疲れさまでした。

散会 午前１１時２１分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 山 田 典 幸

署名議員 佐 藤 靖

署名議員 東 川 孝 義

令和６年６月１７日（月曜日）第２回６月定例会・第１号
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令 和 ６ 年 第 ２ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 会 議 録

開議 令和６年６月２４日（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１５名）

議 長 １６番 山 田 典 幸 議員

副議長 １０番 倉 澤 宏 議員

１番 中 畠 孝 幸 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 水 間 健 詞 議員

５番 谷 聡 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 清 水 一 夫 議員

８番 川 村 幸 栄 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１１番 高 野 美 枝 子 議員

１２番 高 橋 伸 典 議員

１３番 遠 藤 隆 男 議員

１４番 東 川 孝 義 議員

１５番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 渡 辺 博 史

書 記 石 橋 恵 美

書 記 及 川 洋 人

書 記 川 名 桃 代

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 岸 小 夜 子 君

総 務 部 長 木 村 睦 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 松 田 慎 司 君

健康福祉部長 馬 場 義 人 君

経 済 部 長 山 田 裕 治 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 伊 藤 慈 生 君

市立総合病院
佐 々 木 紀 幸 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
田 畑 次 郎 君

支 援 室 長

産業振興室長 櫻 田 孝 臣 君

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 鈴 木 康 寛 君

監 査 委 員 岡 川 進 君

令和６年６月２４日（月曜日）第２回６月定例会・第２号
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令和６年６月２４日（月曜日）第２回６月定例会・第２号

ただいまの出席議員数〇議長（山田典幸議員）

は１５名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署名〇議長（山田典幸議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

１１番 高 野 美枝子 議員

１３番 遠 藤 隆 男 議員

を指名いたします。

日程第２ これより一〇議長（山田典幸議員）

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

交通安全の啓発に関わって外１件を、今村芳彦

議員。

おはようございます。〇６番（今村芳彦議員）

議長より御指名をいただきましたので、通告に従

い、順次発言いたします。

大項目１、交通安全の啓発に関わってお伺いい

たします。本格的な夏を迎え、外出に適する季節

であるこの時期から自転車における交通事故が多

発する時期でもあります。内閣府が発行する令和

５年度交通安全白書によると、全ての死亡、重傷

事故件数は平成２５年と比較し、令和４年では４

割減少しているものの、自転車関連死亡重傷事故

の割合は横ばいから微増となっているとのことで

あり、名寄警察署にお伺いをしたところ、名寄市

においても年間で２０件程度の交通事故があり、

うち数件が自転車の事故となっているそうです。

これまで数年置きに死亡事故は発生をしており、

ゼロではありません。特に将来のある子供たちが

惨禍に巻き込まれることのないよう学校や家庭で

の交通安全指導、あるいは啓発に一層の取組がさ

れることを願ってやみません。

そこで、小項目１、交通事故防止に向けた学校

での指導は、交通事故ゼロを目指す第一歩として

大変重要です。現在の取組について概要をお伝え

ください。

続いて、小項目２点目、ヘルメットの着用に向

けてお伺いをいたします。令和５年４月１日から

全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務

となりました。東京都の警察組織である警視庁ホ

ームページによりますと、自転車乗用中の事故で

亡くなった方の５割が頭部に致命傷を負うとの情

報があり、頭部の保護が交通事故の被害を軽減す

るため、日常生活で自転車に乗るときもヘルメッ

トを着用して頭部を保護しましょうと啓蒙してお

ります。本市においても悲惨な事故を未然に防ぐ

ことを目的にヘルメットの着用へ啓発が必要と考

えております。名寄市の見解をお伺いいたします。

続いて、大項目２、ごみの収集に関わってお伺

いいたします。地域ごとのごみ収集方式の違いに

よる課題は、以前から何度も議論をされているこ

とであり、あくまで地域の意見を酌んでの取組と

答弁をいただいていると記憶しておりますし、自

分自身としても地域との合意の上で取り組むべき

と考えておりました。しかしながら、収集事業者

による人手不足や市街区の拡大による収集距離の

増大などから、戸別収集においても継続性に課題

があることや、風連地区において資源ごみはリサ

イクルステーションまで運ぶ必要があるものの、

郊外にお住まいの方で遠い方は片道５キロメート

ルの距離があり、無料での回収とはいえ公平と言

いづらい状況です。今年度の重点施策であるふれ

あい収集事業がスタートした今こそ継続的かつ公

平な収集を目指し、ステーション方式を基本とし

た収集に向けて検討すべきではないかと考えてお

ります。

そこで、小項目１、継続的かつ公平な収集に向

け、現在のごみ収集における課題をどのように捉

えているのかお伺いをいたします。

以上、前向きなやり取りができるよう期待を込

め、壇上からの質問とさせていただきます。

伊藤教育部長。〇議長（山田典幸議員）
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令和６年６月２４日（月曜日）第２回６月定例会・第２号

おはようございます。〇教育部長（伊藤慈生君）

ただいま今村議員から大項目で２点にわたり御質

問いただきました。大項目１の小項目１は私から、

大項目１の小項目２と大項目２は市民部長からの

答弁となりますので、よろしくお願いします。

初めに、大項目１、交通安全の啓発に関わって、

小項目１、交通事故防止に向けた学校での取組に

ついてお答えします。各学校においては、子供た

ちが自らの命を守り抜き、安全で安心な生活や社

会を実現するために主体的に行動する態度を育成

する安全教育を推進しており、特に毎日の通学や

家庭での外出などに関わる交通安全指導には力を

入れて取り組んでおります。本市の各学校におけ

る交通事故の防止に向けた取組として、小学校に

おいては登下校時の巡回指導や交通ルールの遵守

に向けた指導、自転車の点検指導などを行うほか、

新１年生に対しては学校区内を歩きながら交通ル

ールの確認を行っております。また、全学年を対

象に名寄警察署や名寄交通安全協会などの協力を

得ながら、基本的な交通ルールやマナーを身につ

けるための交通安全教室を行っております。交通

安全教室の内容については、実際に自転車に乗っ

たり、ビデオ鑑賞などをする中で子供たちに自転

車の安全な乗り方について指導をしております。

中学校においては、短学活における交通安全指導

をはじめ、生徒の実情に応じて自転車の乗り方の

マナーや注意事項、通学中に事故を起こしてしま

った場合の対処法など創意工夫した取組を行って

おります。

私からは以上です。

松田市民部長。〇議長（山田典幸議員）

私からは、小項目２、〇市民部長（松田慎司君）

ヘルメットの着用に向けてについてお答えいたし

ます。

自転車利用者のヘルメット着用の努力義務が課

されて以降、ヘルメット着用を普及させることで

交通事故による被害を軽減する取組が求められて

きております。内閣府の交通事故統計によると、

自転車乗用中のヘルメット着用状況別致死率は平

成２５年から令和４年の合計で着用の場合の２.４

倍となっており、ヘルメット着用の有無が事故の

際に生死に深く関わっているものとなっておりま

す。ヘルメットの着用は努力義務でありますが、

市内の自転車利用者の着用状況を見ますと、着用

率は低いものと見受けられますので、着用しない

場合の危険性を日頃より伝えていくことが重要で

あると認識しております。幼児や児童を保護する

責任のある者は、子供たちが自転車に乗るとき、

あるいは自転車に乗せるときは忘れずにヘルメッ

トを着用するよう、幼少期からヘルメットの着用

習慣を身につけるよう努めていくことが大切であ

り、非常に有効であると考えるところです。本市

では、自転車利用者の交通安全対策として広報紙

での意識醸成のための啓発や交通安全パトロール

車による市内巡回時における啓発、出前講座や交

通安全教室などの交通安全運動の中でもヘルメッ

ト着用の重要性について呼びかけを実施している

ところです。警察署はもとより、交通安全を推進

する関係機関や団体などとも連携し、あらゆる世

代の市民の皆さんに交通ルールを守り、ヘルメッ

トの着用が広く浸透するよう効果的な啓発活動に

力を入れ、自転車事故での犠牲者が出ないようこ

れからも強く呼びかけてまいります。

続きまして、大項目２、ごみ収集に関わって、

小項目１、継続的かつ公平な収集に向けてについ

てお答えをいたします。家庭ごみの収集は、合併

前からの方式を継続しているため、名寄地区では

戸別収集を基本とし、風連地区では町内会の御協

力によりごみステーション及びリサイクルステー

ションを活用したステーション方式による収集を

行っております。自宅前からの収集となります戸

別収集は、ごみ出しの距離が短いことや不分別ご

みがいつまでも放置されないというメリットがあ

る一方で、収集箇所が多いため作業員が収集に時

間を要してしまい、ごみ処理施設への受入れ時間

にぎりぎりに間に合う、もしくは遅れが生じ、収



－26－

令和６年６月２４日（月曜日）第２回６月定例会・第２号

集業者の大きな負担となっていること、さらに収

集に必要な人員や車両を多く用意しなければなら

ないというデメリットがあります。ステーション

方式は、除雪の配慮、風による飛散や鳥獣対策な

ど、ごみの管理面においてメリットはありますが、

不分別のごみが長期間放置されたり、ごみステー

ションやリサイクルステーションまでの距離が遠

いためごみ出し困難な方がいたり、車を使用しな

ければごみを出せないなどのデメリットがありま

す。本年５月からごみ出し困難世帯を対象にした

ふれあい収集を開始したところですが、名寄地区

の戸別収集と比較すると、必ずしも公平とは言え

ないものと認識をしております。地区によっては

収集体制が異なることや名寄地区の戸別収集では

収集業者の人員確保、風連地区のステーション方

式ではごみ出し距離の負担などによる公平性の問

題など、現在の収集体制に課題があることは認識

しております。引き続き収集体制の課題を整理、

検証し、本年度より着工しております次期中間処

理施設の供用開始に併せて検討を進めていきたい

というふうに考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

今村議員。〇議長（山田典幸議員）

それでは、それぞれ御〇６番（今村芳彦議員）

答弁いただきましたので、順次再質問させていた

だきます。

交通安全の啓発に関わってということで、小中

学生、特に小学生の子供たちがかぶっている様子

というのは私も見ております。今回小項目２にも

ありますけれども、ヘルメットの着用が努力義務

になったというのは、それはこれまでも１３歳未

満の子供たちにはそれぞれ努力義務を課していた

わけで、それが年齢が拡大をしたという認識の中

にありますので、今回の小項目の１番と２番と分

けて考えるのはなかなか不都合も出てくるかなと

思いますので、その辺ちょっとすみませんが、よ

ろしくお願いいたします。

先ほどの答弁でいただいて、かなり啓発ですと

か、そういうふだん自転車に乗るときには安全に

乗りなさいよといったようなことも含めて指導さ

れているということでありますけれども、なかな

か本市の状況を見ますと、やっぱり小学生に比べ

て中学生あるいは高校生といった方たちが登校中

にヘルメットをかぶっているかといえばそうでは

ないのかなというふうに感じております。ちょっ

と現状どのように捉えられているのか、まずお答

えをいただきたいと思います。

伊藤教育部長。〇議長（山田典幸議員）

現状についてでござ〇教育部長（伊藤慈生君）

いますが、本市の小学校については基本的に徒歩

通学でありますが、３校では学年や通学距離など

を基に一部自転車通学を認めている状況にありま

す。自転車通学を承認するに当たってはルールを

定めており、その一つとして保護者の責任におい

てヘルメットの着用を義務づけていることから、

自転車通学者は登下校の際にヘルメットを着用し

ているものと認識しております。また、中学校に

おいては、自転車通学を許可しており、多くの生

徒が自転車通学を行っている状況ですが、自転車

乗用時のヘルメットの着用については努力義務と

なっていることから、御指摘のとおり、着用率は

低いと認識しております。

私から以上です。

今村議員。〇議長（山田典幸議員）

確かに中学生、特に女〇６番（今村芳彦議員）

子生徒は嫌がるだろうなという感覚は私も持って

おります。ですが、やはり努力義務となっている

以上、着用に向けて取り組む必要があると思いま

す。これについては、対応というのは検討されて

いますでしょうか。

伊藤教育部長。〇議長（山田典幸議員）

道路交通法において〇教育部長（伊藤慈生君）

は、自転車乗用時のヘルメットの着用が努力義務

化されていることから、各学校では保護者や地域

に向けてチラシや学校通信を配布するなどしてヘ

ルメットの着用について周知、呼びかけを行って
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います。教育委員会では、校長会議などでヘルメ

ットの着用を含めた交通事故の防止について適宜

注意喚起を行っているところです。今後とも学校

と連携しながら交通事故の防止に向けて広報啓発

活動なども含め、きめ細やかな交通安全の取組を

進め、交通安全教育のさらなる充実に取り組んで

まいります。

以上です。

今村議員。〇議長（山田典幸議員）

確かにこの名寄市にお〇６番（今村芳彦議員）

いて自転車での死亡事故というのでしょうか、交

通事故も含めてそれほど多くはないのかなという

認識を個人的には持ってはいるのですが、これは

やはり日頃家庭でもそうですし、学校での指導の

効果が十分に出ている部分もあるなというふうに

は思っておりますけれども、それでも事故がゼロ

にはならないといった点、これ深く受け止めてい

ただきながら、今後も学校での周知啓発をぜひ進

めていただければなと思います。

特に重要視しておりますのが学校もそうですけ

れども、家庭での指導というのももちろん必要に

なってきておりますし、私も子供が小学生から高

校生までおりますけれども、なかなかかぶれと言

ったところで正直かぶらないで走っている姿をよ

く見ます。危ないからという話はさせていただい

ているのですが、なかなか子供たちの興味が向か

ないといった面も含めて、まだまだちょっと啓発

というか、かぶってもらえる、ふだん当たり前に

かぶっているというのを常識にできていないなと

いうふうには私も反省をしているところでありま

す。先ほどもちょっと御答弁いただきましたけれ

ども、この交通ルール、今努力義務という形にな

りましたけれども、ちょいちょい変わるルールに

なろうかなと思います。変わったときに我々保護

者としても指導がしづらかったり、できなかった

りということもありますけれども、その辺はやは

り警察ですとか交通安全協会、そういうところと

連携しながら、また我々保護者に対してもそうい

う啓発事業を行うべきではないかなというふうに

考えておりますけれども、先ほども言っておりま

したけれども、外部組織の連携、警察、あるいは

安全協会といったところとの連携についてはどう

いう状況なのかちょっと詳しくお知らせいただけ

ればと思います。

松田市民部長。〇議長（山田典幸議員）

市民全体的な立場か〇市民部長（松田慎司君）

らということで、ちょっと市民部のほうでまずは

答えさせていただこうかなと思いますけれども、

警察、交通安全協会等の連携はということですの

で、私のほうからになりますけれども、一応交通

事故死ゼロに向けてということで、市長を会長と

しております名寄市交通安全運動推進委員会とい

うのがあるのですけれども、そこを中心に名寄警

察署、名寄地区の各交通安全協会、また連合会、

あと交通安全指導委員会ですとか町内会といった

ような各団体に所属する、また事業所の皆さんと

共に春、夏、秋、冬、繁忙期、あと歳末期という

ことで、６回の期間、６期間にわたりまして朝夕

のパトライト運動ですとか、旗の波運動を通じて

市民全体にもそうですし、名寄を通過いたします

ドライバーに向けても自転車、自動車、歩行者問

わず交通安全の呼びかけを行ってきているという

ところがまずは一つ現状にありますので、よろし

くお願いいたします。

今村議員。〇議長（山田典幸議員）

子供たちだけではなく、〇６番（今村芳彦議員）

大人、一般向けの啓発も行っているということで

承知をさせていただきました。特に子供たちとい

うのは、今後の人生ステージが変わるたびにとい

いましょうか、結婚ですとか、あるいは就職です

とかといったときにこの名寄市から違うまちへ移

動する人もいるのだなと思います。そういう人た

ちは、幼い頃に学んだ自転車のルールというのを

根っこに持ちながら移動するようなことになると

思いますので、今後も幼少期からの交通安全の啓

発にぜひ努めていただきたいなというように思っ
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ております。死亡事故ゼロを目指して進んでいた

だければと思っております。

そして、１点、北海道の条例になるのですけれ

ども、北海道の条例で北海道自転車条例というの

があると思います。これについては、もちろんヘ

ルメットを努力してつけなさいよともうたってい

るのですが、自転車損害賠償保険等に加入をしま

しょうということで推進がされております。これ

小学生であっても加害者になり得るといったよう

な非常に重たいことになっておりますが、この辺

の指導ですとか状況について分かる範囲がありま

したらお知らせをいただきたいと思います。

伊藤教育部長。〇議長（山田典幸議員）

中学校の状況なので〇教育部長（伊藤慈生君）

すが、１校で保険への加入を条件に自転車での登

下校について許可しております。ほかの３校につ

きましては、保険への推奨などというところでと

どめているところでございます。

以上です。

今村議員。〇議長（山田典幸議員）

報道等でもあったよう〇６番（今村芳彦議員）

に、自転車に乗るとすべからく車両を運行する側

になります。これは、大人でも子供でも変わりが

ありません。全く悪気がなかったからといって相

手にけがを負わせてしまった場合の責任がなくな

るわけではないです。これは、ぜひ多くの保護者

の方にも理解をしていただきたいですし、日頃自

転車を常用的に使う方も理解をしたまま自転車に

乗っていただきたいのですが、この損害賠償保険、

ぜひそれぞれ加入していただいて、万が一のとき

でも、本当はあってはならないのですけれども、

万が一のときに補償が利くようなやり方というの

ですか、そういうのを今後また検討していただけ

ればいいのかなというように思っております。

続いて、一番私が推奨したいと思っておりまし

たのが、中学生、高校生も含めてなのですが、一

般の方も含めてヘルメットの着用を進めていただ

きたいなというふうに考えておりました。まず、

その前段でちょっと確認をさせていただきたいの

ですが、この名寄市の行政職員の方、かなり自転

車に乗られていると思うのですけれども、やはり

大人として見本を見せるのにヘルメットをかぶっ

ていただけているものと思っておりますが、どの

程度かぶっているのか把握はされておりますか。

松田市民部長。〇議長（山田典幸議員）

今職員どのぐらいヘ〇市民部長（松田慎司君）

ルメットかぶっているのかという御質問だったか

と思いますけれども、実際のところ把握はできて

いないというのがちょっと現状になります。職員

に対しまして、実は名寄市役所には庁用自転車と

いうのが装備をしておりまして、庁用車、車と一

緒に近い場所に仕事に出向く場合には自転車のほ

うも活用できますよということで用意させていた

だいているのですけれども、そちらの部分につい

てはヘルメットをつけていっていただくというこ

とを一応必須的にさせていただいて、自転車に乗

っていただくということで、庁用自転車にはヘル

メットの着用を実はさせていただいているところ

です。こうしたことをきっかけに職場からヘルメ

ット着用の呼びかけというのをしていければとい

うふうに思っていますので、日常生活を含めて自

転車の利用する際にヘルメットの着用につながっ

ていければなというふうに思っているところです。

まずは、ちょっと庁用自転車という形から少し入

らせていただいているところです。

以上になります。

今村議員。〇議長（山田典幸議員）

あんまり私も自転車に〇６番（今村芳彦議員）

乗るときにヘルメットをかぶっているかと言われ

ればそうでもないときもありますので、ここで言

う話ではありませんけれども、気をつけていただ

ければなと。ふだんの運行上気をつけていただけ

ればなと思います。ヘルメットの着用が努力義務

というちょっと聞き慣れない言葉になっているの

ですが、これ以前後部座席のシートベルトが努力

義務だった時代がありまして、それが時代の流れ
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とともに今度義務化をされてきたといったことも

あります。そういう経緯も踏まえますと、努力義

務だからつけなくてもいいやというような考えで

はなく、やはり努力をしなければならないと、着

用しなければならないといったような意識づけに

向けて、私はどこかの機会でいいと思っていまし

たけれども、ぜひ罰則のない義務であると。義務

だと捉えて、ヘルメット着用を推進してはいかが

かなと思います。やはりこれについてはある程度

助成等を考えていただく必要があるのかなと思い

ますけれども、その点について御見解がありまし

たら、お伺いいたします。

松田市民部長。〇議長（山田典幸議員）

ヘルメット着用の部〇市民部長（松田慎司君）

分での助成ということの御質問だと思うのですけ

れども、先ほどもちょっと答弁でも述べさせてい

ただきましたけれども、ヘルメットをかぶってい

る、かぶっていないでのけがや致死に対するとい

うものが２.４倍に膨れ上がるというようなことで

少し答弁させていただきましたけれども、現在ヘ

ルメットに関します助成のほうはしていないので

すけれども、こういった部分も含めて、ヘルメッ

トの重要性ということを市民の皆さんにもお知ら

せしていく部分も含めて、購入費の助成について

は他市でも少しいろいろと先進事例ありますので、

そちらも検討しながら、少し検討を進めていきた

いなというふうに思っていますので、よろしくお

願いいたします。

今村議員。〇議長（山田典幸議員）

ありがとうございます。〇６番（今村芳彦議員）

考えていただけるということですので、ぜひ前向

きに考えていただければと思います。やはり子供

たちだけかぶれというのではなくて、我々大人が

率先してかぶること、そして交通ルールを守ると

いった姿が子供たちの目にも留まれば、全体的な

交通事故の減少にもつながってくるというふうに

思います。これについては、ぜひ進めていただき

たいと思います。

そして、最後１点、一番難しいなというふうに

思っておりましたけれども、さらに中学生、高校

生のうち、先ほども言いましたが、なかなか特に

女子生徒がヘルメットをかぶっていただけないで

す。私の娘もそうでした。どうやったらかぶるの

って言ったら、前髪が大事だと言いました。言い

切りました。だけれども、やはりそれはかぶれと

親としては指導させていただいておりますが、か

ぶり方が微妙に浮いてしまっているというか、そ

こまでして前髪を守りたいのかなというふうにも

思いますけれども、それでも子供たち目線でとい

いましょうか、若年向けの女性がかぶりたくなる

ようなヘルメットの在り方というのでしょうか、

ちょっと大きな話になってしまいますけれども、

その辺ぜひ調査研究をしていただきたいなという

ふうに考えております。かぶっていただけるよう

な取組というのですか、そういうことを考えてい

ただきたいなと思いますが、見解がもしあればお

伺いをしたいのですが、何かありますでしょうか。

なければ、次の質問させていただきたいと思いま

す。

松田市民部長。〇議長（山田典幸議員）

見解をということな〇市民部長（松田慎司君）

のですけれども、ヘルメットについては女子生徒

というか、女子学生に限らず、男女を問わずに全

年代においてということが推奨といいますか、進

めていかなければならないなというふうに思って

いますので、日常からの啓発に、これに限るのか

なというふうに思っていますので、広報等を通じ

て啓発の取組は進めていきたいと考えております。

ヘルメットのデザインが今いろいろと何か普及さ

れてきていて、少し帽子型だったり、ハット型と

いうのですか、というのもどうやらあるようなの

で、いろいろな規格、きちっとしたヘルメットの

規格はあるのかもしれないですけれども、それの

規格の中でそういったヘルメットも出てきている

ということもありますので、そういうのも含めて

周知をさせていただければなというふうに思って
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いますので、よろしくお願いいたします。

今村議員。〇議長（山田典幸議員）

今の御答弁にもありま〇６番（今村芳彦議員）

したどんなヘルメットもいいのかという話ではな

くて、やはり認証されたものを勧めているという

ような形だと思います。これ先ほども出ましたが、

警視庁のホームページのほうで確認をしましたと

ころ、適合したマークがついているヘルメットを

推奨するという旨でありました。何でもよければ

いいという話ではなくて、ある程度安全性が確保

できるような規格をパスしているといいましょう

か、そういうヘルメットについてぜひこれからも

かぶっていただけるように取り組んでいただけれ

ばなと思います。

続きまして、大項目の２点目に移らさせていた

だきます。ごみの収集に関わってということで御

答弁をいただきました。現状必ずしも公平ではな

いという御答弁をいただいて、課題については私

もそうですし、担当の現場としても課題を認識さ

れているのだなというふうに考えております。先

ほど壇上でも申し上げましたが、ふれあい事業の

スタートが大きなきっかけになったなというふう

に考えております。といいますのも、ステーショ

ン方式の地域でごみが出せないよって人にやっと

この手が届いたのかなと。これは非常にすばらし

い事業であり、まだまだスタートした直後の事業

だということもありますけれども、現状どういう

申請者の数があるのか、また取組について概要を

お知らせいただければと思います。

松田市民部長。〇議長（山田典幸議員）

ふれあい収集事業と〇市民部長（松田慎司君）

いうことで、少しＰＲも含めて御説明させていた

だければと思います。

ふれあい収集事業ですけれども、今年度の新規

事業で高齢や障がいなどにより町内会が管理して

いますごみステーション、リサイクルステーショ

ンまで家庭ごみを出すことが困難な方ということ

がまず一つ条件とさせていただいているのですけ

れども、併せて近隣の親族ですとか近隣にお住ま

いの方等の協力を得ることが困難な方に対しまし

て支援をするということで、自宅前の玄関にごみ

を週１回出していただきまして、ふれあい収集員

がそれを収集するというところになってございま

す。あわせて、安否確認のほうも行わさせていた

だくというところになっている事業となります。

５月１日から収集開始して、６月１２日現在にな

りますけれども、今２５世帯を対象にふれあい収

集員が週１回お宅を訪問させていただいておりま

す。集めているものも炭化ごみ、埋立ごみ含めて

１０分類の家庭ごみということで全てを収集させ

ていただいて、その後分別をしながらごみを捨て

させていただいているところになります。

以上です。

今村議員。〇議長（山田典幸議員）

これまでも状況次第で〇６番（今村芳彦議員）

は似たような事業あったのだと思いますけれども、

ごみステーションまでごみを搬入する必要があっ

た地域に突然ごみ箱のほうから、向こうからやっ

てきたという認識を私は持っています。これは、

本当にごみ出し弱者といいましょうか、ごみ出し

困難な世帯にとっては天恵とも言えるような事業

ですので、これぜひ周知を含めていただきながら、

利用者の状況も把握しながら取り進めていただき

たいなというふうに考えております。

ちょっと公平性についての話になりますけれど

も、現在リサイクルステーションに持ち込んでい

る資源ごみ、ペットボトルですとか空き缶とかと

いうところの部分ですが、ごみステーションを使

用していない日に搬入するですとか、ごみステー

ションであればある程度近くにありますので、そ

ういう活用ができないでしょうか。また、管理団

体との交渉も必要となるのですけれども、回収作

業ももしかしたら可能になるのかなというふうに

考えておりますが、その辺御検討いただけないか

と思います。

松田市民部長。〇議長（山田典幸議員）
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リサイクルステーシ〇市民部長（松田慎司君）

ョン、ごみステーションの併せた利用というので

すか、そういったことなのかなというふうに思い

ますけれども、風連地区で行っていますリサイク

ルステーションの管理については、瓶、缶、ペッ

トボトルなどの資源ごみになりますけれども、こ

ちらについては各町内会で行っていただいて、運

営というか、管理を行っていただいております。

設置箇所についてもごみステーションよりも少な

いということもありまして、多分遠く、不便をお

かけしているのだなというふうに思っております。

炭化ごみ等の収集については、大きく２つに分か

れて収集をさせていただいていますけれども、現

在の収集体制でいきますと２か所の収集体制のエ

リア等も水曜日実はごみ収集を行っていないとい

うことになっている状況です。そういったことも

あるので、資源ごみ、リサイクルステーションと

いうことではなくて、ごみステーションというと

ころの考え方については公平な収集体制の一つの

手法とも考えられますので、議員からもありまし

たけれども、収集業者等も含めてリサイクルステ

ーションを管理いただいている町内会とも協議を

していくことは必要になるのですけれども、ちょ

っと実施が可能かどうかというのは少し検証させ

ていただければというふうに思いますので、よろ

しくお願いします。

今村議員。〇議長（山田典幸議員）

そうです。協議が絶対〇６番（今村芳彦議員）

に必要になってくる状況でありますので、これは

各地域の町内会が管理をしているという課題です

とか、リサイクルステーションを老人クラブさん

で運営されているという状況もありますので、一

概にどうだという線引きというのは非常に難しい

とは思います。ですが、御答弁壇上でもいただき

ましたが、中間処理施設が稼働されるよというこ

ともありますので、ぜひ早急に課題として捉えて

いただいて、解決に向かってぜひ進んでいただき

たいなというふうに思います。

次の公平性についてもう一点別な視点からお話

をさせていただきますけれども、他市の状況とし

て室蘭市さんでは軒先の収集からステーション方

式に変更を始めたといったような新聞報道があり

ました。そしてさらに、収集効率の向上を目指し

て、ＡＩによる経路選定を行うということも報道

がされております。これ先行事例として非常にす

ばらしいのかなと思いますが、この辺名寄市とし

ての受け止め方というのはあるでしょうか。

松田市民部長。〇議長（山田典幸議員）

他市の状況というこ〇市民部長（松田慎司君）

とで室蘭市の状況、我々のほうでも少し情報収集

させていただいていたのですけれども、収集方式

の変更ということは室蘭市に限らずいろんな自治

体で継続的に取り組んでいるということで、我々

のほうも少し情報をキャッチしながらというふう

に思っていたのですけれども、ＡＩとかＩＣＴを

使ったという事例もあるということは承知してお

ります。当市においても継続的なごみ収集を維持

するためということの観点も含めまして、収集車

両の台数とか収集をしている方々の動線だとかと

いうのも含めて、これはＩＣＴ事業というのは、

ＡＩ事業というのは非常に参考になるなというふ

うに思っておりまして、実は検証してみようかと

いう段階ではありました。ですので、少し他市の

状況を見ながらというふうに思いますけれども、

ＡＩについては少し検討していきたいなというふ

うに実は考えていたところです。

以上になります。

今村議員。〇議長（山田典幸議員）

軒先収集からステーシ〇６番（今村芳彦議員）

ョン方式に変わった部分については、なかなか触

れていただけない、触れづらい部分だったのかな

というふうに考えておりますけれども、確かに庭

先の収集ではありますけれども、例えばですけれ

ども、数件でまとまって設置をお願いできるとこ

ろはしてみたりですとか、そういう取組があって

もいいのかなというふうにも感じております。と
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いうのも、壇上でも申し上げましたが、収集業者

さん、かなり今四苦八苦している状態です。走り

ながら、トラックを追いかけながら収集している

というのははた目で見ても大変な重労働に私は感

じます。そして、当然それで新たな担い手といい

ましょうか、ほかの代替の作業員が出るかといっ

たら、なかなかそうは正直ならないのではないか

なというふうにも思います。これについては、安

定的な収集ということを目指して、ぜひ軒先の収

集からステーション方式にある程度検討していた

だければなというふうにも思っています。新聞報

道でもこの室蘭市の取組が新聞で報道がされたと

きには大なたを振るったといったようなかなり果

敢な取組だったなというふうにもありますので、

これは検討していただければなと思います。そし

て、ＡＩについて今考えてみたいという話であり

ましたので、これは少しでも業者さんの負担も含

めて、またなおかつごみの収集、集めるのが早く

なるというのはごみの飛散防止も含めてよいこと

だなというふうに思いますので、その点ぜひ進め

ていただきたいと思います。

今までこういうお話しさせていただきましたけ

れども、やはりごみの状況をどう考えていくのか

といった点で考えますと、地域と協議をしなけれ

ばならないというふうに思っております。これま

で町内会がそれに代わる場所なのかなというふう

な認識をしておりましたが、ごみ収集事業全体に

関わる審議会等、そういうところの部分を設置し

た上でこれ協議をしてはいかがかなというふうに

思っておりますけれども、この点お考えがありま

したら、お伺いしたいと思います。

松田市民部長。〇議長（山田典幸議員）

審議会等のお考えは〇市民部長（松田慎司君）

あるかということかと思います。ごみの収集につ

いては、分別も含めてですけれども、市民の皆様

ですとか各町内会の御協力は不可欠というふうに

は認識しております。名寄市でも廃棄物の減量で

すとか処理に関する条例というのが実はありまし

て、ここで関係機関ですとか、町内会等の団体か

ら推薦をいただきました委員で構成をしているの

ですけれども、名寄市廃棄物減量等推進審議会と

いうのがありまして、ここで実はごみ処理全般に

関することをこれまで審議させいただいておりま

す。この審議会で令和９年４月から供用開始を予

定しています次期中間処理施設の稼働に向けての

新たなごみの分別区分について今後審議していき

たいなというふうに考えているところでした。こ

の審議会、ごみの収集の課題についても地域の方

々から御意見いただけるような組織にしていきた

いというふうにも思っていますので、審議会の委

員の構成も選出されている、住んでいる場所も含

めて工夫した選考委員になるように工夫して組織

をしながら、次の分別については考えていきたい

なというふうに思っているところです。

以上です。

今村議員。〇議長（山田典幸議員）

ありがとうございます。〇６番（今村芳彦議員）

ステーション方式がいいのか、軒先がこのまま続

けられるのかといった点も含めて一つの大きな課

題でありますし、さらに今御答弁にもいただいた

ように、中間処理施設の稼働に伴うごみの規格の

変更というのが絶対にこれは必須だなというふう

に思っています。今審議会等で協議をこれから進

めるといったような御答弁をいただいたと思いま

すけれども、現在の検討状況といいましょうか、

ごみの分別の方法、それある程度状況がありまし

たらお知らせをいただきたいのと、それを私が知

っても意味がないといいましょうか、やはりこれ

は広く市民皆さんに全員に周知をしていただいて、

みんなでごみの減量について考えていかなければ

ならないなというふうに思っております。この周

知についての考え方をお聞かせいただきたいと思

います。

松田市民部長。〇議長（山田典幸議員）

周知の仕方というこ〇市民部長（松田慎司君）

となのですけれども、先ほども少し審議委員会の
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ほうで検討していくというふうにさせていただい

ているのですけれども、当市のごみの処理につい

ては本市、名寄市と美深町、下川町及び音威子府

村で構成をします名寄地区衛生施設事務組合にお

いて進めているというところもありますので、少

しちょっと名寄だけの意見というわけにはいきま

せんので、こちらも含めて次期の中間処理施設の

整備に向けて内容については話していかなければ

ならないなというふうに思っているところです。

新しい施設については、本年の８月から実は工事

着工の予定となっておりますので、ここで炭化処

理から焼却というような形で変更になりますので、

ごみの分別、大幅に変更していかなければという

ふうに思っていますので、名寄地区衛生施設事務

組合と、またその構成市町村と新しいごみの分別

については早くから検討を進めていかなければと

いうふうに思っています。そこも含めて廃棄物の

この審議会等にもお諮りをしていきながら、新た

な分別方法を決めていかなければというふうに思

っています。この分別区分の周知につきましては、

供用開始の少なくとも１年以上前からはやってい

きたいなというふうに考えていますので、市民の

皆様には１年前には話していかなければ、よりよ

い分別、よりよいごみ出しになっていかないなと

いうふうに考えていますので、そういった形で進

めていきたいというふうには現状考えているとこ

ろです。

今村議員。〇議長（山田典幸議員）

１年以上前からという〇６番（今村芳彦議員）

ことでありました。ぜひ稼働に併せて課題となっ

ている公平性を担保した収集に向けて、大なたを

振るえとは言いませんけれども、ぜひ前向きに検

討していただいて、また市民の方との協力もいた

だきながら、洗練された生活環境を保てるように

願うところでございます。

以上、一般質問を終わらせていただきます。あ

りがとうございます。

以上で今村芳彦議員の〇議長（山田典幸議員）

質問を終わります。

名寄市立総合病院と地域医療の今後について外

２件を、東千春議員。

議長より御指名をい〇１５番（東 千春議員）

ただきましたので、通告順に従い、大項目で３点

にわたって質問させていただきたいというふうに

思います。

まず、大項目の１点目、名寄市立総合病院と地

域医療の今後についてお伺いをいたします。小項

目の１点目、病院職員体制の現状と対応について。

市立総合病院では、様々な職員の募集を行ってお

ります。中でも看護師、薬剤師の募集は随時とい

う形で募集を行っておりますけれども、現在の職

員の不足の状況、そして応募の状況についてお伺

いをいたします。

また、募集において近年工夫をされている点が

ありましたら、お知らせをいただきたいと思いま

す。

小項目の２点目、名寄市立総合病院における新

型コロナの現在の影響について。新型コロナウイ

ルスは、国民生活や医療界に多大な影響をもたら

しました。病院経営として、また職員の離職等で

これまで受けた影響はまだ残っているのかお伺い

をしたいというふうに思います。

また、国の対応はどのようになっているのかお

伺いをいたします。

３点目、マイナンバーカードの利用状況につい

てお伺いをいたします。健康保険証と連動させた

マイナンバーカードは、利用者、医療機関にとっ

てもメリットがあると思いますが、利用状況につ

いてお伺いをいたします。

また、セキュリティーなどで不安を抱く方もい

らっしゃいますが、医療機関特有のデメリットが

あれば、お知らせをいただきたいと思います。

４点目、名寄市医療介護連携ＩＣＴネットワー

クの現状と今後についてお伺いをいたします。令

和３年度からスタートした医療介護連携ＩＣＴシ

ステムは、全国的にも先端のシステムと高い評価



－34－

令和６年６月２４日（月曜日）第２回６月定例会・第２号

がされていますが、現在医療、介護等の機関及び

対象となる市民の参加状況についてお伺いをいた

したいと思います。

また、エリアの広がりなど今後の展開について

もお伺いをいたしたいというふうに思います。

大項目の２点目、図書館建設のこれからの進め

方についてお伺いをいたします。１点目、担当職

員等によるこれまでの調査、研修についてお伺い

をいたします。近年建設される図書館は、これま

での概念とは違う目的を持つものが多く、先進的

な取組を進める現地を見て、話を聞いて、確かめ

ることが重要だと思いますが、これまでの研修の

概要と評価についてお伺いをいたします。

２点目、新しい図書館への基本的な考え方につ

いてお伺いをいたします。近年建設された図書館

で異口同音に無料貸本屋ではないと言われました

が、新しい図書館をどのようにイメージされてい

るのかお伺いをいたします。

３点目、市民と共に考える図書館像の進め方に

ついて。新しい図書館を建設するに当たっては、

市民と共に徹底議論をして、新しい図書館像をつ

くり上げていくことが望ましいと思っております。

そのためには、市民との議論をコーディネートす

る必要があると思いますが、どのようにお考えか

お伺いをいたします。

大項目の３点目、王子マテリア跡地の利用につ

いてお伺いをいたします。１点目、これまでの跡

地利用の３本柱の状況についてでございます。王

子マテリア名寄工場の生産品集約により工場など

が解体されて、現在ではほぼ更地となっておりま

す。かねてより計画された物流倉庫としての利用

が進もうとしておりますが、具体的な内容につい

てお知らせをいただきたいと思います。

また、バイオマス発電、データセンター構想に

進展がありましたら、お知らせをいただきたいと

思います。

２点目、新しい企業進出の現状についてお伺い

をいたします。名寄市では、名寄市企業立地促進

条例の特例に関する条例を制定をして、跡地の有

効利用を進めてきましたが、その進捗状況につい

てお知らせをいただきたいと思います。

また、企業が進出する際のインフラ整備は、ど

のように進めるのかお伺いをしたいと思います。

３点目、３本柱及び企業誘致予定地以外の土地

利用についてお伺いいたしたいと思います。工場

跡地は広大な面積があり、これまでの３本柱の計

画や企業誘致として想定する面積はおおむねどの

程度と予想されているのかお伺いをいたしたいと

思います。将来的に王子関連会社がこの土地を大

規模に活用して何かの事業を進めるという可能性

は、極めて少ないのではないかと思います。せっ

かくの名寄市市街地の南の玄関口の土地ですので、

何らかの形で利活用する方策を考えて、製紙会社

に打診してみてはいかがかと思いますが、考え方

をお伺いいたしたいというふうに思います。

以上、壇上での質問とさせていただきます。

佐々木病院事務部長。〇議長（山田典幸議員）

東議〇市立総合病院事務部長（佐々木紀幸君）

員からは大項目で３点御質問をいただきました。

大項目１の小項目１から３は私から、小項目４は

こども・高齢者支援室長から、大項目２は教育部

長から、大項目３の小項目１と３は総合政策部長

から、小項目２については産業振興室長からの答

弁となりますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、名寄市立総合病院と地域医

療の今後について、小項目１、病院職員体制の現

状と対応についてお答えをいたします。市立総合

病院には、４月１日現在２２の診療科に医師６７

名、看護師３５２名、薬剤師１１名等、正職員、

会計年度任用職員合わせて７６７名のスタッフが

勤務し、良質で安全な医療の提供に努めておりま

す。職員体制については、これまでは定年や年度

途中を含めた早期の退職者数を新規採用や定年退

職後の再任用などにより総数としては何とか確保

できておりましたが、近年では令和４年４月の７

８０名をピークに微減の状況が続いております。
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今春の採用状況では、正職員の看護職員が昨年度

２７名の退職に対し２２名の採用、医療技術等職

員は２名の退職に対し４名の採用、薬剤師は昨年

度の退職はいなかったものの、募集した５名に対

する応募者はおりませんでした。年度初めの採用

者数で不足が生じている看護師、助産師、薬剤師

については、随時採用の募集を行っているところ

ですが、看護師の１名以外は応募がない状況です。

また、来年度採用の募集を５月２０日から開始し

ておりますが、募集時期、募集期間が７月３１日

までとなっていることもあって、問合せは数件い

ただいているものの、書類の提出はまだない状況

であります。当院では、これまでも学生実習やイ

ンターンシップ、職業体験の受入れ、就職説明会

や職業説明会への参加、学資金貸与制度の活用、

有資格者の復職に向けた技術サポート、復職支援

研修の開催などにより医療職の確保に努めてまい

りました。学校訪問や当院の看護師が名寄市立大

学の看護学生と交流をするナースカフェは、コロ

ナ禍で一時休止しておりましたが、学校側の了承

を得て、今年度再開する予定でありますし、今年

度の新たな取組といたしまして、当院に実際来て

いただき、働いている姿を見てもらったり、親御

さんにも同行して来院していただき、将来当院を

就職先として選んでもらえるような、また安心し

てお子さんに当院への就職を促すことができるよ

うなイベントを開催したいと考えておりまして、

現在企画、準備を進めているところです。医療職、

特に看護職、薬剤師の不足は、道内はもとより、

全国的な課題であります。都市部への人材流出の

傾向は続いており、地方にとってはさらに厳しい

状況でありますが、当院は道北圏域の基幹病院と

して今後もその機能を維持し、医療の質を向上さ

せ、より職員が働きやすくなる環境の整備をさら

に進めるとともに、これら取組を広く発信してい

くことで患者、医療人から選ばれる病院を目指し

てまいります。

次に、小項目の２、名寄市立総合病院における

新型コロナの現状の影響についてお答えをいたし

ます。令和２年１月に国内で初の感染患者が確認

されて以降、新型コロナウイルス感染症の流行は

当院の病院運営にも大きな影響を及ぼしました。

感染リスクが高い中での医療、看護の提供は職員

やその家族にも大きな負担が伴いましたが、職員

へのメンタルヘルスケアの実施や家庭事情に配慮

した職場配置を行うなどの取組により感染への不

安等を理由とする職員の離職は当院においてはな

かったというふうに認識をしております。現在の

病院運営における影響として最も大きいものとし

ましては、患者数の減少による医業収益の減が挙

げられます。令和５年度とコロナ禍前の令和元年

度との対比では、外来では患者数、収益がともに

５％ほど減少、入院はともに１５％ほど減少をし

ており、この間における圏域の人口減少を考慮し

ても患者数がコロナ禍前の水準まで戻っておらず、

結果本業である医業収益の減収により、病院経営

は悪化していると言わざるを得ない状況でありま

す。全国の病院団体が実施した調査においても、

患者数の減少と患者の受療動向の変化が言われて

いるほか、新型コロナウイルス感染症以外の要因

として、エネルギー価格をはじめとする物価高騰

や人件費などの経費の上昇が続いており、赤字を

計上した医療機関数が前年度よりも増加をしてい

るとの報告があり、病院経営は公立、民間を問わ

ず全国的に厳しい状況にあると言えます。コロナ

禍にあっては、感染症拡大を想定した対応として

病床確保に係る財源措置や設備整備に関する補助

金などの支援がありましたが、５類感染症への移

行などに伴い、これらの財政的な措置は現在はあ

りません。地域医療を取り巻く環境は、年々厳し

さを増していると認識をしているところでありま

すが、今後も国や道をはじめとする関係機関と連

携を密にし、情報共有を図りながら、地域の限ら

れた医療資源を最大限効果的に活用することでこ

の地域の医療を守るため職員一丸となって業務に

当たってまいります。
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次に、小項目３、マイナンバーカードの利用状

況についてお答えをいたします。オンライン資格

確認は、患者の医療情報を有効に活用して、安心、

安全でよりよい医療を提供していくための医療Ｄ

Ｘの基盤となるものであるとして、保険医療機関

及び保険医療養担当規則等の改正によりオンライ

ン資格確認の導入が令和５年４月１日から原則義

務化されました。このことを受け、市立総合病院

では、マイナンバーカードの保険証利用に対応で

きるよう新患再来受付窓口、料金計算窓口及び夜

間救急窓口に顔認証付カードリーダーを合計９台

設置したところであります。当院でのマイナ保険

証の利用状況ですが、令和５年度の外来患者割合

では２.５％の利用率となっております。月平均の

利用件数は４４５．１件で、平日の平均は２１．

４件、土日祝日では平均１．３件の利用にとどま

っています。国では、令和６年１２月２日から健

康保険証の発行停止を見据え、薬局や医療機関で

のマイナンバーカードの利用促進をうたっていま

す。このことを受け、当院では本年４月から窓口

においてマイナンバーカード提示を促す声かけを

実施しており、その結果４月と５月の月平均利用

率は２．９％と僅かながらですが、上昇したとこ

ろであります。マイナ保険証のメリットとしまし

ては、本人の同意に基づき過去の薬剤情報や特定

健診情報等を医療機関、薬局に提供することで、

患者にとっては医師等に説明する手間が省けると

ともに、過去の健康医療データに基づいたより適

切な医療を受けることができ、重複投与や併用禁

忌の防止などにもつながります。また、医療機関

にとっては受付における事務作業の軽減や過誤請

求の抑制のほか、正確かつ効率的に患者の過去の

薬剤情報等が確認できることから、より正確な情

報に基づく適切な医療を提供することが可能とな

ります。一方、医療機関特有のデメリットは、当

院においては特段ないものと考えております。マ

イナ保険証の利用に関して不安や不明な点などが

ございましたら、当院受診の際などにお声かけい

ただければというふうに思います。また、当院の

窓口では、保険証の利用登録が済んでいない方で

もカードリーダーで登録ができますので、希望さ

れる方は併せて御利用いただければというふうに

思っております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

田畑こども・高齢者支〇議長（山田典幸議員）

援室長。

私か〇こども・高齢者支援室長（田畑次郎君）

ら小項目４、名寄市医療介護連携ＩＣＴネットワ

ークの現状と今後についてお答えいたします。

名寄市医療介護連携ＩＣＴネットワークについ

ては、令和６年６月１５日現在で市内の病院や歯

科医院や薬局の医療機関が１９か所、介護保険事

業所等が４４か所の計６３か所が参加しており、

利用者はこれまでに延べ１，７３８人が登録され

ているところです。利用者は毎月３０人以上の登

録があり、事業の趣旨が浸透し、順調に運用が進

んでいるものと考えております。また、令和６年

４月からは、救急搬送時に患者の医療情報や緊急

連絡先の情報を共有することで消防署による対応

が迅速かつ効率的に進められることを目的に、医

療介護連携ＩＣＴを活用した消防との連携を始め

ました。この緊急搬送のために新たに名寄消防署

が連携することの同意が必要となることから、利

用登録者には関係者等から追加項目の申請を周知

し、令和６年６月１５日現在で８２７人の同意登

録がされているところです。事業エリアの拡大に

つきましては、本システムは利用者本人の文書同

意が必要となるなど、自治体単位での運用ルール

を策定する必要があることから、市内での取組と

しておりますが、近隣自治体でも同様な取組を実

施していく予定があるとお聞きしていることから、

十分な連携を図ってまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

伊藤教育部長。〇議長（山田典幸議員）

私からは大項目２、〇教育部長（伊藤慈生君）

図書館建設のこれからの進め方について、初めに
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小項目１、担当職員等によるこれまでの調査、研

修についてお答えします。

図書館職員によるこれまでの調査、研修につい

ては、令和５年６月に本市図書館職員を対象に北

海道立図書館職員を講師に招いての研修会を開催

し、図書館に関する関係法令や国の動向、公立図

書館の任務、目標などについて理解を深めました。

また、同年１０月には有識者を招いての公共施設

等再配置計画推進セミナーに参加し、全国の事例

を通してこれからの地域図書館の在り方について

理解を深めるとともに、複合型図書館の先進的な

取組について多くの情報を得ることができました。

さらに、同年１１月には豊中市及び吹田市の複合

型図書館を視察調査し、建設や運営手法の検討経

過、市民ヒアリングの実施状況、ＩＣＴの活用な

どについて意見交換を行うとともに、施設見学も

行いました。これらの研修や視察調査は、今後の

施設整備に関する検討作業において参考としてい

るところです。

次に、小項目２、新しい図書館への基本的な考

え方についてお答えします。令和元年７月に将来

的な図書館の建て替えに向けた検討を進めるため、

新図書館整備コンセプト案を作成しました。なお、

作成に当たっては利用者ニーズの的確な把握など

を目的とし、１８歳以上の市民や小学生から高校

生、図書館の来館者を対象としたアンケート調査

などを実施しています。コンセプト案では、施設

整備に向けて３つの基本的な考え方を掲げていま

す。１点目は図書館機能の充実、２点目は誰もが

安全、快適に利用できる図書館、３点目はゆった

りとした時間を楽しめる図書館です。新しい図書

館については、整備地などが決まりましたら、こ

の基本的な考え方を基に本を借りる場所としてだ

けではなく、個々の課題解決に向けた情報支援や

人が集うことができる図書館などについても検討

を行っていく考えでおります。また、コンセプト

案の作成後、コロナ禍を契機とした電子書籍の拡

大やＩＣＴ活用が日常的になるなど状況の変化も

あることから、今後これらについて調査研究を進

めていきたいと考えております。

次に、小項目３、市民と共に考える図書館像の

進め方についてお答えします。現時点では、新し

い図書館については整備地や着工時期が決まって

おりませんので、どのような形で市民の皆様と共

に考え、議論を進めていくのか検討を行っており

ませんが、着工時期が決まりましたら着工時期か

ら逆算して、検討スケジュールを計画するととも

に、議論の進め方についても検討する考えでおり

ます。いずれにしましても、新しい図書館の基本

的な考え方や基本計画などの策定に当たっては、

市民の皆様や関係者の皆様から広く御意見などを

伺うことは大切なことであり、効率的、効果的に

多様な意見を伺える機会を設けてまいりたいと考

えています。

私からは以上です。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

私からは大項目〇総合政策部長（石橋 毅君）

３、王子マテリア跡地の利用について、初めに小

項目１、これまでの跡地利用の３本柱の状況につ

いてお答えいたします。

王子マテリア名寄工場は、令和３年１２月の工

場停機以降建物の解体作業が進められ、おおむね

完了したと聞いております。これまで広大な敷地

の利活用について再生可能エネルギー、物流、防

災の拠点化、ＩoＴデータセンターの３本柱を中心

に事業の具現化へ向けて企業誘致に努めたところ

です。その中で、工場敷地内北東の製品倉庫とし

て使用していた倉庫については物流拠点化として

活用の可能性があると考え、解体せずに残してい

ただくよう要請していたところです。このたび株

式会社まちづくり名寄が王子マテリア名寄工場跡

地内の倉庫の賃貸借契約を締結し、倉庫本体、電

気、消防設備などの改修工事を行っており、夏以

降に運用開始を予定していると伺っております。

道北エリアの良質な農水産品など道央圏や道外へ

の輸送が難しくなるなど、物流２０２４年問題に
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よる影響が考えられますが、倉庫の活用による効

果に期待するところです。

３本柱の一つである再生可能エネルギーについ

ては、令和３年１０月に民間事業者による木質バ

イオマス発電事業の検討が表明されました。燃料

となる原料、木質チップの価格が高騰するなど状

況が当時と大きく変化していますが、継続して発

電事業の検討がされているところです。ＩoＴデー

タセンターにつきましては、道北地域の豊富な再

生可能エネルギーの賦存量に加え、冷涼な気候な

ど優位性の高い地域と認識しておりますが、デー

タセンター設置に対する通信線の確保が必要であ

るため、北海道を中心に通信線の整備の要請活動

を進め、引き続き誘致活動に努めてまいります。

次に、小項目３、３本柱及び企業誘致予定地以

外の土地利用についてお答えいたします。王子マ

テリア名寄工場跡地は、約２２ヘクタールと広大

な敷地面積であり、現在はまちづくり名寄が活用

を進めている倉庫２棟及び王子薬用植物研究所が

北東の倉庫を使用していると認識しています。加

えて、継続して木質バイオマス発電を検討してい

る場所についても王子マテリアと交渉されている

と認識しています。工場跡地については、王子マ

テリアが土地所有者であり、活用可能性のある残

りの正確な面積は把握していないところですが、

新たな企業誘致に対して一定規模の面積が確保で

きると考えております。現在活用が決まっている

事業は一部でありますが、これまで３本柱の事業

を中心に本市とつながりのある事業者などへ跡地

活用について説明し、検討意向があれば王子マテ

リアへ紹介してきたところです。今後も３本柱を

中心に関連のある事業者などへ地域振興につなが

る事業の活用についてアプローチをしてまいりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）

続きまして、私〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

から小項目２、新しい企業進出の状況についてお

答えいたします。

王子マテリア跡地における名寄市企業立地促進

条例の特例に関する条例に基づく支援につきまし

ては、株式会社まちづくり名寄から助成申請があ

り、これを認定してございます。この特例条例は、

王子マテリア跡地を早期に地域経済の再生、雇用

創出を図る目的として令和４年９月に制定されて

以降今回が初めての事例となります。この夏以降

の操業と伺っており、当条例に基づき操業開始１

年後となる来年度に補助金による支援を行う予定

となってございます。また、この特例条例におけ

る誘導区域は、あくまで王子マテリア所有の名寄

工場敷地跡地であることから、公共としてのイン

フラ整備は想定してございません。事業者からの

要望等がある場合には、協議の場を設定するなど

対応していきたいと考えてございます。今後も進

出する企業の事業所設置や環境施設整備等に関し

まして、運用上必要と認められるものにつきまし

ては同条例において財政的な支援を行ってまいり

ます。

以上、答弁とさせていただきます。

東議員。〇議長（山田典幸議員）

それぞれ御答弁をい〇１５番（東 千春議員）

ただきましたので、再質問に移らさせていただき

たいというふうに思います。

順番にいきたいと思いますので、まず病院につ

いて御答弁をいただきました。職員の募集につい

て若干衝撃的な数字もいただきました。薬剤師の

方５名募集をかけたけれども、ゼロだったという

のは、やっぱり少し残念だったかなというふうに

思っております。多分民間企業と例えばこういう

病院とか就職される方は、選択をして市立総合病

院に行こうかなとか、民間企業に行こうかなとか

というふうに考えると思うのですけれども、こう

いう傾向というのは一時的なものなのか、あるい

は民間企業がある程度落ち着いたら、またこっち

へ目を向けてくれるというふうな状況になると分

析をされているのか、そこら辺についてちょっと
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分かることがあれば、お知らせをいただきたいな

と思います。

佐々木病院事務部長。〇議長（山田典幸議員）

薬剤〇市立総合病院事務部長（佐々木紀幸君）

師の就職先を選ぶ際の状況といいましょうか、そ

ういう御質問だったかというふうに思います。私

昨年度初めて薬剤師養成校の開催する就職説明会

に参加をさせていただいた際に就職担当の教員の

方、また学生と直接お話をする機会がありました

ので、考え方だったり、状況ということを少しお

聞きした中では、民間がやはり、民間を希望され

る方が多いと。学生さんはやはり薬局とかドラッ

グストアと言われるところを選ばれる方が非常に

多くて、いわゆる病院、医療機関を選ばれる方の

割合というのは非常に少ないのですけれども、最

近少しその傾向が回復しつつあって、教員の先生

の肌感覚で大体３割ぐらいの学生さんについては

病院を選んでもいいというふうに思っている方が

いらっしゃるのではないかということでありまし

たので、私としてはまんざらでもない数字だなと

いうふうに受け取ったものですから、あとはそう

いった学生さん方に対して病院の魅力、病院で勤

務する魅力を伝えていくことが、当院への就職に

つながるものというふうに感じておりますので、

そういったところに力を入れていきたいというふ

うに考えているところであります。

東議員。〇議長（山田典幸議員）

厳しい中にあっても〇１５番（東 千春議員）

３割の学生の皆さんはちょっとこっちに目を向け

てくれそうだという少し明るいお話も伺って、少

しよかったかなというふうに思っておりますけれ

ども、現状において例えばここを選ぼうという一

番の要因というのは何だとお考えになりますでし

ょうか。私は初任給かなというふうに思っている

のですけれども、そこら辺の見解についてお伺い

できればと思います。

佐々木病院事務部長。〇議長（山田典幸議員）

私も〇市立総合病院事務部長（佐々木紀幸君）

そういう部分は大きいのかなというふうに思って

おります。先ほどの学生さんとお話しした中で聞

こえてくるのは、学生時代に奨学金をやはり借り

られている方が割合として結構いらっしゃるとい

うことであります。これは先生のおっしゃること

でありますけれども、初任給で選ぼうとされてい

る方についてはなかなか医療機関を選ぼうという

のは正直難しいだろうということでありますので、

そこではなくて、やはり仕事の内容であるとか自

分の将来設計の中で病院を選ばれる、そういう方

々に対してこの給料ではさすがにちょっと働けな

いなと思われない程度の初任給があれば、そこは

十分選択肢に入ってくるのではないでしょうかと

いうお話もいただきました。学生さんとの先ほど

の話の中で、奨学金を借りられている方が一定数

やはりいらっしゃいますので、そういった方々に

対する就職後の支援というのでしょうか、そうい

ったことは選択肢の一つとして考えられるのでは

ないかなというふうに思っているところでありま

す。

東議員。〇議長（山田典幸議員）

働くやりがいという〇１５番（東 千春議員）

のが一番大きくアピールをしていただきたいなと

思うのですけれども、初任給というのも大切な要

素かなというふうに思っておりますけれども、民

間企業と病院とでは当初、将来賃金においてはそ

んなに差がないのかもしれませんけれども、初任

給においては若干差があって、そこら辺目が行っ

てしまう部分はあるかなというふうに思うのです

けれども、そこら辺で御苦労されていること、あ

るいはこういうことをやってちょっと生活の足し

にしてもらう、そして来てもらうというふうな工

夫をどのようにされているのか、もし何かあれば

お伺いしたいのと、やっぱり給与表の整備という

ことに関してもちょっとこの際進めてはいかがか

なというふうに思うのですけれども、考え方をお

伺いできればと思います。

佐々木病院事務部長。〇議長（山田典幸議員）
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初任〇市立総合病院事務部長（佐々木紀幸君）

給のところでいきますと、やはり最初に見える金

額として民間との差があると、どうしてもそこで

選びづらいという状況は正直あるのかなというふ

うには思っているところでありますが、初任給の

引上げといった対応はなかなか正直その後の生涯

賃金にも大きく影響するところでありますので、

採用後の賃金の支給額総額に影響が出ると。また、

在職者との観点というのも考えなければならない

というところから、なかなかそう簡単に考えられ

る方法としてはちょっと難しいのかなと正直思っ

ているところではあります。あと、考えられる方

法としては手当でありますとか、先ほど申し上げ

ましたような奨学金の貸与を受けている方が返済

をするときに、学生さんのお一方がおっしゃって

いたのは６年間フルに奨学金をやはり借りると、

一例としては月３万円ずつの返済金、返済を２０

年間にわたってしなければならないといった、そ

ういう例もあるということであります。となると、

やはり初任給の高いところに勤務をして、できる

だけ早く返し終わってということを考えてしまわ

ざるを得ないということでのお話がございました。

そういったところを考えたときに、先ほど少し申

し上げましたが、学資金を借りている方が当院に

就職した際にその返済金の一部を当院で助成をす

るといった、そういった方法も考えられるのでは

ないかなというふうにも思っておりますので、そ

こについては単位の状況なども研究しながら、選

択肢の一つとして考えていければいいかなという

ふうに思っております。

あと、給料表の話でありますけれども、職員団

体との関連もございますので、そこについては検

討といいますか、協議というところはまた別途さ

せていただければというふうに思っています。

東議員。〇議長（山田典幸議員）

いろいろ工夫して、〇１５番（東 千春議員）

ぜひ頑張って職員の皆さんをゲットしていただけ

ればありがたいなというふうに思います。

マイナンバーカードの利用についても、正直言

って少し数字に対して驚いております。もうちょ

っと利用されているのかなというふうに思うので

すけれども、今後のめどについて、これは病院だ

けで解決できる問題でもないのかな。多分国も一

生懸命進めているのでしょうけれども、今答弁を

していただいたようなメリットというのも明確に

あると思うのです。デメリットは病院としては特

にないよというふうな御答弁をいただきましたの

で、そこら辺行政としても病院で使うとこういう

ふうなメリットがあるよということを病院と一緒

にアピールをしていただければいいかなというふ

うに思うのですけれども、そこら辺の考え方につ

いてお知らせをいただきたいというふうに思いま

す。

松田市民部長。〇議長（山田典幸議員）

マイナンバーカード〇市民部長（松田慎司君）

の御質問ですので、ちょっと私のほうからも答弁

させていただければと思います。

マイナンバーカードで医療券とひもづけてとい

うところでの利用になっていくのだと思うのです

けれども、まずは医療情報がマイナンバーとひも

づいていない人も中には多いのかなというふうに

思っております。先ほど病院事務部長からの答弁

にもありましたけれども、マイナンバーカードに

そもそも医療情報、保険証情報をひもづけるのが

病院とかでもできるというふうになっていますの

で、そちらを利用してもらって、まずはマイナン

バーカードに医療情報が入ったということが一つ

大事なのかなというふうに思っています。厚生労

働省のほうでも、今年の６年１月時点でパンフレ

ットを出しているのですけれども、一応マイナ保

険証を御利用いただくとということで、医療費２

０円ぐらい節約できますよというようなチラシも

実は出しています。なかなか皆さんの目に触れる

機会がないのかなと思っていますので、こういっ

たちょっとチラシや何かも市民の方の目に触れる

ようなことをしていきたいなというか、していけ
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ればまたマイナンバーカードの保険証としての利

用価値が少し上がっていくなというふうに思って

いますので、よろしくお願いいたします。

東議員。〇議長（山田典幸議員）

マイナンバーカード〇１５番（東 千春議員）

に対してはアレルギー反応といいましょうか、あ

んまり好ましく思っていない方もいらっしゃるか

もしれませんけれども、それはそれとして、やっ

ぱりこういうメリットがあるというのは皆さんに

ちゃんとお伝えできて、お互いのメリットがある

のであれば、ぜひそこら辺は進めていただきたい

というふうに思いますので、今後の展開について

ぜひ頑張ってやっていただきたいなというふうに

思っております。

ＩＣＴについてお伺いをしたいと思います。登

録者数が大体１，７３８人で、救急搬送の追加申

請をしたのが８２７人ということで、比較的順調

に進んでいるのかなというふうに思っております。

それで、例えばこれを使うことによってその人に

もメリットがあるし、病院にもメリットがあるし、

介護施設に対してもメリットがあると思うのです

けれども、その中で特に介護人材がなかなか集ま

らない、だけれどもこういうシステムがあること

によって介護の今まで費やしていた時間をこうい

うふうに削減できて、本当の介護の現場で働くこ

とができるだとかいろいろ、例えば病院に一緒に

連れていかなくてはいけないだとか、手続をしに

行かなくてはいけないだとかという作業というの

はあったと思うのですけれども、そういったとこ

ろは多分介護現場の職員の皆さんも若干労働上、

やることが軽減されていくのではないのかなとい

うふうに思うのですけれども、そこら辺を少しア

ピールをしていただいて、介護人材の募集につな

げるということでどうでしょうか。難しいでしょ

うか。ちょっと御答弁をいただければと思います。

馬場健康福祉部長。〇議長（山田典幸議員）

ただいま介護人〇健康福祉部長（馬場義人君）

材に絡めてのＩＣＴの御質問だったかというふう

に思います。主に介護保険施設だとか、あと訪問

介護の事業所とかでも利用させていただいていて、

今御指摘のように、例えばお医者様との連絡事項

の中で在宅であったような内容が、ヘルパーさん

が書いた内容とかをお医者さんが見ていただくこ

とで入院とか、そういう重い状態につながらない

ような形を取れるようになったという事例を何例

か聞かせていただいています。それがひいては、

先ほど議員おっしゃったように、比較的何回か通

院しなければならないことが、例えば３回通院し

なければならなかったことが１回減ったとか２回

減ったとかということになってくるかとは思うの

ですけれども、ただ、今これを実績を積み重ねて

いるところでございまして、きちっとしたまだ検

証が全てができているわけでございませんが、そ

ういう実感として、肌感覚としてはいろんな事例

検討とかの中では出てきているように聞いており

ますので、その積み重ねができた暁にはそういう

ような対外的に見せるというような活動もしてま

いりたいというふうに思っておりますので、よろ

しくお願いいたします。

東議員。〇議長（山田典幸議員）

ありがとうございま〇１５番（東 千春議員）

す。これは、ツールとして本当にいいツールをつ

くっていただけたかなというふうに思っています

ので、ぜひそこら辺を最大限の有効活用をしてい

ただいて、これやっぱり市民の健康ですとか、そ

ういうことに直結する課題だというふうに思いま

すので、ぜひここら辺を積極的に進めていただき

たいなというふうにお願いを申し上げたいと思い

ます。

ちょっと時間もあれですので、次図書館につい

てお伺いをさせていただきたいというふうに思い

ます。まず、今まで図書館の建設の位置というこ

とを議論するときには石橋総合政策部長が答弁を

していただいておりましたが、これからの進め方

ということで伊藤教育部長が答弁をしていただい

たわけですけれども、近年では市長部局が図書館
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を扱うという事例もあるようですけれども、名寄

市では基本的には教育部管轄でこれから図書館の

中身については進めていくというふうな認識でよ

ろしいのかどうなのかちょっとお伺いをしたいな

というふうに思います。

伊藤教育部長。〇議長（山田典幸議員）

現時点でのというこ〇教育部長（伊藤慈生君）

とで捉えていただきたいと思いますが、整備地が

決まって、その後着工する時期が決まって、そこ

に向けて検討を進めていくわけですが、今のとこ

ろは複合型図書館ということで考えているので、

教育委員会が中心となって、関係する部署とも協

力しながら進めていくというようなことで現時点

では考えております。

以上です。

東議員。〇議長（山田典幸議員）

これまでに担当職員〇１５番（東 千春議員）

の方が視察に行かれたりだとか、いろいろ調査研

究を進めていただいているのは大変よいことかな

というふうに思っていまして、ぜひこれからも機

会があればそういった活動を進めていただいて、

情報収集、これをしっかりしていただければあり

がたいなというふうに思っております。

それで、建設時期が決まったらそれから逆算を

して、市民との協議を始めるというふうな答弁を

いただきましたけれども、逆算をして協議を始め

るまでの間というのは、どれぐらいの期間を考え

ておられるのか。例えば先進的な図書館の事例で

いくと、２年とか３年とかかけていろいろ市民と

話合いしたのだよというふうな話もお伺いをして

いるのですけれども、協議の中身も調わなかった

らその期間というのもなかなか分かりづらいかも

しれませんけれども、おおむねどういうふうなイ

メージを持たれているのかちょっとお伺いできれ

ばというふうに思います。

伊藤教育部長。〇議長（山田典幸議員）

今のところは、整備〇教育部長（伊藤慈生君）

年次が決まって、構想だけではなくて、基本計画

ですとか実施計画というのが当然ありますので、

五、六年の中で検討していくことになりますので、

その前半が、議員がおっしゃるとおり、市民と検

討していくということになろうかと思いますので、

そこの市民といろいろお話ししていく機会につい

ては、今のところちょっとお答えできないという

ところで御理解いただきたいと思います。

東議員。〇議長（山田典幸議員）

そこら辺は今後適切〇１５番（東 千春議員）

に判断をしていただいて、どういうふうなスタン

スで市民と話合いを進めるのかという観点から逆

算をしていただいて、進めていただければありが

たいなというふうに思っております。私１回目の

質問の中でもいろんな図書館に行ったときに無料

貸本屋さんではないよって言われたということを

申し上げましたけれども、私もそのとおりだなと

いうふうに思っているのです。だけれども、市民

の皆さんはやっぱり図書館というと多分イメージ

されるのは静かで、本がたくさん並んでいて、そ

れを静かに借りて返すというのが図書館のイメー

ジだというふうに多分思っていると思うのです。

まず、市民の皆さんのイメージから少しずつ変え

ていただきたい。先進的な図書館はこういうのが

あるのですよ、では名寄に適した図書館は皆さん

どうでしょうかというふうな情報提供、私まずそ

こら辺からやっていただけるとありがたいなとい

うふうに思うのですけれども、そこら辺の考え方

についてお伺いをしたいと思います。

伊藤教育部長。〇議長（山田典幸議員）

整備する時期が決ま〇教育部長（伊藤慈生君）

って、そこから逆算をして、そういった市民と協

議するときが来ましたら、今議員がおっしゃられ

たとおり、当然現在の図書館というのが全国各地

でどういう状況になっているのかということも含

めまして情報提供したいなというふうに現時点で

は考えております。

以上です。

東議員。〇議長（山田典幸議員）
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なるべくちょっとず〇１５番（東 千春議員）

つ進めていただければ、早めに進めていただけれ

ば、市民の皆さんもちょっとイメージしやすいか

なというふうに思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。

最後、王子マテリア敷地についてお伺いをした

いなというふうに思っております。これまでの３

本柱、私も本当にいいプランを立てていただいた

なというふうに思っていたのですけれども、よう

やく倉庫の活用ができるようになって、これは一

つ明るい話題だなというふうに思っていたのです

けれども、バイオマス発電はチップ価格の高騰、

あるいはデータセンターでは通信線が細くて、な

かなか難しいよというお話だったのですけれども、

今後どのようにこれが推移をしていくのか。例え

ばチップの価格がこれから安定をして、採算が合

うような状況にこれからなっていくのか、そこら

辺は事業者が考えることかもしれませんけれども、

そこら辺をどのように予想されるといいましょう

か、めどをつけていくのかということと、通信線

ってこれなかなか大変なことだと思うのです。イ

ンフラ整備を例えば旭川からしなくてはいけない

のか、札幌からしなくてはいけないのか分からな

いですけれども、これが可能性としてどういう工

事が必要で、それが本当にどういう形にしたらか

なうのかというのがちょっと私分からないのです

けれども、そこら辺について分かればお伺いをし

たいというふうに思います。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

まず、木質バイ〇総合政策部長（石橋 毅君）

オマスの状況ですけれども、これは皆さん御存じ

のとおり、やっぱり国際情勢にいろいろ影響され

る部分がございまして、現状御答弁させていただ

いたとおり、今高止まり状態。これがこの先どう

下降して安定するのかとかという見通しについて

は、今のところどこに確認してもなかなか明確な

答えが出てこないというような状況ですので、こ

れも非常に厳しい、つらい状況なのですけれども、

しばらくはやっぱり静観せざるを得ないというこ

とと、あとはお話しいただいている事業主のほう

からまた新たなほかのアイデア等を駆使しながら

事業計画を成立させていけるのかといったところ

も期待しながら、今のところは他力本願ではあり

ませんけれども、周りの状況を静観せざるを得な

いというような状況でございます。

それから、通信線のお話がございましたけれど

も、これは実は目を当てるところはやっぱり世界、

地球儀を見なければならなくて、世界中がネット

ワークがつながって、インターネットというツー

ルが全世界で使われているわけで、今通信線とい

うのが当然世界、海を隔てた国も地下ケーブルで

いろいろつながって、初めて世界がつながってい

るという状況で、実は日本というのはそこの中継

拠点としては立地的にもアジア、それから欧米も

含めて非常に優位性のある、地球儀上で見ても優

位性のある場所だといったことで、若干お話も出

てきていますけれども、北海道でも太平洋側から、

もしくは日本海側からケーブルを引き上げるとい

ったようなお話がありますが、まさに今北海道が

そういった世界の通信網のケーブルを引き上げる

ポイントとして一定程度注目をされている部分も

ございますので、これは最初の御答弁させていた

だいたとおり、ここは北海道がデータセンターの

誘致ということで一生懸命活動していただいてお

りますので、そこに名寄市も名のりを上げており

ますので、そこと併せて北海道と共にそういった

通信線、環境の整備については国にしっかりと訴

えかけていきたいというふうに考えております。

以上です。

東議員。〇議長（山田典幸議員）

これ通信というのも〇１５番（東 千春議員）

インフラ整備の一つだと思うのです。インフラ整

備の過疎地にまでなってしまうというのは本当に

残念なことでして、我々がこういうふうな自然環

境だとか地震のない地域であるとかという、自然

環境を生かしながらやろうとしていることに対し
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て、私は国なり北海道は積極的に協力をしてもら

いたいなというふうに思っておりますし、ぜひそ

こら辺精力的にアピールをしていただいて、これ

が実現するように御努力いただければありがたい

なというふうに思っております。

それで、最後なのですけれども、あそこの、２

２町歩ぐらいあるのでしょうか、土地にやっと倉

庫が利用できるようになって、そしてこれからこ

ういった事業が計画をされている。そして、新し

く来ていただける企業も紹介をしたりだとかして、

少しずつ進んでいっている状況はあるかと思うの

ですけれども、大規模に全体を使うということは

なかなか難しいのではないかなというふうに思い

ますし、例えば王子さんももう一度あそこに何か、

大規模な土地を利用して何かをしようということ

は多分ない、ほぼ難しいのではないのかなという

ふうに思っております。しかしながら、名寄の玄

関口でもありますし、何らかの形で我々が有効活

用させていただく方法はないかなというふうに考

えたときにあそこ、ちょっと突拍子もない話をす

るのですけれども、あそこはもともとは製紙工場

があるというのは、近くに森があって、それを伐

採して、紙を作るというメリットがある土地だっ

たのです。だから、多分名寄に製紙工場ができた

と思うのですけれども、そうであれば先祖返りで

はないですけれども、あそこを少し植樹なりなん

なりをして森に返していくというようなものの発

想というのはできないかなというふうに思ってお

ります。そこは森でもいいし、木が植わっていて

もいいですし、そこにちょっと公園があってもい

いですし、例えばガーデンみたいなところがあっ

てもいいですし、そして王子さんの跡地が市民の

憩いの場となるような、そういったこと、王子さ

んの土地で勝手に何言っているのだというふうに

言われるかもしれませんけれども、やっぱり市民

としてはあそこを何らかの市民が憩える場所であ

るとか、そういうことに利用をできないものなの

かなというふうに思って、考えているのですけれ

ども、王子ホールディングスさんのコマーシャル

を見てみると、森を育て、森を生かすというふう

なキャッチフレーズでコマーシャルやっていたよ

うな気がするのです。そこら辺もありますので、

何らかの機会にちょっと打診してみていただけな

いかなというふうに思うのですけれども、お答え

をいただいて終わりたいと思います。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

夢のあるお話い〇総合政策部長（石橋 毅君）

ただきました。実は停機した後、よくよく私も担

当として考えたときに、では１０年後の名寄のま

ちはどうなっているのだって考えたときに、今３

歳の子が１０年後１３歳、中学生になったときに、

３歳の工場がある景色が中学生になったときに既

に子供の記憶からなくなっている子がたくさん増

えてくるのだろうというふうにちょっと危機感を

感じたときに、冒頭の最初の交渉のときに私も同

じような思いで、王子さんがここにあったのだよ

といったようなメモリアルパーク的なものも王子

としてここは展開してもらえる可能性はないのか

ということは打診をした経過がございます。結果

的には、なかなかちょっと今そこの考えは持って

いないのだよねということでお話しいただきまし

たけれども、改めてやはり歴史を踏まえて、名寄

にこういった日本を代表するような企業がここで

工場を構えていたという歴史というのは非常に大

切にしなければならない事実でありますし、そう

いったことが脈々とこの地で語り継がれるような

しっかり形あるものでどうにか残していけないか

ということも含めて、王子マテリア、それからホ

ールディングスさんのほうにも機会があったら改

めてまたそんな相談なんてさせていただけたらな

というふうに考えておりますので、よろしくお願

いいたします。

以上で東千春議員の質〇議長（山田典幸議員）

問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時４６分
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再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（山田典幸議員）

を開きます。

子どもの権利条約に関わって外１件を、川村幸

栄議員。

通告順に従いまして、〇８番（川村幸栄議員）

大項目２点にわたって質問させていただきます。

まず、子どもの権利条約に関わって。日本政府

が国連子どもの権利条約を１９９４年に批准して

３０年になります。子供たちは、希望や未来を見

据え、生き生きと過ごせているでしょうか。生き

る権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利

などが十分に果たされているでしょうか。日本は、

国連から度々競争主義によるストレスの緩和など

を求められてきました。学校でも家庭でも地域全

体でも子どもの権利条約が、子供たちみんなに権

利があることを知らせたいと思います。

そこで、小項目１、放課後の子供たちを守る学

童保育について伺います。学童保育の監督官庁が

文部科学省からこども家庭庁に移り、２年目に入

りました。家庭庁では子供の権利を掲げますが、

課題もあるのではないでしょうか。専門性のある

職員を増やすことなど、現場の待遇改善が望まれ

ます。名寄市の学童保育所や児童クラブの実態に

ついてお知らせください。

小項目２、児童虐待や家庭内暴力から子供たち

を守るために。薬の過剰摂取、オーバードーズが

社会的な問題となり、政府は対策を強めるとして

います。地元新聞の調査、報道によれば、２０２

３年の道内主要１２消防本部のオーバードーズが

原因と疑われる救急搬送者数が１，０９８人に上

り、小中学生や高校生を含む１０から２０代の女

性が４０５人で、全体の３７％に及んでいます。

社会的孤立、生きづらさがあると言われています。

若年層に多い要因として、医療関係者は児童虐待

や家庭内暴力が背景にあると分析しています。家

庭や学校に居場所がなく、悩みを相談できる相手

がいないなど挙げられています。小中学校等での

薬物乱用防止教育の実施、相談しやすい環境づく

りや体制の拡充、保護者、家族への支援などが求

められます。お考えをお聞かせください。

小項目３、子供の権利条例制定の考えについて

伺います。現在全国で６４の自治体が子供の権利

条例を制定しています。道内では、２００２年の

奈井江町をはじめ、芽室町、札幌市、幕別町、北

広島市、士別市に続いています。名寄市における

子供の権利条例制定のお考えをお聞かせいただき

たいと思います。

次に、大項目２、食、農を守る取組について伺

います。食料・農業・農村基本法が２５年ぶりに

改定されました。私たちの食はどう守られ、名寄

市の農業はどう守られるのでしょうか。農家の高

齢化が進み、日本の農の担い手は５９歳以下が２

４万人、約２０％、一方７５歳以上は４２万人で

す。しかも、農家の７割は後継者不在です。新規

就農支援は、待ったなしの課題です。政府は今後

２０年間で農の担い手は現在の１２０万人から３

０万人に減り、農と食の持続性を確保できなくな

るといいながら、若い担い手確保対策は進んでい

るとは言えない状況であります。

そこで、当市における食、農を守る取組につい

て伺います。小項目１、食料自給率の向上につい

てお考えを聞かせください。

小項目２、新規就農支援について考えをお聞か

せください。

小項目３、価格保証、直接所得補償の充実につ

いてお考えをお聞かせいただきたいと思います。

以上この場からといたします。よろしくお願い

します。

伊藤教育部長。〇議長（山田典幸議員）

ただいま川村議員か〇教育部長（伊藤慈生君）

ら大項目で２点にわたり御質問いただきました。

大項目１の小項目１は私から、大項目１の小項目

２と３は健康福祉部長から、大項目２は経済部長

からの答弁となりますので、よろしくお願いしま
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す。

初めに、大項目１、子どもの権利条約に関わっ

て、小項目１、放課後の子供たちを守る学童保育

についてお答えします。本市では、共働き家庭な

どの児童に対して遊びや生活の場を提供し、健全

な育成を図るため、現在公設３か所、民間２か所

の計５か所の児童クラブを開設しています。この

うち公設の児童クラブにおける児童の登録状況に

ついては、南児童クラブは定員１１０名に対し１

２９名、東児童クラブは定員３５名に対し５３名、

風連児童クラブは定員５４名に対し３５名となっ

ています。

次に、児童クラブでの児童の過ごし方について

は、クラブ内で遊んだり、宿題をしたり、おやつ

を食べたりして過ごすほか、学校のグラウンドや

体育館、近隣の公園で遊んだり、毎月のお楽しみ

行事やお誕生会に参加するなど、子供たちは友達

と一緒に楽しく過ごしています。

次に、児童支援員の専門性については、保育士

や小学校教諭などの資格を有する支援員は少数と

なっていますが、互いに研さんし合い、子供たち

に安心して過ごせる場所を提供することが支援員

の仕事であることをしっかりと認識した上、勤務

していただいております。なお、２年以上の実務

経験を経て、北海道放課後児童支援員認定資格研

修を受講している支援員は１８名いるほか、全国

学童保育指導員学校や学童保育研究集会などへの

積極的な参加により専門性の高い職員の育成に努

めています。

私からは以上です。

馬場健康福祉部長。〇議長（山田典幸議員）

私からは大項目〇健康福祉部長（馬場義人君）

１の小項目２と３についてお答えいたします。

初めに、小項目２、児童虐待や家庭内暴力、Ｄ

Ｖから子供たちを守るためにを申し上げます。近

年風邪薬やせき止め薬などを本来の効能、効果で

はなく、精神への作用を目的として適正な用法、

用量を超えて大量に服用するオーバードーズが若

者を中心に広がりつつあることが社会問題として

報道されています。背景にはいじめや虐待、親と

の関係悪化、学校での孤立など家庭や学校などで

感じている孤独感や強いストレスがあり、気分を

変えるための手段としてオーバードーズに走る傾

向があるようです。ＳＮＳなどで体験談が流布さ

れ、一般の方が市販薬の乱用の情報に接しやすく

なっており、手軽に入手できる医薬品の乱用は、

従来の違法薬物と比較して１０代から２０代の女

性の割合が多いという特徴があります。一般用医

薬品の乱用を防止するためには、乱用のおそれの

ある医薬品の販売時には若年者が購入しようとす

る場合には氏名及び年齢、使用状況などを確認す

るなど、薬剤師または登録販売者が購入者に対す

る丁寧な声かけや説明を実施することとされてい

ます。オーバードーズを含めた薬物乱用防止対策

として、薬物依存の問題を抱える青少年やその家

族などへの相談支援体制を確保することは重要で

あり、名寄保健所や北海道立精神保健センターな

どで精神科医、精神保健福祉士、保健師などが寄

り添って悩みを聞き、必要であれば医療機関につ

なげられるよう相談窓口を設置しています。また、

北海道薬物乱用防止指導員上川北部地区協議会で

は、名寄まつりや雪質日本一フェスティバルなど

若者が多く集まるイベントで啓発活動をしており

ます。児童生徒及び学生が命の大切さを実感でき

るだけではなく、命や暮らしの危機に直面したと

き誰にどうやって助けを求めればよいか、つらい

ときや苦しいときには助けを求めてもよいという

ことを学ぶ教育、ＳＯＳの出し方教育として名寄

市生きるを支える自殺対策計画（第２次）の基本

施策に位置づけ、直面する問題に対処する力やス

キルを身につけることができるよう取り組んでい

ます。薬の依存や心の問題を抱える人への相談窓

口として、北海道では心の電話相談ダイヤルや北

海道こころの健康ＳＮＳ相談窓口などを開設し、

悩みを抱える方やその御家族からの相談を受け付

けており、こうした取組を広報なよろなどで周知
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しております。

次に、大項目１、子どもの権利条約に関わって、

小項目３、子供の権利条例制定についての考えに

ついてお答えいたします。子どもの権利条約の基

本的な考え方は、差別の禁止、差別がないこと、

子供の最善の利益、子供にとって最もよいこと、

命、生存及び発達に関する権利、命が守られ、成

長できること、子供の意見の尊重、子供が意味の

ある参加ができることの４つで表されており、令

和５年４月１日に施行されたこども基本法にも取

り入れられております。本市におきましては、１

８歳未満の子供のあらゆる悩み相談に対応できる

よう家庭児童相談員の配置や平成３１年には子ど

も家庭総合支援拠点事業を開始し、児童虐待など

へも対応を強化し、子供たちの命が守られ、成長

できるよう事業を展開してきており、子どもの権

利条約の基本的な考え方に合致しているものと考

えております。

また、子供の意見の尊重、子供が意味のある参

加ができることについては、今年度第３期名寄市

子ども・子育て支援事業計画の策定を予定してお

りますが、子供たちの意見をＳＮＳなどを活用し

て直接聞ける機会を設けるなど、新たな取組を進

めていかなければならないと考えており、実施に

当たってはこの機会を活用し、子どもの権利条約

やこども基本法の理念に基づく意見聴取であるこ

とをしっかりと周知していかなければならないと

考えております。条例の制定については現在のと

ころ予定はありませんが、条例のある、なしにか

かわらず、子どもの権利条約やこども基本法の理

念に基づき、個別の計画を実施していくことが重

要だと考えておりますので、御理解くださいます

ようお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）

私からは大項目２、〇経済部長（山田裕治君）

食、農を守る取組について、初めに小項目１、食

料自給率の向上についてお答えいたします。

近年の地球温暖化を背景とした記録的な猛暑、

自然災害の頻発による農産物の生産への影響や国

際紛争の影響などによる物流の停滞などに伴う農

産物価格の高騰により、食料安全保障の強化と食

料自給率への関心が高まってきております。国の

カロリーベースの食料自給率は令和４年度で３８

％となっており、令和１２年度までに４５％まで

引き上げる目標となっております。また、北海道

においては、令和３年度で２２３％と全国１位の

食料自給率となっており、重要な食料供給地域で

あると同時に、令和１２年度までに２６８％まで

食料自給率を向上させることを目標としておりま

す。本市におきましては、こうした食料自給率に

基づく目標指針などは掲げてございませんが、安

全、安心で良質な農産物を安定的に生産し、国内

において消費していただくことで食料自給率の向

上に寄与していくものと考えております。

次に、小項目２、新規就農支援についてお答え

します。本市の現状としまして、２０２０年農林

業センサスによりますと、経営主年齢階級別の経

営体数のうち６５歳以上の経営主の割合が３３．

８％を占めており、また農家戸数では４７３戸と

１０年前に比べ２４０戸の減となるなど高齢化と

農家戸数の減少が大きな課題となっております。

そのため、後継者対策に加え、農外からの新規就

農者の確保も重要な取組と位置づけ、事業を実施

しております。新規就農者対策としては、地域お

こし協力隊制度を活用し、農業支援員として３年

間の農業研修により就農に向けた育成に取り組ん

でおります。これまで制度を導入した平成２５年

度以降１１名を農業支援員として委嘱し、そのう

ち３名が新規就農者として市内で営農に励んでい

るところであり、現在は隊員４名が新規就農を目

指した研修に従事しております。また、就農後の

早期経営安定に向けて関係機関や団体、集落支援

員で構成する支援チームが相談、指導に当たると

ともに、国や道の事業活用やＪＡとの協調による

資金面での支援を行っております。今後におきま
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しても、就農希望者と直接面談ができる募集イベ

ントへの参加や市ホームページ等による募集情報

の発信、北海道の就農相談窓口である北海道農業

公社との連携などを通して名寄市の魅力や農業の

特徴をアピールし、市外からの新規就農希望者の

確保につなげていきたいと考えております。

次に、小項目の３、価格保証、直接所得補償の

充実についてお答えいたします。価格保証につき

ましては、農産物の価格が急落した際に生産者を

保護するために行うものであり、生産コストに見

合う価格が安定的に実現されることが重要である

と認識しております。直接所得補償については、

主要農産物を生産する販売農業者に対し生産に要

する費用と販売価格の差額を基本とする交付金を

支給し、農業者の所得を補償するものと認識して

おります。このたび国では食料安全保障の強化を

盛り込んだ改正食料・農業・農村基本法が成立い

たしました。改正法が成立したことを受け、食料

自給率の目標などが盛り込まれた食料・農業・農

村基本計画が今後改定される予定と伺ってござい

ます。市としましては、将来に向けて振興施策を

計画的に進め、持続的に発展していけるように策

定しました名寄市農業・農村振興計画に基づき施

策を推進する一方、今後の食料・農業・農村基本

計画を含めた国の動向を注視してまいりたいと考

えております。

以上、私からの答弁といたします。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

それでは、それぞれ御〇８番（川村幸栄議員）

答弁いただきましたので、再質問とさせていただ

きたいと思います。

まず最初に、子どもの権利条約に関わってであ

ります。子どもの権利条約が批准された国へ５年

に１回権利実現のためにどんなことが行われたの

かというようなことで、国連子どもの権利委員会

に報告する必要があります。先ほどもお話しした

ように、度々日本政府への所見が示されているの

ですけれども、５年前のときには日本に対してあ

まりにも競争的な制度を含むストレスフルな学校

教育から子供を解放する措置を取るようというよ

うな勧告が出されています。その内容というのは、

他の先進国に対する所見とは違って、極めて厳し

い内容だったというふうに専門家の方々おっしゃ

っています。これは、この所見を出すに当たって

は各国の市民団体や、またＮＧＯ、さらには地域

の現状などを基礎報告書としてまとめて出したも

のに対して国連子どもの権利委員会が所見を出し

ているのですが、こういった日本の現状について

まずどのように受け止められているのかお聞かせ

をいただければというふうに思います。

馬場健康福祉部長。〇議長（山田典幸議員）

国でそういうよ〇健康福祉部長（馬場義人君）

うな対応をされているというようなことが報道等

々で今議員がおっしゃったようなお話で出ている

というようなことは、私どもも報道等で聞かさせ

ていただいているところでございます。ただ、先

ほど申し上げましたように、近隣の道内でも、先

ほど議員から御紹介いただきましたけれども、奈

井江町さんが最初で、近隣の士別市さんとかでも

子供に関する条例がつくられたりだとか、あと北

海道でも、北海道の条例は、奈井江さんや士別市

さんについてはどちらかというと子供の権利とか、

そこのところを総合的に育成していこうというよ

うな条例なのかなというふうに思っていますけれ

ども、北海道さんの場合はどちらかというと少子

化対策を中心に策定、規定をするという条例が北

海道の場合はされているのかなというふうに思っ

ております。名寄の場合は、そういうようないろ

んな状況を見ながら、今後どのようにしていくの

かというようなことを今のところ研究しているよ

うな状況でございますけれども、先ほど申し上げ

ましたように、現在は次の計画を策定する中で名

寄で暮らして、育ってよかった、暮らしてよかっ

たという子供たちを一人でも増やしていくための

動きをさせていただきたいというふうに思ってい

るところでございます。
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以上です。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

このように５年に１回〇８番（川村幸栄議員）

出しているのですが、先ほども御紹介したように、

日本政府が批准して３０年目になりますから、今

年もその年になっていて、北海道子どもセンター

というところでは、今年４月に北海道内の実態を

基礎報告書にまとめて出されています。その中で、

まとめた方の代表の方のお話でいうと、子供の声

を聞くために子供と関わる大人の声を集めました。

集めて、こんな本になっているのです。このよう

にして子供と関わる大人の声を集めて、子供たち

の声を、そして声にならない声を聞き取って、学

校、家庭、そして社会が子供たちにとって安心で

きる居場所になること、そして豊かな子供期を送

ることのできるような社会にしていきたいと、そ

う強く願っているのだということで、私もここは

同感であります。そんな思いで今回子どもの権利

条約に関わって質問をさせていただきました。こ

こを踏まえながら進めたいと思います。

１つ目の放課後の子供たちを守る学童保育につ

いてであります。先ほど公的なところのそれぞれ

の人数、お知らせいただきました。風連以外、南

も東も定員を大きく上回っているということです。

こういったときに今子供たちの声が聞こえるかと

いうところら辺をしていくと、たくさんの子供た

ち、全員が毎日ここに来ているわけではないとは

思うのですけれども、たくさんの子供たちが集ま

ってきて、いろんな意見をあれだったり、遊んだ

りなんかしたときにトラブルになったり、そうい

ったときに指導員の方々が耳を傾けられているだ

ろうかと。なかなか目が、耳が届かないでいるの

ではないかというような、そういう危惧を私はし

ていまして、ですから指導員の方を増やしてほし

いというふうなお願いをしているところなのです

が、この点について改めてお聞きをしたいと思い

ます。状況についてお知らせください。

伊藤教育部長。〇議長（山田典幸議員）

児童支援員なのです〇教育部長（伊藤慈生君）

が、名寄市放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例で支援の単位ごとに

２名以上配置するということになっております。

その支援の単位、１支援の単位というのは、おお

むね４０人以下というところでございます。した

がって、例えば南児童クラブの場合は３単位なの

で、掛ける２名以上で６名以上がいればいいとい

うことに条例上はなっております。この市の条例

については、厚労省の省令でも同じということで

御理解いただきたいと思います。現状南児童クラ

ブは１４名を支援員の定数とはしているのですが、

１１名いるという状況でございます。したがいま

して、先ほど説明したとおり、６名以上というと

ころを市としては、もう少しまた支援員欲しいと

ころなのですが、条例以上の児童支援員を配置し

ているということで御理解いただきたいと思いま

す。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

規定といいますか、定〇８番（川村幸栄議員）

数というか、そういうのは必ずそれぞれにあるの

だというふうに思うのですけれども、南児童クラ

ブでいうと、この間も６年生がここにたくさん来

ていただきましたけれども、たくさんの児童が増

えていると。そして、新築のおうちだとかマンシ

ョンだとか増えていって、ますます増えるかなと

いうちょっと懸念もあります、児童数が増えてい

くのではないかという。反対に、私は名寄小学校

区域なのですけれども、少なくなってきているの

で、ちょっと寂しい思いをしているのですけれど

も、そんなようにして増えていっている中で対応

をするときにどうなのかという危惧をするわけで

す。子どもの権利条約の中から触れていきますと、

子どもの権利条約の中で第３１条というのがあっ

て、子供は休んだり、遊んだり、文化、芸術活動

に参加したりする権利を持っていますよというふ

うになっている。遊ぶということです。ゆっくり

遊ぶ。大きな声を出したり、走ったり、走るのが
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嫌いな子は静かにしていたり、いろんなことをし

ながら遊ぶという、そういった場が本当に保障さ

れなければならないだろうというふうに思ってい

るのですが、これだけの人数になってくると、そ

ういった空間といいますか、ことも保障できるの

かどうかという危惧もするところなのですが、そ

の点についてはどのように受け止めていらっしゃ

るでしょうか。

伊藤教育部長。〇議長（山田典幸議員）

まず、南クラブの状〇教育部長（伊藤慈生君）

況なのですが、すみません、先ほどの市の条例で

は児童１人につきおおむね１.６メートル以上とい

うことに定めておりまして、実際南児童クラブで

すと１８１．５平方メートル最低限必要なのです

が、実際のところは３０７．２２平方メートルあ

るというところと、あと南児童クラブにおいては、

隣接している体育館なのですが、そこをほぼ平日

学校開放で使っているという状況でございます。

したがいまして、少年団の練習が５時から始まる

のですが、その時間までは体育館の中で子供たち

も思いっ切り遊んでいるという状況でございます。

以上です。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

あと、ふだんはそうい〇８番（川村幸栄議員）

うふうだと思うのですけれども、これから長期休

暇、夏休み、いよいよ入っていきます。こういっ

たときに子供たちの過ごし方なども保護者の皆さ

ん方も気がかりかなというふうに思うのですが、

この期間も、今おっしゃったように、体育館、開

放されているのか、使って遊べるのかどうか、そ

こちょっと確認したいのですが。

伊藤教育部長。〇議長（山田典幸議員）

夏休みの期間におい〇教育部長（伊藤慈生君）

ても学校開放の、他団体の兼ね合いもあるのです

けれども、そことの兼ね合いがつけば使用できる

ものというふうに思っております。あと、夏休み

については、学童に通ってくる子供たちの数が減

りますので、そういったところからもスペース的

には余裕を持って使えるのかなというふうに感じ

ております。

以上です。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

いずれにしましても、〇８番（川村幸栄議員）

やっぱり子供たちの権利を守る、子供の最善の利

益をというふうなことでありますから、環境の整

備、また先ほど指導員の方々の待遇なんかもお聞

きしました。いろいろと研修も受けていただいて

いるというようなお話も伺いました。しっかりと、

今会計年度任用だったり、非正規、パートで働く

方も増えているというふうに聞いていますので、

待遇改善が望まれるかなというふうに思っていま

す。やっぱりしっかり安心した中で働いてもらっ

て、子供たちのほうも見守っていただけるという

ふうにつながるかなというふうに思っています。

その点について改めてお考えをお聞かせください。

伊藤教育部長。〇議長（山田典幸議員）

待遇改善ということ〇教育部長（伊藤慈生君）

なのですけれども、令和４年２月からは国の放課

後児童支援員等処遇改善事業というものを実施し

まして、労働時間により加算時間は違いますが、

毎月５，６１６円から９，０００円を市の基準給

与に加算して支給しております。これについては、

先ほどちょっと申し上げませんでしたが、支援員

のほかに、同じ支援員なのですけれども、アルバ

イトで大学生も実際に手伝っていただいていると

いうことでございます。その大学生についても加

算がされているという状況でございます。

以上です。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

遊びを中心にした、そ〇８番（川村幸栄議員）

して子供たちが伸び伸び放課後過ごせる、そうい

った環境づくりのためにぜひ職員の皆さんの努力

もお願いしながら、まずは子供の権利、子供の最

善の利益を優先していただくというようなことが

まず求められるところでありますので、放課後の

子供たちを守るというところでもお力添えをいた
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だきたいなというふうに思いますので、よろしく

お願いいたします。

次に、薬の医薬品のオーバードーズの問題であ

ります。私は、薬物乱用というとどうしても若者

というか、だったり、大人のような感じを受けて

いました。今回の報道で小学生って１０代、小学

生から始まっているといったところでは、本当に

非常に大きな衝撃を受けたところであります。先

ほどの部長からの御答弁、いろいろお聞きしまし

た。やっぱり若者と、大人が対象の中での支援で

あるように私にはちょっと聞き取れました。もっ

ともっと小さな子供たち、薬物で、薬局に買いに

行けば薬剤師さんのほうでしっかりと指導ができ

るというようなお話もされていましたけれども、

分からずに飲んでしまう、でもどこからか手に入

れてしまうというようなこともあるのではないか

というふうな懸念があります。そういった正しい

知識をお知らせするという、早い時期からお知ら

せしていくということが必要だというふうに思っ

ているのですが、その点についてはどのようにお

考えでしょうか。

馬場健康福祉部長。〇議長（山田典幸議員）

先ほど私どもの〇健康福祉部長（馬場義人君）

市のほうでオーバードーズに限定して対応した、

内容した施策というのは実は持ち合わせておりま

せんので、先ほどの答弁となったわけなのですが、

オーバードーズに走る方が必ずしも自殺企図があ

るというわけではございませんが、私どもとして

は自殺対策計画を今年立てさせていただいて、先

ほどから議員からも御指摘ありましたように、や

っぱりそれに走る原因の一つとしては悩みだとか

いろんなことがあるという可能性もあるというこ

とで、自殺予防対策も含めながらオーバードーズ

に対しては対応してまいりたいなというふうに考

えているところが一つでございます。また、一方

で薬等々につきましては、多分学校教育現場の中

でも一部そういうような対応をしている部分もあ

るかというふうに思いますし、子供に薬を薬店で

売るということは多分ないとは思うのですが、こ

のオーバードーズのことが問題になって、厚生労

働大臣のたしか記者会見か記者発表の中で出てい

たのが法的に規制するものは今何もないそうなの

です。ただ、今できるところからなりやっていこ

うというところの厚生労働省の施策がまず薬剤師

や登録販売業者が購入したときに、たくさん買っ

たときに、やっぱり何か気づきを彼らが得たとき

にそこに声をかけると。自殺対策の一歩もそこか

ら声をかけるというところが一歩だというふうに

私もゲートキーパーの研修でお聞きしたことがご

ざいますが、まずそこからいっているというとこ

ろで、私どもとしてもまずは手探りの段階になっ

ているかもしれませんけれども、まずはそこから

始めたいなというふうに思っているところでござ

います。

以上です。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

ある文献見ますと、オ〇８番（川村幸栄議員）

ーバードーズになった理由のトップがひどい精神

状態から解放されたかったからだというのが７２．

６％だったそうです。だから、ほとんどの方々が

やっぱり精神状態が不安定な中で、そういったと

ころにつながってしまったのかなというふうに思

います。それで、そういった中でやっぱりそこに

つながってしまった状態、先ほど紹介したのは管

内の消防署の救急の数でした。例えば市内ではど

うかというような実態調査みたいなものをされて

はどうかというふうにちょっと思うのですけれど

も、そういった部分についてお考えはどうでしょ

うか。

馬場健康福祉部長。〇議長（山田典幸議員）

精神保健の部分〇健康福祉部長（馬場義人君）

については、一義的には北海道さんのほうが対応

していまして、市がやらないというわけではない

ですが、北海道さんのほうが一応一義的には音頭

を取ってやっているというような状況でございま

して、先ほど申し上げました自殺企図だとか、そ
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ういった精神的な救急搬送の数も一定は保健所さ

んのほうで押さえているそうなのですが、今議員

のお話のあった、ちょっと薬に限定したというわ

けではないのですけれども、自殺企図とか含めた

精神的な救急搬送があった場合について、北海道

のある保健所区域で昨年モデル的に搬送された後

に本人了解取って、行政機関というか、保健所に

次をつなげるというようなことをやったことが、

モデル的にやっていたそうでございます。それを

今年度以降全道的に広げていこうという動きが今

出ているそうでございまして、名寄保健所として

も今もしそれができるようになれば市町村とも連

携を取ってというお話をいただいておりますので、

そういう情報を名寄保健所さんからいただきまし

たら、私ども保健センターとしてもそこうまく連

携しながら市民の対応を図ってまいりたいという

ふうに考えているところでございます。

以上です。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

やっぱり重く受け止め〇８番（川村幸栄議員）

ているというところは共通なのかなというふうに

思いながら今お話を聞かせていただきました。そ

れで、先ほどもお話ししましたけれども、おっし

ゃったように、市販薬のオーバードーズばかりで

はなくて、摂食障がいだったり、自傷行為であっ

たり、いろんな意味での依存症であったり、いろ

んなことを抱えている子供たち、若者、多いのだ

というふうに思っています。そういった方々に、

先ほどＳＯＳ、助けを求めていいのだよという、

ここのところというのは私非常に大事なところか

なというふうに、なかなか自分で声を出せないで

す。そういったところで発信をしていただきたい

なというふうに思っているのです。子供たちや若

者だけではなくて、同時に保護者の皆さん方へも

積極的に大人へというか、周知をしていただきた

いと思っています。それとあと、もう一つは一度

そういったことになってしまったらもう戻れない

のではないかと。誰かに相談したらそのことが自

分は駄目なことになってしまうのではないかとい

うようなことで声を上げられないという、そんな

こともあるのかなというふうに思います。自分を

責めてしまうというか。そういうことが新たない

ろんな、家庭の中の虐待であったり、暴力であっ

たりにつながりはしないかというようなことで、

非常に懸念される部分がたくさん出てきてしまい

ます。相談先、先ほどいろいろ御紹介いただきま

したけれども、ぜひ多くの方に分かってもらえる、

いつでもどこでも連絡ができるというような、後

ほど奥州市の子どもの権利条約のことでちょっと

御紹介したいと思うのですけれども、そういうふ

うにしていつでもどこでも相談ができるというよ

うな形を取っていただけたらいいなというふうに

思っています。それで、ちょっといろいろ調べる

中で、やっぱり子供たち、今ラインを使って相談

したりというような、そんな窓口を広げるという

形、そういうふうにしているというふうなことが

いろんなところで出てくるのですが、この点につ

いてのお考えはどうでしょうか。

（何事か呼ぶ者あり）

最後でいいですか。〇８番（川村幸栄議員）

（「今お話、最後のほうが、すみません、聞き取

れなかった」と呼ぶ者あり）

ラインでの相談という〇８番（川村幸栄議員）

か、相談窓口を広げるというやり方、ここの取組

をさらに広げていくという意味ではどうでしょう

か。

馬場健康福祉部長。〇議長（山田典幸議員）

議員の質問通告〇健康福祉部長（馬場義人君）

の中にも奥州市の事例が紹介されていて、担当と

も拝見させていただきました。市でそろえている

いろんな相談の部署、教育委員会部局も含めてご

ざいますけれども、奥州市さんのあれを見ますと

必ずしも自市で展開しているばかりのものではな

くて、いのちの電話はじめＮＰＯ法人さんとかで

やられているいろんな相談のアクセスをプラット

フォーム的につくられているというのを拝見しま
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して、非常に勉強になりました。私どもとしまし

ても、市で用意できるというのはやっぱりどうし

てもマンパワー的な部分からいっても限界がある

というふうに思いますので、今回計画策定をさせ

ていただきますけれども、ホームページ等々の、

そこからラインとかにつなげて、アクセスできる

のかどうか分かりませんけれども、チャンネルは

幾つかやっぱりたくさんあったほうが、地元の人

に相談しにくいけれども、全然関係ない方には相

談しやすいという場合もあるかもしれませんので、

今後その辺のことに、チャンネルを増やすという

ことについては研究してまいりたいというふうに

思っております。

以上です。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

そういった部分も含め〇８番（川村幸栄議員）

て、やっぱり皆さんに広くお知らせするというこ

とだというふうに思っています。子供の権利条例、

ぜひというふうなことになるのですけれども、確

かにある、なしにかかわらず個別の事業をしっか

りと取り組むのだよというふうなお話がありまし

た。ただ、これ日本政府も同じようなことを言っ

ている、３０年前批准するときに。国内法制で既

に十分に保障されているので、新たにそういった

ことをしなくてもいいのだよというような言い方

だったかというふうに思います。私は、調べてみ

ました。今子どもの権利条約のことを、昨年５月

に日本財団が行った調査の中で、１０歳から１８

歳を対象にした子供１万人意識調査というのをや

っていました。子どもの権利条約について聞いた

ことがないって言ったことが５９％、６割です。

批准されてから３０年もたっているのですけれど

も、権利の当事者である子供の多くが子供の権利

について知らされていないと、理解されていない

という、こんな状況があります。ですから、ぜひ

条例制定に向けて取組を進めていただきたいなと

いうふうに思うのです。先ほどお話しした岩手県

奥州市では、平成２４年に権利条例つくっていま

す。昨年１１月からはウェブサイトでおうしゅう

子どもポータルというのを開いています。どんな

意見も自由に送れるきいて、知りたいことを問い

合わせるおしえて、市の相談員が確認して必要に

応じて対応するたすけて、これ全部平仮名です。

だから、小学校低学年もみんなつながることがで

きるということです。それで、今年の４月には全

小中高校生にしおり、本に挟むしおりです。しお

りに相談の電話番号、チャット、ラインのだとか、

それから二次元コードも真ん中に入って、奥州市

では子供の権利条例をつくり、子供の皆さんを守

っていますよといったしおりを全小中高校生に配

付しています。ですから、子供の権利条例のこと

を知らない、中身を詳しく知っていますかという

のはちょっと難しいかもしれないけれども、条例

ということがあるのだというのは、この奥州市で

はみんな知っているということになるのかなとい

うふうに思っています。ですから、ぜひとも権利

の当事者である子供、大人ももちろんそうなので

すけれども、子供たちも知っている、そういった

条例制定に向けての取組をぜひ進めていただきた

いというふうに思いますが、お考えをお聞かせく

ださい。

馬場健康福祉部長。〇議長（山田典幸議員）

今るる議員のお〇健康福祉部長（馬場義人君）

考えというか、御意見頂戴いたしました。私ども

といたしましても、その目的については何ら異論

を挟むものもございませんし、同じ方向を向いて

いるのかなというふうに思っております。ただ、

この条例等々については、一定理念条例というと

ころなのかなというふうに思っていますので、そ

の理念を醸成させるためにはまずきちっとした土

台をつくって、その上に、土台にきちっとしたも

のをのっけていくということがまずは大事なのか

なというふうに思っております。奥州市さん、多

分ここまでなるのには、先ほど言ったように、平

成２４年というところで、１０年以上の月日があ

って、今ここにきているわけでございまして、私
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たちの目指すところも行く行くは奥州市さんのよ

うにという形で進んでいかなければならないなと

担当者としても思っておりますが、まずは第３期

計画をきちっとつくらさせていただいて、子供た

ちが権利の主体なのだということも含めて、それ

は計画の中でも言っていけることだというふうに

私たちとしては思っておりますので、条例制定よ

りも先にまずは目的はそちらに沿いながら、今回

の計画やらをつくってまいりたいというふうに思

っているところでございます。

以上です。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

ぜひ進めていただきた〇８番（川村幸栄議員）

いなというふうに思っています。

次に、食と農を守る取組について移らせていた

だきます。最初に、今６月に入ってから米の在庫

不足、価格が急騰まではいっていないか。この近

辺ではそうでないかなと思っているのですけれど

も、中小規模の米穀店の経営を直撃しているとい

うことで、日本米穀商連合会というのがあるので

す。ここで４月３０日から５月１５日にかけてア

ンケートを取っています。この日本米穀商連合会

の会員さんの中でアンケートを取っているのです

けれども、仕入れができないという会員の声を受

けてアンケートをした。８割以上の業者が仕入れ

に苦労していると答えています。地元新聞でも６

月１８日に米の品薄じわりというようなことで出

ていました。昨年の猛暑で少し足りなかったとい

うのと、今年に入って５類になって、インバウン

ドも盛んになって、おにぎりがすごく人気だとい

うようなこともニュースになっていましたけれど

も、市民からは数年前にあった米不足、あんなこ

とになりはしないかというようなことで不安の声

が出ているのですが、この点についてまずお考え

をお聞かせいただければと思いますが。

山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）

米の需給の関係とい〇経済部長（山田裕治君）

うことでございます。今議員からありましたとお

り、現状といたしましては昨年の猛暑の関係、ま

た今の急速な外食、中食というのでしょうか、そ

の需要が増加したということで、なかなか手に入

りにくいというふうな、私も新聞報道等でもそこ

確認させていただいております。現状今すぐに市

民の皆さんが米を手に取れなくなるということは

考えてはおりませんし、また今後、またちょっと

季節は先になりますが、早場米等も出てきますの

で、そういう意味ではいずれかの時期にはまた新

米というふうなものも当然出てまいりますので、

そこは冷静にそれぞれ必要な分のお米を適宜買っ

ていただければいいのかなというふうに捉えてお

ります。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

心配しないでというふ〇８番（川村幸栄議員）

うに言いたいなと思いますし、今３月に入っても

寒くて寒くてという状況で、今年の出来秋を期待

したいところであります。ですが、食料自給率に

も関わってくる問題です。こうした状況になった

ときにやっぱり古米の在庫をどうしていくのかだ

とか、いろんなことが言われてくるのかなという

ふうに思います。今国がやっていることというふ

うに言われるかもしれませんけれども、やっぱり

きちっとした食料自給率の目安を決めながら進め

ていかなければというふうに私は思っています。

時間があまりなくなってきましたので、一番お

聞きしたかったところは、そういったときに作る

人たちがどんどん減っているということです。そ

ういったところでやっぱり新規就農者への支援を

いろいろしていただいていますし、私は近隣から

見ると名寄市は続けていただける方が多いなとい

うふうには思っているのですが、その中でも例え

ば家庭内で農業を継承する親元就業者というか、

継いだ方、そういった方への支援、それから大規

模農業にはいろいろと支援策がたくさんあるので

すけれども、中小農家に対する支援、そういった

部分での支援だとか、それから兼業農家なんかも

この辺ではそんなにはないかなというふうには思
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うのですけれども、そういうふうにした方だとか、

まだ新規就農になるかなと思うのですけれども、

リタイア後の就農者に対する支援だとかいろんな

支援が必要になってくるかな、そういう人たちに

農業を継いでもらいたいなというふうに思ったり

するのですが、この辺についての支援についての

お考えを改めてお聞かせいただきたいと思います。

山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）

今議員からありまし〇経済部長（山田裕治君）

たとおり、新たな次世代に農業を引き継ぐための

担い手と言われる皆さんの存在というのが非常に

本市にとっても重要であるというふうに捉えてお

ります。それぞれ今議員のほうからもありました

様々な支援メニューということでありましたが、

特に今後継者のところにつきましてはそれぞれＪ

Ａと市とで協調しながら、経営発展に向けた支援

ということで、これ経済的な支援を中心に行わさ

せていただいています。また、今のＩＣＴに対応

するというようなことも含めて、特徴的なドロー

ンというものが今どんどん農業分野にも入ってき

ていますけれども、そういったものの免許の取得

に対する支援というようなことも併せまして、将

来の農業に対応できるような、そういう担い手を

育成したいというふうなことで支援メニューをそ

れぞれつくらさせていただいております。大規模

とか小規模とかというふうな経営規模によって例

えば支援に差をつけるというようなことはしてご

ざいませんので、そこは担い手という方というふ

うな、そういうカテゴリーの中で整理をさせてい

ただいて、支援に取り組ませていただいておりま

すので、そこはあまり経営に差がつかないような

形の支援を取っております。新規就農、農外から

来られる方につきましては、先ほどお知らせさせ

ていただいたとおり、協力隊というふうな制度を

活用して今進めておりますけれども、特に私ども

で今力を入れておりますのは、これからリタイア

をされていかれる方の経営を引き継ぐような形で

持続的な農業というふうにつなげていけないだろ

うかというふうに考えております。これまでは新

たに入ってこられた方が独立して就農するという

ふうなことを一定ベースに置きながら考えており

ましたけれども、やはり初期投資であったりとか、

一定程度優良農地を新たな新規参入の方にも手が

けていただきたいということもあって、経営継承

という形であればおおむね従前の経営の収支バラ

ンスといいましょうか、状況も見えるという部分

もありますので、そういう意味では比較的目指す

農家の姿というのが描きやすいのかなというふう

に思っておりますので、極力今そのような形で地

域の農家の皆様にも将来どうしていきたいのかと

いうか、どうするのかということも併せて考えて

いただくような、そういう機会も適宜設けながら、

自分の経営を１０年後どうするということをなか

なか考えるのって難しい面もあろうかと思います

けれども、そういうふうに少し情報も入れながら、

また事例が１つ生まれましたので、そういう事例

も優良事例としてお伝えできるように、そこは新

たに就農された方の支援も同時に取り組みながら

地域に広めてまいりたいというふうに考えており

ます。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

農業に携わる方々を守〇８番（川村幸栄議員）

っていただくことは、私たち消費者の食をしっか

りと守ってもらうということにつながりますので、

ぜひとも進めていただきたいなというふうに思っ

ています。今回の基本法の改正の中で、食料自給

率の問題がどうしても後退、隅っこのほうにやら

れてしまったというようなことがあって、これか

らどうしたらいいのかなという農家さんの声もお

聞きしています。先ほど日本の食料自給率の問題

御紹介されていましたけれども、先進国では最低

水準の食料自給率でありますから、これが３８％

です。農業生産に必要な肥料や飼料や野菜の種や、

それから輸送に関わる石油だとか機械に関わるそ

ういったものは９０％前後輸入依存というような

ことですから、こういったものが輸入できなくな
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ったら私たち自給率はほぼ１０％にしかならない

のではないかというようなことも言われています。

ですから、ちょっと天候が悪くなったりするとや

っぱり不安になるのです。だから、そういう意味

では、しっかりと地方からも、国の農政というふ

うにおっしゃるけれども、地方からもやっぱり声

を上げて、国の政策を変えてもらうということも

私は必要ではないかというふうに思っていますの

で、地方の声をどんどん中央に上げていただくこ

とを強く求めて、終わりたいと思います。ありが

とうございます。

以上で川村幸栄議員の〇議長（山田典幸議員）

質問を終わります。

名寄市立大学の未来をめぐって外１件を、中畠

孝幸議員。

議長から指名をいただ〇１番（中畠孝幸議員）

きましたので、通告に従って、発言してまいりま

す。

大項目１、名寄市立大学の未来をめぐって、小

項目１、志願者獲得の現状について。名寄市立大

学の一般選抜志願者は、令和５年度に４７３名で

あったものが令和６年度には３０８名に減少して

います。また、一般選抜受験者の数を令和５年度

から令和６年度への推移で学科別に見ますと、栄

養学科が５９名から２９名、看護学科が１１４名

から６５名、社会福祉学科が４７名から２９名、

社会保育学科が３６名から３５名といずれの学科

においても減少しています。特に社会福祉学科は

一般選抜の受験者全員が合格していて、また定員

５０名に対し入学者４４名と定員割れの状態にあ

ります。志願者数減少の要因をどのように分析し

ているか、また定員割れを起こさないための方策

としてどのようなことを考えているか伺います。

小項目２、地域ニーズへの対応について。地域

に根差した大学として、地域ニーズに対応する人

材育成が必要であると考えられます。産学連携を

通じて地域から求められる人材を多く輩出すれば、

それによって志願者が集まる可能性もあります。

特に地域産業の面から名寄市立大学が地域ニーズ

に応えている事例をお答えください。

小項目３、大学を通じた地域創生について。本

年２０２４年は、まち・ひと・しごと創生法が施

行されて１０年を迎えます。今月６月１０日、内

閣官房及び内閣府から地方創生１０年の取組と今

後の推進方向という文書が発出されました。そこ

には、大学の振興、若者の雇用創出についても述

べられています。そして、今後求められる方向性

が示されています。そこでは、地方大学、高校の

魅力向上等については一層効果的に取り組むとし、

特定分野に強みを持つ地方大学、高専等による産

学官連携の推進による生産性の向上がうたわれて

います。地方大学の魅力向上、特定分野に強みを

持つ地方大学における地方大学には、名寄市立大

学がまさにぴったり当てはまります。志願者確保

のために大学の魅力向上を図らなければならない

ことは自明であり、特定分野に強みを持つという

点では保健、医療、福祉の連携を基にしてケアの

未来を開くという理念を掲げる保健福祉学部を擁

する名寄市立大学は当然該当します。そのような

地方大学を支援する事業として、地方大学・地域

産業創生交付金事業があります。大学の振興を基

にして地方創生、若者の地域定着を図ることを目

的とする事業です。地方大学・地域産業創生交付

金は、特色ある大学づくりを実現するための大学

改革を促すものであります。名寄市は、志願者数

減少にストップをかけるためにも、この交付金を

活用して名寄市立大学をさらに魅力あるものにし、

卒業生が地域に残って地方創生のために活躍して

くれる基盤づくりをすべきであると考えます。地

方大学・地域産業創生交付金への申請の意向があ

るかを含め、理事者の考えを伺います。

大項目２、宗谷本線の維持に向けて、小項目１、

宗谷本線活性化推進協議会の取組について。本年

３月１５日、国土交通省からＪＲ北海道に対し経

営改善に向けた取組を求める監督命令が出されま

した。ＪＲ北海道は３月２９日に２０２６年まで
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３年間の中期経営計画を発表し、２０２６年度末

までに黄８線区、黄色信号の８線区という意味で

すが、すなわち輸送密度２００人以上２，０００

人未満の線区の線区ごとに事業の抜本的改善方策

を確実に取りまとめるとしています。宗谷本線の

維持に向けては、加藤市長を会長とする宗谷本線

活性化推進協議会が活動を行っていますが、昨年

度の事業を振り返って、その内容と効果について

お知らせください。

また、本年５月２７日に開催された宗谷本線活

性化推進協議会では、２０２４年度の事業計画が

話し合われたとのことですが、その具体的内容と

見込まれる効果について伺います。

小項目２、鉄道を利用するための駐車場につい

て。鉄道利用者が減少したのは、自家用車を利用

する人が多いからであると言われます。自家用車

を利用するのは、自宅から目的地まで直接行くこ

とができるからであり、もし列車を利用しようと

しても、駅までのアクセスが不便であると自家用

車を使わざるを得ないことになります。名寄駅ま

での車でのアクセスを考えたとき、駅の駐車場と

して数十台以上のまとまった台数の車を収容でき

る場所は駅に向かって左手のパーク＆トレイン専

用駐車場のみと言えます。ただ、パーク＆トレイ

ン専用駐車場は、特急列車を往復で利用する客専

用の駐車場とされていて、普通列車、快速列車を

利用する人は使えないこと、さらに広さも十分で

ないため、車を止めることを諦めて、結局列車を

利用するのをやめるといった人が少なくないので

はないかと考えられます。駅までと駅からのアク

セス手段はバスやタクシーも考えられますが、最

も利便性が高いのは自家用車と言えましょう。宗

谷本線の利用を増やす抜本的手段として、名寄駅

周辺の十分な台数が止められる駐車場の確保を考

える必要があるのではないでしょうか。それに関

するお考えを伺います。

以上で壇上からの質問を終わります。

水間大学事務局長。〇議長（山田典幸議員）

中畠議員か〇市立大学事務局長（水間 剛君）

らは、大項目で２点御質問をいただきました。大

項目１は私から、大項目２は総合政策部長からの

答弁となりますので、よろしくお願いいたします。

まず初めに、大項目１、名寄市立大学の未来を

めぐって、小項目１、志願者獲得の現状について

お答えいたします。１８歳人口の減少により大学

入学共通テストの志願者が３２年ぶりに５０万人

を下回るなど、年々厳しい入試状況となっており

ます。また、令和６年度入試から旭川市立大学の

入試日程が国公立大学で統一されたため、一昨年

度入試までは本学と前期日程で併願することがで

きましたが、昨年度からはどちらか１校にしか志

願できなくなったため、実質的に受験生の奪い合

いが生じたことも志願者数が減少した要因である

と考えております。一般入試における受験生の傾

向としてチャレンジを避ける傾向も相まって、年

内での進学先決定のニーズが高まっておりまして、

総合型選抜、または学校推薦型選抜での進学決定

を行う受験生が増加しております。さらには、文

部科学省ではデジタルや脱炭素など成長分野の人

材を育成する理工農系の学部の増加や理工学系の

女子枠の創設を進めており、理工農学部への女子

学生の流出も大きな要因であると教育関連企業か

らの分析結果も受けております。結果として、特

に女子学生の医療、福祉、保育職離れと相まって

志願者確保が厳しい状況で、道内の栄養、福祉系

の私立大学でも定員割れを起こしている状況とな

っております。今後の学生確保の方策として、ま

ずは道内、道外の進学相談会の参加拡充を行って

おります。例年は、進学実績を参考に参加の有無

を検討しておりましたが、今年度からは積極的に

進学相談会に参加することで本学の名前を知って

いただくことを念頭に、これまで本学にあまり志

願実績のない高校の相談会にも参加しております。

入試運営の観点からは、受験生の年内での進学先

決定のニーズの高まりを考慮し、令和６年度入試

から推薦、前期に募集定員の配分を多く振り分け
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ました。残念ながら社会福祉学科で定員割れとな

りましたが、最終の結果としては保健福祉学部全

体では定員を超えて入学生を確保することができ、

一定の効果はあったと感じております。また、地

域指定枠の指定範囲を上川北部管内に加え、宗谷、

留萌、オホーツク管内まで拡充し、広範囲の地域

から志願いただける環境を整えました。受験生の

利便性を確保するため令和７年度入試からインタ

ーネット出願システムを導入し、受験生の負担を

軽減し、より志願をしやすい環境も整備いたしま

した。令和８年度からより多様で専門職への熱意

を持つ学生を確保するため、総合型選抜を導入い

たします。これは、年内で進学先を決定したい受

験生のニーズに対応するためのものであり、現在

選抜方法などを学内で検討しているところです。

最後に、入試広報活動に学生の視点に立ったア

イデアを組み入れるために令和２年度から始まり

ました魅力プロジェクト名寄では、今年度で４年

目となりますが、在学生の高校訪問、地方コミュ

ニティーラジオへの出演、新入生インタビュー動

画の作成など徐々に効果が出ており、特に在学生

の出身高校訪問は高校側、受験生にも大変影響を

与えていると感じているところであり、これから

も本学の魅力を発信できる企画を検討してまいり

たいと思います。

次に、小項目２、地域ニーズへの対応について

お答えいたします。名寄市立大学では、コミュニ

ティケア教育研究センターが窓口となり、企業か

らの相談や企業との連携による課題研究など産学

連携の取組を推進しております。主な地域との連

携事例として、今日の農業における労働力不足が

叫ばれる中、農繁期における労働力の補完を目的

に名寄市、ＪＡ道北なよろと連携し、農家と学生

のマッチングを行う援農ボランティア事業を平成

３０年から継続して行っております。この取組で

は、食農教育の視点を学生、農家双方が持つこと

で、単なる労働力ではなく、農家との会話や交流

を含む多様な経験をベースとした名寄ならではの

体験、経験として定着しており、様々なメディア

でも取り上げられており、卒業生の中にはこの貴

重な経験をさらに生かしたいとの希望で、ＪＡな

ど農業関連の企業に就職した学生もおります。な

お、この取組は北海道開発局が実施している「わ

が村は美しく―北海道」運動第１１回コンクール

において優秀賞を受賞するなど、外部からも高い

評価を受けております。また、Ｎスポーツコミッ

ション、北海道味の素株式会社、名寄市立大学が

協働し、名寄市立大学の学生がメニューを考案す

る産学官民連携の取組、なよろ健康レシピ開発プ

ロジェクトでは、味の素が提唱するアスリート支

援栄養プログラム、勝ち飯のコンセプトを取り入

れたアスリート向け弁当を考案し、市内での弁当、

総菜の製造販売を行うＧＲＡＣＥＣＵＩＳＩＮＥ

の協力も得て、スポーツ合宿での提供やスキー大

会での販売などを行いました。さらに、ＳＡＩＪ

Ｏ×名寄市立大学商品開発プロジェクトでは、市

民の健康に寄与する商品開発を趣旨とし、本学学

生が考案した地元農産物を使用した丼ぶりメニュ

ー２品を西條４店舗で販売したところであります。

このように名寄の地域資源を利活用した企業との

協働による取組は地域課題の解決など大学の地域

貢献の観点のほか、学生にとっても地域をフィー

ルドとした実践的な学びの場となっており、本学

でしか経験できない貴重な機会として、学生から

は卒業後の進路を選択する際の大きな志望動機の

一つとなっております。また、就職活動の面接の

際には、自分のＰＲポイントとして活用している

とも聞いております。学生確保の観点でもオープ

ンキャンパスなどでそれらの取組について興味を

示し、志望理由とする学生もいるなど相乗効果を

生んでおり、本学としても大学の魅力の一つとし

て引き続き産学連携など地域との連携に取り組ん

でまいりたいと考えております。

続いて、小項目３、大学を通じた地方創生につ

いてお答えいたします。議員から提案がありまし

た地方大学・地域産業創生交付金事業につきまし
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ては、地方大学・産業創生法に基づき地方自治体

の首長のリーダーシップの下、地域の産官学が連

携し、地域における大学の振興、中核的な産業の

振興、専門人材の育成をキーワードとして、日本

はもとより、世界中から学生が集まるようなきら

りと光る地方大学づくりを進め、地域における若

者の雇用機会の創出の推進を目指す戦略的な研究

開発の取組に対し国から支援される事業となって

おります。この交付金事業については、平成３０

年から富山県、岐阜県をはじめ、神戸市、北九州

市など１２の県及び市が採択され、道内において

は函館市が令和４年度に北海道大学、道立工業技

術センター、函館漁協、市内水産会社が連携し、

水産養殖の研究開発が採択されております。本学

におきましては、地方の公立大学として地域にお

ける高等教育の機会の提供と地域社会での知的、

文化的拠点として中心的役割を担っており、運営

組織としてコミュニティケア教育研究センターが

中心となって、本市を含む道北地方における保健

医療、教育、研究等の充実、発展、地域及び産業

の振興に住民と連携して様々な取組を行っており

ます。これまでの取組実績の一例としては、先ほ

ど御紹介いたしましたが、いずれも地域課題解決

に向けて重要な共同研究の一環でありますが、御

提案のいただきました地方大学・地域産業創生交

付金事業の採択基準である大きな枠組みの研究開

発のテーマの取組までには至っていないのが現状

ですので、現段階では交付金申請は難しいと考え

ております。しかし、本学の特色を示すキーワー

ドでもあります小さくてもきらりと光り続ける大

学として市民、さらには道北地域からの期待に応

え続けるためにも小さな課題をはじめ、様々な地

域貢献に取り組んでいくとともに、これからの取

組内容を積極的に広報することによって地域の価

値、財産、可能性に対して興味を抱く学生も多数

おりますので、いかにしてこれらの情報を学生に

届けることができるかについて様々な広報活動及

び媒体の活用に取り組んでまいりたいと思います

ので、御理解いただきたいと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

私からは大項目〇総合政策部長（石橋 毅君）

２、宗谷本線の維持に向けてについて、初めに小

項目１、宗谷本線活性化推進協議会の取組につい

てお答えいたします。

宗谷本線活性化推進協議会は、宗谷本線と密接

な関わりがある２６市町村、議会、経済団体で構

成されており、鉄道の高速化や利用者の利便性向

上、沿線地域の振興に寄与することや宗谷本線維

持を目的とした事業を実施しています。昨年度は

観光列車花たびそうやへの沿線でのおもてなしや

特急列車での車内販売、名寄駅開駅１２０周年記

念イベントの記念弁当販売を実施することで、宗

谷本線の活性化に寄与したものと考えております。

また、宗谷本線の多様な在り方を検討するための

講演会として、まち歩き研究家、和田哲さんを講

師にお招きして、宗谷本線の歴史と多様な活用方

法について学び、知見を深めました。さらに、昨

年度は沿線自治体を中心に総括的検証と抜本的改

善方策を取りまとめる年であったことから、沿線

自治体を中心に調査実証事業協議会を立ち上げ、

幌延駅から稚内高校、稚内大谷高校への高校直通

バスや比布駅、剣淵駅の特急停車、地域住民向け

特急列車への補助を実施して、地域交通資源の活

用による宗谷本線の維持、利便性向上の検証を行

いました。これらの利用促進、維持、利便性向上

を検証する取組や新型コロナウイルス感染症拡大

の影響により中期経営計画に掲げていた収支改善

の目標を令和５年度までに達成することが困難な

状況であったことから、今年３月１５日に新たな

監督命令の発出と３年間の支援が決定されたとこ

ろです。２０２４年度については、事業計画とし

て関係団体と連携を図り、宗谷本線の多様な活用

方策を検討することとしており、７月に旭川市で

開催される北海道のサイクルツーリズムを推進す

るためのシンポジウムに協力をいたします。また、
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宗谷本線の維持に向けて、必要に応じてＪＲ北海

道をはじめ、国、北海道など関係機関への要望の

実施や、新たな監督命令では利用促進だけではな

く、コスト削減などの取組も求められていること

から、幹事会や役員会を適宜開催して議論を深め

てまいります。

次に、小項目２、鉄道を利用するための駐車場

についてお答えいたします。宗谷本線は道北圏の

人的交流、観光振興の基幹となる交通手段として

重要な意味を持つ線区であり、都市間や間接的に

空港等を結ぶ基幹的な交通ネットワークとして重

要な公共インフラに位置づけられる線区です。北

海道の北海道交通政策総合指針では、鉄道やバス

などが連携してシームレスな公共交通の実現を目

指すこととされており、名寄駅へのアクセスにつ

いてはバス、タクシー、のるーと名寄など、様々

な交通手段が確保されています。自家用車の移動

は便利でありますが、人口減少下において持続可

能な公共交通ネットワークを維持していくために

は、これら様々な交通手段の利用促進が図られる

ことが重要であります。これら理由や図書館バス

利用者なども含めて、公共駐車場をよろーな南側

に用意しておりますので、御理解をお願いいたし

ます。

以上、私からの答弁といたします。

中畠議員。〇議長（山田典幸議員）

それでは、大項目の１〇１番（中畠孝幸議員）

から再質問させていただきたいと思います。

名寄市立大学の未来をめぐってということです

けれども、私１年前にもこのテーマについて質問、

名寄市立大学の今後の発展に向けてということで

昨年６月に一般質問で取り上げたのですけれども、

そのときのお答えとあまり変わっていないと思い

ます。志願者獲得に向けてというような意味では、

例えば進学相談会、地域指定枠を広範囲にすると

か新しい要素も出てきていますけれども、例えば

令和７年のインターネット出願、令和８年からの

総合型選抜というようなお話もありましたけれど

も、去年伺ったようなことを進めていただいた結

果が先ほど最初に申し上げたような受験者数の減

少の結果であるわけです。それで、どうしてこう

いうこと、３番目の小項目３、大学を通じた地域

創生、交付金のことを取り上げたかといいますと、

非常に危機感を覚えているわけです。このまま、

極端な話、１０年後に名寄市立大学があるのだろ

うか、５年後にあるのだろうかということさえ考

えないといけないぐらい危機感を感じています。

そういう危機感を感じているのですけれども、そ

れに対して現学長のおっしゃっていること、この

議場でも５月１３日に臨時会の後に新学長のお話

がありましたけれども、その中で、私もじっと一

生懸命聞いておりましたけれども、今申し上げた

ような危機感というのは全く感じられなかった。

ですから、そういった危機感を持っていらっしゃ

らない。それから、もう一つ挙げますと、もう少

し前に遡りますけれども、４月２９日の名寄新聞、

インタビュー記事で名寄市立大学の学長が述べて

いらっしゃるわけですけれども、例えば旭川市立

大学との競合について厳しい現状があるがという

記者の問いかけに対して、高い国家試験合格率や

少人数教育の実践など本学の特徴をＰＲしていく。

これも何年も前からやっていることで、全く危機

感を基にした新しい政策、施策ではないです。そ

れから、もう一つ引用しますと、児童福祉司や社

会福祉士などの福祉専門職への就職を促したい、

これも何年も前からやっていることで、これ事務

局長しかいらっしゃらないので、学長いらっしゃ

らない場で申し上げても仕方ないのかもしれませ

んけれども、そういったことから、非常に危機感

を持っています。

もう一つの危機感の原因は何かといいますと、

旭川市立大学が名寄市立大学の志願者数に影響を

与えているというお話は先ほどもありましたけれ

ども、もっと詳しく見ないといけないというふう

に考えています。例えば旭川市立大学保健福祉学

部ですけれども、これは名寄市立大学の保健福祉
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学部と全く同じ名称であります。学科構成も保健

福祉学部はコミュニティー福祉学科、これは名寄

市立大学でいえば社会福祉学科、それからもう一

つは保健看護学科、これは名寄市立大学でいえば

看護学科、ぴったり内容が一致しています。名寄

市立大学、旭川市立大学では短期大学部に食物栄

養学科というのと幼児教育学科というのがありま

すけれども、これは短期大学部ではありますけれ

ども、これも名寄市立大学の栄養学科と社会保育

学科とぴったり一致している。今のところは、こ

れ短期大学部ですから、名寄市立大学は４大です

ので、まだ大丈夫かなというような考えもあるか

もしれませんけれども、名寄市立大学も２０１６

年に短期大学部児童学科が現在の社会保育学科、

４年制に移行しているということもありますので、

同じように旭川市立大学も短期大学部が４年制に

移行して、全く名寄市立大学と重なった学科構成

になるということは目に見えているわけです。

それから、ちょっとしゃべり過ぎて申し訳あり

ませんけれども、そのほかに経済学部、旭川市立

大学です。それから、令和８年４月からは新学部

を設置するという計画を持っています。これは、

新学部というのは地域との連携、あるいは物づく

りといったことを中心に考えている新学部が令和

８年４月に開設される予定ということ、これは旭

川市立大学の現状です。ですから、そういったこ

とを考えたときにもっと危機感を持たなければい

けないというふうに考えているのですけれども、

それが全く考えられないということで、そういう

ことで先ほど小項目の３で申し上げました交付金、

小項目の３で申し上げましたけれども、地方大学

・地域産業創生交付金、この交付金は特色ある大

学づくりを実現するための大学改革を促すもので

す。大学改革というのがこれついてくるわけです。

ですから、ちょっと裏返して言えば、大学改革が

ついてきているので、大学のある自治体しかこれ

は応募、申請できないわけです。そういうことを

考えますと、大学を持っている名寄市にとっては

これに申請しない手はないといいますか、まさに

これ名寄市立大学が申請すべきものであると思い

ますけれども、先ほどの事務局長のお話では研究

開発のテーマに至っていないというようなことで

したけれども、そんなことはないのではないかと

思います。先ほど小項目の２で伺いましたけれど

も、いろいろ名寄では地域産業と連携したことを

名寄市立大学で行っている。先ほど事務局長がお

っしゃいましたけれども、援農ボランティア事業

であるとか、それから研究レシピ、勝ち飯、それ

から西條さん、西條商店での弁当メニューを開発

して、これも住民から喜ばれているといった、そ

ういうことがありますので、地域との連携、地域

ニーズにも対応していると考えられますし、地域

産業と結びついた、そういったことを進めていく

というのは十分資格があるというふうに先ほどの

答弁を伺っていても思いました。

それで、これは先ほど申し上げましたけれども、

学長のお話からは危機感が感じられないというこ

とあえて申し上げますけれども、それであれば設

置者であります名寄市の市長がこの地方大学・地

域産業創生交付金を使ってやりなさいというふう

にトップダウンで大学に指令を出して進めていく

べきではないかと思うのですけれども、その辺に

ついて市長の御見解を伺いたいと思います。

加藤市長。〇議長（山田典幸議員）

中畠議員から今置かれて〇市長（加藤剛士君）

いる当大学の現状、大変危機感を持っているとい

うことでの御提言がございました。ここに書いて

あるとおり、もう少し私たちもこの地域産業創生

交付金の事業について深掘りをして、研究してい

かなければならないというのは事実であろうかと

思います。一方で、もっともっとやり方を深掘り

すれば、あるいはアプローチを変えれば、こうし

た交付金事業をアプローチできるのではないかと

いうお話もございましたので、そこについては議

員の御意見もしっかりと受け止めて、大学改革の

ために何ができるかということを我々設置者とし
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ても考えていきたいというふうに思います。しか

し、今トップダウンでというお話がございました

けれども、どうしても今の大学の組織の中での経

営形態の問題等もありまして、なかなか設置者が

トップダウンを言って大学が踊るような仕組みに

今なっていないという現状もこれあるというふう

に思っています。ということも含めて、今議会で

はいろんな議員から大学の話出てくると思います

けれども、組織の今の運営形態等の、経営形態等

の見直しというのをどうしても検討していくとい

うことも同時にやっぱりやっていかなければなら

ないのかなというふうにも思っているところであ

ります。しかし、時間がないのも事実であります

ので、やれることからしっかりとやっていきたい。

私たちも相当な危機感を実は持っているところで

ありまして、今議員からいただいた御提言も含め

て、やれることをいろんな角度から検討していき

たいというふうに思いますので、引き続きどうぞ

御指導よろしくお願いいたします。

中畠議員。〇議長（山田典幸議員）

ぜひ検討をお願いした〇１番（中畠孝幸議員）

いと思います。それから、先ほどのお話の中でも

きらりと光るというような言葉、これは名寄市立

大学のキャッチフレーズの中に出てくるわけです

けれども、この交付金の募集要項の中にもきらり

と光る大学というような言葉が出てきますので、

そういったところでもとても整合性を感じて、名

寄市立大学がまさに応募すべきものではないかな

というふうに考えましたので、ぜひ御検討をお願

いしたいと思います。

それから、大項目の２に移りますけれども、宗

谷本線の維持に向けてということで、先ほど最後

の、小さな質問だけ最初にさせていただきたいの

ですが、確認の意味で、小項目の２の一番最後に

おっしゃった公共駐車場をどこどこの南側に設置

しているというようなお話が総合政策部長からあ

ったと思うのですけれども、ちょっとその辺何と

おっしゃったか確認させてもらってもよろしいで

しょうか。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

ちょっと聞き取〇総合政策部長（石橋 毅君）

りづらかったということで申し訳ございません。

よろーなの南側の公共駐車場ということでお答え

させていただきました。

中畠議員。〇議長（山田典幸議員）

よろーなの南側といい〇１番（中畠孝幸議員）

ますと、Ｑマート、あれもＪＲ利用者が利用して

いいというふうに公に造られていると考えてよろ

しいのでしょうか。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

位置づけとして〇総合政策部長（石橋 毅君）

は公共駐車場ということになっておりますので、

利用者の方は止めていただいて構わないというふ

うに認識しております。

中畠議員。〇議長（山田典幸議員）

その辺につきましての〇１番（中畠孝幸議員）

広報といいますか、私なんかはちょっと名寄から

離れていましたので、あれができたときの様子も

あまり承知していないので、あそこはあそこのス

ーパーのものなのかなということでいつも遠慮し

て、車では行かないことにしているのですけれど

も、そうしますとあそこも止めていいというふう

な解釈で市民にもＰＲしてもよろしいということ

でしょうか。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

Ｑマートの南側〇総合政策部長（石橋 毅君）

の広い一角、あそこについてはＱマートのお客様

専用という駐車場の位置づけではなっていなくて、

公共駐車場ですので、お伝えしていただいて全然

構わないエリアとなっております。

中畠議員。〇議長（山田典幸議員）

ごめんなさい。Ｑマー〇１番（中畠孝幸議員）

トの南側といいますのは、何回もすみませんけれ

ども、Ｑマートの西側ではなくて、さらに南側と

いうことでしょうか。

暫時休憩します。〇議長（山田典幸議員）
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休憩 午後 ２時４２分

再開 午後 ２時４３分

再開します。〇議長（山田典幸議員）

櫻田産業振興室長。

Ｑマートの西側〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

と議員おっしゃっているのは、お店、Ｑマートの

前はそこはお店の駐車場ですが、奥の南側という、

広い駐車場になっているところ御存じでしょうか。

そちらが今総合政策部長が言っていた公共の駐車

場ということでの位置づけでございます。

中畠議員。〇議長（山田典幸議員）

その辺がよく分かって〇１番（中畠孝幸議員）

いませんでしたので、先ほどの最初の壇上からの

質問ではパーク＆トレイン専用駐車場しかないと

いうふうに申し上げましたけれども、そこも含め

てあるというふうに考えないといけないというこ

とで了解いたしました。

それで、駐車場について申し上げましたのは、

先ほども申し上げたとおり、先ほど石橋部長の話

の中でもシームレスな公共交通というようなお話

もありましたけれども、途切れのない公共交通と

いう意味では先ほどおっしゃったようなバス、タ

クシー、のるーとを使って駅にアクセスするとい

うのはもちろんあると思いますけれども、市民の

感覚としてはあそこに車を置いていきたいという

ふうに考えて、あそこのパーク＆トレインのとこ

ろを見ますと、特急を利用する人しか利用しては

いけないということ、それからちょっとＪＲの土

地ということになるでしょうから、名寄駅で駅長

にちょっと尋ねてみましたけれども、パーク＆ト

レインを利用する申請書を一応書いて出すことに

はなっているのですけれども、その辺の統計とい

うのは出てこないというようなことで、管理も特

に厳しく特急だけというふうになっているわけで

もないようですし、そういう点では市民にとって

は、ある人は空いているから止めてやれという人

もいるかもしれないですし、でも特急しか駄目と

いうふうに書いてあるので、自分は普通列車に乗

るので、止めるのをやめようというふうに考える

人もいると思うのですけれども、その辺を整理し

て、誰でも車で駅に行って、止めて、列車に乗っ

ていけるというような体制を自治体としてつくる

必要があるのではないか。ですから、先ほどのＱ

マートの南側が使えるのであれば、その辺をもう

ちょっとＰＲするなどして、例えばパーク＆トレ

インの駐車場の前にこちらの駐車場を御利用くだ

さいとかいうようなことを書いておくとか、そう

いったことがあってもいいのではないかと思いま

すけれども、その辺についてはいかがでしょうか。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

中畠議員から御〇総合政策部長（石橋 毅君）

提案いただいておりまして、宗谷本線を担当して

いる者としても応援していただいている気持ちが

すごく伝わってきて、本当にありがたいなという

ふうに思っております。ただ、ＪＲ側のパーク＆

トレイン、現状を敷地的には５０台程度止められ

る状況、そしてＪＲの認識としては特急を利用し

ていただいたお客さんへの附帯サービスという位

置づけになっておりますので、ＪＲとしては駐車

料金は徴収していないといったようなことになっ

ております。それから、先ほどよろーなの南側の

公共駐車場なのですけれども、こちらについては

都市間バスを利用されている方もいろいろ御活用

いただいておりまして、我々としてもまさに中心

部に出かける方も含めていろんな形であそこをう

まく使っていただきたいというふうに思っており

ますので、ＪＲの敷地内に止められる方は向こう

へというような特別な案内をするという考えはち

ょっと今持ち合わせていないかなというふうに考

えております。

中畠議員。〇議長（山田典幸議員）

そうしますと、今現在〇１番（中畠孝幸議員）

はパーク＆トレインの駐車場とＱマートの南側と

いうことで、それで十分なのかというふうな疑問

も湧いてくるのですけれども、イオンの駐車場と
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までは言いませんけれども、いつ行っても自由に

止められて、安心して車で駅まで出かけて、そこ

から列車に乗っていけるというような、そういっ

たことが理想的なのではないかと思うのですけれ

ども、その辺の駐車場として十分なのかというこ

とについてはどのようにお考えでしょうか。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

どこまで整備す〇総合政策部長（石橋 毅君）

れば満足か、これすごく難しい線引きだなという

ふうに考えております。今現状用意している公共

駐車場、一定程度町なかのイベント等でも活用い

ただいたりとかしておりますので、私的には規模

でいうと十分という言い方がどうか分かりません

けれども、ニーズについてはあの程度の用意をさ

せていただければ市民の皆様方も喜んで活用して

いただけるのかなというふうに考えておりますし、

また冒頭答弁させていただきましたけれども、ぜ

ひ公共交通を使って駅まで移動していただける方

が増えればいいかななんて逆に思っております。

今回のるーと名寄を運行させていただきましたけ

れども、ありがたいことに駅を目的として乗って

いただいている方もいろいろな、結構な割合で活

用いただいている方おりますので、そういった便

利だよといったことも含めて周知していきたいと

いうふうに考えております。

橋本副市長。〇議長（山田典幸議員）

今石橋部長のほうから〇副市長（橋本正道君）

ありましたけれども、現行の今よろーな、あそこ

の駐車場については建てたときにかなりどれぐら

いの台数が必要かという議論があった場所です。

館内を見ていただけると分かるとおり、バスの待

合所があります。そして、ＪＲがあって、そのと

き行政といいますか、我々市としては公共交通を

使って、つまりあそこを公共交通の結節点として

つなげていこうという、そういう考えの下でかな

り駐車場についてはどういうふうにしたらいいの

かということで当時議会の皆さんとも様々議論を

経てきたという経緯があります。ですので、今お

話ししたとおり、Ｑマートの駐車場も含めて一定

程度広くはなったのですけれども、限界があると

いうのは事実でありますが、その当時とやはり考

え方も変わってはきています。そのときには出て

こなかったＭａａＳという手法についても近年は

出てきています。例えば名寄から士別の市立病院

に通院するとなると、名寄の自宅で全て士別まで

の交通機関が一括して管理できるような、これを

ＭａａＳという手法で、まだまだそこの実現には

至らないのですけれども、その手前にあるのは車

社会からできるだけ公共交通を使って、町なかの

にぎわいづくりも含めてというような、そういう

ような考えもあろうかと思います。基本的に宗谷

本線をいかに活性化するということも大事なので

すけれども、その手前でどういうような公共交通

の体系が必要だというのはまた一ついろいろ議論

しどころだと思います。御指摘のとおり、駐車場

問題はかなり昔から古い課題ではありますので、

改めて整理する必要あるかと思いますけれども、

また一方では様々な視点で公共交通については見

ていく必要もあろうかと思います。

中畠議員。〇議長（山田典幸議員）

駐車場につきましては、〇１番（中畠孝幸議員）

十分なのか十分でないのかというのは見解も分か

れると思いますけれども、私が取り上げましたの

はやはり市民からあそこ特急でないと止められな

いよねとか、そういうようなことを聞きましたの

で、ではどうしたらいいのかというので、結局列

車を諦めるというようなことがあるのだなという

ことを考えたものですから、取り上げたというこ

とを御説明しておきたいと思います。

それから、別な、もう一つ、今年度の宗谷本線

活性化推進協議会の事業についてでありますけれ

ども、７月に旭川でサイクルツーリズムのシンポ

ジウム、講演会でしょうか、それがあるというこ

とですけれども、講演会毎年、去年も私参加しま

したけれども、非常に有益な講演会だったと思い

ます。それで、７月の旭川の講演会も期待してい
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ますけれども、サイクルツーリズムということを

テーマとして取り上げるということなのですけれ

ども、それに付随して、前の一般質問でも私聞き

ましたけれども、サイクルトレイン、それについ

ても考えていらっしゃるのか。去年から今年、再

度ですけれども、お伺いしたいと思います。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

せっかくこの地〇総合政策部長（石橋 毅君）

域、北宗谷も含めてサイクルルートに指定されて

いるというエリアでもあるので、ぜひとも具現化

していきたいという思いは持ちつつ、全道的な実

証事業等を見ますと、なかなか継続的、持続的な

形として運用していくのは難しいというふうな結

果も出てきているところもありますので、そうい

った部分をＪＲ北海道とも情報共有しながら、我

々としてはぜひともそういった取組を前に進めら

れる手法はないかということは研究し続けたいと

いうふうに考えております。

中畠議員。〇議長（山田典幸議員）

ありがとうございます。〇１番（中畠孝幸議員）

先ほど幹事会、役員会を随時開催して、新たな事

業とかを検討していくというお話もありましたの

で、ぜひともそういうことを調査実証事業として

行うなり、宗谷本線ではまだ行っていないわけだ

と思いますので、やってみていただきたいという

ふうに申し上げたいと思います。

以上で質問を終わりたいと思います。

以上で中畠孝幸議員の〇議長（山田典幸議員）

質問を終わります。

１５時１０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時５５分

再開 午後 ３時１０分

休憩前に引き続き会議〇議長（山田典幸議員）

を開きます。

将来構想の具現化を目指す名寄市立大学の取組

について外２件を、山崎真由美議員。

それでは、通告順に〇３番（山崎真由美議員）

従いまして、大項目で３点にわたり質問させてい

ただきます。

最初に、大項目１、将来構想の具現化を目指す

名寄市立大学の取組について、４つの小項目を観

点としてお伺いいたします。小項目１、名寄市立

大学の将来構想（ビジョン２０２６）後期実施計

画の特徴的取組についてお伺いいたします。前期

実施計画及び中期実施計画を受けて、後期実施計

画で最終的に描かれる大学像についてお示しくだ

さい。

小項目２、留学生の派遣及び受入れについて。

国際交流による大学の魅力化創出は、以前からの

懸案事項であったと認識しています。後期実施計

画期間中、２０２６年までに目指す具体的な取組

計画についてお伺いいたします。

小項目３、コミュニティケア教育研究センター

と地域の関係機関等との連携について。市内で働

く外国人材への日本語レッスン、リカレント教育

の提供など、コミュニティケア教育研究センター

と介護事業所等との連携によっては今日的課題へ

のアプローチが可能になると考えますが、見解に

ついてお伺いいたします。

小項目４、独立行政法人化についてお伺いいた

します。１８歳人口の減少及び他大学との差別化

を模索する中で、独立行政法人化に対する考え方

についてお伺いいたします。

次に、大項目２、スポーツによるまちづくりの

推進についてお伺いいたします。スポーツは人づ

くり、絆づくりの面から、また経済効果の面から

も名寄市のまちづくり推進に大きく寄与できるツ

ールであると思います。

そこで、小項目１、部活動の地域移行に向けた

取組についてお伺いいたします。名寄市では、中

学校における部活動改革としてＮＡＹＯＲＯスタ

イル部活動改革推進事業が令和４年度から進めら

れています。昨年度までの成果と課題をどのよう

に捉えられておられるのかお伺いいたします。

また、当事者である中学生や保護者、各競技団
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体関係者は、どのような受け止めをされているの

でしょうか。お伺いいたします。

国から示されているガイドラインに沿った取組

状況について、その推進状況についてもお伺いい

たします。

小項目２、スポーツを核とした地域間連携につ

いてお伺いいたします。公益財団法人日本中学校

体育連盟が２０２７年度から全国中学校体育大会

の大幅縮小に踏み切ると報道がありました。特に

冬季競技は少子化もあり、競技人口の減少が懸念

されていますが、冬季スポーツの拠点化を上げる

本市においては、関係者のモチベーションに影響

しないか心配になるところです。部活動の地域移

行を進め、地域の受皿を強化する中で、活動環境

整備、遠征に向けた取組、大会開催に向けた取組

などなど自治体を超えての連携が必要な時期に来

ていると考えます。見解についてお伺いいたしま

す。

小項目３、合宿・宿泊研修等活動環境整備につ

いてお伺いいたします。合宿、宿泊研修の活動場

所として北海道名寄産業高等学校名農キャンパス

の跡地活用の可能性についてお伺いいたします。

小項目４、まちづくりにつなぐ（仮称）名寄チ

ャレンジデーの設置についてお伺いいたします。

昨年まで開催されていたチャレンジデーは令和５

年度で終了しましたが、名寄市独自の（仮称）名

寄チャレンジデーを設け、人と人とが出会うとこ

ろからまちづくりにつながる流れを構築していく

ことを期待しますが、見解をお伺いいたします。

大項目３、教育における保護者負担について、

小項目１、小学校、中学校における教材費及び特

別活動に関する交通費等の保護者負担についてお

伺いいたします。小学校、中学校における教材費

の保護者負担額及び修学旅行や宿泊研修など特別

活動に要する交通費等の負担額について学校間の

差の状況をお伺いいたします。

以上、この場からの質問といたします。

水間大学事務局長。〇議長（山田典幸議員）

山崎議員か〇市立大学事務局長（水間 剛君）

らは、大項目で３点に御質問いただきました。大

項目１は私から、大項目２の小項目１と２と大項

目３は教育部長から、大項目２の小項目３と４は

総合政策部長からの答弁となりますので、よろし

くお願いいたします。

初めに、大項目１、将来構想の具現化を目指す

名寄市立大学の取組について、小項目１、名寄市

立大学の将来構想（ビジョン２０２６）後期実施

計画の特徴的取組についてお答えいたします。本

学では、平成２９年に名寄市立大学の将来構想

（ビジョン２０２６）を策定し、今後１０年間の

計画的な大学運営の指針の下、各種取組を進めて

まいりました。特に中期実施計画期間はコロナ禍

により十分な活動ができなかったため、後期実施

計画はそれらも念頭に置きながら、最終期間の目

標達成に向けて計画的に本構想を進めていきたい

と考えております。大きな１点目は、ポストコロ

ナにおける計画推進として研究活動の活性化、図

書館機能の活用、地域社会との連携、協働、国際、

国内交流の推進について期間内で計画を着実に進

めていくこととしております。研究活動の活性化

では、個人の研究活動や学内、学外における研究

交流及び複合的共同研究を促進し、研究力の強化

を図ります。学術研究等支援特別枠における研究

事業支援を継続し、科研費等の外部研究資金の獲

得を促進するとともに、外部資金の獲得に向けた

新たな支援体制について検討してまいります。

図書館機能の活用につきましては、地域に開か

れた知の拠点としてより一層活用されるよう市内

関係機関との連携、協働を推進し、図書館機能の

充実を図り、特に大学図書館と市立図書館との協

力体制を構築してまいります。

地域社会との連携、協働につきましては、実習

施設等々の共同研究等の推進を図りつつ、実習指

導者と教員との共同研修、交流事業、講習会等の

開催を継続してまいります。

国際、国内交流の推進につきましては、学内組

令和６年６月２４日（月曜日）第２回６月定例会・第２号



－67－

織である国際交流センターを中心とした国際交流

活動の推進を図るべく、交流協定校への短期留学

派遣事業と短期留学生派遣事業の受入れの検討を

進めてまいります。

大きな２点目は、教学マネジメントに関する取

組の強化です。学士課程教育の充実として、質の

高い体系化されたカリキュラムの編成、実施や学

習成果の評価に関する項目を新たに設け、認証評

価の受審に向けて取組を進めてまいります。

大きな３点目は、教育環境、学生支援の充実で

す。少子化等により学生確保が課題となっている

ことから、新たな入学者選抜方法の検討や高校と

大学の連携を推進していきます。また、学生の主

体的な学びの場であるラーニングコモンズの活用

を積極的に促進するとともに、学生サポーター組

織の導入について検討してまいります。大学の学

習環境の充実として施設の改修やＩＣＴ環境の整

備を促進するとともに、経済的支援の拡充やキャ

リア支援、健康サポートセンターの機能を充実し

てまいります。

後期実施計画で最終的に描く大学像につきまし

ては、来年度予定しております認証評価制度の受

審で引き続き適合認定を受けることが重要となっ

てきます。御承知のように、学校教育法に基づい

て全ての大学において文部科学大臣の認証を受け

た評価機関による第三者評価を受けることが義務

づけられております。前回の評価での指摘事項を

改善し、適合と判定されるよう準備を進めていき、

学習者本位の大学づくりに向け、さらなる教学マ

ネジメントの実現に向けて取組を進めてまいりま

す。

大学院設置の検討につきましては、設置の理念

や養成する人材像などの概要案につきまして学内

で示してきております。今後は、文部科学省への

申請に向けて教授会での議論、外部評価組織であ

る参与会及び市議会等の理解を求めながら設置に

向けた再検討を進めてまいります。後期実施計画

を着実に進めることにより今後も複雑かつ多様化

する保健、医療、福祉、保育の現場に対応できる

豊かな人間性と専門性を備えた職業人を育て、社

会に送り出せるよう取り組んでまいります。

次に、小項目２、留学生の派遣及び受入れにつ

いてお答えいたします。本学は、教育目標の一つ

に地域社会はもとより、人類が抱える諸問題と異

文化にも関心を持ち、広く世界の中で自己の存在

を位置づけ、行動する意欲を育むを掲げ、将来構

想後期実施計画の基本方針では、国際交流活動に

ついては協定校との交流だけでなく、広く世界に

視野を向けることができるようその機会を提供し

ていくこととしております。昨年度よりコロナ感

染症が５類へ移行したこともあり、これまでの韓

国、カナダなどへの協定校への語学異文化体験を

目的とした国際交流事業を再開したほか、昨年度

からはさらに世界的視野を広げるためＪＩＣＡの

協力を得ながらスタディーツアーを本学の国際交

流事業の一つとして実施しております。本ツアー

は、通常では体験できない日本の政府開発援助、

ＯＤＡの最前線現場の視察や現地ＮＧＯとの交流、

またＪＩＣＡ海外協力隊の任地訪問を行い、現地

の方々の実情、考え方を知るほか、途上国におけ

る課題を本学の保健、衛生、医療、福祉、保育と

いう学生自身が各自専攻する分野の視点から考察

することができます。こうした将来海外でキャリ

アを積む可能性があることに触れることも自らの

未来、進路を考える上での一つの要素になり得る

ものであり、これらの国際交流は学生が本学の魅

力を創出する重要な事業の一つとして発展させら

れるよう取り組んでまいります。

外国人留学生の受入れ態勢については、検討を

始めております。留学生の受入れに関する教育、

生活など様々な支援状況などについて他大学の現

状を調査しながら進めてまいりたいと考えており

ます。

次に、小項目３、コミュニティケア教育研究セ

ンターと地域との関係機関等との連携についてお

答えいたします。本学では、先ほどもお話ししま

令和６年６月２４日（月曜日）第２回６月定例会・第２号



－68－

したとおり、日本が開発途上国でどのように社会

保険、福祉、環境教育プロジェクトを支援してい

るかを学ぶことを主な目的に、一昨年度から本学

国際交流センター主催によるＪＩＣＡツアーを実

施し、今年度もモンゴルへのスタディーツアーを

予定しており、事業を実施していく中で言語や文

化の違いへの対応など様々な課題が出てくること

も想定されます。そのような海外での学生の学び

を進めていくその先に外国人材の受入れの課題な

どについても学内での教育研究の観点から考えて

いかなければならないものと考えております。御

質問のいただきましたコミュニティケア教育研究

センターと介護事業所との連携につきましては、

今後地域課題として介護事業所などから具体的な

提案があれば、センターとしても連携を考えてま

いりたいと考えております。

次に、小項目４、独立行政法人化についてお答

えいたします。公立大学の独立行政法人化の形態

である公立大学法人は、予算や組織面での自由度

が増し、これまで以上に大学自身が自主的、自立

的に取組を目指すことができるようになると言わ

れております。御質問の中でもありましたように、

本学の魅力化、他大学との差別化を含め、学生や

社会ニーズに合った弾力的な大学運営が期待され

ております。また、定期的に運営と業務の評価結

果の公表が義務づけられているほか、大学での教

育、研究が客観的に審議され、事業等の改善に反

映するなど学生へより充実した教育環境の提供が

可能となり、教育の質の向上に寄与するものと考

えております。現在は、令和７年度の認証評価受

審に向けての準備作業として教育環境や学生支援、

社会連携、社会貢献等の様々な分野における改善、

向上の取組についての議論をしているところであ

り、学内での独立行政法人化への具体的な議論は

されておりません。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

伊藤教育部長。〇議長（山田典幸議員）

私からは大項目２の〇教育部長（伊藤慈生君）

小項目１と２、大項目３についてお答えします。

初めに、大項目２、スポーツによるまちづくり

の推進について、小項目１、部活動の地域移行に

向けた取組についてお答えします。まず、ＮＡＹ

ＯＲＯスタイル部活動改革推進事業の昨年度まで

の成果と課題などについてお答えします。教員の

部活動指導に係る負担軽減や生徒が専門的な指導

を受けることで活動の質の向上を図るよう部活動

指導員を配置する部活動指導員配置促進事業につ

いては、昨年度は３２名、今年度も５月末現在で

２２名の方に登録いただき、部活動指導や遠征の

帯同などで御活躍いただいております。また、Ｉ

ＣＴを活用して外部の専門講師からオンラインで

指導を受け、効率的、効果的に部活動指導の質の

向上を図るＩＣＴ部活動支援事業については、こ

れまで経験のない専門外の種目を担当する顧問を

中心に５部活動で活用いただいており、教員の負

担軽減に寄与していると考えております。

次に、合同部活動などによる学校間の移動に際

し、生徒の安全と保護者や教員の負担軽減を目指

す部活動学校間バス移動モデル事業については、

タクシーやジャンボタクシー、バスなどを借り上

げ、学校間を運行しております。今年度は昨年度

までの運行パターンに加え、合同部活動、拠点校

部活動の増加に伴い新たに２つの運行パターンを

追加したほか、これまで各部活動ごとに往復タク

シーなどを運行しておりましたが、事業費が膨ら

んできていることから、持続可能な取組とすべく

スクールバスの運行業者と協議を重ね、部活動終

了後の帰路は６月３日からスクールバスを有効活

用して運行しております。

次に、中体連の地区大会などの出場に係る経費

負担を軽減するため、貸切りバス借り上げ料の補

助割合の見直しなどを行った中学校生徒対外行事

参加奨励費については、それぞれの部活動の大会

開催に合わせて活用いただいております。これら

の取組に加え、単独校では活動が難しい、または

自校に活動したい部活動がない場合に対応するた
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め、合同部活動や拠点校部活動を推進してきてお

り、生徒の部活動の選択肢を広げるほか、顧問配

置数の削減にもつながり、教員の働き方改革の推

進に一定の成果があったと認識しております。

次に、当事者である生徒や保護者、競技団体の

関係者などから見た成果と課題についてお答えし

ます。講演会アンケートや競技団体と部活動顧問

との意見交換会において、成果としては部活動指

導員への登録による報酬の受け取りや部活動顧問

に代わって指導や遠征帯同が可能になったことな

どが挙げられています。課題としては、地域移行

の受皿や指導者の確保、財源、生徒、保護者の理

解、指導方針への不安などが挙げられています。

最後に、国から示されているガイドラインに沿

った取組に向けた進捗状況についてお答えします。

部活動は長きにわたり学校で行われてきましたの

で、地域移行を行うに当たり部活動改革への理解

促進や地域移行の受皿、指導者の確保、財源の問

題など多くの課題が山積しておりますが、まずは

令和７年度末までの休日の部活動の地域移行に向

けて学校保護者、地域、各種団体と一体となり、

本市の実態や状況に応じてＮＡＹＯＲＯスタイル

部活動改革推進事業を進めてまいります。

次に、小項目２、スポーツを核とした地域間連

携についてお答えします。日本中学校体育連盟の

対応については、北海道中学校体育連盟から正式

に北海道教育委員会に対し連絡があったとのこと

で、先週６月２０日付で道教委から道内市町村教

育委員会に対し通知があったばかりです。その内

容は、道中体連が６月１８日付で日本中体連から

令和９年度以降の全国中学校体育大会の開催につ

いての連絡を受け取り、道中体連としては持続可

能な全道大会の在り方について今後検討していく

というものでした。日本中体連から道中体連に対

しては、報道にもあったように、令和９年度以降

実施競技数を削減することや大会規模を縮小する

ことなどについて連絡があり、それに対して道中

体連としては対応を今後検討していくとのことで

すので、教育委員会といたしましてはその動向を

はじめ、各競技団体の動向などについても注視し

つつ、生徒や保護者の思いなどについても把握に

努めながら、生徒が不利益を被ることがないよう

適時適切に対応してまいりたいと考えているとこ

ろです。部活動の地域移行に向けた自治体を超え

ての連携については、今年度は風連中学校、智恵

文中学校、下川中学校の野球部、名寄中学校、名

寄東中学校、下川中学校の女子バスケットボール

部が合同部活動方式による活動をしております。

また、スキー部ジャンプ種目においては、下川ジ

ャンプ少年団の指導者に大会への引率ができる特

別部活動指導員として登録いただき、自治体を超

えた連携も行われております。部活動の地域移行

に向けては、さらなる自治体を超えて連携した取

組も必要になってくることが想定されますので、

引き続き先進事例などを研究してまいります。い

ずれにしましても、生徒が自主的、自発的に参加

してスポーツ活動などに親しみ、目標を持って取

り組むことができる環境を整えることが大切であ

り、子供を真ん中に置いて部活動の地域移行で生

じる課題の解決に向けて、必要に応じて自治体を

超えての連携を研究、検討していきたいと考えて

おります。

次に、大項目３、教育における保護者負担につ

いて、小項目１、小学校、中学校における教材費

及び特別活動に関する交通費等の保護者負担につ

いてお答えします。各学校で使用する教科書以外

の教材として保護者に負担をいただいております

教材費については、テストやドリル、理科教材、

図工教材、調理実習費など児童生徒が個人で使用

するものや飲食するものなどの購入経費となって

おり、中学校においては制服や学校指定ジャージ

が加わります。各学校によって必要とする教材が

異なりますが、令和５年度の実績では小学校６年

間の教材費の保護者負担額については、小学校平

均で約５万４，０００円となっており、最も高額

だった名寄小学校で約６万２，０００円、最も安
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価だった智恵文小学校で約４万７，０００円とな

っております。また、中学校３年間については、

制服や学校指定ジャージに関して男女でも差があ

りますが、中学校平均で約１０万円となっており、

最も高額だった名寄東中学校で１０万８，０００

円、最も安価だった智恵文中学校で約９万１，０

００円となっております。

次に、修学旅行や各種研修、見学などに要する

負担額について、修学旅行の令和５年度の実績で

は小学校平均で約２万２，０００円となっており、

最も高額だった風連中央小学校で約２万６，００

０円、最も安価だった名寄小学校で約１万９，０

００円となっております。なお、中名寄小学校と

智恵文小学校は昨年度修学旅行を行っていないた

め、積算には含まれておりません。また、中学校

平均は約５万３，０００円となっており、最も高

額だった名寄東中学校で約５万８，０００円、最

も安価だった風連中学校で約４万９，０００円と

なっております。修学旅行の負担額のうち交通費

の令和５年度の実績では、小学校平均で約７，６

００円、最も高額だった風連中央小学校で約１万

１，３００円、最も安価だった名寄小学校で約５，

５００円となっております。なお、この実績につ

いても中名寄小学校と智恵文小学校は含まれてお

りません。また、中学校平均は約１万６，０００

円となっており、最も高額だった名寄東中学校で

約２万円、最も安価だった名寄中学校で約１万３，

０００円となっております。宿泊研修の令和５年

度の実績では、小学校は交通費を教育委員会で負

担しており、負担額に大きな差は生じておりませ

ん。また、中学校は平均で約９，５００円となっ

ており、最も高額だった名寄東中学校で１万２０

０円、最も安価だった名寄中学校で８，２００円

となっております。なお、智恵文中学校は昨年度

宿泊研修を行っていないため、負担額の積算には

含まれておりません。宿泊研修の負担額のうち交

通費の令和５年度の実績では、小学校は負担があ

りません。また、中学校は平均で約５，０００円

となっており、最も高額だった名寄中学校で約５，

５００円、最も安価だった名寄東中学校で約４，

７００円となっております。社会見学の令和５年

度の実績では、交通費を教育委員会で負担してお

り、小学校及び中学校は負担がありません。

私からは以上です。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

私からは大項目〇総合政策部長（石橋 毅君）

２、スポーツによるまちづくりの推進について、

小項目３、合宿・宿泊研修等の活動環境整備につ

いてお答えいたします。

名寄産業高校につきましては、在校生が卒業と

なる令和６年度末に閉校となり、光凌キャンパス、

名農キャンパスともに学校施設としての使用が廃

止されます。現在上川教育局が事務局となり、名

寄産業高等学校跡地等利活用検討準備会議におい

て議論しており、両キャンパスは新たな活用の可

能性を秘めた空間、資産であり、地域振興に資す

る有効な活用が望まれることから、名寄市も委員

として参加しているところです。名農キャンパス

は旧名寄農業高校が使用していたため、校舎に加

え、実習棟、畜舎棟、寄宿舎などが広大な敷地に

設置されており、この間も活用について議論をし

ているところですが、広大な敷地と施設の全体的

な活用について具体的な進展はないところです。

合宿・宿泊研修場所としての寄宿舎ですが、建築

から約３０年となり、令和４年度末に利用が廃止

されております。老朽化により一部水回りなどの

改修は必要なものの、活用が可能な施設と捉えて

おります。市での活用については、名寄市公共施

設等総合管理計画で公共施設の削減目標を定めて

おり、既存施設の新たな取得は難しいと考えてお

りますが、国や北海道、さらには民間企業などの

活用により地域振興や新たな産業につながる取組

が望まれることから、引き続き提案などの情報発

信に努めてまいります。

次に、まちづくりにつなぐ（仮称）名寄チャレ

ンジデーの設置についてお答えいたします。住民
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総参加型スポーツイベントの象徴だったチャレン

ジデーですが、毎年多くの市民が早朝ラジオ体操

や市民綱引き大会に参加していただいておりまし

たが、昨年の開催をもって終了しているところで

す。現在本市独自で同様のチャレンジデーを開催

する計画はありませんが、チャレンジデーが果た

してきた地域住民の運動、スポーツの習慣化やス

ポーツによる地域づくり、まちづくりについては

今後もスポーツ施策や各種事業に落とし込みなが

ら、本市の生涯スポーツ振興に取り組んでまいり

ます。

以上、私からの答弁といたします。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

それぞれ御答弁いた〇３番（山崎真由美議員）

だきましたので、一つ一つ再質問させていただき

たいぐらいですが、時間の許す限りとしか申し上

げられないので、ポイントを絞って再質問をさせ

ていただきたいと思います。

まず最初に、独立行政法人化について再質問を

させていただきたいと思います。今認証評価制度

に向けての取組を進めているので、今現在は独法

化に向けた取組についての具体的な検討はされて

いないというような御答弁であったかと思ってお

りますが、実はといいますか、令和６年の第１回

定例会のときに加藤市長からお示しいただきまし

た今年の市政執行方針の中でも、加藤市長のお言

葉の中にはこの独立行政法人化を進めていくとい

うことを話されておりました。やはり相まって大

学としては進めていかれているのかなというふう

な認識でおりましたので、先ほどの御答弁の中で

今はしていないということであったのですが、そ

れであればどの段階でどんな検討の見通しを持た

れているのかというふうに伺いたいと思っていま

す。よろしくお願いします。

水間大学事務局長。〇議長（山田典幸議員）

今御質問あ〇市立大学事務局長（水間 剛君）

りましたように、独法化の検討ということなので

すけれども、先ほども答弁させていただきました

ように、７年に１回大学の評価を受ける認証評価

というのは来年度受審するということで、これに

ついては全学的にやっぱり検討しないといけない

ということで、今現在していないということで答

弁させていただきました。今後の独法化の議論に

ついては、議論以降大学としてどう考えていくか

の部分についてはまだ具体的に展望というか、い

つから議論するというところは正直言って決まっ

ておりませんので、今の時点ではそういった御回

答しかできないということで御了解いただきたい

と思います。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

事務局長に向かって〇３番（山崎真由美議員）

お話をさせていただくことがいいのかどうかちょ

っと迷うところではありますけれども、今の時系

列でいう見通しをお伺いしますと、令和７年度が

認証評価ということでありますので、今が令和６

年、この後令和７年ということを思いますと、加

藤市長のお示しされた市政執行方針と少し食い違

うところが出るのかなという認識を持ってしまい

ます。やはり今すぐどうこうということではなく、

検討については進めていかれるのが市の方向性と

大学の学長をはじめとする教授の皆さんとの連携

の中での道筋であるのかなと思いますが、この点

について全く大学の中では取組がされていないと

いうふうに受け止めざるを得ないのでしょうか。

もう一度御答弁お願いします。

水間大学事務局長。〇議長（山田典幸議員）

今現在とし〇市立大学事務局長（水間 剛君）

ては、具体的な検討はされていないということで

あります。今後の具体的な見通しの部分について

も、今現状としてはまだ検討されていないという

のが現状であるということです。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

これ以上申し上げて〇３番（山崎真由美議員）

も同じ御答弁しか返ってこないのかなと思います

けれども、やはりメリット、デメリット、両方を

精査していく中で名寄市立大学がいかに残ってい
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けるのか、そして魅力を膨らませていくことがで

きるのかということについては、市民も含めて大

きな関心事であります。先ほどの中畠議員のやり

取りでもございましたけれども、やはり学生確保

については市民も大きな危機感を持っております。

何とか名寄大学の将来が広がっていくことを願っ

ておりますので、それについては今現在ではとい

う事務局長のお話でありましたので、やはり検討

については進めていくということで強く求めてお

きたいと思っています。これについては、市民の

方からもいろんな御意見も頂戴しています。丁寧

に紙面で届けてくださる方もいらっしゃる中であ

ります。独立行政法人化する、しない、それの選

択肢云々ということについても何が一番名寄市に

とっての大学として効果があるのかということの

検証でありますけれども、そのほかの細かいとこ

ろにつきましても先ほどの後期計画についてある

ところの部分、丁寧に進めていただきたいと思っ

ています。

改めてちょっと戻るような形になりますけれど

も、後期計画の中に市民サポーターという学生さ

んに対して市民の方、学生サポーター組織の導入、

市民サポーターといいますか、学生さんをこの名

寄市全体の市民がサポートしていくというような

文言が書かれておりました。コミュニティケア教

育研究センターでの農家のほうへの学生さん派遣

も含めて、名寄市にある大学として市民との連携

は本当に深くて、そこで学生さんが少し癒やされ

たり、この地域に溶け込まれたりされているとこ

ろも大きいのではないかなと思っています。具体

的に学生さんから名寄の除雪はすばらしいと。道

路がぴかぴか光っているというような名寄市のい

いところも具体的に聞いておりますし、子供たち

の関係で安定して名寄市で生活しているという声

も頂戴しています。そういうところで、後期実施

計画の重点事項に示されております学生サポータ

ー組織の導入、この点についてどのようなものを

示されているのかお知らせいただきたいと思いま

す。

水間大学事務局長。〇議長（山田典幸議員）

先ほど山崎〇市立大学事務局長（水間 剛君）

議員からもお話がありましたように、援農ボラン

ティアとか、市民と本当にいろんな接する部分が

あって、そういう仕組みがなかったら学生しない

わけではないのですけれども、実際援農ボランテ

ィアをやると、学生も最初はそういうすごくいい

なというイメージまではなかったのですけれども、

実際やるとやっぱり学生、名寄市のよさというの

が分かってきて、第二の故郷としての名寄の位置

づけという部分を少しでも学生に醸成していただ

く気持ちが湧いてくるのかなということで考えて

います。まだ具体的な部分については、どのとい

うことはないのですけれども、ただ私たちの部分

については地域の課題に特化したものということ

ですので、先ほどの除雪もありますけれども、そ

ういったことも含めての、やっぱり名寄市立大学

は地域の課題に向き合う大学ということもありま

すので、そういったこと全般に学生が向き合える

ような仕組みをつくってまいりたいと考えており

ます。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

ぜひそのように市民〇３番（山崎真由美議員）

と大学が近い関係にあることを願っているところ

でありますので、よろしくお願いしたいと思って

います。お届けいただきました文書の中には、学

生さんをしっかり市民が守ってさしあげるという

観点において、出身県ごとだったり、関係のでき

た農家の方と学生さんだったりというところで、

１回きりではなく、食事をしながら少し悩み事を

聞いたりできるような機会も設けて、そういう意

味での組織的な市民サポーターも整えていくこと

ができないかということで、学生確保の一助とし

てということでお声をいただきました。これは、

みんなでこの大学を守りたいということの表れだ

というふうに受け止めておりますので、決して関

係者だけが名寄市立大学の将来を考えているわけ
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ではないという、みんなが大事に思っているとい

うことについてお伝えしておきたいと思います。

まず、その点も含めて独立行政法人化についての

議論は進めていただきたいと思っております。

次に、大項目２のほうに移らせていただきます。

ＮＡＹＯＲＯスタイル部活動改革、北海道の会議

に行っても評価を高く受けるようになりました。

本当に取組を早くから進めていただきまして、具

体的な子供たちの現状と指導者の確保を進めてい

ただいてきているなというふうに思っています。

年々取組を積み重ねていくところで成果と課題、

課題についての次のさらなる取組ということで、

今年度についてはスクールバスも活用していただ

くということで、具体的な取組を進めていただい

ているというところでは大きく成果を期待してい

るところであります。一番今気になっているとこ

ろは、やはり冬季スポーツを推し進めたり、まち

づくりとしてポイントを絞って取組を進めている

名寄市にとって冬季スポーツに取り組む子供たち

の減少、部活動としての維持というところが大変

厳しいなというふうに感じているところにありま

す。先日北海道スポーツ協会の表彰式がございま

した。令和５年度の各種大会において相当な成績

を出された選手の表彰でしたが、国際大会、全国

大会で上位入賞の中の表彰者の中に名寄出身者が

２名いらっしゃいました。私は本当に誇らしい気

持ちでその表彰式に参加してきましたが、これが

中体連としての取組がなくなることで、全部が中

体連に加盟しているわけではございませんけれど

も、やはり子供たちのモチベーション、関係者、

役員、指導者のモチベーションについては今から

具体的な手法を取っていくことが手だてとしては

必要ではないかと思っています。具体的に何々と

いうことの課題が見えていないところではあると

思いますが、やはり名寄を中心に下川、美深、音

威子府、中川、この道北の関係者が一つになって、

広域の連携のまず一番基盤になるところをつくり

上げていくのが必要な時期に来ていると思います

が、この点に関わってもう一度御答弁お願いしま

す。

加藤市長。〇議長（山田典幸議員）

暫時休憩します。

休憩 午後 ３時５２分

再開 午後 ３時５３分

再開します。〇議長（山田典幸議員）

加藤市長。

スポーツの広域連携とい〇市長（加藤剛士君）

う観点、あるいは冬季スポーツが特にということ

なのでしょうか。趣旨がちょっとあまり理解がな

かなかできていないので、お答えになっているか

分かりませんが、まず中体連の話、中体連が、冬

のスポーツが中体連から外れるものが多いという

ことでの危惧ということでしたけれども、まさに

これ部活動の地域移行は全国的にも行われている

中でこういう課題が出てきていて、非常に我々と

してはちょっと振り回されている感じをしており

ます。部活動をどうしていくのか、中体連をどう

していくかというのは非常に密接に連接している

話であるにもかかわらず、競技種目を絞って中体

連がなくなっていくということに対するはっきり

してくれという話です。一方で、これは地域に移

行するものはしていくってやっぱり流れにもなっ

ているのだろうというふうに思っていまして、今

まさに部活動の地域移行を名寄市としてはＮスポ

ーツコミッションを中心にジュニアスポーツエコ

システムを進めていると、こういうことでござい

ます。この中に冬のスポーツの団体も入っていた

だいておりまして、エコシステム事業を進めてい

こうというふうになっています。ここを推し進め

ていくことがまず大事だというふうに思っていま

して、ここを進めていくことがひょっとしたら将

来的には広域的な連携につながっていくという可

能性も見えてくるのではないかというふうにも考

えているところであります。一方、冬のスポーツ

の中体連の話ありましたけれども、うちは毎年全
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日本スキー連盟が主催をいたしますジュニアオリ

ンピックカップを主催をしているということでご

ざいますので、こちらのほうは要請ある限りはし

っかりと進めていく中で冬のスポーツをさらに盛

り上げていくための地域としての役割もしっかり

と果たしていきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。こんな感じなのでしょうか。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

分かりにくい質問を〇３番（山崎真由美議員）

させていただきましてありがとうございます。今

市長からお答えいただきましたように、部活動と

一口で言いましても季節性のものですとか、競技

の特徴ですとか、いろいろなものがあって、一概

に連携ということも難しいというところであるの

は承知しております。そうはいいながらも、やは

り子供たちが少なくなってきているところで中体

連から打ち出された方向、相談ではなくて、確実

にこうしますという形で出されてきていますので、

これは受け止めて、地域の中で子供たちがしっか

り活動できる素地をつくってあげなければいけな

いというふうに思っています。

そこで、これも６月２０日の新聞に掲載されて

いた内容なのですけれども、紋別市で部活動を廃

止して、そして地域クラブに移行すると。完全に

地域クラブに移行するところで、近隣の興部です

とか雄武ですとか、それから滝上、そういうとこ

ろの子供たちも地域クラブの中で受け入れて、部

活動の地域移行を率先して進めていくという記事

が出ておりました。まず、冬季スポーツにつきま

しては、やはり名寄市の地域性を生かして、子供

たちがしっかり大きな大会にも向かっていけるだ

けの練習環境もつくっていかなければいけないと

思いますので、そういう意味では部活動というこ

とから大きく地域連携、広域化のほうに進んでい

かなければいけないのではないかなと思っていま

す。その一つが先ほど市長からも御答弁いただき

ましたＮスポーツコミッションのジュニアアスリ

ートエコシステム形成事業共創会議もしっかり機

能しておりますが、そちらの取組であると思って

います。それを一つ置きながら、ほかの競技でも

子供たちの数が少なくなっていくところでは部分

的に広域の連携が必要になってくるのではないか

なと思っています。今は市内中学校の４つの中学

校で合同部活動拠点校方式がなされておりますが、

これが市内でできなくなった競技ができたときに

下川、美深等とは一緒に活動を進めていくことが

できると思っておりますので、そういう意味での

広域化ということについてはどのようにお考えに

なっているのかお聞かせいただきたいと思います。

伊藤教育部長。〇議長（山田典幸議員）

現在のところなので〇教育部長（伊藤慈生君）

すが、私たち教育委員会としては地域移行に当た

っては種目や学校、地域の実情というものがあり

ますので、それに、その実情などに応じて進めて

いかなければならないと考えております。特に受

皿や指導者が確保できていないと地域移行は当然

できないということになりますので、まずは市内

の部活動が休日における地域移行ができるように

競技団体と協議を進めるとともに、教育改善プロ

ジェクト委員会とも連携しながら地域移行を進め

ていきたいというのが基本的な考えでございます。

その中で進めていく中で、山崎議員がおっしゃる

ように、ほかの自治体と連携をしてやっていかな

ければならないというところになれば、必要に応

じてほかの自治体と連携をするということについ

ても検討していきたいというのが基本的な考え方

でございます。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

必要に応じてという〇３番（山崎真由美議員）

ところで、実態をしっかり見ていくということで、

それは当然のことでありますので、よろしくお願

いしたいと思います。北空知が１市４町、深川市、

沼田、北竜、妹背牛、もう一つあるのですけれど

も、１市４町で広域の部活動を推し進めるという

ことで今年度から動き出しました。９月８日に実

践発表もあるということで、その情報交換会に出
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てこようと思っていますが、いろんなところで道

内でもいろんな動きが出ておりますので、やっぱ

り子供たちの実態をしっかり見ていただく、部長

のお言葉どおりでありますので、見ていく中で少

し先も見据えていただいて、地域の指導者、それ

から何といっても学校には学校の部活動に対する

目標や思いもありますので、そこも丁寧な見取り

をしていただきながら進めていただきたいなと思

っております。よろしくお願いします。

それから、（仮称）名寄チャレンジデーの話で

あります。１日だけをそういう想定にしていいか

どうかということも迷うところではあるのですけ

れども、やはり何らかの働きかけをする、手だて

を講じるということで皆さんの意識が変わるので

はないかなと思っています。今まで、令和５年度

まで取り組まれていたチャレンジデーが全部よか

ったかどうかというのは人によって受け止め方が

違うと思いますが、ＹｏｒｏｃａのてくＴＥＣＨ

ができたときに歩く方が増えたというようなこと

もございましたので、とにかく健康づくりにつな

ぐスポーツによるまちづくりの推進ということを

思いますと、部活動の地域移行、関わっていらっ

しゃる方は子供たちと共に動かれることが多くな

りましたので、健康づくりにつながっていると思

います。ふだん何もあまりスポーツに関わられて

いないという方も１日１５分から３０分程度の運

動してみようというような働きかけとして、（仮

称）名寄チャレンジデーというのはいかがかなと

思っておりますので、名前はどういう名前でもよ

ろしいのですが、ぜひ何かの手だてとして講じて

いただきたいと思います。もう一度お願いします。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

今イベントとい〇総合政策部長（石橋 毅君）

うよりはスポーツ習慣を促すようなお話だったか

なというふうに受け止めました。我々も綱引きの

イベントだったり、本当に多くの皆さん方、多世

代の方が参加して、盛り上がった綱引きイベント

等を見てきて、継続したい、継続してもいいかな

というか、継続する努力はさせていただきました

けれども、なかなかやはりマンパワー的な部分、

難しさも含めて、あれだけ大きなイベントを再び

やっていくというのがもう少々研究が必要だった

といったところが正直なところであります。この

間チャレンジデーが目指してきたものというのは、

コロナ禍において街なか運動会が始まったり、今

お話しいただいたてくＴＥＣＨ、こんな事業を提

案させていただいたりといろいろ大小様々ござい

ますけれども、コミュニティーがそれぞれのきっ

かけで生まれたということもあるのかなというふ

うに考えておりますので、そういった今御提案い

ただいたこともぜひ前向きに検討させていただき

ながら、本当に皆さん方がスポーツが生活習慣の

中に入っていくような、そんな働きかけといった

ものもしっかりと研究してまいりたいなというふ

うに考えておりますので、今後ともよろしくお願

いいたします。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

前向きにぜひ検討を〇３番（山崎真由美議員）

加えていただきたいなと思っております。

ちょっと前後いたしましたが、名寄産業高校名

農キャンパスの跡地活用については、具体的に話

が聞こえてきていないということは認識しており

ました。ですが、今年度をもって卒業された後は

ということで地域の中からも心配な声が上がって

おりますので、ぜひスポーツにつながるような形

での検討も進めていただければなというふうに思

っております。具体的な企業からの手が挙がって

きたりすることは本当にありがたいことだと思っ

ておりますけれども、地元に残る大事な、道の施

設ではありますけれども、大事な施設であるとい

うふうに思えば、その点も踏まえて検討をお願い

したいと思います。時間の関係もございますので、

通告もしておりませんので、この議論については

別な機会にさせていただきたいと思っております。

最後に、大項目３のほうでございます。保護者

負担についてであります。先ほど丁寧に数字もお
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示しいただきました。教育部長からお示しいただ

きました数字には、やはり平均と比べても少し多

く保護者負担がなされているところと、少ないほ

うはそんなに問題にされないというか、保護者の

方も納得されるのかなと思いますが、多い金額の

負担をしていただいている保護者がいらっしゃる

なということが分かりました。実は、令和４年に

も同じ一般質問をさせていただきました。あのと

きはコロナ禍でありましたので、道からもバスの

１台、全員で座り切って行けるけれども、過密を

避けるためにもう一台分のバス代の助成など、宿

泊についても一定程度の助成がありました。それ

が今なくなった段階でどうかなというふうに思っ

ているところですが、やはり保護者からは義務教

育であるのでということの中で公平性を求める声

が届いています。特にこれは個人的な見解かもし

れませんが、複数お子さんをお持ちの家庭にとっ

ては修学旅行が重なるですとか、入学が重なるで

すとか、中には双子のお子さんもいらっしゃいま

すので、その辺についての多い金額を支払われて

いる保護者の負担の大きさは届いてきます。この

点についてどのようにお考えでしょうか。

伊藤教育部長。〇議長（山田典幸議員）

基本的に支援を要す〇教育部長（伊藤慈生君）

る方については、就学援助というようなことでさ

れていますので、そういったとこの経済的な支援

というのはしているところでございます。今金額

について修学旅行ということでございましたが、

これについてはそれぞれ各学校行程などによって

それぞれ金額が違ってきているというところもご

ざいますので、引き続き保護者負担額に大きな差

が出ないようなというところで各学校の状況把握

に努めたいというところでございます。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

経済的支援と言われ〇３番（山崎真由美議員）

たのは、多分準要保護のことではないかと思って

いるのですけれども、確かにそういう意味で子供

たちが困らないようにという支援はずっとしてい

ただいておりますので、安心しているところであ

りますが、そこに該当しない子供さん方のほうが

多いわけであります。その中でこの違いについて

ということでありますので、義務教育ということ

で、義務教育の義務をどこまで行政が担保してい

けばいいのかという、そういう議論になるとなか

なか答えは見つからないところではあると思いま

す。給食費を無償化している自治体もあったりす

る中で、それが実際名寄市にはどうかという、そ

んな議論も以前一般質問の中でも出されていたと

ころでありますけれども、やはり大きな違いが出

ないようにというところの学校の目的に合わせた

修学旅行、宿泊研修、行き先、それからそこでの

活動、それは学校が子供たちの成長を基に、学習

の内容を基に決めていかれていることですから、

それは当然大事にされるべきであります。ただ、

単に交通費の、バスであればバス代を児童または

生徒数で頭割りしたときに生じる１人当たりの負

担金、多い児童数だと頭割りをすれば少ない金額

になるけれども、少ない人数だとその金額がとい

うところについてはやはり何らかの手だてが必要

であると思っておりますので、その点についても

う一度御答弁お願いします。

伊藤教育部長。〇議長（山田典幸議員）

そこの交通費だけに〇教育部長（伊藤慈生君）

着目すれば、そういったところも出てくるかもし

れないのですけれども、最初の答弁で申し上げま

したとおり、学校の規模が大きいから、小さいか

らということで修学旅行全体の経費に差が出てい

るというわけではありません。先ほど山崎議員が

おっしゃったとおり、学校の先生方が子供たちの

状況、実態を見て、この子供たちに合った行き先、

見学場所というものを考えております。その中で

行程が決まり、そこで宿泊する曜日ですとか出発

する日によっていろいろ金額が変わっていますけ

れども、その中で修学旅行の経費が積算をされて、

負担をしていただくということで御理解をいただ

きたいと思います。
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山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

大丈夫だということ〇３番（山崎真由美議員）

でありますので、この後もしっかり見させていた

だきたいと思っています。一部社会見学について

は、交通費といいますか、バスを、スクールバス

等を出しているので、費用がかかっていないとい

うことでありました。可能であれば中学生まで広

げていただければなというふうに思っていますが、

これについて何か御答弁いただけましたらお願い

します。

伊藤教育部長。〇議長（山田典幸議員）

スクールバスなので〇教育部長（伊藤慈生君）

すけれども、社会見学は小学校も中学校も基本的

に市内ということですので、そこでスクールバス

を活用できるということでございます。それと、

中学校がちょっと宿泊研修で活用できていないの

は、あくまでもスクールバスは登校と下校時に使

わなければなりませんので、そこの時間に間に合

うような行き先であれば中学校でも利用できるの

ですけれども、ちょっとそこのところで調整がつ

いていないという状況です。よろしくお願いしま

す。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

様々やり取りをさせ〇３番（山崎真由美議員）

ていただきましたので、結局子供たちの状況を見

ながら進めていただいているということの確認と

お願いもさせていただきました。ありがとうござ

いました。

一般質問を終わります。

以上で山崎真由美議員〇議長（山田典幸議員）

の質問を終わります。

以上で本日の日程は全〇議長（山田典幸議員）

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ４時１１分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 山 田 典 幸

署名議員 高 野 美枝子

署名議員 遠 藤 隆 男
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令 和 ６ 年 第 ２ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 会 議 録

開議 令和６年６月２５日（火曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１５名）

議 長 １６番 山 田 典 幸 議員

副議長 １０番 倉 澤 宏 議員

１番 中 畠 孝 幸 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 水 間 健 詞 議員

５番 谷 聡 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 清 水 一 夫 議員

８番 川 村 幸 栄 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１１番 高 野 美 枝 子 議員

１２番 高 橋 伸 典 議員

１３番 遠 藤 隆 男 議員

１４番 東 川 孝 義 議員

１５番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 渡 辺 博 史

書 記 石 橋 恵 美

書 記 及 川 洋 人

書 記 川 名 桃 代

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 岸 小 夜 子 君

総 務 部 長 木 村 睦 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 松 田 慎 司 君

健康福祉部長 馬 場 義 人 君

経 済 部 長 山 田 裕 治 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 伊 藤 慈 生 君

市立総合病院
佐 々 木 紀 幸 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
田 畑 次 郎 君

支 援 室 長

産業振興室長 櫻 田 孝 臣 君

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 鈴 木 康 寛 君

監 査 委 員 岡 川 進 君
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ただいまの出席議員数〇議長（山田典幸議員）

は１５名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署名〇議長（山田典幸議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

７番 清 水 一 夫 議員

１２番 高 橋 伸 典 議員

を指名いたします。

日程第２ これより一〇議長（山田典幸議員）

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

特別養護老人ホーム入所に当たって外１件を、

谷聡議員。

おはようございます。〇５番（谷 聡議員）

議長から御指名がございましたので、通告順に従

い大項目２点につきまして質問をさせていただき

ます。

大項目の１点目、特別養護老人ホーム入所に当

たって、名寄市には清峰園としらかばハイツの２

か所の特別養護老人ホームがありますけれども、

人口減少が続く中で後期高齢者の比率が増大して

おり、入所希望者が何年も待たなければならない

状況があると聞いているところでございます。

小項目１点目、現在の待機者数がどうなってい

るかお伺いをいたします。

小項目２点目、昨年入所された方の申込みから

入所までの期間はどうであったかお伺いをいたし

ます。

小項目３点目、待機期間が長期となっているの

は名寄市だけではなく、全道的、全国的なもので

あると承知をしておりますが、市として待機期間

を短縮するための方策は何かお持ちでしょうか伺

います。あわせて、しらかばハイツは空きがある

というふうに聞いておりますが、使用率を少しで

も上げるためには何が必要と考えておられるかお

伺いをいたします。

小項目４番目、入所申込みに当たって、また入

所するに際して市民へ周知あるいは協力要請すべ

きことがあればお伺いをいたします。

大項目の２点目、ふるさと納税の現況と今後の

充実について、ふるさと納税の制度が開始されて

から15年以上が経過しました。自治体によっては、

数十億円以上の寄附を集めているところがある中、

名寄市ではふるさと納税の制度を十分生かし切れ

ていないようにお見受けいたします。

小項目１番目、名寄市への納税額及び名寄市民

が他の自治体に寄附を行った額についてお伺いを

いたします。また、名寄市への納税額のうち返礼

品代、各種手数料、送料等を除き、市の手元に残

った金額は幾らかお伺いをいたします。

小項目２点目、名寄市のふるさと納税サイトを

確認しましたところ、品切れ中、受付終了と表示

されているものが多く見受けられます。これら返

礼品の数量を確保することにより納税額を増やす

ことは可能ではないかと考えますが、市のお考え

をお伺いいたします。

小項目３点目、名寄市で行われる全国的、全道

的なイベント等において寄附の呼びかけを行うこ

とにより寄附額を増やす取組の可否についてお伺

いをいたします。

小項目４番目、納税による使い道として、例え

ば介護職員の雇用確保に使用し、返礼品なしとい

うものがあってもいいのではないかと考えますが、

見解をお伺いいたします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

馬場健康福祉部長。〇議長（山田典幸議員）

おはようござい〇健康福祉部長（馬場義人君）

ます。谷議員からは、大項目で２つの御質問をい

ただきました。大項目１は私から、大項目２は総

合政策部長からの答弁となりますので、よろしく

お願いいたします。

初めに、大項目１、特別養護老人ホーム入所に
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当たって、小項目１、待機者数の現況について申

し上げます。市が設置し、社会福祉法人名寄市社

会福祉事業団が管理運営を行う２つの特別養護老

人ホームにおける待機者の現況につきましては、

本年４月末に開催されました入所判定委員会時に

おいて名寄地区の清峰園で１１２名、風連地区の

しらかばハイツでは７５名となっておりますが、

重複申込みの方がいらっしゃいますので、実際の

待機者数は１２０名程度となります。待機者の内

訳といたしましては、清峰園、しらかばハイツ合

わせまして、名寄市外に住んでいる方の申込みが

９．７５％であり、９０％以上が名寄市民となっ

ております。また、待機場所については、自宅や

お子さんの家など、いわゆる在宅でお待ちの方が

全体の１６％程度で、８０％以上の方が病院や認

知症グループホームあるいは老人保健施設などで

の待機となってございます。市内高齢者人口のピ

ークが過ぎたこと、さらには市内外に有料老人ホ

ームを含む各種高齢者施設などが開設されたこと

により、特養への入所要件が要介護３以上とされ

ました平成２７年度に比べ、事業団全体として特

養入所待機者は２０３名から１２０名と４割程度

は減少しております。

次に、小項目２、昨年の入所者の待機期間につ

いてと小項目３、待機期間短縮に向けた方策につ

いては関連がございますので、併せて答弁させて

いただきます。令和５年度の新規入所者の申請受

理から入所までの期間は、清峰園では３７名の新

規入所があり、待機期間としては最短の方がおお

むね２か月、最長の方は６年６か月となっており

ます。しらかばハイツでは、令和５年度中の新規

入所は５名であり、待機期間については最短の方

が１０か月、最長の方では５年６か月となってお

ります。特別養護老人ホームは、介護保険制度に

おいて在宅での生活が困難な中重度の要介護者を

支える施設としての機能に重点化されていること

から、名寄市社会福祉事業団では国の指針に基づ

き入所判定委員会を設置し、待機場所や介護を担

う家族などの状況を可能な限り勘案し、委員会の

合議にて待機順位を決定しております。

入所までの待機期間の実績としては、さきに述

べましたとおり長い方では数年単位での待機とな

っておりますが、申込みから二、三か月で入所に

至るケースも多くございます。一例を申し上げま

すと、特養入所には時間がかかるという思いから、

入所要件である要介護３以上になったことをもっ

て、御家族などが在宅高齢者の入所申込みをされ

ますが、入所の順位づけは国が定める指針に基づ

き、加点方式で点数づけをしていきますので、在

宅で生活される方への加点配分が多くなり、早め

の入所が可能となる場合があります。このような

場合、実際入所順が回ってきますと、想定よりも

待機期間が短く、まだ入所は考えていないと入所

をお断りされる事例も少なくないと聞いておりま

す。また、要介護３で申込みされた方がほかの施

設やグループホームなどで過ごしているうちに徐

々に身体能力や認知機能が低下し、要介護度が重

度となることで特養への入所順位が上がり入所と

なることが多くあり、このような方につきまして

も待機期間は最初の申込時からカウントいたして

おりますので、一概に待機期間が長いと判断でき

ない場合もあり、必ずしも待機期間の短縮に向け

た特別な方策が必要とは考えてございません。た

だし、議員御指摘のとおり、特養の定員を充足さ

せていないことは事実でございまして、その要因

としましてはこれまでの一般質問などで御答弁申

し上げましたとおり、介護職員の不足であること

から、介護職員の充足に向けた方策といたしまし

て、国が進める生産性向上に向けた取組や昨年度

から開始しております特定技能外国人の採用を継

続、拡大していくことが上げられます。

次に、小項目４、申込み及び入所に当たっての

市民周知について申し上げます。名寄市社会福祉

事業団では、国の入所に関する指針に沿った形で

入所判定委員会指針を作成し、透明性、公平性に

基づいた入所判定を実施しております。要介護３
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以上の認定を受けている方であれば、入所申込み

ができることとなっております。要介護１、２で

も認知症の症状や独居など特例入所に該当する要

件を満たせば入所判定の対象となる場合もござい

ますので、在宅での生活に支障があるなどの困り

事があれば担当のケアマネジャーや施設の生活相

談員へ早めの御相談をお勧めしております。

入所判定委員会は、原則４月、７月、１０月、

１月の年４回開催されておりますが、資料など作

成の都合上、その前月までの申込みで一旦締切り

とさせていただいております。例えば４月の入所

判定委員会での判定を御希望される場合につきま

しては、前月３月末までの申込みが必要となりま

すので、御協力をお願いいたします。特別養護老

人ホームの入所順位につきましては、待機者が多

数いることから早期に申し込まなければ順番が来

ないとの心配をされている方が多いこともお聞き

しておりますが、平成１２年に介護保険制度が開

始されて以来、申込順であった入所順位につきま

しては国の指針に基づき入所予定者の身体状況や

生活環境なども鑑みて決定するものとなりました。

入所要件が要介護３以上に変更となった平成２７

年度以降においては、要介護１、２の方々に対す

る特例入所の要件について地域の実情に合わせる

なども指針に盛り込まれており、より柔軟に対応

できることとされました。現在でも待機者数は１

００名以上となっており、長い間お待ちいただい

ている方もいらっしゃいますが、国の入所指針に

基づき入所判定委員会等において入所順位を決定

しておりますので、御理解くださいますようお願

いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

私からは、大項〇総合政策部長（石橋 毅君）

目２、ふるさと納税の現況と今後の充実について

お答えいたします。

初めに、小項目１、納税額と流出額についてで

すが、令和５年度のふるさと納税寄附金額は６，

３６８万２，０００円となる予定であります。対

して、市民が他自治体へ寄附を行った金額は７，

８４３万７，０００円でした。また、市の手元に

残った金額につきましては、本市への寄附金額か

ら返礼品代、各種手数料、送料等の全ての経費３，

１４５万２，３３８円と、さらに他自治体への寄

附金額に対する市町村民税控除額３，７６８万３，

１８６円を差し引き、５４５万３，５２４円のマ

イナスとなっております。これは、市民による他

自治体への寄附が増えたことと本市への寄附が少

なくなったことが主な要因と考えております。控

除額が増えた要因として、全国的な傾向としてふ

るさと納税寄附金額が増加しており、令和４年度

においてはふるさと納税寄附額が１兆円規模にま

で拡大しております。この傾向と同じく、多くの

名寄市民が他自治体への寄附をしたことで控除額

が増加する結果となりました。また、本市への寄

附が少なかった要因として、昨年１０月の募集経

費に関する制度改正により、これまで募集経費に

含まれていなかったワンストップ特例申請に関す

る経費など全ての経費を含むことになったため、

返礼品の金額を１から２割程度値上げしたことで

寄附件数及び金額の減少につながったものと分析

しているところです。さらなる競争激化が予想さ

れる中でありますが、今後も魅力ある返礼品を打

ち出し、寄附額の増加に努めてまいります。

次に、小項目２、返礼品の数量確保についてお

答えいたします。本市においては、平成２９年度

から寄附の申込方法の一つとして専用サイトを活

用しているところですが、専用サイトにおいて品

切れ中や受付終了と表示されているものにつきま

しては、返礼品提供事業者において受注できる数

量の上限に達した場合や専用サイトのシステムの

仕様の都合により、新たに掲載予定の返礼品が受

付準備中などと表示されてしまうものであります。

返礼品提供事業者における在庫数の設定について

は、各事業者の生産能力に応じて設定しているも

のであり、上限を超える数量の確保は難しいもの
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と考えております。一方、グリーンアスパラガス

やスイートコーンなどの農産品は、返礼品提供事

業者であるＮＰＯ法人名寄観光まちづくり協会や

道北なよろ農業協同組合と調整をしながら、より

多くの在庫数の確保に努めております。これらの

商品を今年度から御支援いただいている中間事業

者の専門的知見からの戦略に基づき、本市の返礼

品の柱として打ち出しながら、専用サイト、掲載

ページのブラッシュアップやサイト内の広告掲載

など、寄附自治体に選ばれる確率を上げる取組に

より、より多くの自主財源の確保に努めてまいり

ます。

次に、小項目３、イベント等における寄附の呼

びかけについてお答えいたします。本市で行われ

る全国的、全道的なイベント等における寄附の呼

びかけにつきましては、６月２２、２３日に開催

されました全国ハーブサミット名寄大会の来場者

へふるさと納税のパンフレットをお配りし、寄附

への呼びかけを行ったところであり、今後もあら

ゆる機会を捉えて本市への来訪者や交流人口、関

係人口の皆様に呼びかけを行ってまいります。

次に、小項目４、使い道の多様化についてお答

えいたします。寄附金の使途につきましては、名

寄市ふるさと応援寄附条例にて大学、天文台、冬

季スポーツの拠点化、農業、子育て及び医療と福

祉に関する事業区分の財源として活用することが

規定されており、このような大きな枠組みの受皿

をつくった中で寄附金を有効活用させていただい

ておりますので、御理解いただきたいと思います。

今後もこれら事業区分について、ふるさと納税制

度の理念に基づき、より多くの寄附者に共感して

もらい、応援していただきたいと考えております

ので、周知方法について他自治体の事例などを研

究してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

谷議員。〇議長（山田典幸議員）

それぞれ御答弁いただ〇５番（谷 聡議員）

きましたので、再質問に移らせていただきます。

まず、大項目の１点目ですけれども、待機者数

の関係についてですが、待機者数は近年減少傾向

にあるというような答えでございました。ただ、

団塊の世代が今後ますます介護を必要とする時期

に差しかかっているというような状況にあるので

はないかと思います。今後は、団塊の世代の高年

齢化に伴って入所待ちをする人数増えていくよう

なことがあるのではないかと思うのですが、その

辺の見通しについてはどうお考えになっているで

しょうか。

馬場健康福祉部長。〇議長（山田典幸議員）

議員の御指摘の〇健康福祉部長（馬場義人君）

とおり、団塊の世代の方々が後期高齢になってく

る頃がまた介護が必要となるということで、全般

を見ましても介護認定を受けている方の総体数の

多分平均年齢が、ざっくりですけれども、８０歳

以上ぐらいとなっているかなというふうに思いま

す。後期高齢でもそこから四、五歳たってから介

護認定が必要になるというふうに私どもとしては

一部承知させていただいているところでございま

す。

名寄の特徴といたしましては、今のところでご

ざいますけれども、今回の新たな第９期の計画を

立てさせていただいたときの保険料についてもそ

うだったのですが、名寄の現象といたしましては

比較的要支援の方々が長期間、要支援１、２の状

況が長らく続くという方々が多いように感じてお

ります。ほかの市町村との比較はできていません

ので、一部肌感覚に近い部分もございますけれど

も、要支援１、２の方々が比較的長い期間、介護

予防で使われている方が多いのかなというふうに

思っています。ですので、他の市町村から比べる

と、今回も保険料を上げずに一部基金は使わせて

いただきましたけれども、前回よりも若干安くさ

せていただいたということはそういうことも一部

原因としてあるのではないかなというふうに担当

としては思っているところでございます。

ただ、団塊の世代の方々がもし介護が必要とな
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ってくるとしたとしても、今までの人数よりも比

較的少ない人数で、現場としましてはほぼ横ばい

ぐらいの人数でいくのではないかなというふうに

考えているところでございます。また、特別養護

老人ホームについては、今名寄市が設置しており

ますが、特別養護老人ホームの許可につきまして

は、道が広域的に調整するという、都道府県が広

域的に調整するということになっておりまして、

病院と同じようにどこの市町村やどこの都道府県

から入っても、要介護度の基準とかそういうもの

が合致していれば、どこからでも入れるというこ

とになっておりますので、今後名寄市でどの程度

必要かということももちろんなのですけれども、

名寄につきましては上川北部圏域の中で特別養護

老人ホームがどの程度必要なのかということを北

海道が調整しているという状況もございますので、

だとしますと和寒以北中川までというようなこと

になっております。

ただ、報道等で今お聞きしているところで正式

なものではございませんが、現在和寒町さん、そ

れから美深町さんの特別養護老人ホームが建て替

えをお考えになっているというようなことを拝見

しておりますが、その中では一部ベッド数といい

ますか、入所者数を減少させながら運用させてい

きたいというようなことが書かれておりますし、

そのようなことになっているというふうに承知し

ているところでございます。それは、もちろん人

口というか、後期高齢者人口が減っていくという

こともあるかと思いますけれども、一方ではダウ

ンサイジングして今いる職員で、職員というか、

人口でどの程度支えられるかというようなことも

一定計算していらっしゃるのではないかなという

ふうに現場としては把握しているところでござい

ますので、今しらかばハイツが定員を満たしてい

ないというような状況ございますが、今後どのよ

うな形で運営していくのかということは、３年に

１度、後期高齢者保健医療福祉計画と介護保険事

業計画を見直すことになっておりますので、その

都度協議、検証しながら進めてまいりたいと考え

ているところでございます。

以上です。

谷議員。〇議長（山田典幸議員）

待機者数については、〇５番（谷 聡議員）

承知いたしました。

お伺いしたところ、１２０名程度ということで、

今後人口減少が見込まれる中で、その施設をどう

していくのかということは総体的に考えていかな

ければならない、また道北地域全体を見て考えて

いかなければならない難しい問題だろうとは思っ

ております。

小項目２番目なのですけれども、入所までの期

間、これ要介護度の問題もあるのでしょうけれど

も、２か月から最長で６年６か月待って入所され

た方がおられるということでございます。申し込

んでから６年待つというのはなかなか、待たれて

いる方も大変なのだろうなというふうに思ってお

りますけれども、これらを少しでも短くする、待

機期間の短縮についてですね、先ほど特段方策は

今考えておられないというふうに御答弁ございま

したけれども、何かもう少し、５年、６年という

のはさすがに長いように思うのです。この辺、何

か少しでも短縮できるような何かお考えというか、

方策というか、もしありましたらお願いしたいの

ですが。

馬場健康福祉部長。〇議長（山田典幸議員）

今ありましたよ〇健康福祉部長（馬場義人君）

うに、短い方については本当に２か月程度で入ら

れているということで、清峰園だけの数字になり

ますけれども、昨年度になりますか、在宅の方が

１０人弱ぐらい入っていらっしゃるのですけれど

も、その方々の平均待機期間が６．５か月程度と

いうことになっていますので、１年待っていない

というような状況なのです。先ほど申し上げまし

たように、加点方式になっておりますので、総合

的に点数を見ますので、必ず在宅の方だけが点数

が高いというわけではございませんけれども、施



－85－

令和６年６月２５日（火曜日）第２回６月定例会・第３号

設の方に比べると在宅の方のほうが加点の数が高

いというようなところもございまして、在宅の方

のほうが比較的高い点数で待機になるという方が

多いのかなというふうに思っております。

私も以前現場にいたこともございまして、そこ

の中での感覚として聞いているのは、いろんな脳

梗塞だとか脳血管疾患だとか様々な疾患で急性期

の病院、市内では名寄市立病院に入院する場合が

あるのですけれども、そこで一旦落ち着かれた場

合、そこから在宅に戻られる方もいらっしゃるの

ですけれども、そこから真っすぐ在宅に戻れない

という方が恐らく一番お困りになっていらっしゃ

るのではないかなというふうに思います。在宅で

そのまま見ていて、少し待機していただいて、入

所に至る方々については比較的短くというような

形になると思うのですけれども、様々な介護者の

方々の事情で在宅で介護するのは難しいという場

合もあるかというふうに思います。その場合、先

ほども申し上げましたように、名寄市内には、市

外も含めて近隣では有料老人ホームだとか、あと

認知症のグループホーム、あと老人保健施設や認

知症のグループホームなどなど各施設がいろいろ

整備されているところでございまして、長期的に

は料金的には公費が入っていますので、特別養護

老人ホームが比較的お安いと言ったらあれですけ

れども、経済的には負担が少ないというようなこ

とが、それは全国的に言われているところでござ

いますので、比較的要望される方が多いというふ

うに思っているのですが、必ずしもそのニーズが

あるときに即特別養護老人ホームが、では空きが

あるかだとか、どうしても待機者数の問題だとか、

入りたいと思ったときに即イコールというような

ことがなかなか、ベッドの空床率とかそういうよ

うなことを考えていくときには、運用的には厳し

いのかなというふうに思っています。

ただ、先ほど申し上げました施設も今市内には

比較的以前から、１０年前から比べると数多く、

国の補助金とかもいただきながら市のほうで補助

させていただいたというようなこともございまし

て、グループホーム等につきましては相当数今増

えてきているというようなこともございまして、

以前ですと退院した後に旭川や遠距離の比較的パ

イの数がたくさんある市町村のほうの施設に入ら

れて、そこで特養待機されるという方が多かった

ように感じていますが、今でもそういう方がいら

っしゃるのはいらっしゃると思いますが、数が増

えてきた分、過去よりは減ってきているのではな

かろうかなというふうに考えているところでござ

います。

特に認知症のグループホームにつきましては、

名寄市独自の施策といたしまして、低所得の方々

に対しましては一定住居費の支援もさせていただ

いているところでございますので、今後もそうい

う御意見や状況を鑑みながら進めてまいりたいと

思っておりますので、御理解いただきますようお

願いいたします。

谷議員。〇議長（山田典幸議員）

確かに今部長おっしゃ〇５番（谷 聡議員）

られたように、有料老人ホームが以前に比べると

すごく充実してきていることは確かでございます。

そんな中でも、例えば有料老人ホームに長年入っ

ていながら何年も特養の入所待ちをしておられた

方が入られて、これまでと違って特養、すごく費

用が安くなるので、すごく楽になったというよう

な話も、これはよく聞くことでございますので、

できるだけ入りたいと希望している人には、なる

べく特別養護老人ホームに入れるような方策を少

しでも考えていただければなと思います。

そんな中で、しらかばハイツの未利用の部分が

あるというところで、単純に考えて職員増やせば

利用率上げられるのではないかというふうには私

なんかは考えてしまうのですけれども、今外国人

の採用なんかも進めていっているということでご

ざいますけれども、予算面以外に利用率を増やす

に当たっての支障となる要件というのは何かあり

ますでしょうか。
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馬場健康福祉部長。〇議長（山田典幸議員）

昨年度の事業団〇健康福祉部長（馬場義人君）

から、また議員の皆様には９月の定例会の後の議

員協議会で御報告させていただく予定でございま

すけれども、昨年度の清峰園の新規の入所者数は

実は３８名ということで出ておりました。今現場

から聞いている中では、３８人ということですか

ら、月に相当数の方々が入所されているというよ

うなことで、実は入所の申込みがあって、順番が

来ましたよというふうにお伝えをして、入所に至

るまでの結構時間のタイムラグがあるというふう

にお聞きしています。ですので、退所された後に

入所のベッドが埋まるまでの時間がそこそこ時間

がかかっているというようなことで、それで回転

率が一部落ちているというようなことがあるとい

うことで聞いております。

先ほども壇上でも申し上げましたが、中には入

所待機者がたくさんいるということで、すごく時

間がかかると思って、まだずっと先のことだろう

と思って申し込んでいたのですけれども、在宅の

方ですと早い方ですと２か月で来られるというこ

とで、実はまだ御本人に話していなかっただとか、

まだそこまできちっと話ができていなかったとい

うようなことで、実はそれを待っているだけで空

きベッドが１か月間ぐらい空いているというよう

な状況もあるということで、介護の人間がそれを

やっているわけではなくて、一部相談員等がその

対応をさせていただいているのですが、次々にお

声をかけさせていただいていくというようなこと

が実は結構あるということを聞いておりますので、

ここの空きベッド解消のためには一定入所の申し

込んだ場合については御本人等とお話をしていた

だいて、入所に当たっての順番が来た際には一定

早めに入所していただくことができれば、空きベ

ッド解消と、あと待機者の一定の入所することを

早めるということにできる一理になるのではなか

ろうかなというふうに私どもとしては考えている

ところでございます。

以上です。

谷議員。〇議長（山田典幸議員）

いざ順番が回ってきた〇５番（谷 聡議員）

ときに、入所を辞退するようなケースがあるとい

うことでございます。

それで、やっぱり多くの方が待っている施設、

長年待っている方が多いという施設でございます

ので、極力回転率というのでしょうか、空きベッ

ドの期間が少ないように工夫されるようにお願い

したいと思います。

特別養護老人ホームで働いている方々の御苦労

というのは、いろんな大変な御苦労があるのだろ

うとは承知しておりますけれども、その中でも少

しでも入所率といいますか、申込みから入所まで

の期間ができるだけ短くなるような、そんな工夫

をしていっていただければなというふうにお願い

をいたしまして、大項目１については終わらせて

いただきます。

それから、大項目２番目、ふるさと納税につい

てでございます。私も今この納税額等、いわゆる

流出額を聞いてびっくりしたところでございまし

て、まさか逆転までは行っていないのだろうなと

思っていたのですけれども、実際１，５００万円

以上の逆転現象があるということでございまして、

これはやっぱり市民にほかのまちにふるさと納税

してはいけないということは言えないわけですか

ら、極力名寄市に対してふるさと納税をしてもら

う額を何とか引き上げていかなければいけないと

いうような方策が必要だというふうに思っていま

す。

返礼品の数量確保についてでございますけれど

も、現在サイトで確認した中では品切れ中、受付

終了となっているものの中にはサンピラーの宿泊

券ですとか入浴回数券、食事券、それからスキー

場のシーズン券ですとか、名寄白樺カントリー倶

楽部の利用券、それからゆめぴりか、市内のお菓

子屋さんのお菓子なんかが品切れ中となっている

ものでございます。季節的なもので、例えばスキ
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ー場のシーズン券なんかは今準備中だということ

であれば分かるのですけれども、何かもう一つ工

夫すればすぐにでも準備できるのではないかと素

人目には考えてしまうのですけれども、その辺数

量確保についていろんなまちづくり観光会社です

とか、そういった業者に発注している部分がある

というふうに聞いていますけれども、それらを今

みたいなサンピラーの宿泊券、入浴回数券なんか

は何かもうちょっと数量を多めに確保できないも

のかなと思うのですが、その辺いかがでしょうか。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

今の疑問につい〇総合政策部長（石橋 毅君）

ては、実は宿泊の関係について、現地ですぐ納税

ができるように、実は端末を用意する予定でおり

ましたが、正月の能登地震の関係で事業者が被災

しまして、納期がずれ込んでいるということで、

その端末が設置できた時点でその商品を展開する

という流れだったのですけれども、サイト運営会

社に、やはり議員御指摘のとおり見栄えよくない

ので、その部分についてはまだ非公開ということ

でお願いしていたのですけれども、システム上そ

れができないということで、現状今そういった品

切れ中のような表示になっているということで、

我々としてもなかなか見た目よくないなというふ

うに認識はあるのですが、仕様上端末の設置まで

いましばらくということで、ぜひ御理解いただけ

たらというふうに思います。

谷議員。〇議長（山田典幸議員）

私も名寄に住居を定め〇５番（谷 聡議員）

る以前は、本当にふるさと納税をよく限度額いっ

ぱいやっていました、長年にわたって。ただ、名

寄に住んでからは、それは一切やっていません。

そんな感じでいろんな自治体の返礼品なんかを随

分私もチェックいたしました。そんな中で、やっ

ぱりページの冒頭から品切れ中だとか受付終了と

なっているものがずらっと続いてしまっていると、

この自治体はあまり熱心ではないなというような

印象を持たれてしまいます。なので、今改善の手

続中だということでございますが、なるべく早く

そういったことを改善して、受付終了とか品切れ

中はあってもいいのですけれども、それはなるべ

く後ろのページのほうにずらしてもらうような手

続が必要なのではないかなというふうに思います。

それから、小項目の３番目ですけれども、寄附

の呼びかけですね、今回私も参加させていただき

ましたハーブサミットにおいては、確かに納税の

呼びかけのチラシございました。大変いい取組だ

なというふうに思って見ておったわけですけれど

も、例えば今年の２月に名寄市でスペシャルオリ

ンピックスが開催されました。全国から数多くの

選手、家族、関係者が名寄に来られて、２日間に

わたって競技が行われたというものがございまし

た。このときにふうれん特産館から大福を御提供

いただきまして、選手、関係者に２日間にわたっ

て配ったのです。そういったときに、このような

地元の特産品の提供に合わせてふるさと納税をＰ

Ｒすれば効果的なのではないかなというふうに思

うのです。これは、チラシ１枚渡すだけでいいと

思うのです。大福と一緒にチラシ１枚を渡すだけ

でもいいと思うので、こういったイベントごとの

呼びかけというのですか、これは本当に市の担当

部署の職員だけではなくて、市の職員全体で取り

組む姿勢が大事ではないかなというふうに思うの

ですが、その辺いかがでしょうか。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

今御指摘いただ〇総合政策部長（石橋 毅君）

いたとおり、私壇上でもお答えしましたけれども、

あらゆる機会を捉えるということで、しっかり対

応していきたいと思います。

現状、御紹介としては１つだけ御紹介させてい

ただきましたけれども、いろいろふるさと会を中

心に、例えばロイヤルエクスプレスが来たりとか、

スキーツアーの皆さん方にお越しいただいたりと

か、そういった機会を捉えていろいろ宣伝は年間

通して数多く行わせていただいておりますけれど

も、今おっしゃっていただいたように非常に大き
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なイベントも含めて、全職員依頼しながら対応で

きるかどうか含めて検討させて、検討というか、

研究させていただいて、成果につなげていきたい

というふうに考えております。

谷議員。〇議長（山田典幸議員）

呼びかけにつきまして〇５番（谷 聡議員）

は、ぜひよろしくお願いしたいと思います。

小項目の４番目ですけれども、使い道の多様化

についてです。現在の名寄市にふるさと納税した

場合の使い道の指定としまして、１番目が大学、

それから２番目が天文台、３番目が冬季スポーツ、

４番目、農業、５番目、子育て、それから６番、

医療、福祉、それから７番としてその他まちづく

りという選択肢がございます。ただ、この使い道

の実績報告が空白になってしまっているのです。

これまで寄附した中でどの事業にどれだけ寄附が

あって、どういうふうに使いましたよという報告

が空白になってしまっているように見えるのです。

これらは、やっぱりちゃんと報告をして、またリ

ピーターを増やすということがとても大事だと思

うのですけれども、それと先ほど申し上げた介護

職員の採用のほか、例えば返礼品の代わりにお盆

になったらお墓の掃除しますよとか、そういった

特徴のあるもの、本当に名寄市ならではのものな

んかを、例えば返礼品にこだわらずに用意できれ

ば名寄市は頑張っているのだというＰＲが、納税

者にアピールすることができるのではないかと思

うのですが、こういった使い道の多様化について

はどのようにお考えでしょうか。

暫時休憩します。〇議長（山田典幸議員）

休憩 午前１０時４４分

再開 午前１０時４６分

再開します。〇議長（山田典幸議員）

橋本副市長。

今ふるさと納税の使い〇副市長（橋本正道君）

道といいますか、細かく子細に言いますと、どの

ような返礼品というか、そこのカテゴリーを増や

すというところで今御理解させていただければと

思います。何でもいいから使ってよということに

なると、ふるさと納税の趣旨と外れてきますので、

改めて私どものほうでこういう使い道があります

よと、様々な事例研究できるかと思います。今お

話あったとおり、最初はサンピラーの宿泊券、ま

た議員御指摘の、例えばお墓掃除というところ、

これは我々がそういう商品として、商品と言った

らあれですけれども、返礼品としてそういうもの

を用意して、そういう形で寄附いただく、こうい

う形はほかの市町村でもやられている事例がある

と思いますので、そちらについては研究させてい

ただければと思います。

ふるさと納税、私も今回の質問の中で名寄市か

ら流出している額が結構あるということが、これ

は改めてふるさと納税で応援していただく皆さん

を増やしていくということは早急に取りかからね

ばならない問題だと思っておりますので、ほかの

市町村の事例を研究し、それに負けないようなも

のをつくっていく。こういう形をまた担当と協議

させていただければと思います。

谷議員。〇議長（山田典幸議員）

ぜひ名寄市をＰＲして、〇５番（谷 聡議員）

名寄市に納税をしたいという人が増えるように、

また一回ふるさと納税していただいた方は次の年

も、またさらに次の年も引き続きリピーターとし

て納税していただけるような取組が必要だと考え

ています。

それで、私の知人が名寄市にふるさと納税を行

った際に返礼品とお礼状が同封してあったという

ことで、そのお礼状を私に手渡したわけです。そ

の知人が私に何を言いたかったかというのは、そ

れを見てすぐ分かったのですけれども、ここに実

際に持っていますけれども、それが市長名ではな

くて秘書広報課として「名寄市を応援いただきあ

りがとうございます」というふうになっているの

です。私、先ほど申し上げましたように、随分い

ろんなところにふるさと納税、これまで行ってま
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いりました。それらのほぼ全部の自治体、これは

首長名義なのです。市長名、町長名のお礼状が同

封されているということがほとんどでございまし

た。ここで市長から、例えばお礼状に名前を使っ

てはいけないという指示があったとは思えません

けれども、これは予算のかかることではありませ

んので、カラーコピーでもいいのです。新しいチ

ラシを作らなくてもいいので、ぜひお礼状を市長

名で出していただきたいという、これはお願いで

ございます。いかがでしょうか。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

御指摘ありがと〇総合政策部長（石橋 毅君）

うございます。

そういった御指摘、おっしゃるとおりだと思い

ますので、担当と話をして、すぐ対応していきた

いというふうに考えております。

以上です。

谷議員。〇議長（山田典幸議員）

ありがとうございます。〇５番（谷 聡議員）

以上、ふるさと納税については何点かお願いし

ましたけれども、ぜひよろしくお願いしたいこと

を申し上げまして、質問を終わります。

以上で谷聡議員の質問〇議長（山田典幸議員）

を終わります。

名寄市健康増進計画について外１件を、遠藤隆

男議員。

議長より御指名をい〇１３番（遠藤隆男議員）

ただきましたので、通告順に従い大項目で２点、

順次質問させていただきます。

まず初めに、大項目の１、名寄市健康増進計画

について、小項目の１、健康づくりの推進につい

てお伺いいたします。住み慣れた地域で心豊かに

元気で生活できる地域の実現を目指し、子供から

高齢者まで全ての市民の健康づくりを推進するた

め、本年３月に名寄市健康増進計画「健康なよろ

２１」（第３次）が策定され、計画に基づき進め

られていることと思います。市民一人一人が高齢

期においても心身ともに健やかに生活するために

は、若い世代から健康づくりに関心を持ち、身体

活動や運動の機会を増やすことが心身の健康維持

や介護予防にも必要でありますが、本市の冬の期

間は雪の影響を受け、年間を通しての運動ができ

る環境の確保が課題であると思いますが、健康づ

くりの推進をしていく上で今後どのように進めら

れていくのか、年間を通じた環境づくりの確保の

部分を含めお考えをお伺いいたします。

次に、各種検診事業についてお伺いいたします。

本市においても高齢化が進む中、がん、心疾患、

脳血管疾患の３大疾患での死亡率も高く、特定健

診においても所見がある方が多く、生活習慣病の

発症及び重症化予防を図ることが重要な課題にな

っていると思います。各種検診は、実施そのもの

が目的ではなく、生活習慣病の予防、早期対応に

よる健康寿命の延伸が主目的であることからも、

受診をして今の自分の健康状態を把握するといっ

た健康意識を高めることが重要であると考えます。

そこで、各種検診事業について何点かお伺いいた

します。

まず初めに、特定健診の重要性及び特定健診を

受けないことによるデメリット、個人、医療費、

将来の保険料を含めた影響についてお伺いをいた

します。

次に、特定健診の受診率向上施策について、コ

ロナ禍における受診率の低下に伴い受診率を向上

させるための施策が行われてきたことと思います

が、現在まで行われてきた受診対象者への周知を

含め、取組内容について申込みから健康指導に至

るまでを含めお伺いをいたします。

次に、本市においては、名寄市独自で国の制度

を拡大し、３０歳以上７４歳までの名寄市国民健

康保険加入者に対して特定健診が行われています

が、コロナ禍においては受診を控える方も増え、

受診率も低下したところですが、令和４年度にお

いてはコロナ禍前に近づく受診率になったことと

思います。令和５年度における特定健診の対象者

数、受診者数、全体の受診率及び年代別の受診率
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について、またがん検診、胃がん、肺がん、大腸

がん、乳がん、子宮頸がんの対象者数、受診者数、

受診率及び人間ドックを受けられた方の近年の受

診者数についてお伺いをいたします。

次に、歯科疾患検診において、歯と口腔の健康

を保つことは全身の健康づくりにつながり、健康

寿命の延伸や生活の質と関連するため重要とされ

ており、本市においては４０歳の市民を対象に生

活習慣病の重症化を予防する一環として歯科疾患

検診が行われていますが、令和５年度の対象者数、

受診者数、受診率についてお伺いをいたします。

次に、大項目の２、障がい児・者のスポーツに

ついてお伺いいたします。平成２３年８月に施行

されたスポーツ基本法においては、「スポーツは、

障害者が自主的かつ積極的にスポーツを行うこと

ができるよう、障害の種類及び程度に応じ必要な

配慮をしつつ推進されなければならない」とされ

ています。また、文部科学省では、スポーツ基本

法に基づき、平成２４年３月にスポーツ基本計画

を策定し、年齢や性別、障がい等を問わず、広く

人々が関心、適性等に応じてスポーツに参加する

ことができる環境を整備することを基本的な政策

課題として障がい者スポーツの推進を図っていま

す。障がい者スポーツは、社会情勢の変化ととも

に目覚ましい発展を遂げ、元来のリハビリテーシ

ョンスポーツから競技スポーツとして認知されて

おり、共生社会の形成に向け、障がいのある人も

ない人も全ての人々が参加できるスポーツ環境づ

くりが求められております。障がい者スポーツは、

心身の健康を維持できる、ストレスの解消となる、

行動範囲が広がる、外出の機会が増える、交友関

係が広がるといったメリットがあり、社会性の習

慣に大きな効果をもたらすことから、障がいスポ

ーツの理念に基づき、より多くの障がいのある子

供や大人、高齢者が取り組むことが重要であり、

特に子供の頃から取り組むことは、成人期におい

ても引き続き恒常的な運動習慣の継続やスポーツ

活動導入の基礎として重要な取組であると考えま

す。近年では、パラリンピックでの日本人の活躍

もあり、障がいのある方が取り組む障がい者スポ

ーツは注目を集めていますが、競技の練習場所の

少なさや障がい者スポーツの認知度の低さから、

日本の障がい者スポーツ人口はまだまだ少ない状

況にあると言われております、令和４年度におけ

る障がい者成人の週１回以上の運動、スポーツ実

施率は３０．９％と、健常者の５２．３％に比べ

て低く、また障がい者７から１９歳の実施率は３

５．３％であり、成人以降の実施率が下がる傾向

にあります。

そこで、小項目の１、本市における障がい者ス

ポーツの現状と課題等について、どのように捉え

られているのか。

小項目２、障がい児・者スポーツに対する本市

の考え方についてお伺いいたします。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

馬場健康福祉部長。〇議長（山田典幸議員）

遠藤議員からは、〇健康福祉部長（馬場義人君）

大項目で２つの御質問をいただきました。大項目

１は私から、大項目２は総合政策部長からの答弁

となりますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、名寄市健康増進計画につい

て、小項目１、健康づくりの増進についてを申し

上げます。令和６年３月に名寄市健康増進計画

「健康なよろ２１」（第３次）を策定し、住み慣

れた地域で心豊かに元気で生活できる地域の実現

を目指し、子供から高齢者まで全ての市民の健康

づくりを推進するため、生活習慣病の発症予防と

重症化予防の徹底、生活習慣の改善と生活機能の

維持を基本方針として計画を進めております。健

康づくりには、栄養・食生活、身体活動・運動、

休養、飲酒、喫煙、歯・口腔の健康などに関する

生活習慣の改善が必要と考えられ、こうした生活

習慣の定着により生活習慣病の発症予防、重症化

予防につながります。特に身体活動や運動量の多

い人は少ない人に比較して循環器疾患、糖尿病、
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がん、認知症などの発症リスクが低いことが分か

っており、身体活動や運動がメンタルヘルスや生

活の質の改善に効果をもたらすことが認められて

おります。身体活動や運動の機会の提供について

は、おおむね６０歳以上の方を対象に総合福祉セ

ンターで健康づくり体操教室を毎週開催しており、

令和５年度は延べ１，２００人以上の方に御参加

いただいており、年間を通して参加していただく

ことで自分に合った運動を安全に楽しく継続して

いただくことができております。また、令和５年

１２月から開始しましたてくＴＥＣＨ活動事業で

は、１日の目標歩数達成によりポイントを付与す

ることで幅広い年代層の方に御参加いただき、運

動習慣のなかった方にも健康づくりに対する動機

づけと運動習慣の継続を支える環境づくりとなっ

ております。本市は、積雪量も多く、冬期間の運

動機会が減少することから、例年２月に名寄市保

健推進員に御協力いただき、冬期健康体操教室を

開催しております。昨年度は、健康ポイント対象

事業として開催したところ、初めて参加していた

だいた方が増え、健康づくりに向けての意識啓発

となったところです。今後も市民一人一人が主体

的に健康に対する意識を高め、健康づくりに積極

的に取り組まれるような環境づくりに努めてまい

ります。

次に、小項目２、各種検診事業について申し上

げます。特定健診の重要性については、国はメタ

ボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目

した特定健診を各医療保険者が４０歳から７４歳

までの加入者に対して実施するよう義務づけ、本

市においても国民健康保険加入者に特定健診を展

開しております。特定健診は、生活習慣病の発症

予防、疾病の重症化予防の観点から受診者自身が

体の状態を知る機会として、また生活習慣の改善

を図るきっかけとなるよう実施しているところで

す。生活習慣病は、自覚がないまま進行し、症状

が出たときには病状が進行している場合が多くあ

ります。近年、生活習慣病の発症が若年齢化の傾

向にあるため、本市では国保の独自策として対象

年齢を３０歳まで引き下げて特定健診を実施して

いるところです。特定健診を受診しないデメリッ

トについては、病状が進行した段階で治療が開始

されますと治療期間が長期化されたり医療費が高

額になるなど、受診者にとって身体的、精神的、

経済的にも負担がかかってくることが考えられま

す。また、治療のため病院を受診する回数が増え

ることで医療費にかかる保険給付費が増加し、将

来の保険料にも影響を及ぼすことも考えられると

ころです。生活習慣病の発症を予防すること、重

症化を予防することは、健康寿命を延伸させ、心

豊かに元気で生活が送れることにつながることと

考えております。本市の特定健診については、暫

定値ではございますが、令和５年度で４０歳から

７４歳までの対象者数３，１９９人、受診者数が

１，２１５人、受診率が３８．０％と新型コロナ

ウイルスが流行する前の令和元年度３６．６％を

超え、徐々に向上してきております。受診率の向

上に向けては、未受診者対策として地区担当保健

師による個別受診勧奨や国民健康保険連合会の受

診率向上事業を活用した受診勧奨はがきの送付を

行っております。直接的に個別に働きかけること

により、受診に結びついているものと考えており

ます。さらに、少しでも特定健診を受診しやすい

体制として市内７か所の医療機関と委託契約を結

び、通院中の医療機関で特定健診を受けることが

できる個別健診や医療機関の検査内容が既に特定

健診の項目を満たしている場合には情報提供とし

て市が検査結果を受け取り、特定健診として扱う

ことのできる体制の充実を図るなど、受診率の向

上に向けた取組を行っております。

次に、各種がん検診についてになりますが、本

市の国民健康保険加入者への各種がん検診のうち

胃がん、肺がん、乳がんにつきましては対象年齢

を国が推奨している４０歳から３０歳に引き下げ

て早期発見、早期治療に取り組んでおります。令

和５年度は胃がん、肺がん、大腸がん検診の対象
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者数は４，１３９人となっており、うち胃がん検

診の受診者数は４９２人、受診率は１８．５％、

肺がん検診の受診者数は７９５人、受診率は１９．

２％、大腸がんの受診者数は７４１人、受診率は

１７．９％となっております。隔年受診となって

おります子宮がん、乳がん検診につきましては、

２０歳以上が対象となっております子宮がん検診

の対象者数は２，３３７人、受診者数は２０１人、

受診率は１７．２％、乳がん検診の対象者数は２，

２４８人、受診者数は２２９人、受診率は２０．

２％となっており、令和４年度からは一、二％で

はございますが、受診率は増加しております。特

定健診、各種がん検診の受診率の向上につきまし

ては、今年度よりスマホやインターネットなどか

ら気軽に申し込んでいただけるよう申込みフォー

ムを作成し、運用をしております。日中に申込み

ができない市民に向け、夜間や休日にも申込みが

できる体制をつくり、より多くの市民に検診を受

診してもらえるよう取り組んでおります。検診の

事後につきましては、個々の生活に寄り添いなが

ら、検査、検診結果に基づき生活習慣の見直しや

必要な医療につなげるなど生活習慣病の発症及び

重症化の予防に努めております。

次に、壮年期からの生活習慣病の重症化を予防

する一環として、虫歯や歯周病の早期発見及び予

防を図ることを目的としている歯科疾患検診の対

象者数は３１４人、受診者数３５人、受診率１１．

１％となっております。新型コロナウイルス感染

症が感染法上の位置づけが５類疾患と変更となり、

行動制限が緩和され、ほぼコロナ禍以前の行動様

式に戻っていますが、現在においても感染者が一

定数いることから感染状況を注視しつつ感染防止

策を講じながら関係各所と連携を図り受診率の向

上に向けた取組をこれからも推進してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

私からは、大項〇総合政策部長（石橋 毅君）

目２、障がい児・者のスポーツについてお答えい

たします。

初めに、小項目１、現状と課題等についてです

が、スポーツ基本法に基づく第３期スポーツ基本

計画では、スポーツの定義をする、見る、支える

という自発的な参画を通じて楽しさや喜びを感じ

ることに本質を持つものとし、具体的にはウエル

ビーイングなものとして規定されています。また、

スポーツ政策の基本方針として新たに３つの視点

が加えられており、その一つに誰もがスポーツに

アクセスできる社会の実現があり、スポーツ施設

のユニバーサルデザイン化、パラアスリートの育

成環境の構築、障がい者がスポーツをする機会が

失われない取組などがうたわれています。本市の

障がい者スポーツの代表的な取組としては、名寄

市社会福祉協議会や名寄市立大学、コミュニティ

ケア教育研究センター、Ｎスポーツコミッション

が連携して開催している市民ボッチャ大会や本年

２月に多くの市民の御協力をいただきながら開催

した第８回スペシャルオリンピックス日本冬季ナ

ショナルゲームがあり、特にスペシャルオリンピ

ックスでは厳しい寒さの中でアスリートのあらゆ

るハンディに負けない強い精神を感じたところで

す。本市に限らず、全国的な課題でありますが、

大きく２つあると考えており、１つ目は障がい者

のスポーツ専用施設がないこと、２つ目は障がい

者スポーツに関わる組織、人材が少ないことと考

えており、障がい者がどのライフステージにおい

てもスポーツを楽しむ機会がまだまだ不足してい

る状況だと認識しています。

次に、小項目２、障がい児・者スポーツへの考

え方についてお答えいたします。障がい者が日常

的にスポーツを実施することは、身体的、精神的

な健康状態を保つことにつながり、さらにはスポ

ーツを通じて社会参加が活発になることで孤立を

防ぐ助けとなり、他者とのコミュニケーションス

キルを高めることにつながります。また、障がい

者のスポーツ活動が活発になることで障がいに対

する社会の理解と受容が進むとともに、障がい者
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の能力や可能性が広く認識されるようになり、差

別や偏見の解消につながると考えています。東京

２０２０パラリンピック競技大会では、多くのパ

ラアスリートが活躍し、大きな注目を浴びるとと

もに、最近では１０代の車椅子テニス選手が世界

の舞台で活躍するなど、その姿は障がいがある子

供たちに大きな夢を与える存在になっています。

障がい者スポーツの推進は、それぞれの健康と幸

福の増進だけではなく、地域社会全体の理解と連

帯を深めるためにも重要な意義があり、スポーツ

を通じて障がい者と健常者が共に活動する機会が

増えることで、互いの理解が深まるインクルーシ

ブな社会の実現に寄与するだけではなく、バリア

フリーの社会を推進するための第一歩につながる

と考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

遠藤議員。〇議長（山田典幸議員）

ただいま御丁寧に大〇１３番（遠藤隆男議員）

変詳しく御答弁をいただきました。幾つか確認等

含めましてお伺いをしたいというふうに思います。

まず初めに、大項目の１、名寄市健康増進計画

について、健康づくりの推進についてですが、今

後の進め方については理解をさせていただきます。

本市においては、それでも３０から６０歳代の男

性及び４０歳から６０歳代女性の肥満の割合とい

うのですか、それは基準値と比べて増加している

状況であって、現在適正な体重を維持している人

を増やすことが課題であると言われておりますけ

れども、やはり健康づくりにおいては若い世代か

ら関心を持ってもらうことが重要であるというふ

うに思っております。

そこで、この部分で１点だけお聞きしますけれ

ども、若い世代の方に関心を持ってもらうための

今後の進め方といいますか、考え方、この部分を

お聞かせいただきたいと思います。

馬場健康福祉部長。〇議長（山田典幸議員）

今議員御指摘の〇健康福祉部長（馬場義人君）

とおり、御高齢になってからもいろんなものを見

ますと、幾つになってからも健康づくりというの

は何歳からでもできるそうですし、本来ですと筋

肉ってそれなりについてくるというようなことも

聞きますが、やっぱり生活習慣病ではございませ

んけれども、それぞれの若い頃からの生活習慣と

いうのは重要だなというふうに、自らもそう思っ

ております。

今議員御指摘のとおり、市としては先ほども壇

上でも御説明させていただきましたが、昨年から

てくＴＥＣＨ事業を取り組まさせていただいてお

りまして、担当課は総合政策のほうになりますけ

れども、それをきっかけに町中で歩いている方々

がたくさん多くいらっしゃるなというのを以前よ

りも多く拝見するようになりました。私ごとです

けれども、私も一年中歩いているのですけれども、

多く歩く方を拝見することになりましたし、もち

ろん健康もそうなのですけれども、会わないと、

あの方どうしているかなと思って気になったりだ

とか、ふだんなかなか話しすることなくても、声

を合わせるだけでも、挨拶するとか何かというこ

とで市民の触れ合いというか、そこにもなってく

るのかなというふうに思っています。若い方も、

割と私朝歩くことが多いのですけれども、どちら

かというと御高齢の方よりも若い方が朝歩いてい

る方が多いかなというふうに思っております。子

供たちには早寝早起き朝御飯と言っているそうな

のですけれども、若い方々、私たちも含めて早く

起きて御飯食べて、朝少し運動するというような

ことの習慣というのはとてもいいことだなという

ふうに思っておりますので、てくＴＥＣＨ事業に

ついてはそれが有効なきっかけになっているかと

いうふうに思いますし、歩くことだけではなくて、

それをきっかけに行動変容されるということがと

ても大事なことだというふうに思っておりますの

で、今後ともてくＴＥＣＨも含めて保健センター

サイドでもほかの何かがございましたら進めてま

いりたいというふうに思っております。

以上です。
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遠藤議員。〇議長（山田典幸議員）

部長言われたとおり、〇１３番（遠藤隆男議員）

てくＴＥＣＨ事業、かなり効果が上がっていると

思います。健康づくりの意識、少しずつ高まって

いるような気がします。でも、それが多くの皆さ

んに浸透すればいいのですけれども、関心という

か、やっぱり意識を向上させるというのはなかな

か厳しい、難しいことなのかなというふうに思っ

ております。身体活動や運動するということは、

健康の維持は当然なのですけれども、将来的にも

介護予防にもつながっていくものだと思いますの

で、今後の部分については引き続きいろんな方策

をしていただきながら、諦めずどんどん意識を高

めてもらうようによろしくお願いをしたいという

ふうに思います。

次に、年間を通じて運動のできる環境づくりの

部分で、いろいろな取組をされておりました。毎

週の健康づくりだったか、当然てくＴＥＣＨ事業

もそうなのですけれども、冬期健康体操とか、い

ろいろな取組がされているということで御答弁を

いただきました。今やはり高齢の方は当然もちろ

んなのですけれども、今後障がいのある方にもこ

ういった配慮をしていただきながら、そういった

部分詰めていただきたいなというふうに思います。

この部分について、今後そういうように取り組ん

でいただくような要望しておきますので、よろし

くお願いをいたします。

次に、各種検診事業についての重要性及び特定

健診を受けないことによるデメリットの部分につ

いてお聞きをしました。受診しないということは、

当然生活習慣病になったかどうかも分からないし、

生活習慣病というのはなかなか自覚がないという

ふうに先ほど答弁にもありましたけれども、そう

いうものだと思っております。

そこで、生活習慣病になってしまった場合、当

然治療期間、治療費等かかり、個人的な医療費負

担もあるし、将来の保険料にも影響するというよ

うな御答弁もいただきました。本当に本市の令和

４年の１人当たりの医療費ですか、３万２，７１

０円で、平成３０年と比較して４．８％増加して

いるということで、１人当たりの医療費、全道、

全国よりも高い状況にあるというように示されて

おります。また、特定健診も受けている方の生活

習慣病治療費が５，２７７円に対して、健診を受

けていない方の生活習慣病治療費が５万１，６６

４円ということでありますから、その差額が年間

で４万６，３８７円ですか、こういった年々治療

費が上がっていくことによって、当然保険料にも

影響がありますし、保険料を上げざるを得ない状

況にもなるというように思っております。という

ことで、受診率というのは何としても上げていか

なければならないかなというように私も理解して

いるところであります。私も国保に加入していま

すけれども、やはり保険料については本当に高い

なというふうに思っております。これ以上上がら

ないことを願っているのですけれども、現実的に

は本当に厳しい状況に来ているのかなというよう

に感じているところであります。

各種検診事業については、本市の受診率の低さ

に驚いて、令和３年１２月に一般質問をさせてい

ただいたところなのですけれども、コロナ禍は受

診を控える方も増えて、受診率は低下したところ

なのですけれども、現在の特定健診の受診率向上

施策での受診対象者への周知を含め、取組につい

ては本当に工夫がされて、かなり進歩していると

感じているところであります。各種検診のお知ら

せについては、以前は広報なよろの５月号からで

すか、掲載していたところ、２年前からですか、

４月号、５月号の２回。特に今年の４月号につい

て、１枚めくったところからもう既に載っている

というところで、まだ対象者個人に対しては封書

やはがきでの周知もされていますし、またこれも

２年前からですか、申込用紙での申込みの前に電

話での予約、また先ほどの答弁にもありましたけ

れども、今年度からはスマホでも申込みができる

といったウェブフォームの作成をされて、各種検
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診の予約については現在多分順調に伸びているの

ではないのかなというふうに思うところでありま

すけれども、あとは特定健診の受診対象となって

いる方がどのように受け止めるかなというところ

だと思っております。令和５年度の特定健診の全

体の受診者数、がん検診の部分もお聞きしました

けれども、やはりまだまだ低いのかなと感じてお

ります。なぜかというと、私は自衛官ＯＢであり

ますので、自衛官当時、任務を完遂するために、

また国民の負託に応えるために良好な健康状態を

維持するということは当たり前の立場にありまし

たし、各種検診について受診率１００％を目指す

組織で、受診することは当たり前といいますか、

習慣化されているという状況でありました。特定

健診は、受診されない方にもそれぞれの立場があ

ると思っております。やはり自分を守るために、

また御家族を守るためにも良好な健康状態を維持

しなければならないという意識を持っていただか

ないと、なかなか受診率の向上には結びつかない

のかなというふうにも思っております。

そこで、お伺いいたしますけれども、令和５年

度とコロナ禍の特定健診受診率を比較して、どの

ように評価をされているのか。また、その評価に

基づいて、令和６年度の事業が進められているこ

とと思いますけれども、さらなる受診率の向上を

目指したという今後の進め方と、あと障がい者、

障がいのある方への受診対応というのですか、そ

ういった部分を含めお考えをお伺いいたします。

馬場健康福祉部長。〇議長（山田典幸議員）

特定健診含めた〇健康福祉部長（馬場義人君）

受診者が増えない要因につきましては、受診率向

上支援共同事業というのがございまして、国保連

と民間事業者、市の３者で受診率の向上に向けた

分析や取組を行わせていただいているところでご

ざいます。分析の中では、７０歳代の特定健診の

受診者は多いのですけれども、４０歳代が低いと

いうことで、特に５０歳代から６０歳代では通院

中の方々の未受診者が多くて、通院しているから

健診とか受診は必要ないというふうにおっしゃる

方が多いという傾向にあるというふうに分析して

います。

また、令和４年度に実施しました受診勧奨はが

き事業でございますけれども、一時的に受診率の

向上にはつながったのですけれども、昨年度、令

和５年度にはまだ伸び悩んでいるという部分も見

られまして、継続した受診や新規受診者への対応

が課題というふうに考えているところでございま

す。

引き続きまして、前年度受診者の定着化や未受

診者の中心とした勧奨はがきの送付や訪問や電話

かけなどに力を入れて取り組んでまいりたいとい

うふうに考えています。

特定健診につきましては、主に生活習慣病の早

期発見を目的としております。健康維持増進のた

めにも多くの市民の方々に健診等を受診していた

だけるよう周知を図ってまいりたいと考えており

ますので、御理解いただきますようお願いいたし

ます。

それと、障がい者の方々につきましては、各種

健診の期間とか場所とかによりまして、障がいの

お持ちの方々がなかなか健診を受けることが難し

い場所もございますので、電話等の相談とかに直

接対応させていただきながら、健診がスムーズに

受けられるような対応を継続させていただいてお

りますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

遠藤議員。〇議長（山田典幸議員）

健診というのは、や〇１３番（遠藤隆男議員）

っぱり誰もが希望をして受けるというのが当然の

ことだと思います。今日は障がい者の部分でお聞

きしたのですけれども、その部分についてしっか

りと御意見いただきながら取り組んでいただけれ

ばなというふうに思います。

また、やはり７０歳代は多いのですけれども、

４０歳代は低い、また５０から６０歳代について

は、私もよく聞くのは今病院に通院しているから
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とか今何ともないから受けていないのだという声

をよく聞きます。そのとおりだというふうに思い

ます。しかしながら、諦めずに、そういうところ

はしっかりとやっていくしかないのかなというふ

うにも思いますし、また受診率の高い自治体の参

考例なんかも見ていただきながら、そういうのも

見ていただいて、取り組んでいくというのもまた

一つ、また本市に合った対策ではないかもしれな

いですけれども、そういうところも参考にしなが

ら進めていくというのも、またさらに一歩向上す

るような施策になるのではないかなと思いますの

で、よろしくお願いいたします。

次に、国保制度について、特定健診の国の目標

受診率というのが示されていると思うのですけれ

ども、令和４年度については目標達成まであと８

００人足りなかったというふうな、たしか広報な

よろに記載があったと思うのですけれども、令和

５年度では何名足りなかったのか。また、この目

標達成できなかった場合のデメリットというのは

あるのか、影響等含めて、その部分についてお伺

いをしたいと思います。

松田市民部長。〇議長（山田典幸議員）

国保事業に関係する〇市民部長（松田慎司君）

ことなので、私のほうから答弁させていただきた

いと思います。

冒頭の健康福祉部長の御答弁でもありましたけ

れども、暫定値というのがありますけれども、令

和５年度の特定健診受診率が対象者３，１９９人

に対して受診者１，２１５名ということで、受診

率３８％ということで答弁させていただいたかと

思います。第３期の名寄市保健事業実施計画、い

わゆるデータヘルス計画ですけれども、こちらで

国と同様の目標を設定させていただいておりまし

て、特定健診の受診率については６０％を目標に

ということでさせていただいております。６０％

に向けてとなりますと、あと約７００名ほどの受

診が必要になるのかなというふうに思っていると

ころでございます。

目標達成できなかった場合のペナルティー的な

ことは、実は特にございませんが、国保の事業運

営上に関していいますと、特定健診のこの受診率

が上がるとインセンティブでの交付金というのが

ございまして、多少そこに影響が出てくるものと

いうふうには考えているところです。

以上であります。

遠藤議員。〇議長（山田典幸議員）

国の設定されたのは〇１３番（遠藤隆男議員）

６０％ということで、５年度については７００人

足りなかったということで、特にペナルティーは

ないと聞きましたけれども、交付金の部分で影響

が出ているということで、やはり受診率が上がっ

たことにこしたことはないということで、受診率

というのは上げていかないのかなというふうに思

います。

私も２年間、任意継続保険のときもありまして、

個人的に特定健診とがん検診を受ける期間があっ

たのですけれども、たしかその当時は７，０００

円ぐらいかかったのですけれども、今は本市で行

っている健診、約８，０００円かかるということ

ですか。無料で検査ができるというところもあり

ますので、さらにやっぱりそういった部分はしっ

かりと強調していただいて、諦めずに周知をどん

どん重ねて受診率向上させて、そういった交付金

の影響がないようにやっていただければいいのか

なというふうに思いますので、よろしくお願いを

いたします。

次に、がん検診の部分でお聞きしますけれども、

本市で１，８００円の負担をすれば前立腺がんの

検診も受けることができますけれども、近年の受

診者数についてはどのような状況なのか、この部

分をお伺いしたいと思います。

馬場健康福祉部長。〇議長（山田典幸議員）

前立腺がん検診〇健康福祉部長（馬場義人君）

のここ３年ほどの受診者数でございますけれども、

令和３年度が２９０人、令和４年度は３０６人、

令和５年度は２８７人ということになっておりま
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す。

以上です。

遠藤議員。〇議長（山田典幸議員）

令和３年２９０、令〇１３番（遠藤隆男議員）

和４年が３０６、令和５年が２８７、大体同じよ

うな数字で推移しているのかなというふうに思い

ます。

この前立腺がん、５０歳代から急速に増え始め

て、発症の平均年齢が７０歳代の高齢の男性に見

られるというようなことでありますけれども、こ

れは加齢によって男性ホルモンのバランスが崩れ

たり前立腺の慢性的な炎症とか食生活、生活習慣

病などの要因が加わって発生すると言われており

ますけれども、今後の罹患数予測ですか、これは

何か最も多くなるというふうな予測も出されてい

るところであります。より多くの方へ受診をして

もらうというところも必要ではないのかな。令和

３年度も質問させてもらいましたけれども、本市

の国保、後期高齢者医療、市民税非課税、生活保

護世帯の方に対する前立腺がん検診の無料化とい

う部分について、本市の考えお聞かせいただきた

いと思います。

馬場健康福祉部長。〇議長（山田典幸議員）

過去にも議員お〇健康福祉部長（馬場義人君）

っしゃるとおり御質問いただいているところでご

ざいますが、議員御指摘のとおり前立腺がんにつ

いてはＰＳＡ検査というのですか、血液検査のみ

で検診が可能でありますことから、早期診断する

上で有効な検査だというふうに言われており、本

市におきましても平成１７年度から実施をさせて

いただいております。しかしながら、導入当初か

ら言われておりますが、検診が死亡率減少効果を

判断する証拠が不十分ということで、国の指針に

基づいて行います自治体のほかのがん検診と異な

る性質を持っているということでございます。そ

のため、現状市といたしましては検診の機会を提

供いたしまして、希望される方々の受診ができる

オプション的な位置づけとさせていただいており

まして、無料化や一部助成はさせていただいてい

るのですけれども、今以上の助成をするという考

えは現在のところは持ち合わせしておりません。

今後につきましては、国の指針が位置づけられ

た場合につきましては、ほかのがん検診と同様に

費用助成拡大については検討してまいりたいとい

うふうに考えておりますので、御理解いただきま

すようお願いいたします。

遠藤議員。〇議長（山田典幸議員）

理解したいところな〇１３番（遠藤隆男議員）

のですけれども、やはり全ての検診を無料にする

ということは、また一つのきっかけとなって受診

率向上につながっていくのではないかなというふ

うに思うところであります。広報なよろに掲載し

ているがん検診の表ですね、あそこだけ１，８０

０円と書いてあって、あそこ無料にすればすっき

りします。表も見やすくなるし。非常に何か見苦

しいなという感じで、すっきりしましょうよ。こ

の部分、国の指針、いいではないですか、それは。

受診者数多いわけではないのですから。１，８０

０円に対しての３００名前後の受診者数です。本

当に国の指針なんか待たなくてもいいのではない

かなというふうに私は思います。特定健診の年齢

も本市独自で３０歳からに拡大してやっているで

はないですか。それと同様に、独自の施策でやれ

ばいいのではないかなというように思うのですけ

れども、名寄市健康都市宣言もされているわけで

すから、もう一歩前に出て受診率を上げていきま

しょう。再度お考えをお聞かせください。

馬場健康福祉部長。〇議長（山田典幸議員）

議員の熱い思い〇健康福祉部長（馬場義人君）

といいますか、健康に対する様々なお気持ち等々

については、しかと受け止めさせていただきたい

というふうに思います。

ただ、もし仮に実施していくというふうになり

ましたら、今後継続して実施していかなければな

らないということで、一定程度の検証はやっぱり

必要というふうになっておりますので、その議員
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の気持ちを受け止めながら、今後の施策の編成に

当たりましては吟味してまいりたいというふうに

思っておりますので、よろしくお願いいたします。

遠藤議員。〇議長（山田典幸議員）

ぜひ無料化に向け、〇１３番（遠藤隆男議員）

よろしくお願いします。この辺でやめておきます

けれども。

では、次に歯科疾患検診について、先ほどの御

答弁にもありましたけれども、４０歳の市民に案

内をされているわけなのですけれども、その中に

国保の方もいれば共済組合、協会けんぽ、その他

いろいろな方がおられるというふうに思います。

例えば対象者が自衛官でしたら、毎年歯科検診、

これは受けているわけですから、市から通知が来

ても再度受診は考えないのかなというふうに私は

思います。多分ほかにも同じような立場の方もい

ると思うのですけれども、そういう方もいますか

ら、受診率については一概に何とも言えない正確

ではないのかなと。１１．何％ですか、低い数字

なのですけれども、１１．１％ですね。これにつ

いては、正確な部分ではないのかなというように

も感じているところであります。

しかしながら、歯と口腔の健康を保つというこ

とは、今の動脈硬化や心臓病を予防するといった

全身の健康づくりにもつながって、健康寿命の延

伸といいますか、生活の質といいますか、最近歯

の本数によって認知症のリスクの状況といいます

か、認知症になっている方はたしか１０本以下の

方が多いというような感じで、８０２０運動って

昔やりましたけれども、道でも８０２０歯っぴい

プラン、そういう感じで取組がされていますけれ

ども、やはり８０歳の時点で２０本ぐらいまで残

っているというのが健康な状態を維持できるのか

なというふうにも思っているところであります。

私は、自衛官の時代からの習慣で、現在も市内

の歯医者さんで３か月ごとに定期検診を受けてい

るところなのですけれども、なかなか定期検診を

受ける方っていないのかなというようにも思いま

す。歯周病に限らず、当然歯科疾患進行して重症

化すると治療する内容も増え、それに伴って医療

費が増えるというのは当たり前なのですけれども、

やっぱり歯科検診を通じて早急に疾患を発見でき

れば重症化予防、早期治療によって医療費負担と

いうところも考えられますので、何とか受診率と

いうか、定期検診も本当はそういう意識を持って

もらえれば一番いいのかなと思うのですけれども、

本当に皆さん、歯医者さんに行くといったら歯が

痛いとかよっぽどの違和感がない限り行かないの

かなというようにも考えているところであります。

そこで、お聞きしますけれども、先ほどの１１．

１％というのはそういったいろんな部分があって、

何とも言えない数字なのですけれども、そういっ

た部分を含めて歯科疾患診療の受診率向上に、今

年度及び今後の取組といった部分でお考えをお聞

きしたいなと思いますので、よろしくお願いいた

します。

馬場健康福祉部長。〇議長（山田典幸議員）

今議員御質問あ〇健康福祉部長（馬場義人君）

りましたように、歯科疾患検診につきましては、

年度内に４０歳になる方々に受診券を送付しまし

て、市内１５か所ございます医療機関に委託をし

まして、６月１日から翌年の２月２７日までを実

施期間として実施をさせていただいております。

周知につきましては、個人への御案内のほか、広

報やホームページにより広く周知しております。

受診があった場合については、毎月医療機関から

結果の送付をいただいておりまして、歯科衛生士

から事後の指導を行わさせていただいているとこ

ろでございます。

未受診者につきましては、１２月頃に勧奨のは

がきを送付して受診を促す取組を行っております

し、そのほかに一昨年になりますか、保健推進員

さんという町内会から各選出していただいている

方々に向けまして、今議員からお話ありました歯

周病だとか歯の内容について市内の開業されてい

る歯科医師の先生から御講義をいただいて、そう
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いう地域の方々にもお話をさせていただいている

ところでございます。議員御指摘のとおり、歯だ

けではなくて、心臓だとか呼吸器だとか、歯周病

を原因として内臓疾患につながるというお話もあ

りますので、今後も市民の方々にそのような周知

をさせていただきながら、外国の社長さんとか、

そういう経営者の方々は優秀な弁護士と優秀なか

かりつけ医と優秀なかかりつけの歯科医師をお持

ちだというようなことが重要条件だというふうに

お聞きしたこともございますので、かかりつけの

歯科医師の方を持っていただけるようなことも含

めまして周知を図っていきたいというふうに思っ

ております。

以上です。

遠藤議員。〇議長（山田典幸議員）

ぜひ諦めずに続けて〇１３番（遠藤隆男議員）

いただきたいと思います。

ところで、部長、定期検診受けていますかとい

う質問はいいのですけれども、ぜひしっかりと定

期検診も受けていただいて……やっていますね。

分かりました。

大項目の１の最後に、これは各種検診事業の保

健指導の部分になると思うのですけれども、令和

６年４月から厚生労働省による標準的な健診・保

健指導プログラムも一部改定されたところであり

ますけれども、この特定健診等における未治療の

患者さんの血圧値に応じた医療機関の受診勧奨基

準において、協会けんぽ、全国健康保険協会が定

める未治療の患者さんの血圧に応じた医療機関の

受診勧奨基準もこれまでの１４０の９０ミリメー

トルＨｇ以上から１６０の１００ミリメートルＨ

ｇ以上に緩和したことによって、現在血圧の治療

を行っている方がその数値までにはなっていない

から薬を飲まなくてもいいのかといった誤解を生

じると話題になったところなのですけれども、血

圧の基準、血圧値に応じた医療機関の受診勧奨基

準についてはどのように認識すべきなのかお聞か

せをいただきたいと思います。

馬場健康福祉部長。〇議長（山田典幸議員）

今議員から御指〇健康福祉部長（馬場義人君）

摘のとおり、今回標準的な健康保健指導プログラ

ムの内容につきましては、るる報道等やネット上

で様々な誤解が生じているというようなことが出

ておりまして、これにつきましては平成２５年度

から変更がございませんので、御質問の受診勧奨

基準の緩和という内容からも、調べますと本年の

５月２４日に日本高血圧学会からも一部基準が変

わったという誤解が生じているので、注意喚起が

学会からもなされているようでございます。保健

センターにおきましては、健診における判定を基

準としながら、医療機関を受診するだとか生活習

慣改善を取り組みながら受診を検討する生活習慣

改善に取り組む、正常域の方には継続して健診を

受けるなど、血圧の数値だけではなく、肥満や脂

質異常、血圧高値などその他の健診項目の結果を

総合的に判断して保健指導を今後も行ってまいり

たいというふうに考えているところでございます。

以上です。

遠藤議員。〇議長（山田典幸議員）

これは、あくまでも〇１３番（遠藤隆男議員）

協会けんぽさんのほうで基準を緩和したというか、

それだけのことで何ら変わっていませんよという

ことで、今まで血圧の治療をされていた方は今ま

での基準どおり薬も飲まなければならないし、治

療をしていかなければならないということで認識

を理解をさせていただきます。こういった紛らわ

しい情報については、まだ誤解されている方もい

ると思いますので、健康指導などの場を含めて周

知していただければと思いますので、よろしくお

願いをいたします。

時間もなくなってまいりました。

次に、大項目の２、障がい児・者スポーツにつ

いて、いろいろとやはり課題についてはそうなの

です。本市の課題について、施設がないとか、組

織、人材が少ない、不足しているといった部分が

大きなところなのかなというふうにも思っており
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ます。本市の現状と課題、本市の考え方について

は理解をさせていただきます。

障がい児・障がい者スポーツにおける課題につ

いては、先ほど答弁にもありましたけれども、や

はり運動、スポーツをやりたいと思ったときに気

軽にできる場所がないということで、障がい者の

方が諦めてしまうとか、スポーツ等に無関心にな

ってしまうということが私は大きな課題であると

いうふうに思っております。

しかし、本市においては、新たにそういった施

設を整備するということは現実的ではないと思い

ますし、やはり今後考えていかなければならない

のは、市内にある施設をどのように活用していけ

ば問題解決に近づけていけるのかというところだ

と思います。

本市においても障がい児・障がい者スポーツと

いうのはいろいろやられております。先ほど言わ

れた部分でもありましたけれども、社協さんでや

られている部分とか、また北海道障がい者スポー

ツ協会と福祉事業所が連携してやっているスポー

ツ教室だったりとか、市立病院でもデイケアを母

体としたソーシャルフットボールですか、そうい

うのもやられています、たしか。あと、名寄ハン

ディキャップスキー協会がやっているクロカン、

アルペンスキーですね、当然先ほども出ましたけ

れども、大学、ＳＯサークルの活動支援行ってお

ります。北海道名寄プログラムというのもありま

すし、それにボッチャ、障がいがある、なしにか

かわらずできるボッチャもやられているという認

識はしております。また、施設においてスポーツ

センター、Ｂ＆Ｇセンターですか、市内在住の障

がいを有する方、手帳を有している方、その介助

者については無料にするなどの取組というものは

されているところなのですけれども、名寄市全体

としての障がい児・障がい者のスポーツについて

の認知度についてはまだまだ低いのではないかな

というふうに感じているところであります。

障がい児・障がい者スポーツにおいては、全国

的にも……これは名寄市ではないです、全国的な

あれですから。小中高等学校に在籍している障が

い児・者の体育の授業が見学にとどまることもあ

るなど、学校における障がい児のスポーツ環境は

十分ではない。また、車椅子競技は他の利用より

も著しく体育館の床を傷つけるという理由や障が

いがあるという理由により障がい者スポーツにつ

いて施設の利用が断られるといったような事例が

あるといった課題もあるというところであります。

また、障がい児・障がい者スポーツ、指導者を含

む障がい児・障がい者のスポーツに関わるスタッ

フの確保というのが難しい、答弁でもありました

けれども、難しい状況であるというふうにも言わ

れております。また、地方公共団体においては、

スポーツの推進と障がい者スポーツと異なる部局

が担当している場合には両者の連携、そういった

部分も十分でないことがあるなど、障がい者スポ

ーツの推進体制というものが十分ではなく、地方

公共団体における障がい者スポーツ協会も都道府

県とか政令市の一部にとどまっているといった状

況であり、市区町村における推進体制は十分では

なく、障がい者スポーツ団体は事務局体制だとか

運営資金と活動の基盤が極めて脆弱であるとも言

われているところであります。

しかし、本市においては、ピヤシリスキー場及

び健康の森において、昨年２月にスペシャルオリ

ンピックス日本２０２３第３回北海道・東北プロ

グラム冬季雪上大会兼ねて第５回ＳＯＮ北海道冬

季大会が、今年２月には２０２４年第８回スペシ

ャルオリンピックス日本冬季ナショナルゲームと

いった大きな大会が行われております。本市で行

われている障がい者スポーツが将来的にそういっ

た大会につながって、名寄市出身の多くのアスリ

ートが出場できるような大会になることを願うと

ころなのですけれども、やはりそのために本市に

おいてさらなる障がい者スポーツへの理解はもち

ろんのこと、障がい者が子供の頃からやはり気軽

に参加できる環境づくり、例えば官民連携組織で
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あるＮスポーツコミッションを中心とした障がい

者スポーツを行っている各団体等との連携が必要

であるとも考えますけれども、ここで本市におけ

る今後の障がい児・障がい者スポーツの在り方と

いう部分、ここを市長にお考えをお聞きしたいと

思うのですけれども、よろしいでしょうか。お願

いします。

加藤市長。〇議長（山田典幸議員）

障がい児・障がい者のス〇市長（加藤剛士君）

ポーツの振興について、非常に熱い思いをいただ

きました。ありがとうございます。

全国的に見ても、なかなか障がい児・障がい者

の皆さんがスポーツをする機会が少ないのではな

いかという問題意識持っているということは私ど

もも同感でありますが、一方で議員が御指摘いた

だいたように、名寄には社会福祉協議会がかなり

積極的に障がい者のスポーツ大会等やっている。

あるいは、市立大学において学生ボランティアを

中心に様々なスペシャルオリンピックスなどを中

心とした活動もしていただいていると。Ｎスポー

ツコミッションというのは、スポーツを通じて市

民の皆様が笑顔で元気、健康的な生活を送ってい

く、これを目的のうちの一つに掲げておりまして、

このコミッションにも大学や社会福祉協議会も加

入をしていただいているということでもございま

す。

改めて、それぞれ今いろんな活動をしていただ

いているとは思いますが、障がいのある方が今ど

ういう状況にあるのか、あるいはどういう連携が

必要なのか、あるいはできるのか。また、施設を

どういうふうに有効活用するのかということは非

常に大きなテーマであり、場合によってはここを

しっかりと連携することでさらに障がいのある方

のスポーツの環境というのが大きく高まるなとい

うことを今お話を聞いていて実感しているところ

でありまして、改めて近々Ｎスポーツコミッショ

ンの会議等もございますので、こうした議員から

の御提案あったということをぜひ委員の皆さんに

一度投げかけて、どういった連携ができるのか、

少しでも前に進めるように議論を進めていきたい

というふうに思っております。御指摘ありがとう

ございました。

遠藤議員。〇議長（山田典幸議員）

非常にいい御答弁あ〇１３番（遠藤隆男議員）

りがとうございます。ぜひよろしくお願いいたし

ます。

確かに障がい児・障がい者スポーツについては、

まだまだ課題が多くて、多分すぐにどうなるとい

ったものではないというふうに私も思っておりま

す。しかしながら、将来的にはそういった大会に

アスリートを目指して、子供の頃から何ら抵抗も

なくということが大事だと思うのです。気軽にス

ポーツを続けることができて、生涯にわたって続

けることができればというふうに願っているとこ

ろであります。

実際、多分障がいがあってもスポーツをしたい

と思っている子供たちはいると思います。今名寄

市は部活の地域移行に向けた大変な状況であるこ

とは理解しますけれども、そういった障がいのあ

る子供たちもそういったことをしてみたいなとい

う子供たちは絶対いると思います。実際問題、障

がいのある子供たちがそういった部活動をすると

すれば、高等養護学校に行って初めてそういった

機会に出会って部活動をやるというのが現実、実

情だと思っております。実際、名寄市にいるとき

にはそういったものはできないのですけれども、

個別のそういう組織に入って障がい者スポーツを

やることはできるのですけれども、なかなかそう

いう状況ではないのかなというように思っており

ます。

また、障がい児・障がい者スポーツに対する環

境づくりというのはなかなか難しいのですけれど

も、本来障がいのある、なしにかかわらず、同時

並行的に進めていくべきものなのかなというよう

に私は思っております。

今回は、障がい児・障がい者スポーツについて
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目を向けていただきたいなという思いからこの質

問をさせていただいたところであります。これか

らも障がい児・障がい者スポーツについては、課

題がまだまだありますけれども、今後また関係す

る皆様とまたの機会に改めてお話をさせていただ

きながら、いい方向に行ければなというように願

っております。

以上で質問を終わらせていただきます。ありが

とうございました。

以上で遠藤隆男議員の〇議長（山田典幸議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５１分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（山田典幸議員）

を開きます。

高齢者に寄り添う施策について外１件を、高野

美枝子議員。

通告に従い質問い〇１１番（高野美枝子議員）

たします。

大項目１、高齢者に寄り添う施策についてお伺

いいたします。名寄市の高齢化率は、令和５年、

２０２３年３３．８％で、市民の３人に１人が高

齢者になり、超高齢社会になっています。人生１

００年時代を迎え、健康寿命の延伸が求められて

います。高齢者が要介護状態に至る主な要因の一

つにフレイルがあります。早い時期からフレイル

を予防することによって、高齢になってもその人

らしく、健康な生活を送ることが健康寿命の延伸

につながるものと考えます。

小項目１、フレイル予防についてのお考えをお

聞きいたします。認知症になっても安心して暮ら

せる地域を目指して、認知症の人と家族を支える

仕組みが推進されています。認知症に関する知識

を広く普及啓発し、認知症の方やその家族が安心

して暮らすことができる環境をどのように構築さ

れようとしているのか。

小項目２、認知症対策についてお聞きいたしま

す。自宅に住み続けられない高齢者の住まいにつ

いて、介護、交流の場などのサービスが総合的に

提供される生活支援ハウスは今後どのように検討

されるのか。

小項目３、高齢者の住まいの形、生活支援ハウ

スについてお聞きいたします。名寄市では、介護

に関する資格取得への助成など、様々な介護人材

確保定着に向けてこの間進めてまいりました。

小項目４、介護人材の確保についての考え方を

お聞きいたします。

次に、大項目２、特殊詐欺についてお伺いいた

します。特殊詐欺が大きな社会問題になっていま

す。最近は、手口も非常に巧妙で、様々な詐欺被

害が報道されています。都会の話かと思っていま

したが、名寄署管内での被害も報道され、誰にで

も起こり得る身近な問題になっています。被害防

止のための対策などについてお聞きいたします。

小項目１、市内での特殊詐欺の被害状況につい

て、件数、被害額、特殊詐欺の手口についてお知

らせください。

小項目２、また特殊詐欺対策、被害防止のため

にどのような取組をしているのかお知らせくださ

い。

小項目３、ますます複雑、巧妙化する特殊詐欺

に対して、関係機関との連携も大変重要であると

考えますが、その内容についてお知らせください。

以上、壇上からの質問といたします。

田畑こども・高齢者支〇議長（山田典幸議員）

援室長。

高野〇こども・高齢者支援室長（田畑次郎君）

議員から大項目で２点御質問をいただきました。

大項目１は私から、大項目２は市民部長からの答

弁となりますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、高齢者に寄り添う施策につ

いて、小項目１、フレイル予防についてお答えい

たします。高齢者は、複数の慢性疾患に加え、認

知機能や社会的つながりが低下するフレイル状態
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になりやすいと言われています。団塊の世代が７

５歳を迎える２０２５年、また団塊の世代の子供

が６５歳を迎える２０４０年に向けては、介護サ

ービス事業とともに介護予防事業の充実が重要と

なります。

現在本市では、おおむね６０歳以上を対象とし

て総合福祉センターにおいて通年で開催している

健康づくり体操教室や冬期間の健康づくりとして

名寄市保健推進員協議会に協力していただく健康

体操教室のほか、手芸、手びねり陶芸などの生き

がい講座やフレイル予防として実施している介護

予防教室などを実施しています。また、てくＴＥ

ＣＨ事業はＹｏｒｏｃａ行政ポイント付与の効果

もあり、高齢者を含め多くの市民の皆さんに参加

していただいております。さらに、Ｎスポーツコ

ミッションが主催するノルディックウオーキング

や名寄市社会福祉協議会と名寄市ボランティアセ

ンターが主催し、市と市立大学、Ｎスポーツコミ

ッションが共催して開催する市民ボッチャ交流大

会をきっかけに、ボッチャによる交流が各老人ク

ラブで取り組まれるなど、様々な主体によりフレ

イル予防に資する取組が広がりを見せています。

本市としては、こうした様々な取組を通して、

高齢者が要介護状態になることを遅らせたり介護

状態の進行を緩やかにする取組が重要であると考

えており、今後も高齢者が要介護状態になっても

可能な限り住み慣れた地域において自立した日常

生活を営める支援を推進してまいります。

次に、小項目２、認知症対策についてお答えし

ます。認知症については、令和５年８月に成立し

た共生社会の実現を推進するための認知症基本法

を踏まえ昨年度策定し、本年４月に施行した第９

期名寄市高齢者保健医療福祉計画・介護保険事業

計画に基づき、様々な認知症施策を推進しており

ます。

認知症は、自分を含め周りの家族など誰もがな

り得る可能性があり、今後の高齢化の進行に伴い

認知症の人の増加が予想されることから、医療や

介護、福祉に携わる人だけでなく、市民全体が広

く認知症について理解することにより誤解や偏見

をなくし、本人やその家族などを支えることにつ

ながります。そのため、本市では認知症の人やそ

の御家族への理解を深め、できる範囲で手助けが

できるよう、平成２０年度から認知症サポーター

養成講座を開催しており、さらに認知症サポータ

ー養成講座の企画、立案及び実施を行うキャラバ

ン・メイトの養成も行っています。また、認知症

サポーターの発展的な取組を目指すために、平成

２７年度に立ち上げた認知症サポーターの会を見

直し、令和４年度に認知症の方やその家族のニー

ズに合った具体的な支援へとつなぐ役割を担うチ

ームオレンジを立ち上げました。また、広く市民

向けに認知症に係る講演会を開催するなど、認知

症の普及啓発を行っています。平成２９年度から

は、認知症の人やその家族を支える活動として認

知症カフェにこにこカフェを開始し、現在はチー

ムオレンジの協力により継続して運営しておりま

す。

また、認知症の方やその家族が適切に医療や介

護サービスの利用につなげるための流れをお示し

した認知症ケアパスの作成や平成３０年度からは

認知症初期集中支援チームを配置し、認知症の早

期診断、早期治療に向けた支援体制を構築するな

ど、認知症施策の推進を図ってきております。

さらに、高齢者が認知症による見当識障害のた

め行方が分からなくなったときには、関係機関と

連携しての捜索や早期発見のため、認知症高齢者

等ＳＯＳネットワーク事業を行っており、事前に

登録いただくよう周知を図ってまいります。

本市としては、地域包括支援センターを中心に

チームオレンジとも連携を図りながら認知症サポ

ーターの裾野を広げ、認知症の方の意思が尊重さ

れ、できる限り住み慣れた地域で自分らしく暮ら

し続けられることができるよう取り組んでまいり

ます。

次に、小項目３、高齢者の住まいの形、生活支
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援ハウスについてお答えします。高齢者が可能な

限り住み慣れた地域で暮らし続けることができる

よう住まいの確保が必要であり、市内では民間活

力による住宅型有料老人ホームやサービスつき高

齢者向け住宅も建設されています。生活支援ハウ

スは、比較的介護が不要な低所得高齢者のための

住まいとして市町村が実施主体となり、指定通所

介護事業所等を開設している社会福祉法人や介護

サービス事業者などに委託することができるとさ

れておりますが、市直営や社会福祉事業団への委

託による運営は人員不足などから困難であり、民

間委託についてもデイサービスの併設が必須であ

り難しいなど課題があると考えております。

一方で、本市においては軽費老人ホームや介護

老人福祉施設、地域密着型施設などの各種入所施

設が整備されたことで、低所得者であっても入居

できる選択肢が増えてきていることなどから、第

９期名寄市高齢者保健医療福祉計画・介護保険事

業計画において本年度から令和３年度までの３年

間の計画期間中に実施可能性を含め検討を行うと

したところです。

次に、小項目４、介護人材の確保についてお答

えします。少子高齢化による労働力人口の減少な

どから、全国的に介護人材の不足が問題となって

おり、本市においても高齢化率が上昇する中、安

定した介護サービス事業を提供していくためには、

介護職員の充足が重要です。介護人材確保のため

の具体的な取組としては、平成２８年度から介護

職員初任者研修受講費用の助成や就職支度金の助

成を行う介護人材確保緊急対策事業を展開し、令

和元年度からは事業名を介護人材就労定着支援事

業として内容の拡大を図り、介護職員の確保に努

めているところでございます。また、介護職員の

離職を防止し、定着を図るため、介護事業所向け

研修も実施しております。今年度も引き続きこう

した取組による支援を実施し、介護人材の確保に

努めてまいります。

令和４年度から新たな取組として、外国人介護

人材の受入れについての検討を開始し、独立行政

法人国際協力機構ＪＩＣＡからの派遣職員の協力

も得て、ネパール国から特定技能の資格を有した

人材を受け入れることとし、現地視察を経て令和

５年５月から特別養護老人ホーム清峰園において

３名を受け入れたところです。今後予想される外

国人介護人材の獲得競争においては、２０２３年

度ＪＩＣＡ草の根技術協力事業に採択されたネパ

ール国の高齢化社会到来に向けた高齢者ケア体制

の整備事業を名寄市社会福祉事業団が中心となっ

て進めていくことで国際貢献に加えてネパール国

に名寄市を知ってもらい、その絆を深め、特定技

能介護人材に名寄市を選んでいただけるよう取組

を進めてまいります。

さらに、先般開催をしたＪＩＣＡ草の根技術協

力事業に関するプレ活動報告会においては、広く

市内介護事業者などを対象にネパール国の状況な

どの報告のみならず、特定技能制度の仕組みなど

にも触れ、社会福祉事業団のみならず、市内事業

者においても外国人材の活用を検討いただけるよ

う普及啓発に努めているところでございます。

外国人介護人材については、特定技能１号の５

年の在留期限の間に日本での介護福祉士国家試験

に合格することで在留期限の制限がなくなり、家

族の帯同も可能となる特定技能２号に移行するこ

とができる一方で、特定技能２号に移行せず、本

市で得た介護の知識や技術を生かして自国で介護

事業に従事する場合に備え、継続的な受入れが必

要であると考えておりますので、引き続き様々な

取組を進めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

松田市民部長。〇議長（山田典幸議員）

私からは、大項目の〇市民部長（松田慎司君）

２、特殊詐欺について、小項目１、市内での被害

状況について、小項目２、特殊詐欺対策被害防止

のための取組について、小項目３、関係機関との

連携と取組について、関連がありますので、一括

してお答えをさせていただきます。
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初めに、特殊詐欺とは不特定多数の人に電話な

どの通信手段を使って対面しないで金品をだまし

取る詐欺の総称で、手口についてはオレオレ詐欺

をはじめ、１０種類分類があります。道警で公表

されています２０２３年の北海道の特殊詐欺事件

は、暫定値で１６１件、約５億７，０００万円の

被害額となっております。最近では、ＳＮＳ型投

資やロマンス詐欺といった件数、被害額も増加を

してきているところです。市内の被害状況につき

ましては、名寄警察署管内でも高額の被害が発生

していると報道により承知をしているところです。

特殊詐欺は、警察署が事件として取り扱っている

ことから、名寄警察署管内での件数や被害内容な

どについてはホームページ等でも公表はされてお

りませんが、件数などの把握については道警本部

への一定の手続が必要でありますが、捜査の関係

から開示されない場合も含めて把握することは困

難な状況ですので、御理解をお願いできればとい

うふうに思います。

次に、特殊詐欺被害防止の取組についてですが、

消費生活センターにおいてホームページや広報、

ラジオ、出前講座などによって最新の情報をお知

らせし、被害防止のための啓発活動を日常的に行

ってきております。また、消費生活センターに寄

せられた相談のうち特殊詐欺が疑われる場合につ

いては犯罪となりますので、すぐに警察署に相談

するよう伝えているところです。

関係機関との連携では、警察署はもとより、弁

護士との連携、防犯協会や消費者協会などの各団

体や公的機関と連携、協力し、被害防止に努めて

きております。

また、地域の見守り活動を行っていただいてお

ります民生委員児童委員の皆様にも毎月開催をさ

れている名寄市民生委員児童委員連絡協議会の会

議を通じて「消費生活センター情報」という啓発

のチラシを配布をさせていただいているところで

す。

未然防止に向けた取組については、これからも

続けていかなければと思っていますが、市民の財

産を守るため、巧妙化する特殊詐欺被害を未然に

防止していくために市民の皆様へ啓発活動を絶え

ず行っていきたいというふうに考えているところ

です。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

高野議員。〇議長（山田典幸議員）

それぞれ御答弁い〇１１番（高野美枝子議員）

ただきましたので、再質問をさせていただきたい

というふうに思います。

今高齢者に寄り添う施策ということで、フレイ

ル予防について御回答があったところですが、名

寄市にはやはり保健福祉学部のある名寄大学がご

ざいまして、名寄大学でも今回地域と住民という

ことで取り上げていただいております。名寄大学

との連携が非常に重要であるというふうに思って

おりますけれども、その辺の考え方についてお示

しいただきたいというふうに思います。

田畑こども・高齢者支〇議長（山田典幸議員）

援室長。

フレ〇こども・高齢者支援室長（田畑次郎君）

イル予防に関して、大学の取組についてのことで

御質問いただきました。

市立大学におきまして、地域貢献の一環として

フレイル予防教室が実施されているということに

ついては承知をしております。ただ、具体的な内

容について、私のところで把握をしているもので

はございません。ただ、こうした取組があります

ので、そうした効果、成果などを共有するなどし

て今後も引き続きフレイル予防に取り組んでまい

りたいと考えております。

高野議員。〇議長（山田典幸議員）

この中には、名寄〇１１番（高野美枝子議員）

市での傾向とか、また近隣市町村のことも載って

いることもありますけれども、それを参考にして、

これからの施策に生かしていくという考えはおあ

りでしょうか。

田畑こども・高齢者支〇議長（山田典幸議員）
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援室長。

大学〇こども・高齢者支援室長（田畑次郎君）

におけるそうした効果や成果というものにつきま

しては、これから共有させていただきまして、取

り組んでまいりたいと思います。

高野議員。〇議長（山田典幸議員）

本当に福祉関係の〇１１番（高野美枝子議員）

貴重な資料をたくさんお持ちですし、コミ研の今

回の年報にも載っておりましたので、ぜひ参考に

して、福祉のために進めていただきたいというふ

うに思います。

先ほどてくＴＥＣＨ、午前中にも遠藤議員の話

の中に出てまいりましたけれども、あまりにも参

加される方が多過ぎたのか、途中で健康を見直し

たところでございますけれども、先ほど部長の話

では非常に歩く方が増加して、朝散歩している方

が非常に多くなったということなのですけれども、

いろいろな事情で今中断しているところですけれ

ども、そのことについてどのように分析されてい

るのかお聞きしたいなというふうに思うのですけ

れども。

馬場健康福祉部長。〇議長（山田典幸議員）

まずもって、今〇健康福祉部長（馬場義人君）

中断というお話がございましたが、一時中断した

時期はございましたが、現在またさせていただい

ておりますので、そこのところについては御報告

申し上げたいというふうに思います。

議員御承知のとおり、名前で登録されているわ

けではございませんので、もしかすると一部名寄

せができていない部分がございますけれども、４

０代以降の方々のてくＴＥＣＨの登録されている

方々の割合を見ますと、４０代の方々で３２％、

５０代の方で２８％、６０代の方で２３％という

ことになっておりまして、実は若い方も２０代の

方と３０代の方々も３１％程度ということで総合

政策部のほうからは情報提供をいただいておりま

して、これについての分析まではまだできており

ませんので、ただこれによって、先ほども遠藤議

員のときにも御答弁させていただきましたが、て

くＴＥＣＨによって歩く癖というか、行動変容が

できることによってポイントの云々というのは別

として、健康に気をつけようとか歩こうとか運動

しようとかという気持ちになられたということは

大変大きな成果だというふうに思っております。

以上です。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

私は、担当の部〇総合政策部長（石橋 毅君）

署として非常に市民に浸透しているなという手応

えは感じつつ、私も休日には朝極力歩くようにし

ておりまして、そこで本当にウオーキングされて

いる方々多く行き交うのですけれども、そこで御

挨拶、お互いが挨拶するといったような、そんな

コミュニティーも実は生まれているということも

実感しておりますので、引き続き市民の皆さんに

愛していただけるような事業に成長するように周

知徹底、参画していただけるように努力していき

たいというふうに考えております。

高野議員。〇議長（山田典幸議員）

フレイル予防の足〇１１番（高野美枝子議員）

がかりとして、今着実に進められているのだとい

うことを実感している。また、市民の歩くこと、

健康に対する意識が非常に高いということも、今

回若い方も、２０代、３０代で３１％ということ

で、６０代も２３％ということで、非常にこの事

業が求められていた事業なのかなというふうに思

いますけれども、途中でいろいろ紆余曲折をしな

がら今後進んでいくのだというふうに思いますの

で、この点についてもフレイル予防という観点か

らもよろしくどうぞお願いいたします。

次に、認知症対策についてお伺いいたします。

コロナ前、認知症サポーター養成講座を受講しま

して、オレンジリングですね、オレンジバンドと

いうのでしょうか、配付していたというふうな答

弁がございました。今現在のオレンジリングはど

のような方がお持ちになって、サポーター養成講

座って今現在カードになったとかという話も聞い
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ているところですけれども、そこら辺の継続性、

オレンジリングを持っている方の今現在人数とか

分かりましたら教えていただきたいというふうに

思います。

田畑こども・高齢者支〇議長（山田典幸議員）

援室長。

オレ〇こども・高齢者支援室長（田畑次郎君）

ンジリングについての御質問をいただきました。

認知症サポーター養成講座を受講した際に、当

初は認知症サポーターの実績など管理を行ってい

る全国キャラバン・メイト連絡協議会から受講修

了のあかしとしてオレンジリングが無償で配付を

されておりました。ただ、令和３年４月から原則

として認知症サポーターカードに代わりました。

こうしたカードになりますが、このカードになっ

ておりまして、名寄市におきましても令和３年４

月以降はカードを配付しております。その実績の

数字でいいますと、平成２６年度から令和４年度

までの９年間に認知症サポーター養成講座を９２

回開催し、延べ２，００７人が受講をしておりま

す。今申し上げましたとおり、令和３年４月以降

がカードを配付をしているということでございま

すので、そのうち２００名程度がカードになって

いるということでございます。

高野議員。〇議長（山田典幸議員）

それだけ多くの方〇１１番（高野美枝子議員）

が講座を受けられて、リングなりカードをお持ち

だということだというふうに思っています。この

方たちが何らかの形で、当初はバンドというので

すか、リングをつけている方もお見受けしたとこ

ろですけれども、現在は全然そのようなバンドを

つけている方もいらっしゃいませんし、カードも

携行するものなので、なかなか認知症の方に見え

るような形にはなっていないというふうに思うの

ですけれども、その辺の考え方、何かリボンをつ

けるとか、何か考え方がないのかお伺いいたした

いと思います。

田畑こども・高齢者支〇議長（山田典幸議員）

援室長。

オレ〇こども・高齢者支援室長（田畑次郎君）

ンジリングについての御質問で、携帯をしていな

い、携行していない方が多いということで質問あ

りました。

確かにカードにつきましても、これは持ってい

るかどうかのことがお見せできるものではありま

せんけれども、ただ市の職員などにおいてもリン

グをこのネームにつけていらっしゃったりとか、

そういった方もいらっしゃるので、つけていらっ

しゃる方は活用していらっしゃると思います。た

だ、実際に多くの方が身につけているものではな

いかもしれませんけれども、認知症サポーターに

つきましては認知症について幅広く、お子様も含

めて理解を深めて、裾野を広げるということが大

きな目的であると考えますので、その理解を深め

ていただいた方が御自身で理解を深めているとい

うことをお示しいただくに当たって携行していた

だいてもいいですし、携行することにかかわらず、

理解を深めている方が増えて、そして先ほど答弁

した認知症カフェなどにおいても御協力をいただ

いて、活動いただければと考えております。

高野議員。〇議長（山田典幸議員）

２，００７人と令〇１１番（高野美枝子議員）

和３年からのカードを持っている方が２００名、

２，２００人ぐらいがこの認知症について講習を

受け理解をしていると、すばらしいことだという

ふうに思いますので、何らかの形で、これは次に

つなげていくということで、今認知症カフェです

か、チームオレンジということでお話があったと

ころですけれども、チームオレンジ認知症カフェ

というのはコロナのときには何かあまり聞いてい

なかったのですけれども、何人ぐらいいらして、

今どのような形で運営なさっているのかお聞きい

たします。

田畑こども・高齢者支〇議長（山田典幸議員）

援室長。

まず、〇こども・高齢者支援室長（田畑次郎君）
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先ほどの答弁の中で全体が２，００７人というこ

とで、そのうち２００人がということで御理解を

お願いいたします。

チームオレンジにつきましては、現時点で２５

名の方が登録していただいております。このチー

ムオレンジの皆様に認知症カフェの運営ボランテ

ィアを継続してお手伝いをいただいているところ

でありまして、認知症カフェにつきましては平成

２９年度から年１０回前後の開催をしております

が、コロナの期間におきましては中止であったり、

開催をしても集まらなかったりをしているところ

です。２９年度に２５人の参加、３０年度に２８

人の参加、元年度に２３人の参加なのですが、そ

の後３年ほどコロナの影響で数名であったり参加

者がなかったりしておりますが、昨年度は１２回、

基本的に毎月１回開催しておりますので、１２回

を開催し、このときにはコロナも明けてといいま

しょうか、開催場所の変更であったり参加者の声

かけに非常に力を入れたこともありまして、１０

８人の参加をいただいたところでございます。

高野議員。〇議長（山田典幸議員）

認知症カフェとい〇１１番（高野美枝子議員）

うことで今進んでいるということで、その方たち

が中心になって、やっぱり市民に認知症の方との

連携とかつながりとか、そういうものをぜひ今後

つくっていってほしいというふうに考えていると

ころです。

先ほども４０代からの生活習慣改善が有効だと

いうことで、歯科ですか、歯の検査とかというこ

とで、遠藤議員とのやり取りもございましたけれ

ども、やはり高齢者にとっては認知症は予防も改

善もできないというふうに思っておられる方も多

いのですけれども、現在ではやはり早く対応する

ことによって生活習慣改善が効果的ということが

言われているところです。名寄市でも先ほど言い

ました４０歳からの歯科検診など取り組まれてい

るというふうに考えておりますけれども、早期対

策についての考え方を改めてお聞きしたいと思い

ます。

馬場健康福祉部長。〇議長（山田典幸議員）

今議員から御質〇健康福祉部長（馬場義人君）

問ありましたように、４０歳からといいますと、

ちょうど介護保険の第２号被保険者が実は４０歳

からになっておりまして、歯周病というか、歯科

検診の関係とそれがイコールかどうかは承知して

おりませんので何とも言えませんけれども、恐ら

く２号被保険者に決まったというのは、一部は介

護する方々の親御さん、４０歳以上の方々の親御

さんの年齢が主に介護を必要とする方々なので、

２号被保険者は４０歳以上からにしようというこ

とも制度設計のときにあったように聞いておりま

す。ただ、一方では４０歳から老化といいますか、

老化に伴っていろんなことを気をつけなければな

らないという年齢になっているのは事実でござい

まして、それに伴う内容については国民健康保険

はじめ、健康保険組合等々からの歯科検診はじめ、

フレイル予防も必ずしも高齢者だけのことではな

くて、４０代、若い方々からの運動習慣にも十分

意味しているのかなというふうに思っております

ので、これは介護の分野だけではなくて、健康、

保健、福祉の分野のほうからも連携しながら今後

も進めてまいりたいと考えているところでござい

ます。

以上です。

高野議員。〇議長（山田典幸議員）

４０歳から、本当〇１１番（高野美枝子議員）

に大切なことであるというふうに思いますし、子

育てが終わりましたら親の介護で、親の介護が終

わったら自分が高齢化していたというのが現実だ

なというふうに私も思っておりますので、若者へ

の周知、４０代への周知ということをやはりこれ

から徹底していただきたいというふうに思います。

様々な認知症対策を行っているところなのです

けれども、市民にどのように周知、啓発していく

のか、そのことがやっぱり今一番問われていると

いうふうに思っております。コロナが明けまして、
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本当に元気で頑張っている方もたくさんいらっし

ゃいますが、一方ではコロナ期間中にひきこもり

になった方もいらっしゃいまして、一人一人寄り

添う、誰一人取り残さない高齢化対策が必要だと

今おっしゃられておりますけれども、より効果的

な、市民にどれだけ周知するかということが今や

はり大切なのかというふうに思いますけれども、

そこの考え方について、また御質問いたします。

馬場健康福祉部長。〇議長（山田典幸議員）

認知症だけでは〇健康福祉部長（馬場義人君）

なくて、先ほどもフレイル予防という御質問をい

ただきましたが、閉じこもりももちろんですし、

栄養だとか様々な健康に生活していただくための

ことを総合的に行っていただくということが認知

症予防だったり生活習慣予防だったり老化の予防

だったりというようなことにつながっていくのか

なというふうに思っております。

今認知症のことについても認知症サポーターで

いきますと、サポーターのカードに３つの「な

い」というのを載せさせていただいているのです

けれども、驚かせない、急がせない、自尊心を傷

つけさせないというようなことが書かれています

けれども、昔認知症を患ってしまったらもう暮ら

せないというふうに思っていらっしゃる方がたく

さんいらっしゃったのですけれども、今は一部で

は、これは合理的配慮は必要とはいいながら、一

部では若年性認知症の方は働きながら勤めていら

っしゃるという方もいらっしゃいますし、様々な

合理的配慮の中でも社会と結びつきをつくって暮

らしている方がたくさんいると思う。それってそ

ういうような対策とか対応が進んできたからなの

かなというふうに思っております。そういうよう

なことを国も言っておりますけれども、そういう

ことを一つ一つ進めていくことが私どもとしては

大事だなというふうに思っておりますので、回答

になっているかどうか分かりませんけれども、今

後とも進めてまいりたいというふうに思っており

ます。

高野議員。〇議長（山田典幸議員）

やはり誰もが高齢〇１１番（高野美枝子議員）

化していきますし、誰もが通る道だというふうに

思いますので、やはり２，０００人のサポーター

もおりますので、進めていっていただきたいな。

優しい温かい目で認知症の方たちを支える、そん

な仕組みづくりをしていってほしいなというふう

に思います。

次に、高齢者の住まいの形、生活支援ハウスに

ついてお尋ねいたします。行政評価ではＤ評価に

なっておりまして、今後検討するというふうに第

９期では記載されているところなのですけれども、

このことについて再度質問したいと思います。

田畑こども・高齢者支〇議長（山田典幸議員）

援室長。

生活〇こども・高齢者支援室長（田畑次郎君）

支援ハウスが行政評価でＤ評価であったことにつ

いての御質問をいただきました。

行政評価におきましては、幾つか項目ありまし

て、妥当性、有効性、効率性、公平性、達成度、

この各評価項目のどれか一つでもＤ評価がありま

すと総合評価はＤという仕組みとなってございま

して、生活支援ハウスにつきましては現時点で整

備はされていないということで、実績がないため

に達成度がＤとなっていることから、総合評価が

Ｄとなっているところでございます。

生活支援ハウスにつきましては、人口規模の大

きい都市部では一定のニーズはあると考えられま

すが、本市のような地方都市におきましては、先

ほど答弁した人員の問題ですとか、あるいは入居

施設数が増加をしてきており、待機者数も減少し

たり一部空きが見られたりするような、こういっ

た地域の実情を踏まえまして、第９期の計画にお

いてこの計画期間中に本市における実施可能性を

含め検討するとしたところでございます。

また、先週６月１８日に総合計画審議会におい

て行政評価の外部評価が行われましたが、その際

にも生活支援ハウスについて御説明させていただ
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き、この９期の計画期間中に本市における実施可

能性を含めて検討するということを御説明をして

御理解をいただいたところでございます。

高野議員。〇議長（山田典幸議員）

生活支援ハウスに〇１１番（高野美枝子議員）

ついては、この地方ではというお話でございまし

て、今後生活支援ハウスはなくても高齢者の住ま

いは確保される、大丈夫だよというふうに理解し

てよろしいのでしょうか、再度お聞きいたします。

馬場健康福祉部長。〇議長（山田典幸議員）

大丈夫かどうか〇健康福祉部長（馬場義人君）

ということも含めて、今９期の計画の中で検討し

たいというふうに思っておりますが、今田畑室長

のほうからも御答弁させていただきましたけれど

も、名寄の場合、この生活支援ハウスのことを出

させていただいた以降に認知症グループホームが

１件、それから介護つきのケアハウスが１件とい

うことで、必ずしも低価格かどうかということは

別として、一定の施設整備がなされたということ

と、あと生活支援ハウス、介護が必要というとこ

ろではございませんが、ただやっぱり生活支援ハ

ウスに入所が必要だということは一定の対応が必

要だということになってくると、介護に匹敵する

ような職員さんを配置しなければならないといっ

たときに、人材の問題等々があるかなというふう

に思っております。ただ、名寄市の場合、これに

類似する施設としてシルバーハウジングを持って

いるということだとかを考えますと、必ずしも今

の時点で入所待機者だとか、あと市内にあります

ケアハウスも３か所ございますけれども、そうい

うところから総合的に考えると、今喫緊にどうと

いうようなことは今のところはないのかなという

ふうに思っております。また、より支援が必要だ

という方々については、市内にはございませんが、

近くでは士別市、あと大きくは旭川市にございま

すけれども、老人福祉法に伴う養護老人ホームの

措置というのは継続して実施させていただいてお

りますので、今後もそういう対応については適宜

対応させていただきたいというふうに思っており

ます。

以上です。

高野議員。〇議長（山田典幸議員）

ホームも２件建っ〇１１番（高野美枝子議員）

ておりますし、ケアハウスとか士別だとか旭川の

対応を含めて、緊急ではないということで、これ

からの３年間の協議の中でも検討していくという

ことなので、そこら辺の取組、よろしくお願いい

たします。

あと、介護人材の確保にということで、介護人

材が本当に取り合いというか、少ない中で非常に

いろいろな施策を持って努力していただいたとい

うことは、本当に敬意を表するところですけれど

も、名寄市の現在の介護人材の不足数というのは、

いろいろたくさん施設ありますので、つかめては

いないと思うのですけれども、足りないというこ

とは事実だと思うのですけれども、どのぐらい足

りないのか、おおよそ分かりましたら教えていた

だきたいというふうに思います。

田畑こども・高齢者支〇議長（山田典幸議員）

援室長

介護〇こども・高齢者支援室長（田畑次郎君）

人材の不足の数ということで御質問いただきまし

た。

市が把握している範囲ということになりますけ

れども、市が設置し、名寄市社会福祉事業団が運

営する特別養護老人ホームにおきましては、清峰

園では介護保険の運営基準上の人員は充足をして

おり、しらかばハイツでは１０名程度不足してい

るとお聞きしているところです。

高野議員。〇議長（山田典幸議員）

本当に介護人材の〇１１番（高野美枝子議員）

取り合いという形に一時なったときもありました。

本当に心配したところなのですけれども、今回、

先ほど答弁の中で外国からの見通しがついた。つ

きつつあるということだと理解してよろしいので

しょうか。
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昨今、技能実習生の様々な問題が報道で取り上

げられています。生活習慣や文化、様々な違いが

あるネパールの方たちの良好な職場環境や生活環

境はどのように整えられておられるのかお聞きし

たいと思います。

馬場健康福祉部長。〇議長（山田典幸議員）

この場からの御〇健康福祉部長（馬場義人君）

答弁といたしましては、社会福祉事業団が行って

いるところでございますので、私どもとしてはつ

まびらかに全て把握させていただいているわけで

はございませんが、一応建物を１戸事業団のほう

で借りさせていただいて、そこに住んでいただい

て、そこの町内の町内会の方々とも友好な対応を

していただいているというふうに、事業団の部分

についてはお聞きしております。ほかにも、ほか

の事業者さんでも外国人の方を雇用して対応して

いただいたり、先日も国家資格取られたというよ

うなことも報道で拝見したりはしていますけれど

も、今後日本の人口のことを考えると、先日育成

就労の話も出ていましたけれども、一定外国人に

頼らないと回っていかなくなっていくのではなか

ろうかなというふうに思っております。

施設系については、一定資格が必要とする部分

もありますけれども、介護職員については必ずし

も資格を持っているということ必須ではないので

す。ただ、在宅の場合、テレビ報道等でも出てい

ると思うのですけれども、訪問介護の場合、よく

言うホームヘルパー、ホーム介護員の研修を受け

ていないと、資格を持っていないといけないとい

うことで、その資格を取得していない方について

は従事できないということになっていますので、

今後私ども危機感を感じているのは訪問看護、特

に都会の部分では相当の年齢の高い方々も訪問看

護員としてまだ従事されているというようなこと

も見ておりますので、今後そこの内容について、

今後国のほうでは外国人にもそこの裾野を広げる

という形が出てくるようでございますけれども、

そこの危機感は持っているところでございます。

以上です。

高野議員。〇議長（山田典幸議員）

外国に頼らざるを〇１１番（高野美枝子議員）

得ない今の状況でございますけれども、やはり本

国に帰っていろいろな技術を伝えるという、そう

いう役目もＪＩＣＡのほうで担っているのではな

いかというふうに思います。ぜひ名寄市民として

働きやすい環境で働いていただくことを願ってお

ります。

２０２４年版高齢者白書の原案が判明しまして、

独り暮らしの高齢者が今後増加する中、望まない

孤独、孤立に陥らないようにする対策の推進が必

要としているところです。家族とのつながりでは、

子供との同居より近居、近くに住むことを望む人

の割合が高くなってきています。原案は、独り暮

らしの高齢者が増加を見据え、従来家族が担って

きた様々なサポートを地域や社会でどのように担

っていくのか検討が必要としています。

また、厚生労働省では身内のいない単身高齢者

のために総合調整窓口の整備や身元保証の代替、

葬儀、納骨などの死後の対応までを継続的に支援

する新たなモデル事業を実施し、全国的な制度化

を目指しているという情報もあります。今後も市

民一人一人、高齢者一人一人に寄り添い、少しで

も長く自分らしく生きられる施策を進めていただ

きたいというふうに思っております。

それでは次に、第２項目の特殊詐欺について移

らせていただきます。警察のほうでなかなか情報

がいただけないということの答弁で、さっぱり分

からないということが分かったというような状況

なのですけれども、名寄には消費生活センターが

ございますけれども、詐欺の件数をどのぐらい把

握していらっしゃるのかお聞きしたいというふう

に思います。

松田市民部長。〇議長（山田典幸議員）

最初の答弁でなかな〇市民部長（松田慎司君）

か警察のほうから情報がいただけないというふう

にお話しさせていただいたのですけれども、消費
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生活センターの詐欺の部分の件数というのは、詐

欺と決めるのはやはり警察のほうになりますので、

正確な数字というのは持っていないのですけれど

も、令和５年度時点での相談件数というのが全体

で３４３件ほどあって、今回御質問いただいてい

ます特殊詐欺と言われるような部分の相談という

のは一応５件ほどあったということです。これを

警察に相談して認定されたかどうかというのは分

からないのですけれども、消費生活センター的に

は５件が特殊詐欺と言われる事例に少しあったよ

なということで警察のほうに相談に行ってくださ

いというようなことを言ってきたということにな

ってございます。

高野議員。〇議長（山田典幸議員）

その５件につきま〇１１番（高野美枝子議員）

して、特殊詐欺の中でもいろいろあると思うので

すけれども、そこら辺の分析はなされているので

しょうか。

松田市民部長。〇議長（山田典幸議員）

すみません。５件の〇市民部長（松田慎司君）

中身については把握できていません。申し訳ない

です。

高野議員。〇議長（山田典幸議員）

名寄市でも今年に〇１１番（高野美枝子議員）

入りまして特殊詐欺というのでしょうか、ＳＮＳ

詐欺の被害に遭うとかロマンス詐欺とかというの

が新聞報道されていたところなのですけれども、

市のほうではどのようにこれを押さえているのか

お聞きしたいというふうに思います。

暫時休憩します。〇議長（山田典幸議員）

休憩 午後 １時５１分

再開 午後 １時５１分

再開します。〇議長（山田典幸議員）

高野議員。

最近では、高齢者〇１１番（高野美枝子議員）

の皆様もスマートフォンを持ち、ＳＮＳ詐欺の被

害に遭うリスクもより増えていると思われます。

２３年、昨年ですね、全国で８万４０４件、２２

年２万件近くを上回り、過去最高となっているの

です。５０代以上の相談件数が大きく伸びており

まして、１回のつもりで買ったのに契約が継続す

る定期購入をめぐる相談も２３年は９万８，１０

０件で、２２年を２万件以上上回り、過去最高に

なっております。ＳＮＳ詐欺、投資詐欺やロマン

ス詐欺は、年齢を問わず被害に遭うものと思いま

すが、それぞれ被害防止のためにどのような取組

をしているのか再度お聞きいたします。よろしい

でしょうか。

松田市民部長。〇議長（山田典幸議員）

特殊詐欺というか、〇市民部長（松田慎司君）

ＳＮＳ型の詐欺というような御質問かと思うので

すけれども、まずは少し特殊詐欺について御説明

をさせていただくのですけれども、特殊詐欺１０

種類ほどあるのですけれども、警視庁のほうの分

類ということで、特殊詐欺というのは電話ですと

かはがきですとか、そういったことを利用しなが

ら公共機関の職員名を名のったり有名人の名前を

名のったりとかということで、そういったことを

利用しながら現金とキャッシュカードなんかの情

報を盗み出すというものを総称しているそうなの

です。犯人と言っていいのですかね、口座にそう

いった送金をさせるという行為を特殊詐欺と呼ん

でいて、オレオレ詐欺ですとか預貯金詐欺、架空

料金の請求詐欺ですとか還付金詐欺、融資保証金

の詐欺、あと金融商品の詐欺、あとギャンブル詐

欺、交際あっせん詐欺、キャッシュカードの窃盗、

その他特殊詐欺ということで１０種類分けている

状況があります。

今御質問にもありました、一度買ったものが高

額で、次から次へと契約もしていないのに買わさ

れるという部分については、どちらかというと特

殊詐欺というよりは悪徳商法というようなジャン

ルになって、詐欺という分類なのでしょうけれど

も、特殊とは少し切り離しているという整理をさ

れているようです。
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今御質問のあったＳＮＳ投資詐欺というのとロ

マンス詐欺というのも警察のほうでは新たにここ

の分野だけそういった詐欺ということで、特殊で

はなくて、指定詐欺みたいな形で詐欺をロマンス

詐欺、ＳＮＳ型詐欺ということで呼んでいるとい

うことをまず押さえさせていただいての答弁とさ

せていただきますけれども、こういった情報を警

察のほうと連絡は密にさせていただきながら、事

例があったときには消費生活センターにはこうい

った詐欺が今はやりですよとか、こういう情報が

ありますよというのを情報提供いただいておりま

して、その部分を消費生活センター側、行政側と

しては周知徹底していくしかないかなというふう

に思っているところです。これが特殊詐欺ですよ

とか、これがこういった詐欺につながりますよと

いうような未然に防ぐための全市民的に周知をし

ていくこと以外に少し取る手だてがないかなとい

うふうに思っているのが現状であります。

高野議員。〇議長（山田典幸議員）

本当に警察事案な〇１１番（高野美枝子議員）

ので、答弁大変だというふうに理解するのですけ

れども、名寄地区防犯協会連合会の総会で米村名

寄警察署長が特殊詐欺は最近ＳＮＳを利用した投

資詐欺、ロマンス詐欺が全道的に増えており、４

月現在で被害額は１０億円を突破している、名寄

署管内でも４月と５月にそれぞれ９００万円台の

被害が発生した。これらの投資詐欺、ロマンス詐

欺は時代の流れを反映していることもあり、情報

の正確性を見極めることが大切と強く指摘しまし

たということで報道されているところなのです。

それで、これは放っておくわけにはいかない。

市としてどんな対応を取るのかということで今回

質問させていただいているのですけれども、なか

なか警察事案ということで名寄市ではそこまで踏

み込めないということも理解しました。

私たち、もしかそういう状況になったときに、

やはり消費生活センターに連絡する、そのこと以

外にはないのかなというふうに改めて思ったので

すけれども、そこら辺のところもう一度、そうい

う被害に遭ったとき、すぐにどうしたらいいのか

ということを教えていただきたいなというふうに

思います。

暫時休憩します。〇議長（山田典幸議員）

休憩 午後 １時５７分

再開 午後 １時５７分

再開します。〇議長（山田典幸議員）

松田市民部長。

こういった場面に出〇市民部長（松田慎司君）

くわしたらどうしたらいいかという御質問かとい

うふうに思いますけれども、消費生活センターに

御相談いただいています方々、実は半数以上が６

０歳以上かなというような統計も出ております。

こういったこともありますので、一応消費生活セ

ンターではいろいろな、６０歳以上、高齢者の集

まるような場所に出かけて、こういった詐欺につ

いての周知をチラシを使いながらやらせていただ

いています。中には、ちょっとしたミニ講話だっ

たり寸劇だったりみたいのを交えながら、そうい

うところでお話をさせていただいているところに

なってございます。

それと、今月の初めなのですけれども、６月１

日に消費生活セミナーということで、デジタル社

会での知識を身につけようということを目的に、

デジタル講座というのを実は開催させていただい

ていまして、こういった場面でもＳＮＳ型、スマ

ホや電話を使ったような詐欺については、危険度

だったり、こういうことがあれば相談してくださ

いねということをアピールしてきております。

基本的に詐欺ですので、消費生活センターに御

相談いただいてもいいのですけれども、詐欺、だ

まされたなと思ったら直接警察のほうに行ってい

ただいたほうが非常に早いかなというふうに思っ

ているところです。いずれにしても、こういった

あらゆる年代で起こる事象だと思っていますので、

いろいろな場面を含めてこういった啓発のチラシ
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をばらまきさせていただきながら、誰でもこうい

った詐欺に引っかかるではないですけれども、直

面するよというようなことは周知させていただき

たいなと思っています。

高野議員。〇議長（山田典幸議員）

本当に高齢者がや〇１１番（高野美枝子議員）

はり非常に特殊詐欺に遭いやすいということで、

今日質問させていただきました。

私も、ずっと長く名寄に住み続けていたいけれ

ども、なかなか子供たちが心配するとか、ここに

住み続けることができないとか、そういう高齢者

や私の同級生や友達を見ると、やはり若いうちか

ら健康寿命の延伸、フレイルに注意をして、やは

り住み続けられる、住み続けたこのまちでずっと

住んでいたい、その思いを何とか形にして質問し

ようと思ったのですけれども、なかなかうまくい

かず、大変失礼をいたしました。思いは伝わった

のかなというふうに思いますけれども、安心で安

全で、この地域で一日でも長く健康に暮らしたい、

そういう高齢者の願いを今後も皆様で確実に推進

していけて、そして皆さんが、ああ、名寄でよか

った、大学の「小さくてもきらりと光る」、そん

なまちにしていきたいと思いまして、質問させて

いただきました。ありがとうございました。

以上で高野美枝子議員〇議長（山田典幸議員）

の質問を終わります。

人口減少対策に向けて外１件を、東川孝義議員。

議長より指名をいた〇１４番（東川孝義議員）

だきましたので、通告に従い大項目２点について

順次質問をしてまいります。

大項目の１番目、人口減少対策に向けて伺いま

す。小項目の１番目、人口推移と世帯数の現状に

ついて。日本の人口減少の最大の問題は、スピー

ドが速過ぎることで、現在の総人口は１億２，４

００万人ですが、国の推計では年間１００万人ペ

ースで減少し、７６年後の２１００年には６，３

００万人に半減するとも言われております。民間

組織、人口戦略会議による消滅可能性自治体の発

表によると、北海道では現在の１７９市町村の６

５％超に当たる１１７市町村が消滅するというシ

ョッキングな報道がありました。

そこで、名寄市の人口推移と世帯数であります

が、名寄市市制後では昭和４３年に３万９，３６

６人の記録があります。平成１８年３月、旧風連

町との合併時の人口は３万１，３６６人で、世帯

数は１万４，２４９世帯でありました。直近の令

和６年４月末の人口は、２万５，０４７人、世帯

数は１万３，８６７世帯であります。平成１８年

３月の合併から１８年の間で人口は６，３１９人

の２０．１％の減少、世帯数は３２８世帯で２．

７％の減少となっております。加えて、高齢化率

も年々上昇し、令和６年３月末では３４．３２％

となっております。この間、名寄市としても各種

の施策を進めてきておりますが、合併以降現在ま

での人口推移と世帯数の現状についてどのように

捉えているのかお伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、人口減少が地域に及ぼ

す影響について伺います。地域の人口が減ると何

が困るのか。生活に不可欠な食、交通、医療の仕

組みが揺らぐことだと考えます。名寄市内の建設

業やサービス業などでは、慢性的な人手不足が続

いており、地域全体の人口減少に加えて道央圏へ

の流出なども重なり、新たな人材が確保できず、

市内業者は未経験でもやる気のある人を採用した

いが、技術者として独り立ちするには１０年以上

かかり、将来的に工事の応札ができなくなるので

はとの不安の声もあります。

そこで、名寄市として人材確保及び事業承継へ

の具体的な施策の考え方についてお伺いをいたし

ます。

次に、小項目の３番目、目指すべき将来人口の

考え方について伺います。人口減少は、地域だけ

にとどまらず、日本全体の課題でもあると言えま

す。先日、厚労省の発表では、２０２３年度合計

特殊出生率が１．２０と過去最低を更新し、少子

化の進行は危機的な状況であるとのことでした。
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名寄市も平成２７年に策定したまち・ひと・しご

と創生総合ビジョンは、令和５年に改定をされて

おります。改定後の希望出生率は１．８８人と全

国平均を上回っておりますが、実現をしていくた

めにはあらゆる施策が必要であります。名寄市の

財産を生かしたまちづくりを含めて、将来にわた

って自立的で持続的な地域社会の実現に向けて目

指すべき将来人口と具体的な施策の考え方につい

てお伺いをいたします。

次に、大項目の２番目、行政評価結果に基づく

具体的な対応について伺います。小項目の１番目、

令和５年度対象事業の評価について。名寄市では、

名寄市総合計画（第２次）や名寄市自治基本条例

において行政評価を行政の透明性の確保など効果

的かつ効率的な行政運営を推進するために例年実

施をされております。令和５年度の対象評価事業

は、名寄市総合計画（第２次）中期実施計画事業

１８６事業のうち５６事業を中心に評価を行って

おります。５６件の対象事業の２次評価結果は、

Ａ評価３３事業、Ｂ評価１事業、Ｃ評価１２事業、

Ｄ評価１０事業となっております。令和４年度に

比べ、Ｃ、Ｄ評価事業が多くなっておりますが、

この結果をどのように受け止めているのかお伺い

をいたします。

次に、小項目の２番目、Ｃ、Ｄ評価事業の対応

について。令和５年度の行政評価では、先ほど言

いましたＣ評価は１２事業、Ｄ評価は１０事業で

あります。具体的な評価方法は、各事業ともに担

当部局での１次評価、ワーキンググループでの２

次評価、名寄市総合計画審議会での外部評価、そ

して行政評価検討会議での２次評価と実施をされ

ております。令和４年度の事業評価のときにもお

聞きしたと思いますが、令和５年度の評価におい

てもＡ評価からＤ評価において担当部局の１次評

価から２次評価まで対象事業が同じ評価で推移を

しております。それぞれの区分における評価結果

に基づき、最終的な評価をされていると思います

が、この結果をどのように受け止め、今後どのよ

うに推進していこうとされているのか、考え方に

ついてお伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、中期計画期間における

評価と後期計画への対応について。行政評価とは、

行政の仕事を評価すること、いわゆる仕事の見直

しであります。評価の目的と評価結果の活用につ

いて改めてお伺いをいたします。また、令和５年

度行政評価をもって名寄市総合計画中期計画期間

の全事業の評価を終了し、後期計画へ引き継がれ

ていると思います。評価基準において、Ｃ評価は

規模、内容を見直し検討、Ｄ評価は抜本的な見直

し、廃止、縮小とされております。令和５年度で

Ｃ、Ｄ評価となった事業をどのように引き継ぎ、

後期計画でどのように推進していこうとされてい

るのか、考え方についてお伺いをいたします。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

東川議員からは、〇総合政策部長（石橋 毅君）

大項目で２点にわたり御質問いただきました。大

項目１、小項目２を産業振興室長からお答えさせ

ていただき、ほかを私から答えさせていただきま

すので、よろしくお願いいたします。

大項目１、人口減少対策に向けて、小項目１、

人口推移と世帯数の現状についてお答えいたしま

す。平成１８年の合併以降、本市の人口は減少が

続く中、人口に比べ世帯数の減少幅は小さく、社

会情勢の変化による少子化、核家族化の進展など

によるものと捉えております。社会増減について

は、転出超過傾向が続く中で平成１９年には転入

と転出がほぼ同じ数となり、平成２０年には僅か

でありますが、転入超過となりました。その要因

としては、平成１８年の名寄市立大学４大化や平

成２０年３月に徳田地区に新規オープンした大型

商業施設によるものと考えられ、平成２１年以降

は再び転出超過が続いています。近年では、令和

２年頃から発生した新型コロナウイルスの蔓延に

よる婚姻数の減少や令和３年の製紙工場の停機に

よる従業員の転属などの影響もあり、直近１０年
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平均で年間２００を超える社会減、１００を超え

る自然減により、３００を超える人口減少となっ

ており、名寄市まち・ひと・しごと創生人口ビジ

ョンの推計人口、令和２年２万８，１５６人と比

較し、国勢人口２万７，２８２人、住民基本台帳

人口２万７，１２５人と乖離が生じていることか

ら、令和５年４月に人口ビジョンを時点修正、改

定しました。本年４月に人口戦略会議から公表さ

れた令和６年地方自治体持続可能性分析レポート

では、二十歳から３９歳の女性が半減する市区町

村を消滅の可能性があると分析され、全道１７９

市町村のうち１１７市町村が対象となりました。

本市においては、消滅可能性自治体の分類には該

当していないものの、平成２６年に発表された前

回レポートと比較して、若年女性人口減少率が１

０％以上悪化していることから、自然減、社会減

対策が急務であり、名寄市まち・ひと・しごと創

生総合戦略の着実な推進が求められています。

次に、小項目３、目指すべき将来人口の考え方

についてお答えいたします。厚生労働省から今月、

人口動態統計概数が公表され、２０２３年の合計

特殊出生率１．２０、北海道においても１．０６

と出生率、出生数ともに過去最低を更新しており、

国においては異次元の少子化対策の具現化に向け

対応を急いでいるところです。昨年改定した名寄

市まち・ひと・しごと創生人口ビジョンでは、過

去１０年の合計特殊出生率は北海道や全国水準よ

りも高く推移しているものの少子化は進行してお

り、生産年齢人口の減少により出生率の向上だけ

では出生数の大幅な増加は見込めない状況である

ことから、自然減の対策とともに、社会減抑制に

向けた取組を重視する必要があると捉えています。

本市は、これまで日本最北の公立大学である名寄

市立大学の設置や名寄市立総合病院が圏域の高度

医療を担う中核医療機関として必要な生活機能を

確保するなど、独自性のある施策を推進し、人口

流出の抑制に努めてきました。これに加え、社会

減抑制に向けた取組として、雇用機会の拡大に向

けた企業支援や企業誘致など産業創出に向けた取

組を推進しているところです。名寄市がさらなる

発展するため、住みよい生活環境の整備も重要で

すが、産業の維持、創出を重要と考えており、基

幹産業である農業の振興や担い手の育成、新規就

農者の確保など、ＪＡと連携し、持続可能で魅力

のある産業として１次産業の振興をしなければな

らないと考えております。また、産業創出につい

ては、王子マテリア名寄工場が停機し、地域へ及

ぼす影響は大きかったものの、現在は新たな持続

可能な産業として物流の拠点化構想を掲げ、国や

民間事業者と連携し、取組を進めており、地域で

雇用が生まれ、人が定着し、いろいろな方々が活

躍できる取組となるよう進めてまいります。

次に、大項目２、行政評価に基づく具体的な対

応について、小項目１、令和５年度対象事業の評

価についてお答えいたします。行政評価は、総合

計画の実施計画事業について、成果や目標の達成

度を評価し、評価結果に基づき必要な改善、見直

しを通じて効果的で効率的な行政サービスの提供

と市政における透明性の確保、市民への説明責任

の遂行を図るとともに、市職員の意識改革などを

目的として実施しています。名寄市総合計画（第

２次）中期実施計画に掲載している事業を評価対

象事業とし、計画期間の４年間で全事業を評価す

ることとしており、令和５年度の行政評価は令和

４年度でＣ及びＤ評価となった事業を含め５６事

業を評価しました。２次評価の結果については、

Ａ評価３３事業、Ｂ評価１事業、Ｃ評価１２事業、

Ｄ評価１０事業となりました。令和４年度実施の

行政評価は、全５２事業中、Ａ評価３７事業、Ｂ

評価４事業、Ｃ評価９事業、Ｄ評価２事業であり、

令和４年度と比較してＣ評価が３事業、Ｄ評価が

８事業増加しました。Ｃ、Ｄ評価となった事業の

中には、交流事業、イベント、市民講座への参加

など新型コロナウイルス感染症による影響で達成

度が未達となる事業が多かったほか、事業に対す

る成果指標が適正に設定されていない事業もあっ
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たため、成果指標の見直しについて議論したとこ

ろです。具体的な事業の見直しについては、毎年

度行われる総合計画登載事業のローリング作業で

協議し、事業を推進する事業費については財源等

の検討をしながら予算編成を行っており、ＰＤＣ

Ａサイクルによる事業の進捗管理を行っていると

ころです。

次に、小項目２、Ｃ、Ｄ評価事業の対応につい

てお答えいたします。行政評価につきましては、

調書に基づき妥当性、有効性、効率性、公平性、

達成度を項目ごとに評価しており、担当部局での

１次評価、庁内の係長職で構成されるワーキング

グループ評価、名寄市総合計画審議会による外部

評価を経て、庁議メンバーで構成される行政評価

検討会議で２次評価を実施しています。各事業評

価では、１次評価から２次評価まで評価が同一で

ありますが、担当課による１次評価の精度が高く

適正に行われているため、外部評価、２次評価に

おいても同様の評価になっていると捉えています。

庁内の各部局から選出された係長職を中心に構成

されるワーキンググループ評価では、総合評価は

変わらずとも厳しい指摘もあり、各項目における

評価の見直しが図られているところです。このワ

ーキンググループ機能の精度を高め維持すること

により、職員の意識改革や適正な評価につながる

と考えています。また、総合計画審議委員による

外部評価では、３つの部会に分かれ、Ｃ、Ｄ評価

の事業を中心に議論いただきました。評価の変更

とはならないものの、いただいた提言は調書に記

載し、担当部局で事業の参考としているところで

す。最終的にＣまたはＤ評価となった事業につい

ては、規模、内容を見直し検討、抜本的な見直し

をすることとされており、令和５年度に策定した

名寄市総合計画（第２次）後期基本計画に基づき、

ＰＤＣＡサイクルによる事業の見直しや推進を図

ってまいります。

次に、小項目３、中期計画期間における評価と

後期計画への対応についてお答えいたします。行

政評価の目的と評価結果の活用につきましては、

繰り返しとなりますが、総合計画の実施計画事業

について成果や目標の達成度を評価し、評価結果

に基づき必要な改善、見直しを通じ、効果的で効

率的な行政サービスの提供と市政における透明性

の確保、市民への説明責任の遂行を図るとともに、

市職員の意識改革としています。後期基本計画は、

Ｃ、Ｄ評価の事業も含めた行政評価の結果に加え、

総合計画審議会での議論や市民アンケート、町内

会長と行政との懇談会、各分野における皆様との

意見交換を通じ、社会経済情勢の変化や多様化す

る市民ニーズなどを反映し、策定しました。基本

構想に掲げる基本理念の下、将来像の実現に向け、

前期、中期の計画を踏襲しつつ、具体的な施策を

定め、主要施策ごとに成果指標ＫＰＩを設定し、

施策間連携により推進する重点プロジェクトとし

て、これまでの経済元気化プロジェクト、安心子

育てプロジェクト、冬季スポーツ拠点化プロジェ

クトに生涯活躍プロジェクトを新たに加えました。

中期基本計画の実施計画台帳１８６事業に対し、

後期基本計画では１４５事業を登載し、そのうち

１４０事業は中期計画からの継続事業となってお

り、切れ目のない事業推進を図っているところで

す。Ｃ、Ｄ評価であった２２事業については、４

つの事業が完了、廃止となり、残りの１８事業に

ついて継続して規模、内容の見直し、検討を進め

ることとしています。今後も行政評価による仕組

みを通じて、ＰＤＣＡサイクルによる適切な事業

の進捗管理を行い、効果的かつ効率的な行政運営

を推進してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）

続きまして、私〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

から大項目１、人口減少対策に向けて、小項目２、

人口減少が地域に及ぼす影響についてお答えしま

す。

人手不足は、あらゆる業種において本市の喫緊

の課題であると認識しており、ハローワーク名寄
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管内においても求人数が求職者数を上回る状況が

続いております。これまでも人手不足及び人材育

成に対する施策として、中小企業振興条例補助金

において従業員の資格取得の支援を行う名寄で人

づくり事業や企業の戦略的な中途採用の支援を行

うプロフェッショナル人材確保事業、企業の求人

情報発信等に係る経費の支援を行う就職促進支援

事業、また円滑な事業継承の支援を行う事業承継

支援事業などにより各種支援を行っているほか、

今年度より本市独自の新たな奨学金返還支援制度

を施行し、若者の地元定着を目指しております。

また、本年度実施する労働実態調査において、各

企業の人材確保に対する考え方などを調査するほ

か、中学生、高校生、大学生へも就職に対する考

え方、情報収集の仕方などの調査を行います。こ

れらデータベースとして本市全体で人手不足解消

を図るため、経済団体をはじめ、各業界、団体と

人材確保育成に向けた意見交換の場の設置に向け

て準備を進めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

東川議員。〇議長（山田典幸議員）

それぞれ答弁をいた〇１４番（東川孝義議員）

だきました。改めて再質問させていただきたいと

思います。

人口減少対策に向けてということで何点か質問

させていただきました。非常に名寄市だけではな

いというふうなことも壇上でお話をさせていただ

きましたけれども、先ほど答弁の中で合併以降の

人口は減っているけれども、世帯数は減っていな

い。いわゆる少子化、核家族というのが名寄市の

中にも現れているのかなと。そういう中で、当然

人口の増減の中には自然増減、社会増減という中

で今御説明、答弁もいただきました。社会増減の

ほうは、平成１９年同じだったけれども、２０年

から超過をしていると。２１年からは転出のほう

が増えていると。今のところ、ここ何年かを見る

と社会減が２００、自然減が１００、年間３００

人ぐらい人口としては減っているというふうな御

答弁だったかなというふうに思います。

先ほどもお話をさせていただきましたけれども、

令和５年に改定されたまち・ひと・しごと創生人

口ビジョン、この中の数字で社人研の推計、２０

２５年、来年になりますけれども、来年が２万５，

５５２人、そして２０２２年４月推計のパターン

２のＴＦＲの現状では、２０２５年が２万５，３

９８人となっております。令和６年の人口、先ほ

ど壇上でもお話しさせていただきましたけれども、

２万５，０４７人というふうなことで、どちらの

推計値よりも下回っていると。当然人口増減の要

因、先ほど答弁いただいたように自然増減、社会

増減がありますけれども、自然増減は出生率が大

きく影響するというふうにも思いますし、社会増

減に向けて、数値は先ほど御説明をいただきまし

た、１９年、２１年以降。この社会増減減少に向

けてどのような対策なり、それを進めようとされ

ているのか、お考えをお聞きしたいというふうに

思います。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

まずは、一義的〇総合政策部長（石橋 毅君）

というか、地方創生総合戦略、こちらが人口減少

対策を目的とした計画ということで、これは全国

でつくった計画ですけれども、ここを基軸に取組

を進めるということが基本になってくると思いま

すが、ここで載せさせていただいている基本目標、

要約すると産業・雇用、それから子育て、それか

らアクティブシニアの部分、大学、それから広域

連携、そして移住・観光・合宿と、このような５

つの分野で基本目標を掲げております。しっかり

とこの５つ、本当に人口定住に関してつながる大

切な取組でありますので、この部分をしっかりと

進めていくことが重要かなと考えておりまして、

先ほど私も壇上で答弁させていただきましたけれ

ども、やはり強みである１次産業、こちらをしっ

かり振興していかなければならない。それから、

製造業としては、やはり大きな影響ございました

けれども、王子マテリア停機後、しっかりと強み
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を生かした産業をいかに誘致していくか、創り出

していく、創出していくかといったところがここ

で定着していただけるきっかけになっていくのか

なというふうに考えておりますので、よろしくお

願いいたします。

東川議員。〇議長（山田典幸議員）

今後の人口の増加、〇１４番（東川孝義議員）

あるいは社会増に向けての考え方について今お話

をいただきました。

先ほど壇上でも部長お話ありました。１次産業

の定着というふうなお話をいただきましたけれど

も、正直現実の問題として１次産業も、どの産業

もそうなのかもしれないですけれども、特に１次

産業は事業承継を含めて、規模は大きくなるけれ

ども、人口的にはむしろ厳しくなるというのが実

態なのかなという気がするのです。

それで、人口増減の要因という中に自然増減だ

とか社会増減、これはふだん聞く言葉だというふ

うに思いますし、それぞれ理解ができるのかなと

いうふうに思うのですけれども、以前にもお話が

あったかというふうに思うのですけれども、人口

の増減という中では交流人口だとか、あるいは関

係人口、やっぱりパイを増やしていく取組を進め

ていかないと、同じパイの中でなかなか増やして

いくというのは難しいのかなと。新たな施策の展

開というのも必要なのかなというふうな思いで、

その交流人口の拡大、人口創出事業というふうな

ことで名寄市の中で今考えておられる施策があれ

ば改めてお伺いをしたいというふうに思います。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

交流人口、まさ〇総合政策部長（石橋 毅君）

に住民登録はなくとも、名寄市内の経済活動に参

画していただくような、そのようなことをおっし

ゃっていただいているのかなというふうに捉えま

した。我々としては、今いろいろ実施させていた

だいている都市交流、こういった事業も大切にし

ながら、それぞれ思いのある関係で拡充もしてい

きたいというふうに考えておりますし、それから

先ほど議論のありましたふるさと納税、こういっ

たこともある意味関係人口というふうに位置づけ

られるのかなと思いまして、今現在厳しい状況、

数字を先ほど報告させていただきましたけれども、

しっかりと回復できるような取組を今進めており

ますので、ここもしっかりと進んでいきたいとい

うふうに思います。それから、あとはやはり強み

を生かした観光、こういった部分もしっかりとＰ

Ｒしながら、関係人口のほうを増やしていけたら

なというふうに考えております。

以上です。

東川議員。〇議長（山田典幸議員）

本当に交流人口と関〇１４番（東川孝義議員）

係人口、似たような言葉なのですけれども、意味

合いが大きく違うということ。どういうふうに生

かしていくのかというのは非常にそれぞれの地域

の特性によって生かし方が違うと思うのですけれ

ども、ぜひこのような取組、特に関係人口という

部分でいくと、離れた地域を行き来、往来をする

という、名寄出身者の方が地方にいてというふう

な形の部分ではこの施策によっては大きく活用で

きる部分なのかなというふうに思いますので、今

部長のお話にありました強みを生かした観光含め

た施策の中で展開を進めていただきたいというふ

うにお願いを申し上げたいと思います。

次に、人口減少が地域に及ぼす影響ということ

で、本当にこれ切実な問題だと思うのです。人口

が減っていくと、生活に不可欠な食、交通、医療、

いろんなところを見ているとあからさまに見えて

くる部分なのかなというふうに思います。先ほど

答弁にもありましたけれども、やっぱり人口流出

を少しでも軽減をするというのは働く場所、いわ

ゆる雇用を確保する場所がいかに多くあるかとい

うのが非常に大切なのかなという思いがいたしま

す。先ほど櫻田さんからもお話あったように、名

寄市は令和４年から施行された中小企業振興条例

に基づいて、先ほどもいろいろ今の取組、今年か

らの奨学金の返還というお話がありました。それ
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ぞれ取組を進めていただいているというふうにも

理解をしております。一方、王子マテリアの生産

停止に伴う跡地の活用ということでも倉庫の一部

が活用されるということで、これも事前に制度化

した特例条例、これがこの中で生かされていくの

かなというふうにも理解をしております。ただ、

名寄市内の中小企業というのは全体の約９割中小

企業というふうに言われております。先ほど質疑

をさせていただいたのですけれども、少子高齢化

で生産年齢人口、これもかなり減っているという

ふうな中で、人手不足だとか人材確保、これは本

当に喫緊の課題だというふうにも受け止めており

ます。

こういう現状を考えたときに、地域経済を活性

化させていくという視点から考えると、域外から

の産業、要するに地域外からの産業、これの取込

みというのも非常に評価をしていくというのもあ

る面では必要ではないのかなというふうに考えま

すけれども、この辺の考えがあればお伺いをした

いというふうに思います。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

やはり持続可能〇総合政策部長（石橋 毅君）

性というものが非常に重要になってくるかなとい

うふうに考えておりまして、今名寄の立地、位置

的な状況、それからこの地域のポテンシャルを考

えたときに、この強みを生かした取組として、今

物流の中継拠点という構想を市長の公約にも掲げ

ていただいておりますけれども、やはりここは国

と連携しながら大きな今動きになりつつあります。

しっかりと我々名寄市が道北の中核都市として機

能をしっかり発揮して、ここで物流をしっかり中

継する機能を都市として備えて、そしてその部分

が新たな付加価値を生んでいけるような、そんな

産業をぜひとも具現化するために今取組を進めさ

せていただいているところでありますので、よろ

しくお願いいたします。

東川議員。〇議長（山田典幸議員）

今域外からというふ〇１４番（東川孝義議員）

うなこと、当然市内の業者もその中に参画をして

いくのだというふうに思いますけれども、道北の

中核都市としての拠点として今進めているお話を、

御答弁をいただきました。

昨日からの一般質問等でもいろいろ出ています

けれども、特にこの域外からの多くの考え、産業

を取り込むというのは、いかに魅力ある情報発信

をしていくのかというのが非常に大切ではないの

かなというふうに思っております。

たまたま先日報道で見たのですけれども、空き

家バンクの関係で栗山町の空き家バンクを活用し

た空き家の有効活用、それから東川町は空き家は

宝であるというふうなことで情報発信で推進をし

ているという報道がなされました。当然栗山町は

札幌市が近いだとか、東川町は旭川市が近いだと

かというふうなことで、周辺の環境、この辺も空

き家対策の中での利用の価値だとかというのは大

きなプラスの影響を与えるのかなというふうにも

思いました。

ただ、人だとか、あるいは企業を呼び込む手段

として、今のデジタル社会の中でいかに名寄市の

よさを生かした情報発信、いわゆる情報を広める、

伝える、流す、送るというツール、これをいかに

魅力のあるもの、相手が引きつけられる情報の発

信の方法というのが非常に今後また大切になって

いくのかなというふうに思うのですけれども、そ

の辺の考え方について改めてお伺いをしたいとい

うふうに思います。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

非常に重要な視〇総合政策部長（石橋 毅君）

点だというふうに思います。

当然全国にある基礎自治体は同じように競って

いろいろ情報発信している中で、いかに目に留ま

るかといったところも大切かなというふうに思っ

ております。

名寄市としても、今いろいろＳＮＳ等を活用し

ながら情報発信をさせていただいておりますけれ

ども、今議員のお話を聞きながら、やはりキーワ
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ードって非常にやっぱり重要なのだなというふう

に改めて感じたところでありますので、印象に残

るような、そんなキーワードを改めて担当とも一

緒に考えながら、引き続きＳＮＳ等をうまく活用

しながら外に向けては情報発信していきたいと思

いますし、どれだけ効果があるかは、数字的なも

のは持っていないのですけれども、今各職員の名

刺の裏にはそれぞれＳＮＳとかふるさと納税を誘

導するようなＱＲコード等を印刷したものを職員

が持ち歩いて、いろいろ名刺交換をしたりとかと

いうこともさせていただいておりますので、本当

に効果的なものをしっかりと専門的な知見も入れ

ながら検証しながら進めていきたいというふうに

考えております。

東川議員。〇議長（山田典幸議員）

小さな積み重ねが大〇１４番（東川孝義議員）

きな成果というふうにつながっていくのかなと。

本当にそれぞれ職員の方が名刺の裏にそういうふ

うな情報も記入をされているのは、非常にいいこ

とだなというふうにも感じております。

情報発信というお話を今させていただきました

けれども、やっぱり域外からいろんなものを取り

込むという部分では、一方ではマーケティング、

これも非常に重要なのかなと。恐らくトップセー

ルスで市長がいろんなところのマーケティングも

含めて進められているというふうに思うのですけ

れども、ただマーケティングはすぐ行政に生かせ

るものではないけれども、しっかりアンテナを張

って、いろんな情報を取り入れるというのも非常

に大切なのかなというふうに思います。

その中で、恐らくこれを所管されているのは総

合政策部長のほうなのかなというふうに思います

けれども、非常に時代が速いスピードで動いてい

るという中では、やっぱり情報を取ったものをい

かに速やかにどういうふうに選択をしながら採用

できるのか、あるいは切り捨てていくのかという

のが非常に大事な部署だと思うのですけれども、

今どういうふうなアンテナを立ててキャッチをし

ながら、この域外、あるいは名寄市全体のいろん

な人口減少対策についての取組を進められている

のか、改めてお伺いをしたいというふうに思いま

す。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

まずは、まだ進〇総合政策部長（石橋 毅君）

行中のお話もいろいろあるのですけれども、そこ

はやはり加藤市長の情報収集力、そこにある程度

頼っている部分も実はあります。そして、その中

で我々が消化する中で橋本副市長の冷静な分析の

中でここが持続可能性があるのかという部分を含

めて、一定程度整理をしていただきながら、我々

も自信を持って前に進めているというのが、これ

は我々の名寄市の今ガバナンス、これはしっかり

機能しているのだなというふうに考えております。

担当として今意識しているのは、やはり北海道

とか日本とかという狭いところではなくて、世界

のニュースにしっかり目を通しながら、世の中ど

んななっているのだといったところをしっかり分

析して、ここで勝ち目のある方策といったものを

理解しながら、それぞれ民間事業者等に説明をし

に行くといったことの繰り返しをさせていただい

て、どうにかこの地で持続可能なすばらしい事業

が成立するように努力しているところです。

東川議員。〇議長（山田典幸議員）

ぜひ名寄市内で難し〇１４番（東川孝義議員）

い部分、域外からの力も借りて少しでも名寄市の

人口維持をしていく、あるいはプラスに持ってい

くというふうな形の施策の推進を改めてお願いを

しておきたいというふうに思います。

話は変わるのですけれども、人口減少という中

では、東洋経済新報社というところで毎年住みよ

さランキングというのを発表しております。名寄

市も今年のやつを見ると、全国２３１位、北海道

では７位と。この住みよさランキング、今年で３

１回目実施されているのですけれども、北海道１

位というのが名寄市、１９９７年、２００３年、

２０１０年、２０１３年と４回。１位を取らなけ
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れば駄目だという意味ではないのですけれども、

その後は３位、４位、５位、そして今年は７位と

いうふうなこと。この住みよさランキングという

のは、安心度、利便度、快適度、富裕度、４つの

カテゴリーからそれぞれ指標が出されて、ランキ

ングづけされているわけですけれども、１１年前

の道内１位のときと比較をすると、安心度、利便

度、これは安心度の一番大きいのは恐らく人口当

たりの病院・一般診療所病床だとか、この辺が大

きいのだと思います。それから、利便度、これは

恐らくこの項目でいくと人口当たりの大規模小売

店の面積、この辺が大きく影響しているのかなと。

これは、プラスになっている。ただ、快適度、富

裕度が下降していると。私がお聞きをしたいのは、

快適度の中で、先ほど言った転出入人口比率、恐

らくこれが非常に名寄市の順位が下がっている大

きな影響を与えているのかなというふうに思って

おりますけれども、恐らく行政のほうでもこの辺

確認されていると思いますけれども、この状況を

どのように見ておられるのかお聞きをしたいとい

うふうに思います。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

住みよさランキ〇総合政策部長（石橋 毅君）

ングについての御質問ですけれども、まず今お話

しいただいたとおり、４つの視点、安心度、利便

度、快適度、富裕度といったことで分析されて評

価されているのですけれども、ここについては２

０種類のデータで点数をつけてランキングを出し

ているといったことでございます。

実は、先週でしょうか、２０２４年版の数字が

公表されまして、今年は道内１１位ということに

なっております。ここの分析としては、決してこ

こで一喜一憂するものではないというふうに認識

をしておりますけれども、どうしても人目につく

順位ですので、これは上にあることにこしたこと

がないという受け止めでおりますけれども、今回

は御指摘のとおり快適度と富裕度というところで、

またさらに順位が落ちたといったことで総合評価

も下がったということでございます。

ここでいうと、議員御指摘のとおり、快適度で

いうと転出入の人口比率ということで出るのです

が、ここが今回の指標でいうと２２年の数字を引

用するといったことですから、ここはまさに２０

２１年１２月の王子の停機の影響がかなり大きく

出た年ではあるのかなというふうに分析しており

ます。ここについてしっかりと、我々だけでは数

字を上げることがなかなか難しい指標もございま

すけれども、せっかく人目につくランキングです

ので、しっかり分析しながら研究してまいりたい

というふうに思います。

東川議員。〇議長（山田典幸議員）

行政側もしっかり、〇１４番（東川孝義議員）

その２０２４年の数字、まだ私も把握していなく

て、教えていただいたところ。

情報発信という大切な部分と、それから情報を

相手から見るという形の視点の中では、非常にこ

の住みよさランキングというのもそれぞれの形の

中で評価もいただく項目なのかなと。決して今部

長が言われたように一喜一憂するわけではありま

せんけれども、非常に大切な指標が盛り込まれて

いる算出指標なのかなというふうにも思っており

ます。

この項目で最後になりますが、目指すべき将来

人口の考え方ということでお聞きをしました。２

０２３年度の北海道の出生率１．０６、部長のほ

うの答弁でやはり名寄の財産を生かした市立大学、

あるいは市立病院ということで、産業の維持だと

か創出を図っていくのが非常に重要であるという

ふうな御答弁をいただきました。

時間もかなり経過して、この目指すべき将来人

口の考え方について、それぞれ個々に人口減少に

ついて質問させていただきましたけれども、この

後の項目、再質問したいと思いますので、目指す

べき将来人口の考え方について、加藤市長にお伺

いをしたいというふうに思います。

加藤市長におかれましては、市長の就任以来、
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民間出身という視点、発想、これまでの人脈だと

か、そして行動力を生かしたトップセールスで数

多くの施策を実行されてきたというふうに理解を

しております。その一方で、コロナ対策での問題

等の解決によって、当初の計画どおり進まない事

案も施策もあったのかなというふうに思っており

ます。今やり取りをさせていただいた人口減少対

策、一朝一夕にできるものではありません。当然

一基礎自治体でも難しく、ハードルが高いという

ふうには十分理解をしております。でも、何もし

なければ地域の元気もなくなり、活気もなくなっ

ていくというふうに自分は考えております。

今任期、残された２年間で、先ほどもお話あり

ました名寄の大学、市立病院を含めた名寄の財産

を生かした中で、ふるさとを次世代に引き継いで

いくためにどのような考え方で取り組んでいかれ

るのかお伺いをさせていただきたいというふうに

思います。

加藤市長。〇議長（山田典幸議員）

非常に大きなテーマで議〇市長（加藤剛士君）

論いただきました。ありがとうございます。

まちづくり全体の観点から３つの今考えている

重要なポイント、今行っている行おうとしている

施策も含めて少しお話ししたいと思いますけれど

も、３つのポイント、まず１つ目は、やはり名寄

は北北海道の中核都市でありまして、加えて交通

の要衝としての役割、これをさらにブラッシュア

ップさせていくということ。２つ目には、そうは

いってもやはり人口は減少していくという中で、

よりめり張りの利かせた行財政改革と、このこと

による人口減少下でもコンパクトで質の高いサー

ビスを提供していくということ。３つ目、最後は

やはり何といっても人づくりである。この３つが

ポイントかなと思っています。

１つ目の中核都市、交通の要衝としての役割、

名寄市が開拓以来、発展してきたこの地政学的な

観点から見て、やはりこの北北海道の交通の要衝

としてこの名寄というのは存在意義を発揮をして

きたというふうに思っています。その最たる機関

が今お話しした病院であり、また大学であり、そ

して何といっても自衛隊という存在であるという

ふうに思います。ここをやはりしっかりと守って

いくということが大事だと思います。特に病院、

大学、さきの一般質問でもいろいろ議論があった

ところでありまして、ここは時代の変化とともに、

やはり不断の組織の改革、見直しも必要なのでは

ないかというふうに考えております。加えて、今

石橋部長のほうから広域での物流拠点化、あるい

は防災の構想がありまして、ここは今お話しした

中核都市としての名寄市のそれぞれの機関、役割

をさらにブラッシュアップをしていく効果があろ

うかと思います。民間ともよく連携、相談をしな

がら、ここをさらに推し進めていくことで新たな

企業や、あるいはサービス、そうしたものを誘致

をしていく、そのこともしっかりとやっていきた

いというふうに思います。

２つ目の行財政改革によるということでありま

すけれども、今東病院の問題等も提起をさせてい

ただきましたけれども、やめるものはやめる、あ

るいは再編するものは再編する、さらには公共施

設の再配置等をしっかりと推し進めていくことに

よって町なかを再開発していくことで活性化をさ

せていく、あるいは行政サービスをさらに向上さ

せていくと。加えて、現在はデジタル技術を活用

したあらゆる今チャレンジをしておりまして、電

子地域通過、あるいは公共交通をデジタルも活用

して、さらによりよくしていく、このことによっ

てサービスのさらなる向上、魅力あるまちづくり

を進めていきたいというふうに思います。

３つ目の人づくり、これらの施策を進めていく

に当たっては、やはり人が原動力でありまして、

魅力ある、ここで育てたい、ここで産み育てたい、

さらにはここにいる方たちが活性化する、そのこ

とが持続可能なまちづくりであり、道が開けてい

くことにつながるのかというふうに思います。今

年度も認定こども園を新しくオープンをさせてい



－124－

令和６年６月２５日（火曜日）第２回６月定例会・第３号

ただいたり、１８歳以下の、今議会でも提案させ

ていただきましたけれども、医療費の無償化等々、

さらなる子育ての充実に向けた取組を進めており

ますし、学校教育に関してもハード整備、相当急

ピッチで進めていきたいと考えておりまして、今

年度からはＡＩドリルを導入したということで、

より個々の人間力に応じた教育を進めていく、こ

うしたことにも展開をしているところでございま

す。さらには、象徴的に高齢者学級で今大改革を

しておりまして、より市民の皆さんが教育委員会

中心にさらに学べる環境を今再構築、推進してい

るところでありますけれども、とりわけスポーツ

を中心としたまちづくり、このことが非常に重要

だと思っていて、このことが魅力ある青少年の育

成、さらには市民皆さんの健康の増進につながる、

このことに向けて今組織大改革を議論していると

ころでありまして、これをしっかりとなし遂げて

いくことでスポーツを通じた、より魅力あるまち

づくり、人づくりにつなげていきたいというふう

に考えております。

いずれにしても、これらの施策は行政、もちろ

ん知恵出していきますけれども、民間の皆さん、

市民の皆さん、さらには広域的にいろんな形で連

携をして、あるいは名寄市の応援をしてくれる皆

さんのあらゆる力を結集をして、これらのまちづ

くり推進を強力にまた進めていきたいというふう

に考えておりますので、議員各位のまた御理解と

御協力もいただければと思います。よろしくお願

いいたします。

東川議員。〇議長（山田典幸議員）

市長のほうから今後〇１４番（東川孝義議員）

のまちづくりを含めた人口減少対策の内容等、今

後の施策について力強い発言をいただきました。

大変ありがとうございました。

今お話をいただいた３本の柱に基づいて、今後

新たに推進をされて、議員として対応できる、協

力できるようしっかりまた対応していきたいとい

うふうに思っております。

次の項目、時間がなくなったので、１点だけお

聞きをしたいというふうに思います。令和５年度

のＣ、Ｄ評価事業が２２であって、４事業が少な

く１８事業になっているのですけれども、その中

で１点だけお聞きをしたいのが、Ｃ評価の名寄高

校駅設置事業というのは分かるのですけれども、

それはもう終わったので、Ｃ評価の中で市民主体

のまちづくり、地域コミュニティーのあり方の検

討事業というのは、どこの部門に包含をされたの

か。これ、非常に大切な事業だと思うのですけれ

ども、これが自分の見る限りは確認が取れなかっ

た。このことだけお聞きをしたいというふうに思

います。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

地域コミュニテ〇総合政策部長（石橋 毅君）

ィーのあり方の検討ということで、こちら一本事

業として台帳を作っておりましたけれども、一定

程度地域連絡協議会、こちらの課題については一

時的というか、一定程度課題解決のめどがついた

ということで、この後まちづくり推進事業へ同じ

ような課題を統合しつつ、事業としてはまちづく

り推進事業のほうへ統合させていただいたという

ことで、地域コミュニティーのあり方の検討とい

う台帳が統合により消滅したというつながりにな

っております。

東川議員。〇議長（山田典幸議員）

この行政評価につい〇１４番（東川孝義議員）

ては、またいろんな機会でゆっくり個別に議論を

させていただきたいなというふうに思います。

今中期計画の後期にかかって、先ほども御答弁

をいただきましたけれども、恐らく昨年度の事業

の評価が進められているというふうに思います。

いろんなハードルも上げながら取組を進められて

いるとは思いますけれども、先ほどお話あったよ

うに、前年度はコロナの関係で厳しい状況があっ

たということで、この行政評価というのは先ほど

御答弁ありましたように目標の達成度を確認して、

それぞれ今ＫＰＩの生活指標という中で分かりや
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すく、恐らく担当されている方も分かりやすいの

ですけれども、周りで自分たちが見ても非常に分

かりやすい指標にもなっていると思いますので、

その辺ではまた内容を見ながら、今後改めてまた

やり取りをさせていただければなということをお

話し申し上げて、私の質問を終わらせていただき

ます。

以上で東川孝義議員の〇議長（山田典幸議員）

質問を終わります。

１５時１５分まで休憩いたします。

休憩 午後 ３時００分

再開 午後 ３時１５分

休憩前に引き続き会議〇議長（山田典幸議員）

を開きます。

熊を駆除・捕獲できる人材育成を、高橋伸典議

員。

議長より御指名をい〇１２番（高橋伸典議員）

ただきましたので、通告に従い質問してまいりま

す。

その前に、先日火災におきまして、市民の皆様

には御心配と御迷惑をおかけしたことに心からお

わび申し上げたいと思います。今回一般質問を遠

慮しようと思いましたが、市民の方からの質問１

点のみをやらせていただきますので、よろしくお

願いいたします。

熊を駆除、捕獲できる人材の育成をについてお

尋ねをいたします。全国、全道で相次ぐ熊による

死亡被害が起きております。名寄では、６月に日

進ニチロ、日進、風連池の上、日進、日進、砺波、

曙と目撃情報が出ております。まだ死亡事故が起

きていないため大きな騒ぎにはなりませんが、襲

われている可能性は計り知れません。その中で、

北海道では一般会計予算１０７億円の補正予算案

が提出をされました。この中には、被害が相次い

でいる熊の駆除を推進するとして、ハンターへの

支援策が盛り込まれました。具体的には、来年２

月以降、冬眠中の熊を駆除する春期管理捕獲を進

める、２つ目には出動経費や奨励金のほか、弾薬

などの必要な資材、それにハンターを育成するた

めの研修など、市町村が行う支援策を補助する費

用が１，５００万円計上されました。北海道がハ

ンターの支援の鍵を切った背景には、熊による被

害が過去最高のペースで増えております。先日も

東さんに言われましたが、トウキビの被害が出た

そうであります。環境省もヒグマの出没は道内各

地で相次いでおり、人間の生活圏に足を踏み入れ

るとなかなか後戻りはしない。２０１９年、約４，

８００件の目撃情報がありましたが、２０年には

２万件を超したそうであります。野に放れた熊と

人間の環境を守るための守りの綱であるハンター

の高齢化が進んでいるため、若手の人材育成が急

務であります。そこで、人材育成の取組について、

４点について理事者の御見解をお願いいたします。

１つ目には、出動できる体制への取組と課題に

ついてであります。

２つ目には、高齢化対策と若手育成の取組につ

いてと課題についてであります。

３つ目には、春期管理捕獲に対する経費支援、

財政支援についてであります。

４つ目には、自衛隊退職者の会計年度任用職員

採用によるヒグマ駆除隊員についてであります。

以上の項目の質問をいたしますので、理事者の

御見解をお願い申し上げ、壇上での質問を終わら

せていただきます。

山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）

高橋議員からは、大〇経済部長（山田裕治君）

項目で１件御質問ございましたので、私から答え

させていただきます。

大項目１、熊を駆除、捕獲できる人材育成を、

小項目１、出動できる体制への取組と課題につい

てお答えいたします。市内のヒグマ出没につきま

しては、昨年は日進橋や徳田地区で、今年に入り

まして４月に緑丘地区と、市街地周辺での出没が

あり、名寄警察署や地元猟友会との連携した対応

により人身事故にはならず、対応を終えたところ
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であります。ヒグマの出没には、速やかに対応で

きる体制が必要であり、本市では市と地元猟友会

によるヒグマ駆除隊を組織しているところであり

ます。出没の情報が寄せられた場合には、ヒグマ

駆除隊により現場を確認し、状況に応じて早朝、

夜間などの巡回を行うほか、問題個体の駆除が必

要な場合の銃器による対応を含め、出没に対する

体制を整えているところであります。

次に、小項目の２、高齢化対策と若手育成の取

組と課題についてお答えいたします。市では、猟

友会の要望を受けまして、平成２８年度よりヒグ

マ対策の担い手育成事業としてベテランハンター

が指導者になり、経験の浅いハンターと春熊の防

除活動を通じた技術伝承に取り組んでおります。

ヒグマ駆除隊は、現在１４名の方に委嘱をしてお

り、平均年齢は７０歳となっております。ヒグマ

の駆除は、ほかの有害鳥獣駆除に比べまして、経

験や技術力が必要とされるため、対応できる方が

限られ、また年齢層が高くなる傾向があります。

また、ヒグマの出没件数につきましては、本年度

は例年に比べ増加傾向が見られ、駆除隊全体に係

る負担も大きいことから、今後の対策強化と体制

を維持していくために負担軽減が重要な課題と考

えてございます。

次に、小項目の３、春期管理捕獲に対する経費

支援、財政支援についてお答えいたします。春期

管理捕獲につきましては、全道的に市街地周辺に

熊が出没し、人身事故などの人とのあつれきが高

くなる傾向にあり、本市でも市街地周辺での出没

もあることから、猟友会と協議を重ねながら令和

４年度から取り組んでまいりました。令和５年度

には、適正な個体数調整を目的に、より具体的な

対策支援が報じられ、春期管理捕獲での捕獲従事

者への報酬や保険料、銃弾、車両燃料費などの経

費の２分の１を補助する支援が北海道より示され

たところであります。本市におきましても、この

支援を受けまして、猟友会とともに効果的な実施

場所の選定や事前調査などの計画を策定し、取組

を進めております。この春の取組では、事前調査

を含む１７回の活動を行い、出動人員は延べ４１

人となりました。本活動により発見したヒグマの

足跡から追跡などを実施し、発見には至りません

でしたが、今後とも北海道の取組に協調した対応

を継続してまいりたいと考えております。

次に、小項目の４、自衛隊退職者の会計年度任

用職員採用によるヒグマ駆除隊員についてお答え

をいたします。担い手の育成確保につきましては、

ヒグマ駆除は経験と技術を要する業務であり、現

状では春期管理捕獲の取組やエゾシカの駆除活動

を通じた担い手育成を基本に考えておりますが、

近年ではヒグマ対策の高い専門性を持った人材の

確保に取り組む市町村もあるところです。御指摘

をいただきました自衛隊退職者の採用についてで

すが、自衛隊退職者は銃器使用経験があり、担い

手確保策の一つとして考えられますが、年間を通

じてどのような役割を担っていくのかなど研究が

必要な面もあるところです。市街地周辺への出没

状況等変化する中、対応に必要な体制づくりに向

けた人材確保や育成につきまして、今後猟友会と

も協議をしていきたいと考えておりますので、御

理解をいただければと思っております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

高橋議員。〇議長（山田典幸議員）

ありがとうございま〇１２番（高橋伸典議員）

す。

部長が言われたとおりだと私も思いますし、少

し猟友会の方と今回お話をさせていただきました。

先ほど春期捕獲に総勢で４１名の方が出たという

ことで、大変有意義な活動だったのかなと思いま

す。猟友会の方々も今全部で２３名おられます。

名寄市だけ、風連入れれば三十何名ぐらいですか、

ここに名簿ありますけれども。そして、名寄は平

均７０歳を超えています。そして、この中に現職

の自衛隊の方が２名おられて、やはりこの方々は

初動態勢には勤務だとかで出動できないというの

が現状であるということであります。
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そして、先ほど部長が言った名寄市ヒグマ駆除

隊編成の部分では、やはり猟友会２３名のうちの、

名寄では銃器で８名しかおられませんし、箱わな

でも３名の方がおられるということで、その熊駆

除隊が非常に高齢化であるということを言われて

おりました。その一つなのですけれども、非常に

大変だというのが、初動態勢に行ったときに、こ

こに出ましたよと。先ほど東さんが言ったように、

トウキビも食べられているという状況ですから、

トウキビ畑に現れたときに、その熊の入り口と出

口を探して、これから市民に危険性があるかどう

かと調べるのに、お話しした人たちは八十何歳で

すから、そのトウキビ畑に入って熊の通路を見つ

け、出口を見つけ、危険性があるかどうかと調べ

るのには大変判断が厳しいというふうに。この厳

しいというのは、やることが厳しいのではなくて、

体力的に厳しいという意味です。それだけ初動態

勢の方々、２名の方が８０を超えています。だか

ら、行ってもそういう部分が出た場合、大変に労

力を使いますよというふうに言われておりました。

それで、ぜひ初動態勢、またこういう熊駆除隊の

部分で若手をつくり上げていただきたいという部

分が猟友会のお話でした。この部分、部長として

は認識されているのか、確認されているのかお聞

かせをいただきたいというように思います。

山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）

今高橋議員のほうか〇経済部長（山田裕治君）

らもお伝えいただいた部分でございます。

ヒグマ駆除隊の委嘱につきまして、先ほど申し

上げましたとおり、猟友会から推薦をいただいて、

一定程度経験が必要という点もありますので、推

薦をいただく形でお願いをしているところであり

ます。平均年齢７０歳ということでありますので、

確かに技術は当然皆様お持ちですけれども、今議

員からお話のありました、いわゆる探すという部

分ですね、そこに対する負担ですとか、先ほども

言いましたが、出没の情報もかなり多くなってき

ておりますので、その都度私ども市の職員と現場

には猟友会の皆さんに立ち会っていただきながら、

少し傾向なり今後の対策といったことの協議を現

場でさせていただくのですが、都度出動いただい

ているという部分も、そういう意味では体力的に

きついというお話は私のほうにも耳に入っている

ところであります。

これは、昨年度ぐらいから少しはトライアル的

にやっておりますが、例えば先ほどお話のあった

スイートコーンですとかデントコーン、そういう

ふうな広い平らな、特にあまり視界が悪くないと

ころというのでしょうか、そこはドローンを活用

して、上空から見たときにどういうふうな痕跡が

あるのかということなんかも活用させていただき

ながら、できるだけ今おっしゃられたような負担

が少しでも軽減できればというふうに考えており

ます。ただ、やはり山合いですとか木が茂ってい

るところになりますと、なかなか上空から見ても

難しいというところもありますので、そこにつき

ましては一定程度従前の対応ということで現場で

の協力をいただいているということであります。

いろんな形でＩＣＴも活用しながら、私どもの

ほうも負担軽減ということで、今回最終日の補正

予算のほうで計上提案させていただきましたが、

センサーカメラのほうの導入を今検討させていた

だいております。その点につきましても、この後

の予算審議の中でまた御議論いただければ、審議

いただければなというふうに思いますが、そうい

った形でいろんなものを駆使しながら、できるだ

け負担軽減につながるよう今後とも努めてまいり

たいと思っておりますので、よろしくお願いいた

します。

高橋議員。〇議長（山田典幸議員）

ドローン、草原のな〇１２番（高橋伸典議員）

いところは、２３日に本人にお会いしましたら、

すばらしいと言っていました。ないところはそう

いうものを活用してやっていただければなという

ように思いますので、ぜひ軽減策の部分、どんど

ん使っていただきたいというふうに思います。
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次に、高齢化対策と若手育成の取組なのですけ

れども、今回北海道からは後継者の免許の補助だ

とか、今回春期管理捕獲の補助等が出ていました、

補正予算で。北海道猟友会からは、会員に対して

新人教育の育成費だとか、そして銃器購入費の支

援等はあるのですけれども、なかなかそこまで見

合わないというふうな部分言っておりました。だ

から、ぜひ市としても銃器や何かを買うときの補

助等々やっていただければ、意外と若手も楽に育

つのではないかなというふうに言っておりました

し、根室市ではハンター育成のための免許取得の

補助金を出したり年３回の熊の実地練習を行って

若手育成に努めているということをやられており

ました。何をそこが見合わない状況なのかという

のを調べましたら、昔は熊の毛皮だとか何かを売

って基金にしていたという部分がありました。お

金になったのですけれども、今は全く熊の皮を買

う人もいない。今ハンターの方に聞くと、地域で

問題になっているのだから何とかボランティア的

な活動をしているのが実態であるという部分で言

われておりました。名寄市が捕獲料の料金が安い

だとか言っても、名寄はいいのだよねと言ってい

たのですけれども、そういう新人の育成する部分

の予算づけを考えていただければなというように

言っていました。先ほどベテランハンターが平成

２８年から春熊の駆除の練習をやっているという

ふうに言われていましたので、北海道で来年２月

の春期管理捕獲の補助金が出るような形で言われ

ておりましたけれども、来年も名寄市はこういう

予算を使って駆除を進めて、そういう若手の訓練

等を進めていくのかどうか教えていただきたいと

思います。

山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）

まず、新規に資格、〇経済部長（山田裕治君）

また銃の所持の新たな方に対する支援というとこ

ろでございますけれども、これは名寄市の予算と

して直接的に新たな方の支援策というのは予算と

しては持っていないのですが、ＪＡと市のほうで

共同で組織、運営しております名寄市の有害鳥獣

の対策協議会、ここにこの事業として新たにわな

免許ですとか銃の所持の免許、また銃の購入費用、

そういったものに対して補助金を出させていただ

いております。一定、補助金に上限は設けさせて

いただいておりますけれども、実績といたしまし

て令和４年度で銃を新たに取得された方が１名、

わな免許が３名、令和５年度の実績といたしまし

ては、銃の所持の取得をされた方が２名というこ

とで、これは市とＪＡですね、協調しながらこう

いった新規の獲得に向けた支援ということで取組

を進めさせていただいておりますので、御理解を

いただければと思います。

また、春期の管理捕獲につきましては、ここは

先ほど壇上でもお答えさせていただきましたが、

来年の年明けてから春、来年の春に向けても引き

続き道の支援も活用しながら取組を進めてまいり

たいというふうに思っております。よろしくお願

いいたします。

高橋議員。〇議長（山田典幸議員）

よろしくお願いしま〇１２番（高橋伸典議員）

す。

春期管理捕獲、これは猟友会の方、また熊駆除

隊の方、すごく重要だと言っていました。夏場で

したら、草や何かで見えないのだけれども、冬の

白い雪があって、熊の足跡がある。また、熊がど

ういうように動くのかも分かるから、銃で撃つ練

習と言ったらいいのですか、その撃つタイミング

だとか距離だとかというのを練習できるというの

です。奈井江の猟友会の方々言っていましたけれ

ども、熊を駆除するのは射程内に入らないと撃て

ないのです。その射程内に入って銃を撃つのは至

難の業なのです。それを訓練するのが春期のこの

ときが一番合っているのですというふうに言って

いました。だから、ぜひこの春期管理捕獲はしっ

かりとつくり上げていただきたいなというように

思います。春期捕獲の経費を支援しているのは、

１７９市町村のうち７市町村しかないと言ってい
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ますから、きっとこれ７市町村の７は名寄が１つ

入っているのかなというふうに思いますけれども、

支援しているということで分かりました。そして、

来年の春期管理捕獲もやっていただけるというこ

とですので、分かりました。

それでは、最後の自衛隊退職者による会計年度

任用職員採用によるヒグマ駆除隊員についてであ

ります。まず、２０１９年の日本学術会議が示し

ました「人口縮小社会における野生動物管理のあ

り方」という文書で、野生動物管理の公開講演会

に参加した行政関係者４７名のほとんどが鳥獣専

門職員の配置が市町村、都道府県に職員として必

要であると回答だったと。また、昨年環境省が熊

が住民に危害を加える事例が増加しているため、

環境省による熊出没件数、先ほど４，８００の２

万件と言いましたけれども、それぐらい上ってい

るので、市街地対策として確立するためモデル事

業が始まり、対象として北海道、岩手、新潟、長

野、福井、奈良の６県が選出され、３年間行政、

警察などの関連機関と連絡体制をつくり、熊の駆

除、捕獲ができる人材確保を進めるというふうな

予算がついたのですけれども、これは名寄ではや

っていないですよね。北海道のどこか違うところ

でやっていると思うのですけれども、こういう部

分をどんどん、どんどん使っていただければなと

いうように思います。

また、重ねてなのですけれども、北海道が１４

の振興局単位で人材育成が必要である、ほとんど

のハンターが本業の仕事を抱える中で急な出動要

請に応じるのが難しくなっていることから、専門

家からは今後は速やかに道や市町村の職員の中か

ら育成するという声が上がっているというふうに

言われています。私は、熊の専用の任用職員では

なく、防災の担当、今おられますけれども、防災

担当にこの熊駆除の狩猟免許を取っていただいて、

そして熊が出たときに走っていただく。それは、

よく蜂を取って有害鳥獣の手当が出ただとか、病

院で嫌なものをしたら手当が出るという、そうい

う手当を出して、熊専門でなく、市職員の任用職

員として採用して銃の狩猟免許を取らせてそうい

う活動をしていただく。無理であれば、清水さん

と遠藤さんにやっていただきますけれども、それ

ぐらいやらないと今やっぱり若手が育たないとい

いますよね。先ほど奈井江の方言いましたけれど

も、素人が銃持って熊と鉢合わせして、ほとんど

撃てないというのです。何ぼ練習しようと難しい

と。やっぱり清水さんだとか遠藤さんみたいに毎

回撃っていて、そういう訓練をしているから、あ

あいうところで何ぼか練習すると撃てるようにな

るというふうに言われていました。そういった意

味で、熊専門でなく、別の任用で採用して、熊駆

除の出たときはそういう危険手当を出して指導し

ていただいたりという方法もあるとは思うのです

けれども、いかがなものでしょうか。

山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）

今熊専門でなくても〇経済部長（山田裕治君）

いいというふうなことも含めまして、いろいろと

御提案をいただいたところであります。

先ほど壇上でもお答えさせていただきましたが、

一定程度ヒグマ駆除隊の皆さんの全体としての負

担軽減を図らなければならないという認識を私ど

ものほうでも持っております。また、道内でも、

報道によるところでありますけれども、４市町村

のほうで専門の職員を置いているというふうな、

そういった状況もあるというふうに認識しており

ます。ほかの市町村の事例でいうと、地域おこし

協力隊という形で地域に定着いただいて、その方

が市の職員、市町村職員という形で、これは正規

職員なのか会計年度任用職員か分かりませんけれ

ども、そういうふうな立場で活動されているとい

う事例もあるとお伺いしております。いずれにし

ましても、今後はそういった専門職員も含めて、

そういう雇用形態も含めて、どういう人材が求め

られてくるのか。年齢的なものであったりとか、

それは経験であったりとか、そういうことも含め

まして猟友会のほうとも協議が必要かなというふ
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うに思っているところであります。

また、一定程度雇用形態のところでいいますと、

これは議員のほうからは自衛隊退職者の方を採用

すると近道なのではないかというふうな御意見も

いただきましたが、実際にもし採用するというこ

とであれば、なかなか採用の段階で自衛隊退職者

の方に限ってというふうな、そういう採用の仕方

も難しい面もございますので、どちらかというと

経験とか要件みたいなところは少し整理をした中

で採用していくというふうな流れになろうかなと

思いますので、そういった面も含めて全体的に今

後どのような形でこの今の体制を持続的に維持し

ながら、そして強化をしていくのかという観点で

検討していきたいというふうに思っておりますの

で、御理解いただきたいと思います。

高橋議員。〇議長（山田典幸議員）

よろしくお願いしま〇１２番（高橋伸典議員）

す。

しっかり猟友会の方々とお話合いをしていただ

いて、どういう方向性にすれば一番いいのか、も

う喫緊の課題だと思います。今この現状を見て、

この年齢を見て、これからどうなっていくのかと

いう部分が見えていますので、どうしたらやって

いけるかという部分をしっかり猟友会の方と相談

していただいて、熊とやっぱり人間の共存できる

体制、電気柵というふうに言われておりましたけ

れども、そういう部分を活用して、猟友会の方々

の軽減を図っていただければということをお願い

申し上げ、私の質問を終わらせていただきます。

以上で高橋伸典議員の〇議長（山田典幸議員）

質問を終わります。

以上で本日の日程は全〇議長（山田典幸議員）

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

大変お疲れさまでした。

散会 午後 ３時４６分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 山 田 典 幸

署名議員 清 水 一 夫

署名議員 高 橋 伸 典

令和６年６月２５日（火曜日）第２回６月定例会・第３号
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令 和 ６ 年 第 ２ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 会 議 録

開議 令和６年６月２６日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第１３号 令和６年度名寄市一般

会計補正予算（第３号）

日程第４ 議案第１４号 令和６年度名寄市病院

事業会計補正予算（第１号）

日程第５ 議案第１５号 名寄市議会基本条例の

一部改正について

議案第１６号 名寄市議会会議規則の

一部改正について

日程第６ 意見書案第１号 生涯を通じた歯科健

診の実現を求める意見書

意見書案第２号 令和６年度北海道最

低賃金改正等に関する意見書

意見書案第３号 義務教育費国庫負担

制度堅持・負担率１／２への復元、

「３０人以下学級」など教育予算確保

・拡充と就学保障の実現に向けた意見

書

意見書案第４号 地方財政の充実・強

化に関する意見書

日程第７ 報告第１０号 例月出納検査報告につ

いて

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第９ 議会活性化特別委員会の報告について

日程第10 委員の派遣について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 議案第１３号 令和６年度名寄市一般

会計補正予算（第３号）

日程第４ 議案第１４号 令和６年度名寄市病院

事業会計補正予算（第１号）

日程第５ 議案第１５号 名寄市議会基本条例の

一部改正について

議案第１６号 名寄市議会会議規則の

一部改正について

日程第６ 意見書案第１号 生涯を通じた歯科健

診の実現を求める意見書

意見書案第２号 令和６年度北海道最

低賃金改正等に関する意見書

意見書案第３号 義務教育費国庫負担

制度堅持・負担率１／２への復元、

「３０人以下学級」など教育予算確保

・拡充と就学保障の実現に向けた意見

書

意見書案第４号 地方財政の充実・強

化に関する意見書

日程第７ 報告第１０号 例月出納検査報告につ

いて

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第９ 議会活性化特別委員会の報告について

日程第10 委員の派遣について

１．出席議員（１５名）

議 長 １６番 山 田 典 幸 議員

副議長 １０番 倉 澤 宏 議員

１番 中 畠 孝 幸 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 水 間 健 詞 議員

５番 谷 聡 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

令和６年６月２６日（水曜日）第２回６月定例会・第４号
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７番 清 水 一 夫 議員

８番 川 村 幸 栄 議員

９番 佐 藤 靖 議員

１１番 高 野 美 枝 子 議員

１２番 高 橋 伸 典 議員

１３番 遠 藤 隆 男 議員

１４番 東 川 孝 義 議員

１５番 東 千 春 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 渡 辺 博 史

書 記 石 橋 恵 美

書 記 及 川 洋 人

書 記 川 名 桃 代

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 岸 小 夜 子 君

総 務 部 長 木 村 睦 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 松 田 慎 司 君

健康福祉部長 馬 場 義 人 君

経 済 部 長 山 田 裕 治 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 伊 藤 慈 生 君

市立総合病院
佐 々 木 紀 幸 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
田 畑 次 郎 君

支 援 室 長

産業振興室長 櫻 田 孝 臣 君

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 鈴 木 康 寛 君

監 査 委 員 岡 川 進 君
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ただいまの出席議員数〇議長（山田典幸議員）

は１５名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署名〇議長（山田典幸議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

１番 中 畠 孝 幸 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

を指名いたします。

日程第２ これより一〇議長（山田典幸議員）

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

司法過疎対策について外１件を、倉澤宏議員。

おはようございます。〇１０番（倉澤 宏議員）

議長より指名をいただきました。通告順に従い、

大項目２点、それぞれ小項目１点についてお聞き

をしてまいります。

初めに、大項目１、司法過疎対策について、小

項目１、公設法律事務所の維持についてお伺いを

いたします。名寄市における弁護士事務所の現状

は、２００４年、平成１６年５月に日弁連ひまわ

り基金による公設法律事務所が開設、２０１０年

３月には弁護士法人の法律事務所が開設されてい

ます。また、旭川地裁名寄支部管内においては、

２０１０年に士別市で弁護士法人の事務所が、２

０１９年４月に中頓別簡易裁判所近郊の枝幸町に

も公設法律事務所が開設され、地方裁判所支部管

内に弁護士がゼロか１人のいわゆるゼロワン地域

が解消し、現在に至っております。先日その一つ

である名寄市の公設法律事務所が閉鎖の手続を進

めていると関係者からの話があったところです。

この件に関して、名寄市として現状をどのように

把握し、仮にそうした手続が進められているので

あれば、行政としても公設法律事務所の維持、存

続に向けた要請を旭川弁護士会、道弁連、日弁連

等関係団体に行っていく必要があると考えますが、

御見解をお聞きいたします。

次に、大項目２、中心市街地活性化について、

小項目１、中心市街地活性化基本計画の策定につ

いてお伺いをいたします。近年の名寄地区におけ

る中心市街地に関する事業としては、都市計画マ

スタープランに基づく立地適正化計画を策定し、

都市構造再編集中支援事業により子育て支援施設

を都市機能誘導区域に整備、また関連する道路の

改修等の事業を行ってきております。公共施設再

配置計画においても都市機能誘導区域内に今後公

共施設の整備が計画されておりますが、建設の場

所の選定、商店街振興組合等との連携、駐車場と

の連動など整備に付随する課題が多くあると考え

ます。公共施設の整備はもとより、コンパクトな

まちづくり、商店街の振興をはじめとする町なか

のにぎわいづくりを図る上で行政、商工団体、商

店街、そしてまちづくり会社で協議体を立ち上げ、

地権者等とも情報を共有し、課題を出し合い、改

めてそのグランドデザインとなる中心市街地活性

化基本計画を策定すべきと考えますが、御見解を

お聞きいたします。

以上、この場からの発言といたします。

松田市民部長。〇議長（山田典幸議員）

おはようございます。〇市民部長（松田慎司君）

ただいま倉澤議員から大項目で２点にわたり御質

問をいただきました。大項目１については私から、

大項目２については産業振興室長からの答弁とな

りますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、司法過疎対策について、小

項目１、公設法律事務所の維持についてお答えを

いたします。弁護士過疎の問題を解消するための

公設事務所、いわゆるひまわり基金法律事務所は、

日本弁護士連合会が全国どこでも身近なところに

弁護士が存在し、市民が迅速かつ適切な権利の実

現を得られるような体制を整備することを目標と

して、１９９９年９月に日弁連ひまわり基金を創

設したと聞いております。この基金を財源に弁護
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士がいない地域でも適切な法的サービスが受けら

れるよう法律相談センターの設置や法律事務所の

開設を進めてきているところかというふうに思い

ます。地方裁判所支部の管轄を一つの地域として

１９９３年当時７４か所あった弁護士ゼロワン地

域は、２０２４年４月１日現在で全国に弁護士が

ゼロの地域はなく、弁護士が１人しかいない地域

も２か所と解消されてきた状況にあります。本市

においても、旭川地方裁判所名寄支部管内におい

て弁護士がゼロの状況であったため、旭川弁護士

会を通じて公設法律事務所設置の陳情を平成１４

年頃に行い、平成１６年には名寄ひまわり基金法

律事務所が開所されてきたところです。また、本

市においては平成１９年に２つ目の法律事務所も

開設をされ、名寄周辺地域におきます法的サービ

スは充実してきたものと認識をしております。議

員から御質問のありました公設法律事務所の閉鎖

については、正式なお話を伺ってはおりませんが、

今月末に旭川弁護士会が本市を訪れ、法律事務所

に関わる一連の経緯など一定の説明があるものと

伺っております。現在２か所ある法律事務所が１

か所となることは、法的相談を必要としている方

々の不利益につながるものと考えますので、状況

を把握しながら要請等について対応していきたい

と考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）

私からは大項目〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

２、中心市街地活性化について、小項目１、中心

市街地活性化基本計画の策定についてさせていた

だきます。

中心市街地においては、各商店街とも店舗数の

減少に伴い、町なかのにぎわいも減少してござい

ます。この状況も踏まえまして、立地適正化計画

に基づく公共施設の再編、再配置においても将来

にわたり安心、快適に暮らせる市街地づくりを目

指していく上で、本市の将来の都市構造として中

心市街地の活性化は必要不可欠であるとしており

ます。今後公共施設等再配置計画と併せてコンパ

クトなまちづくりの推進、中心市街地活性化を目

指していく上で市民、経済団体、商店街、まちづ

くり会社などとの情報共有、意見交換、合意形成

の協議の場は必要不可欠であり、今後これら多様

な主体との意見交換を進めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

倉澤議員。〇議長（山田典幸議員）

大項目１、司法過疎〇１０番（倉澤 宏議員）

対策についてですが、まずこの一般質問の通告を

行った後に当該事務職員に７月３１日をもって雇

用契約を終了する旨の通知が当該事務所所長から

届いたというお話をお聞きしたところです。その

後現所長とお話をさせていただいたところ、今月

末での事務所の閉鎖は決定事項であるというお答

えでございました。答弁の中で今月末に旭川弁護

士会が来訪し、一定の経緯の説明があるというよ

うな御答弁がございましたけれども、その内容に

ついては事務所の閉所が決定した旨の話と受け止

めさせていただいてよろしいかどうか最初に確認

をさせていただきたいというふうに思います。

松田市民部長。〇議長（山田典幸議員）

今月末に旭川弁護士〇市民部長（松田慎司君）

事務所さんが一連の経緯を説明に来るということ

でのアポ取りしか実はされておりませんので、正

式に閉鎖が決定したというお話をメインにされる

のか、その後の話も含めてなのかというのは、ま

だお話を聞いていないので、承知していないとい

うことで御理解いただければと思います。

倉澤議員。〇議長（山田典幸議員）

内容についてはまだ〇１０番（倉澤 宏議員）

分からないということでありましたけれども、こ

の後当該事務所が７月末で閉鎖が決定したという

前提でちょっとお話をさせていただきたいという

ふうに思います。

先ほど現所長とお話をした中で伺った部分です

けれども、閉鎖の理由については当該事務所管内

は他の地裁管内の法律事務所に比べ法律事務所の
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数が満たされているといった部分、また名寄の事

務所を閉鎖して、他の管内の人材確保を優先する

ことが適切だというような考えのお話があったと

ころです。名寄市としては、このお話と同様の認

識なのか、またあるいは違った考えなのか、御見

解をお聞かせいただきたいというふうに思います。

松田市民部長。〇議長（山田典幸議員）

今議員からありまし〇市民部長（松田慎司君）

たこの管内で人数が足りているというようなお話

については、我々のほうでは正式にちょっと伺っ

ていなかったので、今聞いたということになるの

ですけれども、考え方といいますか、そういった

ことから少しお話しさせていただければ、現在４

か所名寄地方裁判所管内に法律事務所があるかと

いうふうに思います。実は今年の４月ですか、隣

の士別さんにあります法律事務所については常駐

から非常駐になったということで、実質管内には

３つの弁護士事務所に４月以降は対応になってい

るのかなというふうに思っています。今回の質問

にありますもう一か所ひまわり基金さんが廃止な

いしは中止のような結果となるということになれ

ば、この管内では２か所しか事務所がないという

ことになりますので、そこについては名寄市で事

務所が２か所になって以降１５年以上たつような

経過があるかと思います。市民の皆さんにもこの

２か所ある法律事務所というのが浸透してきてお

りますし、またいろいろな紛争、個人間の紛争で

すとか、最近では高齢者に関わるような紛争です

とか、昨日の質問にもありましたけれども、詐欺

被害といったことでの相談もあるようにお聞きし

ておりますので、ここは１か所になるということ

は決していいことではないというふうに思ってい

ますし、市民には不利益だというふうにも思って

いるところです。名寄支部管内になりますと、カ

バーしている人口も６万５，０００から７万ぐら

いになるのかなというふうに思いますので、この

地域で２名の弁護士で充足しているかというふう

に言われれば、決して充足しているというふうに

は思ってございませんので、そういった廃止に向

かうようであれば、我々としては存続ないしはも

う一つ新たに市内のこの２か所というのを堅持し

ていただきたいというようなお話はさせていただ

こうというふうには思ってございます。

倉澤議員。〇議長（山田典幸議員）

今旭川地裁名寄支部〇１０番（倉澤 宏議員）

管内に４か所の事務所があって、士別においては

４月から常駐から非常駐に変わっているといった

お話もございました。旭川地裁支部で申し上げま

すと、留萌支部、紋別支部、稚内支部、それぞれ

公設の法律事務所がございます。名寄も現在ある

状態ですけれども、名寄からなくなるといったこ

とになると、この地域が２００４年以前の司法過

疎地域に逆戻りしかねないというふうにも考えて

おります。名寄市内には裁判所であったり、検察

庁、拘置所、法務局等司法関連の行政機関もござ

います。公設法律事務所の必要性は極めて高いも

のだというふうにも考えております。ちょっと先

ほども触れていただきましたけれども、市内に法

律事務所が１つになるということになると、様々

な部分で影響が出てくるというふうに考えます。

また、本市のみならず、近隣自治体の住民に与え

る影響も大きいと思いますけれども、現段階で名

寄市としてどのようにその影響を考えているのか、

改めて御見解をお聞かせいただきたいというふう

に思います。

松田市民部長。〇議長（山田典幸議員）

今後の地域、市民に〇市民部長（松田慎司君）

与える影響という御質問かと思いますけれども、

現在裁判所で行われている裁判ですとか調停です

とか、そういったものについては名寄管内、この

地方支部管内でいけば個人間の紛争が多いのかな

というふうに思っております。個人間紛争のケー

スというのは、第三者が介入をして、その紛争を

解決するというケースが主流なのかなと思ってい

ますし、そこに入るのが弁護士さんなのだろうな

というふうに思ってございます。本市においても
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近年は市内の個人間紛争、特に遺産の分割といっ

たようなことが増えてきているというふうにお聞

きしていますし、そういった場合当事者双方に多

分地元の弁護士さんがついて、現状は対応してき

ているのだろうというふうに思っていますし、そ

ういうふうに聞いているところでもあります。相

談のしやすさですとか費用等の面から見ましても、

市内に２か所事務所があるということのメリット

は非常に大きいかなというふうに思っていますし、

それがよい結果にもつながっているものだという

ふうにも認識しているところでございます。そこ

が１か所ということになりますと、当然のことな

がら一方の依頼を受けられてももう一方の依頼が

受けられないということになりますので、利益相

反というようなこともございますので、当然違う

弁護士事務所に御相談をいただく形が出てくるの

だろうというふうに思いますので、そうなると市

内１か所ですので、市外の、近くても非常駐であ

ります士別市さんとかになりますし、支部管内で

いえば旭川と紋別ぐらいが近いことになるのかな

と思います、枝幸町さんも含めてになりますけれ

ども。そうなると、当然いろいろな面において負

担感が増すというふうに思いますので、これらに

ついては影響が出てくるというふうに認識をして

いるところです。

倉澤議員。〇議長（山田典幸議員）

２か所以上あること〇１０番（倉澤 宏議員）

が理想であるというような御答弁だったのかとい

うふうに思います。名寄市内の公設法律事務所で

すけれども、全国で２７番目に過疎地域型法律事

務所として開設されたわけでございますが、この

質問するに当たり開設に至る経緯について当時の

担当者、名寄市職員のＯＢですけれども、お話を

伺いました。お話によると、公設事務所開設に向

け、名寄に先んじて開設された紋別の公設事務所

の状況を視察に行ったと。その当時の島市長を中

心とした市の幹部が旭川弁護士会、道弁連、日弁

連等訪問陳情を行い、設置に向けた検討に入って

いただいたと。その後設置が内定して、議会にも

報告した後、一度白紙になるなど紆余曲折があっ

たが、何とか２００４年５月に開設にこぎ着けた。

事務所の開設に当たっては、事務所の物件の紹介、

備品類の貸与等、名寄市としても協力を行った。

備品の中には、当時閉校した市立恵陵高校の校長

室の机を所長の机としても貸与をして、使ってい

ただいてきていると。開設式の段取りも行い、当

日には日弁連の会長、副会長も出席していただき、

その際ぎりぎりまで会長が現れなかった、心配も

したと。会長が名寄岩の大ファンで、開設式の前

にその銅像を見に行っていたなど大変詳しいお話

があったところでもございます。当該公設事務所

ですけれども、今年開設でいけば２０周年という

ことになったというふうに思います。こうした開

設当時の経緯を考えると、５月に２０周年の式典

等を開催し、市民でお祝いすることもあってもよ

かったのかなというふうに思っております。現状

ではこのままひっそりと公設事務所は２０年の歴

史に幕を下ろしてしまうことになります。今若干

やり取りをさせていただきましたけれども、今月

末といっても明日、あさってなのかなというふう

に思いますけれども、先ほど最初の御答弁で旭川

弁護士会が来庁するというようなお話もありまし

た。どなたが対応されるかちょっと分かりません

けれども、どのようなスタンスでこのやり取りを

踏まえ面会に臨もうとしているのか、ちょっとお

考えをお聞かせいただければというふうに思いま

す。

橋本副市長。〇議長（山田典幸議員）

旭川弁護士会の方が来〇副市長（橋本正道君）

庁するのは、あさって金曜日だと承知しておりま

す。当然そこの中に私出席させていただこうと思

っております。議員御指摘のとおり、２０年目と

いうことですけれども、この２０年間の間に市民

生活あるいは行政のお仕事として法曹、法律に携

わる専門的な知識を持っている方が必要となる事

例が結構出てきていますし、成年後見人制度だと
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か、あるいはちょっと振り返りますと振興公社の

問題もありました。こういったものは、やはり法

律的な知識がないとできないことでありますし、

何よりもこの地域から１つなくなるということは

そこのところに非常に大きな不都合が生じるもの

と思います。松田部長のほうからありましたけれ

ども、まずは利益相反の関係です。一人の弁護士

さんがお互い主張の違う方の依頼を受けることが

できない。そうなると、ほかの弁護士さんに頼ま

なければならないのですが、ここの地方だと非常

に地理的なハンデもあり、様々なことで不都合が

生じると思います。冒頭議員のほうから御指摘あ

りましたが、なぜひまわり基金公設事務所が閉鎖

になったのか、そのことを十分聞いた上で、では

そうはなかなかならないでしょうと。この地方に

は特有の課題があるので、その課題を共に解決で

きる方策もあるかもしれないし、ちょっとそこは

じっくり、存続一旦止めてもいいのだけれども、

やはり復活してもらわないと困るというようなス

タンスではいかなければならないと思っておりま

す。

倉澤議員。〇議長（山田典幸議員）

この後旭川弁護士会〇１０番（倉澤 宏議員）

の方が来てお話をされるといった部分について、

副市長からスタンスについてはちょっと御答弁を

いただいたところでありますけれども、その内容

を議会も含めて共有することで現状や危機感につ

いて認識をし、議論するきっかけと議会とも市と

してもなると思いますので、何らかの説明の機会

をぜひつくっていただきたいというふうに思いま

す。

先ほども公設事務所が閉鎖されることは市民は

もとより、近隣自治体の影響も非常に大きいとい

うお話をさせていただいたところです。近隣自治

体とも連携し、また議会も巻き込んだ中で公設事

務所の維持、存続に向けた要請活動、今後行って

いただきたいというふうに思います。ＳＤＧｓ、

目標１６の具体的な目標の中にも全ての人に司法

への平等なアクセスを提供するということで目標

が掲げられておりますので、そうした部分、近隣

自治体との連携、また議会も含めての要請活動、

今後の展開に向けた考えを最後にお聞きをしたい

というふうに思います。

橋本副市長。〇議長（山田典幸議員）

本当に司法を含めて法〇副市長（橋本正道君）

律家の専門的な知見を基に市民生活でしたり、我

々行政の活動でしたりできる部分が多くあります

ので、情報共有という形、まず金曜日来られます

ので、そこについては一旦整理した上で様々な形

で御提供させていただければと思います。問題点

は明らかになると思いますので、その上で一番い

い方法は何かということも相談するようなことが

できればいいかなと思っております。まずは、ど

ういう状況にあるのかということはお示ししなけ

ればなりませんので、そこから再度、もし廃止と

いうことであるならば、これは再設置という形も

含めて要望活動しなければならない事案だと思っ

ておりますので、改めてよろしくお願いいたしま

す。

倉澤議員。〇議長（山田典幸議員）

ぜひよろしくお願い〇１０番（倉澤 宏議員）

をしたいというふうに思います。

続きまして、大項目２、中心市街地活性化につ

いてお伺いをしていきたいというふうに思います。

先ほどの御答弁に中心市街地活性化基本計画策定

に関する言及はちょっとなかったのかなというふ

うに思いますけれども、名寄地区の中心市街地に

ついては平成２２年から２７年まで都市再生整備

計画をはじめとして整備が行われてきておりまし

た。現実的にそれが活性化に結びついてきている

かというと、なかなか結びついてきていないのか

なというふうに感じております。経済部の答弁に

なるかどうか分からないですけれども、その要因

についてはどのように捉えているのかお伺いをし

たいというふうに思います。

東建設水道部長。〇議長（山田典幸議員）
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今議員のほうか〇建設水道部長（東 聡男君）

ら中心市街地についての活性化に結びついていな

い、にぎわいが少ないのでないかということで、

過去に私どもで行ってございました都市再生整備

計画事業を行ってきている経過について述べさせ

ていただきたいと思います。

こちらの事業、議員御存じのとおりよろーなで

すとかＥＮ―ＲＡＹの整備、当時はコミュニティ

バスの実証実験なども進めてきたところでござい

ます。このとき、これらの計画立てるときには一

応目標値なるものを定めまして、事業が終わって

からは事後評価という形で指標はクリアできてい

るかどうかというところで検証してきたところで

ございます。例えば町なかの平均交通量ですとか、

もしくは地域の交流施設の利用者数の増加という

部分も目標に掲げてございまして、こういう部分

についても目標値は一応クリアをしてきたという

ところでございましたし、市民アンケートもこの

ときちょっと実施をしてございまして、満足度と

いう形でございましたので、そのような形で実施

をしてございます。こちらについても当初の目標

値をやや超えるような形で推移をしてきてござい

ます。ただ、この事後評価が平成２７年度に実施

をしたものですから、それ以後それが活性化に結

びついてきたかという部分についてはちょっと検

証はできてはいないのですけれども、中心市街地

のにぎわいづくりに効果があったものという見解

ではいるところでございます。今議員のおっしゃ

られたにぎわい、活性化が見えてきていない大き

な要因の一つには当然御存じのとおり人口減少と

いう部分も大きいのだろうなというふうに思って

ございます。これらを補完するという形ではない

ですけれども、以降これも議員御存じのとおり立

地適正化計画ですとか公共施設の再配置計画とい

うことで計画を立てさせていただきまして、以降

は私どもは町なかに居住をしていただくというよ

うなことをまず政策として今進めているところで

ございますし、それだけのハード的な部分ではな

くて、町なかに来てもらう、滞在してもらうとい

う部分でも公共交通について今のるーとの実施と

いうような形で進めてきてございますので、これ

らのような施策や何かもこれ以降も継続して進め

てまいりたいと思いますし、現在も先ほど議員の

おっしゃられた事業実施中のものもございますの

で、これらを着実に進めてまいりたいなというふ

うに考えているところではございます。

倉澤議員。〇議長（山田典幸議員）

名寄市総合計画（第〇１０番（倉澤 宏議員）

１次）、平成２２年、中期計画の中から中心市街

地活性化基本計画という文言はなくなって、それ

以降都市再生整備計画で中心市街地の活性化を図

る的な位置づけで進められてきたということだと

いうふうに認識しております。今後行政としてま

ちづくりを進めていく中で、今建設水道部長から

も答弁ありました都市計画、立地適正化計画、都

市再生整備計画、公共施設再配置計画、今回質問

させていただいております中心市街地活性化基本

計画、それぞれ関連する計画や施策がございます

けれども、都市計画、立地適正化計画、都市再生

整備計画は建設水道部の都市整備課、公共施設再

配置計画は総合政策課、中心市街地活性化の推進

は経済部の産業振興課と所管の部署がそれぞれ違

っているといったところでございます。今後どの

部署が中心市街地の活性化においてイニシアチブ

を取っていかれるのか、また各部の役割と中心市

街地の活性化をするためには何が必要なのか、建

設水道部、総合政策部、経済部、それぞれ部長の

考えをお聞かせをいただきたいというふうに思い

ます。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

部署間がまたが〇総合政策部長（石橋 毅君）

るいろいろな計画を策定した中で、今まちづくり

を進めている中でどこがしっかりと手綱を握るの

だといったような御質問かというふうに思います。

まず、それぞれの計画についてはそれぞれの計画

の目的があろうかというふうに考えておりまして、
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中活については商店街のにぎわいであったり、利

便性の向上であったり、交通のアクセスの改善で

あったりと、そういったことが目的でまずは計画

を策定していくのだろうと。今現在策定している、

我々総合政策部がやっております公共施設の再配

置計画、これは分かりやすく、都市機能誘導区域

の中にいかに人々のにぎわいをつくるため、中心

ににぎわいをつくるために公共施設の力を使って

配置していこうという考え。立地適正化について

は、中活よりももうちょっと大きなくくりの中で

住宅や商業施設、公共施設など適正な配置、イン

フラの維持管理コストを下げていく、このような

考えの下で計画をつくっていくということなのだ

と思います。中活が地域経済や商業の活性化に焦

点を当てている、こういったことに対して、例え

ば立地適正化なんていうのは都市全体の持続可能

な発展と効率的な土地利用に重きを置いている計

画ということで、それぞれ目的が異なるというこ

とですけれども、相反するようで実は共通してい

る部分も多いので、これは議員御指摘のとおり、

いかにそれぞれの部がしっかりと情報共有しなが

らそれぞれの計画をつくっていくかというところ

が非常に大切なポイントになるかと思います。そ

ういった意味では、現在公共施設の再配置計画、

これの中で図書館であったりという公共施設を配

置している計画を進めているわけですけれども、

この中には公共施設の再配置の検討委員会という

のを庁内組織で設置しておりまして、ここには副

市長に委員長を担っていただいて、部長職が全て

そこに委員として構成されていて、この公共施設

等の方向性だったり、経過だったり、情報は都度

共有しているような状況になっておりますので、

それぞれ担当の部長職がそれぞれの計画の進捗管

理、知識を入れながらそれぞれの担当の中で進め

ていくというような形になっていくのかなという

ふうに私は考えております。

山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）

それでは、私のほう〇経済部長（山田裕治君）

からは中心市街地の活性化、特に商工業の振興と

いうことも含めまして少しお話をさせていただけ

ればと思います。

委員から御指摘ありましたとおり、今本市にお

きましては立地適正化計画を中心に、そこに公共

施設の再配置というふうな形で、まずは市街の中

心部に公共施設を置きながら人の流れをつくると

いうことを計画として、方向性として示している

ところであります。当然そういった人の流れが生

まれることによって新たなビジネスであったり、

またこれ人が集うサードプレースというふうな表

現も使われていますが、市民の皆さんの憩いの場

というようなことも同時に進められていくという

ことが想定されているのかなと思います。委員か

ら御指摘ありました中心市街地活性化計画の策定

ということでございますけれども、今時点では計

画の策定ということにあまりとらわれずに、まず

はこうした今公共施設の再配置という流れの中で

人の流れが変わっていくということを捉えて、こ

れから市内の事業者の皆さんであったりとか、ま

たこれは議論を進めていく上では当然商工会議所

さんであったりとか、いろんな方が参画をいただ

きながら、これから計画を踏まえてどのように事

業としてにぎわいづくりにつなげていくのかとい

うことを共に議論をしていきたいというふうに考

えております。中活、活性化計画におきましては、

これ国の資料の中を見て確認をさせていただいて

おりますけれども、これ事例として示されていま

すのは一般的な基本計画の構成としてはにぎわい

づくり、またまちなか居住、商業活性化、まちづ

くりといったようなことが要素として基本計画の

構成としては必要だというふうな例示がされてお

ります。必ずしもそれでなくては駄目ということ

ではないかとは思いますけれども、一定程度そう

した様々なメニュー、これハードもソフトも両方

とも必要というふうなことになりますが、それぞ

れの事業をある程度包括的に示す必要が、認定を

取るためには必要というふうになっているのかな
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というふうに思いますので、そうなりますと現状

の公共施設の再配置ということだけではなかなか

認定の基準といいましょうか、レベルといいまし

ょうか、そこをクリアしていくというふうにはも

うちょっと足りない。やはりこれは民間の事業者

の皆様の様々なアイデアだったりとか新たな事業

展開といったものも、これ取組の方向性、事業計

画として示す必要があるだろうというふうに認識

しておりますので、まだ現時点ではそういった事

業者の皆様との意見交換も含めて、またどういう

アイデアを皆さんが持たれているのかということ

私どもまだ十分に把握しておりませんので、今後

そうした協議の場を重ねながら、一定程度これ中

心市街地活性化計画を立てたほうがより有利に事

業が進められるのではないかというふうなところ

に至った場合には、ここは認定の申請に向けて作

業を進めていくというふうなことになろうかと思

います。現時点ではそういう意味でまだ中活をつ

くるというところの、そこが目的になってはいけ

ないのかなというふうに思っていますので、今後

の議論の進捗を見ながら検討していきたいという

ふうに思っております。

東建設水道部長。〇議長（山田典幸議員）

各部長からとい〇建設水道部長（東 聡男君）

うことでございましたので、先ほどあらかたお話

もいたしましたし、今２部長からお話しされた部

分で当然相違もございませんし、少し私ども所管

の都市計画という部分で、先ほどもちょっとお話

しさせていただきましたけれども、現在も都市構

造集中支援事業ということで、どうしても事業を

行うには大変お金もかかりますので、当然国交省

ですとか、そういう部分の事業メニューの制度に

もついていかなければならないということもござ

いますので、そういう部分についてと併せまして、

都市計画という部分につきましては立地計画、都

市機能誘導区域ということでまさに駅前の中心部

ということで今定めてございますけれども、恐ら

く中心市街地活性化計画の概念もほぼほぼエリア

としては変わってこないのだろうなというふうに

も思っているものですから、そういう部分情報共

有しながら進めていくということはやぶさかでは

当然ございませんし、そういうことだろうという

ふうにも思ってございます。これから以後もそう

いう部分で私どもとしても公共施設を都市機能誘

導区域の中に建てるということを進める中で居住

を緩やかに中心部に進めていくことで考えるとい

う計画部門でございますので、そこの部分を計画

の見直しはかけながら、これから以降もまちづく

りの情勢を踏まえながら進めてまいりたいという

ふうに考えているところでございます。

倉澤議員。〇議長（山田典幸議員）

今それぞれ３部長に〇１０番（倉澤 宏議員）

御答弁をいただきました。ありがとうございまし

た。それぞれのお話をちょっとお聞きさせていた

だいて、やはりちょっと今現状ではハード事業が

ウエートが大きいのかなと。ソフト事業よりもハ

ード事業を待って、そこからにぎわい、また新し

いビジネスといったところのイメージを持たれて

いるかなというふうに感じたところでございます。

中活に、中心市街地活性化基本計画にとらわれな

いでといったお話もございましたけれども、名寄

市の駅前、中心部ですけれども、極端な話ではな

いと思ってお聞きしていただきたいですが、平日、

土日祝日に限らず日中駅前商店街、５丁目もそう

ですけれども、人が誰も歩いていない時間帯が結

構ございます。やっぱりそうした現状を見た中で、

旧名寄市では平成１０年に中心市街地活性化基本

計画を１０年間の計画でつくって進めてきており

ましたけれども、現状なかなかそこの部分進めて

きたけれども、うまくいっていない。その後の合

併以降新しい総合計画の下、都市機能誘導区域、

立地適正化計画もつくった中でもなかなか中心市

街地の活性化につながっていないという現状を見

ると、やはり改めて将来のまちづくりのビジョン

をしっかりと市民に示して、計画的に進めていけ

るように今回中心市街地活性化計画の策定につい
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て御質問をさせていただいたというところでござ

います。昨年度、一昨年度と議会の経済建設常任

委員会の所管事務調査報告の中で視察先、中心市

街地活性化の取組をしてきている、一昨年度は前

任期ですけれども、滋賀県の守山市、三重県の伊

賀市、こちらともに中心市街地活性化基本計画を

策定して、まちづくりを進めているといった所管

事務調査報告を行っております。昨年度について

は、今任期ですけれども、愛知県豊橋市、こちら

も中心市街地活性化基本計画を策定し、まちづく

りを進めているといった所管事務調査報告を行っ

てきております。議会の場でも報告をさせていた

だいておりますけれども、その内容については所

管の部署としてはどのように受け止めていらっし

ゃるのかお伺いをしたいというふうに思います。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）

ただいま行政視〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

察の報告を受けてということでありました。私も

この４月に来て、中心市街地の関係についてまだ

まだ勉強不足でございますけれども、様々な取組

があると。あとは、名寄においても過去こういう

経過してきたということで勉強させていただきま

した。行政報告、視察の報告の中では昨年度の豊

橋市の事業、都市計画マスタープラン、立地適正

化計画の実施という部分でいくと、現在の名寄市

と同じような取組をされてきているのかなと感じ

ました。また、図書館と併設した、こちら分譲マ

ンションの建設、それから今議員おっしゃいまし

たけれども、商店街に関しては空き店舗の新規の

活用なんかも様々な工夫をして取り組んできてい

るといったような成功事例なんかも拝見させてい

ただきました。昨年には、また道内でも室蘭です

とか、それから富良野市さん、こちらについても

中心市街地の活性化計画を策定して、成功事例に

結びつけているというようなことでございました

ので、先ほどそれぞれ各部長の答弁もありました

し、その中でやっぱり議論経過というのはすごく

大事なところでありまして、中心市街地の皆様、

民間事業者の皆様とこれから具体的に出てくる内

容を含めて協議しながら、計画を策定ありきでは

なく、これが必要だというようなことであれば、

行政としてサポートしていくということでいきた

いなというふうに考えてございます。

以上でございます。

倉澤議員。〇議長（山田典幸議員）

各自治体の取組の中〇１０番（倉澤 宏議員）

で、名寄市、公共施設再配置をメインで町なかの

にぎわいづくりというところで進めていると感じ

たところですけれども、ハード事業に限らず効果

的な施策、ソフト事業、効果的な空き店舗の活用

であったり、商店街の集約、中心市街地における

商業施設、公共施設、医療施設、居住施設のゾー

ニングなどソフト事業もすっかり組み合わせた中

で、再開発も視野に入れながら今後事業を進めて

いくことが必要なのかなというふうに考えており

ます。この後に補正予算で提案も予定されており

ますけれども、出資金の関係、まちづくり会社に

ついてちょっとお話を聞かせていただきたいとい

うふうに思いますけれども、まちづくり会社名寄

ですけれども、現在の位置づけが明確になってい

ないのかなと。公共事業を担っていただく会社と

いうところで、補正予算の中には中心街の建物の

解体事業の予算も含まれていますけれども、今後

公共事業を担っていただくのであれば、中心市街

地活性化基本計画を策定し、ＴＭＯとしてしっか

り位置づけて、その役割、必要性を明確にするこ

とが必要というふうに考えますけれども、この点

において中心市街地活性化基本計画の策定と併せ

た御見解、お聞かせいただきたいというふうに思

います。

山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）

まちづくり会社の位〇経済部長（山田裕治君）

置づけでございますが、これ先般も御説明をさせ

ていただきましたが、これから進めます公共施設

の再配置等の事業に関わりまして、市有地が少な

いということもございますので、民間所有の土地、



－142－

令和６年６月２６日（水曜日）第２回６月定例会・第４号

建物などの権利者との調整、交渉という作業が必

要になるということで、一定程度ノウハウを持つ

まちづくり名寄に、まちづくり会社のほうに役割

を担っていただくと、そういう位置づけというふ

うにそこ整理をさせていただいております。です

ので、まずはそういったところでそれぞれまちづ

くり会社としての役割を進めていただくというこ

とになろうかと思います。今ほどお話ありました

中心市街地活性化計画、当然計画策定した暁には

それをどのように実施していくのかということも

含めてＴＭＯというふうな、タウンマネジメント

というふうなことで、誰が担うのかということは

当然出てきますので、そこ中心的に担うのがいわ

ゆるまちづくり会社というのが一般的といいまし

ょうか、そういうふうな作業で進められていると

いうのが一般的な手法かなと思います。ここは、

先ほども申しましたけれども、中心市街地の活性

化計画そのものについてはこれからの議論の中で

一定程度機が熟せばというふうなことかなという

ふうにも捉えておりますので、当然今後の議論の

中では、先ほど商工会議所さんとか事業者という

ことも例に挙げさせていただきましたが、まちづ

くり会社のほうにも参画をいただきながら、これ

情報共有するということも含めて、これまちづく

り会社さんが今後の会社としてどのような事業展

開されていくのかといったときにそういった議論

でもし会社として何か取組として生かせる情報が

あれば、当然それは会社として取組につなげてい

くということも想定されるかもしれませんし、そ

こは今後の議論の中での進捗によってということ

かなというふうにも思っていますし、それが、こ

れまちづくり会社だけではございませんけれども、

まちづくり会社、また事業者等の皆さんが主体的

に事業を担うということが進むのであれば、それ

行政としてもできるサポートがあればしていくと。

先ほど先進事例の豊橋と富良野の視察の報告です

か、調査の報告ですか、そこの報告の中でもあり

ましたけれども、私もそこ改めて確認をさせてい

ただきましたが、両方のまちにおいてにぎわいづ

くり、商店街の活性化というところに関して、や

っぱり民間事業者の方が一定程度民間の発想でい

ろいろと事業を先進的に進められているというよ

うな印象を受けています。当然それをサポートす

るのが行政の役割ということで、例えば再開発事

業で店舗だとか居住の施設を民間の事業者さんが

つくる、行政が道路整備であったり、区画整理と

いうふうな役割を同時に担う、一体的に担ってい

くというふうな、そういう取組が進められている

というのを見させていただきましたので、当然計

画がある、なしにかかわらず民間事業者のこれか

らの取組であったり、考えということを行政とし

てきちんと受け止めながら、必要なそういった整

備であったりとか、ソフト面での支援とか、そう

いうことを一緒に考えていくということが必要と

いうふうに考えておりますので、今後そういうこ

とを意識、念頭に置きながら取組のほうを進めさ

せていただければというふうに考えておりますの

で、御理解いただきたいと思います。

倉澤議員。〇議長（山田典幸議員）

まちづくり会社の位〇１０番（倉澤 宏議員）

置づけについてお話今いただきましたけれども、

一般的にまちづくり会社について中心市街地活性

化基本計画と私の中ではセットなのかなというふ

うな認識でおりました。公共事業、公共の事業を

担っていただく会社として今後再開発も含めて地

権者とのやり取り等やっていただくのであれば、

しっかりと中心市街地活性化基本計画の中でＴＭ

Ｏとして位置づけて、事業を担っていただくのが

市民理解も得やすいのかな。この後補正予算が可

決されたとすれば、この後出資に向けた市民説明

を行っていくといった作業に入るのかなというふ

うに思いますけれども、そうした中でも市民理解

が得やすくなるのかなというふうに思いますので、

その辺りの御検討もしていただければというふう

に思います。いずれにしても、名寄地区の中心市

街地、先ほども申し上げましたけれども、将来的
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にどのように整備されていくのかしっかり市民に

提示をしていただいて、計画的に目に見える形で

進めていただきたいというふうに思いますけれど

も、この部分について最後市長にお考えをお聞き

して、私の質問終わりたいというふうに思います。

加藤市長。〇議長（山田典幸議員）

中心市街地の在り方につ〇市長（加藤剛士君）

いて、ごめんなさい、最後、目に見える形でどう

進めていくか、在り方という、ちょっと質問の、

ごめんなさい。

（「計画的に目に見える形で進めていただきた

い」と呼ぶ者あり）

進めていくということで。〇市長（加藤剛士君）

今定例会でもまずミマツビルの解体のお話と、あ

と東病院の町なかの移転についてのお話をさせて

いただいたところであります。改めて今お話あり

ましたけれども、中心市街地活性化の基本計画の

中で大きな絵図面を描いて、ソフトもハードも一

体的に進めていくということがある意味では理想

的な形なのかもしれませんけれども、この間平成

１０年代から２０年代にかけて様々な議論の中で

なかなかそこがうまくいっていないというのは議

員も御承知のとおりだというふうに思います。そ

の中で我々の今ちょうど公共施設の老朽化等も相

まって、町なかにいろんな公共施設を集めていく

というような計画はお示しをし、その方向で今様

々な公共施設の再配置の検討を進めているという

ことでございます。これには中心市街地の地権者

の皆さんとのお話合い等もありますので、なかな

か勝手に我々だけで絵を描けるものでもないとい

うことでございますので、ここは逐次、今回の病

院の話もありますけれども、お話合いの中で見え

てくるものはしっかりと市民の皆さんに提示をさ

せていただきたいというふうに思います。改めて

今回まちづくり会社のお話もありましたけれども、

まちづくり会社が一定の機能を果たしていただけ

るというふうに我々も認識をいたしましたので、

より官民一体となって町なかの様々な事業を進め

ていく。その熟度が高まった段階で大きな絵図面

を見せられるという段階になれば、そこはそこで

お示しをできるのかもしれませんし、そこは今こ

うした形でこうだという、この施設をということ

でなかなか具体的なこと今のところは言えません

けれども、まずはこの議会において古いビルを壊

すことと病院を町なかにまず移していくと、その

ことで中心市街地をまずは一つ起爆剤にしていき

たいという思い、またまちづくり会社に新たに我

々が出資をさせていただくことでそれを加速させ

ていきたいということはまずは皆さんにお知らせ

をして、今後具体的な形については逐次市民の皆

さんに報告、あるいはディスカッションする場等

も設けていきたいというふうに思っておりますの

で、よろしくお願いいたします。

以上で倉澤宏議員の質〇議長（山田典幸議員）

問を終わります。

観光振興について外１件を、清水一夫議員。

議長から指名をいただ〇７番（清水一夫議員）

き、大項目２点にわたり質問をします。

大項目１、観光振興について。名寄市総合計画

（第２次）基本目標の地域の特性を生かしたにぎ

わいと活力のあるまちづくりと観光の振興の整合、

醸成を図り、名寄市観光振興計画（第２次）が令

和４年３月に策定され、その計画期間は令和４年

度から令和８年度の５年間であり、本年度は中間

地点であります。策定に当たり振興計画（第１

次）の中で課題が３点指摘されており、１つに知

名度の低さ、２つに宿泊客の獲得、３つに人材の

不足であり、それを踏まえて１１の当面の取組と

推進体制を示し、その検証を毎年の状況に応じて

年度ごとの具体的な取組を検討することになって

います。昨年度は新型コロナウイルス感染症が５

類に移行しての、その計画の重点項目の影響等に

ついて伺います。

小項目１、スポーツツーリズムの推進について。

ピヤシリスキー場等の優位性を最大限に生かした

冬季スポーツの推進、スポーツ合宿の誘致推進及
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びサイクルツーリズムの推進であります。ピヤシ

リスキー場などとスポーツ合宿の２点について伺

います。

１点目、ピヤシリスキー場などについて。今シ

ーズンは、昨年より１１日遅れの営業開始となり

ました。スマートゲート及びツリーランコースを

設置して、どのような手応えとその成果について

伺います。

２点目、スポーツ合宿の誘致推進について。今

シーズンの冬季の競技会等は全道、全日本、全日

本学生、ジュニアオリンピック、スペシャルオリ

ンピックスの１０の大会とカーリング、スノーボ

ードの大会がありました。その宿泊数と経済効果

及び新たな合宿誘致等について伺います。

小項目２、観光振興に資する人材の発掘、育成

について。計画の主な取組について、地域おこし

協力隊制度の活用とうたっております。現在１人

は協力隊の任期があと１年となり、また今年の５

月に１人協力隊に委嘱されましたが、協力隊員の

活動をどのように期待しているのか、また今後と

も協力隊制度を活用して本市の観光振興にどのよ

うにつなげていくのか伺います。

大項目２、防災について。さきの定例会で本年

度の防災訓練は防災教室と防災セミナーと答弁さ

れましたが、名寄市防災計画には防災訓練の実施

項目に避難、救助訓練がうたわれております。ま

た、その災害の概要には平成４年７月２９日の大

雨に始まり、令和２年１１月１９日の大雨の計２

３件掲載されており、そのうち２１件が水害であ

りました。幸いに人的被害はありませんが、やは

り住民の実動の避難訓練が必要と思います。元内

閣安全保障室の初代室長の佐々淳行氏が災害時の

対応には三十六計逃げるにしかずと言いました。

これは、逃げるべきには逃げて、身の安全を保ち、

後の再挙を図るのが最上の策であるとの格言であ

ります。これを踏まえて、以下４点について伺い

ます。

小項目１、住民の避難訓練について。新型コロ

ナウイルス感染症が５類に移行した昨年度の実動

における住民避難訓練の現況について伺います。

小項目２、要配慮者利用施設の避難確保計画作

成報告及び避難訓練報告について。名寄市地域防

災計画には令和４年３月１日現在、水防法第１５

条第１項に基づく要配慮者施設の指定で医療施設

６施設、市が所管する施設の１５施設、北海道知

事が所管する施設の５７施設が掲載されています

が、全ての指定施設が避難確保計画の作成報告及

び避難訓練の報告が行われているのかお伺いしま

す。

小項目３、個別避難計画作成について。近年の

災害における全体の死者のうち６５歳以上の高齢

者の割合は令和元年の台風１９号で６５％、令和

２年７月の豪雨では７９％であり、令和３年５月

に災害対策基本法の改正が行われ、避難行動要支

援者ごとの個別避難計画の作成が市町村の努力義

務となり、おおむね５年程度で作成、取組が示さ

れました。本質問は、令和５年第３回定例会でも

お聞きしましたが、その後の個別避難計画作成の

現状について伺います。

小項目４、市立総合病院の浸水対策について。

これも令和５年第３回定例会で防水壁の設置で一

般質問をしましたが、理事者は浸水対策について

検討するとの答弁がありました。その検討結果に

ついて伺います。

以上で壇上の質問を終わります。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）

清水議員からは、〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

大項目で２点御質問いただきました。大項目１は

私から、大項目２、小項目（１）から（３）は総

務部長から、小項目（４）は病院事務部長からの

答弁となりますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、観光振興計画について、小

項目１、スポーツツーリズムの推進についてお答

えいたします。まず、名寄ピヤシリスキー場につ

きましては、新たな取組として令和４年度よりス

キー場敷地内の森林地帯を滑走可能とするツリー
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ランエリアを開設し、昨シーズンよりデジタルリ

フト券となるスマートゲートの導入を行っており

ます。ツリーランエリアにつきましては、安全確

認を行った後、国有林となることから、国の許可

を受けながら令和４年度より順次コースを開設し、

今年度につきましても新たなコース開設を目指し

て協議を行っているところでございます。ツリー

ランを利用する場合は事前に申込制となっており、

利用者数は令和４年度５９３名、うちインバウン

ド２６名、道外客１０１名、令和５年度におきま

しては利用者５１３名と営業日数減少のため若干

少なくなっておりますが、インバウンドは５倍の

１３８名、道外客も１３５名と増加しており、新

たな集客ツールとして成長しつつあると実感して

おります。スマートゲートにおきましては、昨シ

ーズンからの導入でありましたが、大きなトラブ

ルもなく、利用される時間帯やリフト券販売デー

タ等を収集することができました。今後これらの

データベースを分析することでより利用者ニーズ

に沿ったサービスの提供、また滞在時間を延長し

てもらう等の販売戦略の基礎データとなることが

できます。また、リフト券確認従業員の圧縮効果

により労働者不足の解消や人員の効率化、安全対

策へ従業員を配置することができ、利用者の利便

性、安全性の向上が図られております。

次に、スポーツ合宿の誘致推進に関わり、令和

５年度のスポーツ合宿実績についてお答えいたし

ます。合宿数は平成２８年度から実施している調

査方法になってから過去最高となる８，７６８泊

となり、経済効果についても過去２番目となる１

億１１８万１，０００円となり、スポーツ合宿が

競技力向上だけではなく、経済の視点からも地域

によい影響をもたらしました。新たな合宿につい

てですが、具体的なお話はございませんが、引き

続き協議団体の御協力もいただき、情報収集をし

ながら合宿誘致を推進してまいります。

続きまして、小項目２、観光振興に資する人材

の発掘、育成についてお答えいたします。現在観

光振興に資する人材の発掘、育成を図るため地域

おこし協力隊制度を活用し、令和３年度より１名、

今年度新たに１名を委嘱し、様々な活動を行って

いただいております。協力隊員におきましては、

将来的には本市の大自然を活用したアウトドアガ

イドとして独立していただき、関係団体などと連

携した観光商品の構築、販売を行っていくことに

より交流関係者人口の拡大など持続可能な観光事

業を推進できると考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

木村総務部長。〇議長（山田典幸議員）

私からは大項目２、〇総務部長（木村 睦君）

防災についてお答えいたします。

初めに、小項目１、住民の避難訓練についてで

ありますが、住民の実動による避難訓練につきま

しては、令和３年度を最後に実施していない状況

となっております。昨年度の防災訓練は、一昨年

に引き続き防災体験教室として北海道開発局の保

有する降雨体験装置や地下浸水体験装置を活用さ

せていただき、市内小学校において体験型の訓練

を実施いたしました。この防災体験教室は、子供

たちの防災意識の向上に大きな成果があるものと

考えており、今年度も７月９日に風連中央小学校

において智恵文小中学校と中名寄小学校の児童も

含めて実施することとしております。今後の防災

訓練の内容等については現在のところ未定ではあ

りますが、災害応急対策を円滑かつ迅速に実施す

るとともに、住民に防災に関する機能の向上及び

防災知識の普及を図るため継続して防災訓練の実

施に努めてまいります。

次に、小項目２、要配慮者利用施設の避難確保

計画作成報告及び避難訓練報告についてお答えい

たします。名寄市地域防災計画では、水防法に基

づき浸水想定区域内にある要配慮者利用施設を定

めており、定められた施設においては避難確保計

画の作成と報告及び避難訓練の実施と報告が義務

づけられております。令和５年３月２９日策定の

名寄市地域防災計画で定めた要配慮者利用施設８
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９施設の状況についてでありますが、避難確保計

画は８９施設中８５施設が作成しており、そのう

ち計画の提出については７６施設となっておりま

す。また、避難訓練の実施状況としては、担当部

署での確認を含めて７３施設で訓練を実施されて

おり、報告書の提出については５１施設から提出

があるところです。引き続き計画が未作成の要配

慮者利用施設に対し庁内の各関係部署と連携し、

確実に計画作成するよう指導していくとともに、

作成された計画に基づく訓練が実践されるよう必

要な働きかけを行ってまいります。

次に、小項目３、個別避難計画作成についてお

答えいたします。個別避難計画の作成については、

令和３年の災害対策基本法の改正により避難行動

要支援者について個別避難計画の作成が努力義務

化されました。また、令和３年５月に改定された

避難行動支援指針により計画作成の優先度の高い

と判断された方については、地域の実情を踏まえ

ながらおおむね５年程度で個別避難計画の作成に

取り組むよう示されたところです。現在本市にお

ける作成状況は、昨年の第３回定例会で答弁した

とおり、１件の計画作成ではありますが、本年５

月に名寄市避難行動要支援者名簿取扱要綱を個別

避難計画作成関連事項を追加した名寄市避難行動

要支援者支援事業実施要綱に全部改正も行いまし

たので、今後はこれまで以上に地域や関係部署な

どと連携、協力し、個別避難計画の作成に努めて

まいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐々木病院事務部長。〇議長（山田典幸議員）

私か〇市立総合病院事務部長（佐々木紀幸君）

らは大項目２、防災について、小項目４、市立総

合病院の浸水対策についてお答えをいたします。

市立総合病院は、災害に対する緊急対応、被災

地域内の傷病者の受入れ、搬出が可能な体制を持

つことが求められる災害拠点病院に指定をされて

おります。この災害拠点病院とは、平成８年に当

時の厚生省の発令によって定められたもので、道

内では２次医療圏ごとに３４の医療機関が指定さ

れております。近年全国各地で大雨による様々な

被害が発生していることを受け、災害拠点病院の

指定要件に被災を軽減するため止水板等の設置に

よる止水対策や自家発電機等の高所移設、排水ポ

ンプ設置等による浸水対策を講じることを加え、

令和６年６月１日から適用することとしたところ

ですが、当院のように既に指定を受けている病院

で要件を満たしていない場合にあっては、各都道

府県の判断により当面の間指定を継続することも

可能であるとされているところであります。名寄

市ハザードマップでは、当院が所在する位置の浸

水深は３メートル以上５メートル未満となってお

り、これは主要道路がおおむね冠水し、病院の建

物においても最大で２階付近まで到達することと

なります。令和５年第３回定例会における答弁後、

浸水想定区域に所在する他の災害拠点病院の対応

状況について確認をいたしましたが、防水壁設置

による対策は費用や景観面から考えても非常に難

しいことを改めて認識したところでありまして、

建て替えや多額の費用を要する方法以外で当院が

取れる対策といたしましては、水害が生じた際の

被災を軽減するための方策として浸水経路への止

水板や土のうの設置による対応を考えているとこ

ろであります。止水対策を目的とする様々な製品

がある中で、当院の状況にどのようなタイプのも

のが合うのか、より効果的なのか、現在取扱業者

から情報を収集し、具体的な検討を進めていると

ころであります。大雨による災害発生が起こりや

すい時期が到来するまであまり時間がありません

ので、整備に向け早急に取組を進めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

清水議員。〇議長（山田典幸議員）

答弁ありがとうござい〇７番（清水一夫議員）

ます。これから順次再質問をさせていただきます。

１点目のピヤシリスキー場のインバウンド、外

国人スキーヤー、旭川を拠点に富良野、トマム、

カムイ、比布、ピヤシリなどの新雪を求めて日帰
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りツアーを楽しんでいるようですが、少しでも滞

在してもらうような施策はあるのか、ないのかお

伺いします。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）

インバウンドの〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

利用についてということであります。議員御承知

のとおり、旭川市の宿泊を拠点にということで南

北のスキー場を訪れているというのが現状のよう

です。ピヤシリスキー場を訪れるインバウンドの

多くは、特質でもある新雪、パウダースノー、こ

ちらを求めて訪れてきております。現在も皆さん

工夫していただいて、スキー場の皆さん、その日

の天候なんかも出していただいて、スキーヤーの

方々も天候ですとか気温ですとか、そういったと

ころを見ながらどこのスキー場がいいのか選んで

来ていただいているというような状況のようです。

引き続き滞在も含めて来ていただくようにという

ふうにするには、今のツリーランのコースですと

かに圧雪のコースですとかを増やしていくという

ような取組が必要かなと考えてございまして、今

年も新たなツリーランコースを増設するというこ

とで宿泊もしくは滞在時間を長くしていただくよ

うな取組を考えてございます。また、レストラン、

温泉、ロッジにおいても外国人の方が多くいらっ

しゃるということになれば、当然日本語表記だけ

では間に合わないということで、英語表記を充実

させて、ストレスなく滞在していただけるよう振

興公社と連携して進めさせていただきたいと考え

てございます。

以上です。

清水議員。〇議長（山田典幸議員）

今の答弁を早急に取り〇７番（清水一夫議員）

組んで、実行することが大事です。よろしくお願

いします。

スキー場にもう一点、ファミリー層に対するこ

とについて質問をします。ピヤシリスキー場の第

１リフト斜面角度、やや急峻で、小さなお子さん、

また親子連れにはちょっと厳しいと思います。そ

のファミリー層に対応したコースの整備及び新設

をするのかお聞きします。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）

第１ゲレンデの〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

傾斜が急だということで、ファミリー層には厳し

いということで、私もちょっとこちらの名寄のほ

うに初めて来た際には第１リフトはきつかったな

というようなイメージでありました。初心者もそ

うですけれども、家族連れの小さいお子さん方を

第１ゲレンデから真っすぐというのもよく理解し

ております。通常であれば第２まで上がって、林

間コースを通って緩やかに下ってくるというよう

なことになると思います。新設につきましてなの

ですが、振興公社、スキー場の考えだけではなく、

当然ここ国有林ということで、国の許可が必要と

なります。決してそこは検討しないというわけで

はございませんけれども、関連団体等含めて可能

性について今後調査研究をさせていただきたいと

いうことでよろしく御理解いただきたいと思いま

す。

清水議員。〇議長（山田典幸議員）

今の件、ぜひ検討して〇７番（清水一夫議員）

いただきたいと思います。

続きまして、スキー場の夏の整備についてお伺

いします。昨年より１１日遅れの営業開始となり

ました。しかしながら、斜面を平らに整備したら、

私はまだ早くオープンできたものと思います。ま

た、斜面の草刈り、これは運転手が乗車して、機

械で実施していますが、急峻及び斜面のねじれの

ところは危険で、草刈りを残しています。これを

無人の草刈り機で行えば、安全にできる、省力化

にもつながる。どうですか。無人の草刈り機の導

入についてお考えをお聞きします。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）

昨年オープンが〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

遅れたというのは、降雪時期の影響ですとか、そ

この温暖化というのも当然考えられるかなと思い

ます。今の無人草刈り機についてということです
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けれども、私ちょっとあんまりまだ見たことはな

いのですが、斜面を人の手なくオートマチックに

やるというような意味合いで合っていますか。導

入についてということでありますけれども、振興

公社のほうで当然予算の関係ももちろんあります。

今年も黒字化にはなりましたが、まだまだ厳しい

経営状況だということで、昨日の議員協議会でも

報告をさせていただきましたけれども、いろんな

予算の使い道ということで優先順位含めて、この

無人の草刈り機の導入ということが一番意向があ

るのかどうか含めて振興公社と検討していきたい

と考えてございます。

以上です。

橋本副市長。〇議長（山田典幸議員）

ただいま御質問のあり〇副市長（橋本正道君）

ました無人の草刈り機でありますけれども、令和

６年度の市長の査定を終えてという中の項目の一

つに挙がっております。その中で出ていた最後の

表現としては、ほかの公共施設の掘り起こしも含

め、またピヤシリスキー場での急斜面でやれるか

どうかの検討を、確認を含めて再検討ということ

になっておりますので、御理解いただければと思

います。

清水議員。〇議長（山田典幸議員）

要検討ということであ〇７番（清水一夫議員）

りますが、よろしくお願いします。

関連して、ピヤシリ山のスキーについてお伺い

します。一昨年モニターツアーを行いましたが、

改めてその成果と可能性についてお伺いします。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）

夏のということ〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

で、令和４年度においてＮスポーツコミッション

事業としてピヤシリ山のバックカントリーモニタ

ー検証ツアーということで開催してございます。

約２０名の方に御参加いただいたというようなこ

とであります。参加者のアンケートの結果では、

景観ですとかについては高い評価をいただいてい

る一方で、緩やかな傾斜、一部上り坂もあるとい

うことで、なかなかコースには難しいのでないか

というような御意見ですとか、移動手段の課題な

ど多くいただいております。この検証を踏まえて、

事業者が中心となって商品化に向けて検討すると

いうことであります。

以上です。

清水議員。〇議長（山田典幸議員）

この件について私の提〇７番（清水一夫議員）

言でありますが、ピヤシリ山の山頂の東側、雄武

方向の斜面は山スキーの可能性はあると思います

が、コースを開発するのか、お考えを改めてお聞

きします。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）

先ほどの答弁と〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

ちょっと重なってしまうかもしれませんけれども、

コースをつくるということであれば、国有林もそ

ういう許可が必要になりますので、そちらの今御

提言いただきました雄武側ですか、そういったと

ころもいま一度当時のモニターツアーなんかもや

った結果も踏まえて、安全性をまず担保してでき

るかどうか検証していきたいと考えております。

清水議員。〇議長（山田典幸議員）

検証をよろしくお願い〇７番（清水一夫議員）

します。

２点目のスポーツ合宿について、大変経済効果

があったということでありました。ここで合宿誘

致について再質問をします。来年２月に冬季のイ

ンターハイ、ノルディック種目が本市で開催され

ます。その前に１２月に名寄クロスカントリー大

会があり、インターハイ出場に向けて準備……う

るさい。

（何事か呼ぶ者あり）

訓練して、１２月に東〇７番（清水一夫議員）

京関西圏の学校関係者に合宿誘致と大会出場の勧

誘を行ってはいかがと思いますが、見解を伺いま

す。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

来年２月のイン〇総合政策部長（石橋 毅君）
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ターハイを控えて、うまく活用しろという御提言

であるかと思います。来年２月のインターハイな

のですけれども、全国から本当に多くの高校生が

来ていただけるというふうに思っております。本

市で開催される大会に参加したことのない高校生

もたくさんいらっしゃると思います。現在実は本

市もインターハイの実行委員会の組織に入ってお

りまして、そういった様々なネットワークをうま

く使って、事前に合宿に来ていただけるような、

そんなＰＲのほうはしていきたいというふうに考

えておりますので、よろしくお願いいたします。

清水議員。〇議長（山田典幸議員）

ＰＲのほどよろしくお〇７番（清水一夫議員）

願いします。

小項目２、観光振興に資する人材の発掘、育成

について再質問をします。答弁では、協力隊員を

今後とも募集する考えはあるとの答弁で理解しま

した。ここで地域おこし協力隊員のケアについて

再質問をします。全国で２０２２年度までに任期

を終えた約１万１，０００人の中で６割以上が任

地やその周辺で就職及び起業している一方で、任

期途中で辞めてしまう人が一定程度いると。その

要因は、自治体側の募集目的が曖昧で、どんな活

動をすればいいか戸惑うと、地域住民との良好な

関係を築けず、孤立するケースもあると報道され

ています。本市、その対応について、協力隊員の

対応についての考えをお聞きします。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

本市における地〇総合政策部長（石橋 毅君）

域おこし協力隊につきましては、新規就農を目指

す農業支援員、それからお話あったアウトドアガ

イドなど地域振興支援員という募集をしておりま

して、これまでに１５名の方が委嘱して、そのう

ち新規就農、起業によって定住された方が４名、

任期途中で退任された方が３名ということになっ

てございます。募集する地域おこし協力隊は、我

々のほうは活動の目的が明確でありまして、また

サポートチーム、それから受皿となる体制整備も

行った上で受け入れているということから、孤立

するケースはないものというふうに認識しており

ますけれども、お話あったとおり、地域の方々と

のつながりをつくることが活動を行っていく上で

非常に大切なことだというふうに認識しておりま

す。今年度は新たに５名の地域おこし協力隊員に

委嘱をして、現在農業支援員、地域振興支援員合

わせて７名の協力隊員が活動しておりますけれど

も、協力隊員同士の情報交換の場、活動の悩みを

相談できる仲間づくりを目的として、実は関係者

も交えて５月に煮込みジンギスカンを囲んで交流

会などを企画して、皆さん参加いただいたといっ

たこともやってきたところです。今後もしっかり

と活動に伴走して、地域に溶け込んだ生活が送れ

るようにしっかりとサポートしていきたいという

ふうに考えておりますので、よろしくお願いいた

します。

清水議員。〇議長（山田典幸議員）

今の件、今後とも対応〇７番（清水一夫議員）

の継続、サポートをよろしくお願いします。

大項目２、防災について、住民の避難訓練につ

いて再質問をします。名寄市防災ガイドマップ２

０２２年度版は全戸配布し、市民は地域の浸水深

及び浸水継続時間は承知しているものと思います

が、ここで地区を特定して、名寄地区の市街地の

名寄川左岸近接町内会と天塩川右岸近接町内会の

予想される浸水深について、名寄川左岸では５０

センチから３メートルであり、特に旭東北区、北

斗区、新北斗区は３メートルから５メーターであ

ります。天塩川右岸では３メーターから５メータ

ーであり、特に２１区は５メーターから１０メー

ターであります。越水または堤防が決壊した場合

は一大事であります。災害の対応は自助、共助、

公助でありますが、有事の際最初に命を守るのは

自助、共助であります。だからこそ平時において

公助の防災部局が町内会に赴き、一緒に実動の避

難訓練を実施しませんかと訴えられ助長してはい

かがと思いますが、見解を伺います。
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木村総務部長。〇議長（山田典幸議員）

今議員のほうからも〇総務部長（木村 睦君）

お話しいただきましたが、こういった災害の場合

のときには自助と共助の力というところの向上と

いうところが救命率に直結するということで聞い

ておりますし、地域での防災力の向上、ここが、

やっぱり地域での防災力の向上のためには平時で

の訓練、ここについては非常に重要であるという

ことでも私どもも認識しているところであります。

そのため、防災担当が町内会に出向いて訓練のお

手伝いをするなど、機会があれば積極的にここは

関わっていきたいなというふうに考えております。

過去に実施した防災訓練の中におきましても年度

ごとに複数の町内会に声かけをさせていただきま

して、訓練に参加していただいたといった経緯も

ございますので、そういった機会があれば一緒に

実施することも可能かと考えておりますので、改

めましてそういった訓練実施についてはできる範

囲の中で実施の方向で考えていければなというふ

うに思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

清水議員。〇議長（山田典幸議員）

答弁の中で昨年度の実〇７番（清水一夫議員）

動における避難訓練なしといって答弁されました

けれども、１町内会があります。旭栄区町内会で

あります。防災部局が機会あるごとにという答弁

でありましたが、防災部局は積極的に足を使って

町内会に行って、訴えて、助長してもらいたいと

思います。よろしくお願いします。

町内会が実施する実動の避難訓練を促すための

支援についてお伺いします。地域防災活動事業の

補助金には防災活動、防災訓練の実施などの経費

の３分の２を支援するとうたっております。経費

の３分の２ではなく、全額支援し、限度額を指定

したほうがよいと思いますが、見解を伺います。

木村総務部長。〇議長（山田典幸議員）

自主防災組織の支援〇総務部長（木村 睦君）

事業補助金についての補助率の考え方ということ

で御質問いただいたのかなというふうに思います。

この補助金につきましては、地域の自主防災組織

の設立促進と組織強化というところを目的として

交付要綱を定めており、防災資機材の整備事業で

すとか、地域防災活動事業に要する経費を補助の

対象とさせていただいているところであります。

防災資機材の購入ですとか訓練に要する経費につ

きましては、基本的には３分の２ということの補

助率で、町内会の方々にも一部負担をいただくこ

ととなっておりますけれども、防災に関する啓発

チラシですとか研修活動につきましては１０分の

１０の補助率とさせていただいているところでも

あります。さきにも述べさせていただきましたと

おり、市民の皆様方が自主的に当該地域の特性に

応じた防災活動を行うために自主防災組織の設立

促進ですとか組織強化のためにこの補助金を交付

させていただいておりますので、一定程度の自主

防災組織の皆さんにも御負担いただいているとい

うことで御理解いただきたいなというふうには思

いますけれども、他自治体のこうした補助金なん

かも少しどのように補助率ができているかという

ところも調査させていただきながら、少し今後改

めてこの補助金の活用状況なども一旦整理させて

いただきながら検証はしていく必要があるのでは

ないかなというふうに考えておりますので、御理

解いただければと思います。

清水議員。〇議長（山田典幸議員）

検証、検討よろしくお〇７番（清水一夫議員）

願いします。

小項目２、要配慮者施設についてお伺いします。

答弁では、計画提出は８９の施設のうち７６施設、

避難訓練は５１施設提出していると答弁がありま

したけれども、市の防災、福祉関係者が計画的に

施設の避難訓練の実施状況を視察し、改善する点

があれば助言するようなお考えはあるのかどうか

お聞きします。

木村総務部長。〇議長（山田典幸議員）

施設の訓練につきま〇総務部長（木村 睦君）
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しては、基本的にはやはりそれぞれの避難確保計

画に基づいて各施設が行うというところが基本な

のかなというふうに考えております。したがいま

して、現状こちらから施設の避難訓練の視察とい

うことについては、今のところ考えておりません。

ただ、訓練実施に関しての相談があった場合です

とか、施設から視察などのお声がけなどがあった

場合については積極的に関わらせていただきたい

というふうに思っておりますので、よろしくお願

いいたします。

清水議員。〇議長（山田典幸議員）

水防法第１５条の３に〇７番（清水一夫議員）

市町村長は円滑かつ迅速な避難確保を図るために

必要な助言、または勧告することができると示さ

れています。書類を出して、本当なのかと疑問に

思うところでありますが、やっぱり目で確かめて、

改善するところは助言してやるのが本筋だと私は

思いますが、改めてお考えをお聞きします。

木村総務部長。〇議長（山田典幸議員）

もちろん書類上だけ〇総務部長（木村 睦君）

で確認するということはやはり、もちろん書類上

だけになりますので、実際どうなのだというとこ

ろはあるのかもしれません。そういったところ踏

まえながら、避難確保計画の作成と提出、それか

ら訓練の実施と報告についてまずはしっかりと報

告していただくということを前提に置いて、そこ

をしっかりとそういった要避難者施設の方々の周

知に努めていきたいなというふうには思っており

ますし、今議員からも御提案ありましたけれども、

確かに機会あれば確認するということも大事とい

うふうに考えておりますので、改めてそこら辺に

ついては徹底していきたいなというふうに思って

おりますので、よろしくお願いいたします。いず

れにいたしましても、まずは提出について周知徹

底を図っていかなければならないなというふうに

考えておりますので、御理解のほどよろしくお願

いいたします。

清水議員。〇議長（山田典幸議員）

小項目３、個別避難計〇７番（清水一夫議員）

画の策定について、進捗状況は昨年度の１件とい

うことで、規則を変えて、これから進捗していく

のかなと期待をしております。５年程度という、

残り少ない。よろしくお願いします。

小項目４、市立総合病院の浸水対策について、

具体的に検討中という答弁でありました。局長か

ら災害拠点病院と。市民は、俺もそうだけれども、

最後のとりでとして期待、頼りにしています。災

害で病院が機能麻痺することのないようにいろい

ろな災害を想定され、対策、処置することを重ね

て要望し、質問を終わります。

以上で清水一夫議員の〇議長（山田典幸議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５４分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（山田典幸議員）

を開きます。

農業後継者対策について外２件を、水間健詞議

員。

議長より指名をいただ〇４番（水間健詞議員）

きましたので、農業後継者対策外２件を質問した

いと思います。

まず、大項目１つ目、農業後継者対策について。

農協組合員の数値で見た場合、平成２５年９４３

人の正組合員が１０年後である令和５年では７６

３人と約２割減少している。一方、経営に供する

農地は法的に転用は難しいのに加え、各経営体の

意欲に支えられて、有用な農用地はあまり減少し

ていない。したがって、今現在においては若い経

営者の積極的な規模拡大と生産技術に支えられて、

差し当たりの危機感は生じていないと考えられま

す。しかし、今後１０年間以降を見据えた場合、

現在中心的経営体となっている世代がさらに世代

交代していく時期となります。全国的な傾向であ

る晩婚化は本市も同様であり、その次の世代に向
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けた名寄農業にとっての農業の後継者対策はマス

トと考え、以下の点について質問します。

小項目１つ目、農業後継者対策の基本的考え方

について。農家指定に加え、法人経営や新規参入

者など多様な農業の担い手が考えられる中、名寄

市の行政施策における農業後継者の定義と農業後

継者対策の基本的な考え方、最も重要と考える目

的は何ですか。

２つ目、市内農業者の後継者の実態について。

本年度は農地の地域計画を策定する年となってお

り、各農家の農地の利用の意欲をヒアリングした

データもこれから収集していく時期だと考えられ

ますが、それらの情報を踏まえて、そこから読み

取れる現状と将来の農業後継者の姿はどのような

姿でしょうか。

３つ目、農業後継者対策協議会の在り方につい

て。市と農協で出資している農業後継者対策協議

会があります。事業計画では結婚相談情報活動の

推進、婚活事業の支援ほか研修会の支援などを挙

げておりますが、本来結婚とは本人の生き方にも

通じる問題であり、行政や団体が口を出すべきで

はないという考え方も考えられます。その一方、

農業後継者対策は重要であり、個人の生き方とい

うことも踏まえた上で、それでもなお農家子弟に

対する婚活対策を協議会の事業の骨子とするなら

ば、その具体的もくろみ及び施策は何でしょうか。

２つ目、雇用競争力対策について。私がなりわ

いとする農業もそうですが、業種を問わず働いて

くれる人が非常に少ないのが喫緊の課題であり、

人口はもとより、市内経済活動も抑制される原因

です。名寄市でも市内の就業人口を増やすべく各

種施策を講じておりますが、それらの施策につい

て改めてただします。

１つ目、若者地元定着奨学金返済支援事業、そ

れから地元就業支度金助成事業について。重要施

策として位置づけ、また拡充を行っている事業で

あります。それぞれの事業についての狙い、目的

を中心に説明お願いします。

２つ目、各種施策を包括した市内事業者の雇用

競争力強化の考え方と仕組みづくりなどについて。

名寄市としての所管部署が異なっても地元就業者

や名寄に住む人を増加することを目的とする事業

はほかにもあると思いますが、先ほどの事業以外

にもほかにもあると思いますが、それら目的を一

にする施策を組織横断的に包括し、市として名寄

に住み、働く人を応援する仕組みづくりの考え方

がありますか。また、同様に各事業を通じ、一貫

した目的の設定を感じておりますが、その点につ

いてもただしたいと思います。

大項目３つ目、Ｙｏｒｏｃａのさらなる活用に

ついて。昨年秋から利用開始となった電子地域通

貨Ｙｏｒｏｃａだが、行政報告にあったとおり、

身近な地域ＤＸデジタルツールであり、市民の認

知も進んでいると考えております。アプリであれ

ばスマホで持ち歩けるため、支払いに関しては不

便も少ないが、約半年を経過し、店舗以外のチャ

ージ箇所が少ないなど問題点なども見えてきたと

思われます。せっかくの地域通貨をさらに身近に

活用するために今後の計画や問題点について質問

します。

１つ目、利用額、加盟店推移、トラベルカード

などの実績について。これらについてお知らせく

ださい。利用額については、現金での消費額など

比較対照となり得る額と併せて説明できるものに

ついては説明お願いします。

また、プリペイド型となるトラベルカードの実

績についてもお知らせください。

２つ目、約半年を経過し、明らかになった問題

点について。利用者の声から読み取れる課題と、

あと経費など、運用側として認識している問題点

は何でしょうか。これについて説明お願いします。

３つ目、今後契約している利用方法、それから

その時期について。今後計画しているバージョン

アップ項目とその時期について説明を求めます。

４つ目、活用方法の周知や提案について。より

市民に身近で使い勝手がよい地域通貨として成長
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させる提案やそれの周知について、特にポイント

の付与に関して町内会であるとか各種任意団体向

けなどポイント付与する側になり得る側に対する

説明や説明のウェブサイトなどがあるといいと思

うのですが、それらに関してそういう予定がない

のか。例えばこれから夏休みの子供ラジオ体操で

来た人に来た都度ポイントを付与するであるとか、

企業や団体のノベルティーとして昔のテレホンカ

ードみたいな感じでプリペイド型のトラベルカー

ドを記念品としてプレゼントするだとか、オリジ

ナルの。そういった使い方ができないのか。そう

いったことは、恐らく個別の質問に対しては親切

に説明していただけると思うのですが、どういう

ことができるかという可能性の元情報がちょっと

今のところ、利用者向けには詳しい説明あるので

すけれども、何かをやる主催者側に対するＹｏｒ

ｏｃａの使用についての元情報が非常に少ないと

いうふうに感じておりますので、ちょっとアイデ

アが出しにくいと考えているから、これについて

主催者向けの活用方法の周知や提案について御説

明お願いしたいと思います。

以上、壇上からの質問といたします。

山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）

水間議員からは、大〇経済部長（山田裕治君）

項目３点について御質問いただきました。大項目

１は私から、大項目２と３については産業振興室

長からの答弁となりますので、よろしくお願いい

たします。

大項目１、農業後継者対策について、初めに小

項目１、農業後継者対策の基本的考え方について

申し上げます。本市における農家戸数の状況は、

２０２０農林業センサスによると４７３戸と１０

年前の調査から２４０戸減少しており、後継者不

足が大きな要因と捉えております。行政施策にお

ける農業後継者の定義としましては、農家子弟と

いうふうになりますが、現在は第三者経営継承な

ど新規参入による継承や法人化など多様な形で農

業経営が次世代へ引き継がれております。後継者

対策の基本的な考え方といたしましては、本市の

農業、農村を引き継ぐために必要な担い手の育成

と確保をしていくことが重要と認識しております。

そのため、関係機関、団体が連携し、農業技術の

習得、経営指導などの支援や地域での交流や連携

を図る取組などにより将来にわたって持続的な発

展を目指していきたいと考えています。

次に、小項目２、市内農業者の後継者の実態に

ついて申し上げます。地域計画に関連した農業者

へのヒアリングについては、現在集計中ではあり

ますが、後継者が不在、または後継者候補はいる

が、ほかの仕事に就いているなどとする６０歳以

上の経営者が半数を超えており、将来における本

市の農家戸数のさらなる減少を危惧しているとこ

ろであります。将来の農業後継者については、農

家戸数の減少に伴い経営の大規模化が進んでいる

現状がさらに進むものと想定され、作付体系など

を含む大規模化への対応が求められると考えてお

ります。また、地域農業を持続的なものとしてい

くには、新規就農を含めた新たな担い手確保の取

組を進めることも重要であり、各種支援を通して

安定的な経営を行えるよう取組を進め、将来地域

で中心的な経営体となることを期待しているとこ

ろです。

次に、小項目３、農業後継者対策協議会の在り

方について申し上げます。名寄市農業後継者対策

協議会は、農業後継者の確保及び育成のため関係

機関、団体間の連携、協力を得て、総合的な農業

後継者対策活動の推進を図ることを目的に設立さ

れており、農業後継者の婚活事業や農業後継者対

策に係る研修会等への支援を実施しております。

具体的な施策といたしましては、令和５年度にお

いてＪＡ青年部との婚活事業に関する懇談会の開

催や北海道農業公社主催の婚活事業への婚活希望

者の参加支援など実施してきております。本市の

農業は家族経営が多く、家族が生活の基盤である

と同時に経営の基盤としての役割を果たしており、

家族構成によって労働力や作付体系にも影響があ
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ると捉えております。婚活事業につきましては、

後継者が生活の基盤を築き、パートナーと共に農

業経営を行ったり、次世代に農業を引き継ぐこと

につながるものと認識しております。水間議員の

御指摘のとおり、結婚に対する意識の多様化から

本人の意思が重要であり、また経営形態も家族経

営のほかに法人経営などにより持続的に経営する

手法もあるところです。市としましては、後継者

の皆さんが将来どのような経営を目指すのか考え

ることが重要であり、農業経営を自分事として捉

えるための研修などの機会を設けていく必要があ

ると考えております。その上で婚活事業への参加

を希望する青年に対しては、これまでの名寄市農

業後継者対策協議会を中心とした農業公社や農協

などにおける婚活イベントや様々なツールを活用

したバックアップなどの支援を行い、取組の強化

を図ってまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）

続きまして、私〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

からは大項目２、雇用競争力の強化の対策につい

て、小項目１、若者地元定着奨学金返済支援事業、

地元就業支度金助成事業について申し上げます。

若者地元定着奨学金返済支援事業は、若者の地

元定着を促進し、地元企業への就業による地域へ

の定着を促すことで本市経済の担い手となる人材

を確保するため、大学等へ進学した者が卒業後に

名寄市内に住所を有し、市内の企業に就職した場

合に在学中に貸与を受けた奨学金の返済に対し支

援を行うものとなってございます。公務員を除く

全ての名寄市内就業者を対象とした、今年度より

始まった支援事業となってございます。また、地

元就業支度金助成事業につきましては、名寄市立

大学を卒業した者が名寄市に定着を推進するため

の支援事業となっております。令和５年度までは

卒業後に市内事業所へ就職が内定かつその事業所

に就業する意思のある学生を対象に２０万円の支

度金の支援を行ってきたものでありますが、令和

６年度からはこれに加えて、卒業次年度から４年

以内に市内事業所に就職し、かつ１か月以上就業

している者も対象にいたしました。これにより一

度進学、留学してから市内事業所に就職する者、

また一旦市外事業所に就職した後、転職等Ｕター

ンで市内事業所に就職する者なども対象となって

ございます。対象を拡大したのは、より多くの名

寄市立大学の卒業生が名寄で就職し、定着してい

ただくことを目的としておりますが、この支援金、

支度金支援だけでは定着を推進できるものとは考

えてございません。春、秋開催の就職合同説明会

やミニジョブカフェへの参加など早い段階から学

生に地元企業や関係団体を知る機会を増やすとと

もに、日頃の実習先、地域ボランティア、アルバ

イトなど地域の方々との関わりから名寄という地、

人を好きになってもらい、この地域での就職を希

望する学生を少しでも増やすことも併せて推進し

ていく必要があるものと考えております。これら

の事業により効果的に就業者へ支援を行っていく

ことで、市内への就業人口の確保を目指しており

ます。

続きまして、小項目２、各種施策を包括した市

内事業者の雇用競争力強化の考え方と仕組みづく

りについて申し上げます。全国同様にあらゆる業

種における人手不足は、本市におきましても喫緊

の課題であると認識してございます。この課題に

対応すべく、今年度各企業向けの労働実態調査に

おいて人材確保に対する考え方、若年層の離職内

容など調査するほか、中学生、高校生、大学生へ

も就職に対する考え方などの調査を行っていきた

いと考えております。これらデータベースとしま

して、経済団体をはじめ、各業界団体と意見交換

の場を設置し、人材確保、育成に向けた施策、取

組の構築を目指しております。また、この意見交

換の場と並行しまして、庁内の関連部署による協

議を行い、より効果的な施策の構築を目指してま

いります。

続きまして、大項目３、Ｙｏｒｏｃａのさらな



－155－

令和６年６月２６日（水曜日）第２回６月定例会・第４号

る利用方法について、小項目１、利用額、加盟店

推移、トラベルカードなどの実績について申し上

げます。名寄市電子地域通貨Ｙｏｒｏｃａは、昨

年の１１月２３日より運用が開始され、約半年が

経過しております。５月末現在として約１億９，

５００万円の金額がチャージされ、電子マネーと

して約１億７，８００万円、付与されたポイント

利用が約１億１，１００万円相当額、合わせて約

２億８，９００万円相当額が市内加盟店で利用さ

れております。また、加盟店につきましては、利

用可能公共施設も含めて当初２１３店舗であった

ものが現在２４１店舗と増加しております。また、

トラベルカードにつきましては、名寄市立天文台

や北国博物館で販売しており、５月末日現在で２

３枚販売されております。

次に、小項目２、半年を経過し、明らかになっ

た問題について申し上げます。利用者の皆様から

寄せられる声としまして、チャージ環境について

の御意見が運営主体である名寄商工会議所、行政

へも寄せられております。現在市内にチャージ機

が２台、チャージ可能券売機が１台設置されてお

り、その他についてはタブレット端末設置店でチ

ャージが可能となっております。個店でのチャー

ジにつきましては、チャージだけでの入店はハー

ドルが高く、これまでの約半数がチャージ機によ

るものとなっております。現在新紙幣対応のため

チャージ機を発注しても半年以上納品に時間を要

するなど、導入が困難な状況にあります。運営側

としましては、速やかにチャージ機、チャージ環

境を整備し、Ｙｏｒｏｃａが日常使いのツールと

なるよう利用者の利便性向上を図ってまいります。

小項目３、今後計画している利用方法、時期に

ついて申し上げます。現在Ｙｏｒｏｃａにおける

バージョンアップにつきましては、スマホアプリ

のみとなりますが、ポイントの移行システムが来

月７月より運用開始となる見込みとなっておりま

す。このシステムにより飲食での割り前勘定や今

後余ったポイントを家族などに付与するといった

ことが可能となります。また、Ｙｏｒｏｃａによ

る会計がそのまま店舗の売上管理システムと連結

するＰＯＳレジシステムも来月より運用可能とな

ります。Ｙｏｒｏｃａのみならず、現金、その他

支払いにおいても一括した売上管理が可能となり

ます。その他特殊ＱＲ機能も運用可能となってお

り、このＱＲにより各店舗来店時やイベント来客

時にポイントを付与する来店ポイントが可能とな

り、集客効果が見込めることができます。

最後に、小項目４、活用方法の周知や提案につ

いて申し上げます。Ｙｏｒｏｃａの活用方法の周

知につきましては、現在運営主体でございます名

寄商工会議所が中心となり、市内で開催される各

イベント主催者へ説明を行っております。また、

今後行われる各種バージョンアップにつきまして

は、アプリでの通知や市公式ライン等を活用した

周知を図るとともに、使い方や運用方法を説明し

た動画を作成し、ウェブサイトで配信していく予

定となっております。その他町内会連合会へ各団

体を通じた情報発信を行っていくほか、これまで

と同様に町内会や団体から要望があれば出前トー

クなどで周知も引き続き行っていく予定です。Ｙ

ｏｒｏｃａにつきましては、現状ベースとなるシ

ステムの定着までとなっていることから、今後運

用する側、利用する側のニーズ、アイデアをいた

だきながらＹｏｒｏｃａそのものがバージョンア

ップを続けていく必要があります。今後は、市の

公式ラインを活用し、Ｙｏｒｏｃａについてのア

ンケートにより現状の課題や御意見をいただくと

ともに、今後のアイデア等募集も計画しており、

広く市民の皆様から御意見をいただけるよう努め

てまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

水間議員。〇議長（山田典幸議員）

よく分かりました。引〇４番（水間健詞議員）

き続き再質問していきたいと思います。

まず、農業後継者対策ですが、先日農業後継者

対策協議会の総会があって、私も委員だったので
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すが、ちょっと都合悪くて欠席したのですけれど

も、その際に風連地区の委員から、それは農協青

年部の方なのですけれども、農協青年部でアンケ

ートを取った結果、対象となる人の６割ぐらい、

そういう婚活パーティー的なのに参加したいとい

う結果があったというふうに聞いたということを

聞いて、私もその御本人に直接電話をかけて、詳

しく話は伺いました。それは全体ではないので、

風連の方だけだったみたいで、サンプル調査みた

いな感じになるのでしょうが、名寄全体にそのま

ま適用すれば十数名程度の人数にはなるのではな

いかというような、御本人もそのようにおっしゃ

っていましたし、私も特に風連地区と名寄地区で

そんなに結婚に対する意欲が変わるとは思いませ

んので、多分そういうことになるであろうとは思

います。ただ、そういったアンケート、婚活とい

ってもこれ男女ありますから、女性も関係あるこ

となのですけれども、ここちょっと話が長くなる

ので、あえて適齢期の農家の息子ということに、

結婚したい、異性と結婚したがっている農家の息

子ということに限ってちょっと話進めます。そう

いったものにアンケート、そういったアンケート

を取れば、そういう女性の、異性のいるパーティ

ーに行きたいかって聞かれれば、恐らく相当数が

行きたいってあっさり答えると思うのです。万が

一私のところにそのアンケートが来れば行きたい

って……失礼。私のことは関係ないですけれども、

そういうことになると思うのです。ただ、実績値

として、そういう婚活パーティーの募集をやった

ところでそんなに集まらないです。集計をしたタ

イミングは、婚活パーティーの募集をしたタイミ

ングと今回アンケート取ったタイミングとはちょ

っと違うのですけれども、タイミングが、年が違

うのですけれども、この乖離から読み取れるのは、

そういう気持ちはあるのだけれども、そういうパ

ーティーがあったとしてもそれは本人の中でも優

先度が低いということだというふうに普通は読み

取れると思うのです。そういう気持ちあるのだけ

れども、もっと本人にとって何かやりたいことが

あったらそっちのほうが先になって、婚活が後に

なってしまうと。となると、結局また同じことに、

同じような結果になるのではないかと私は読み取

っているのですけれども、その辺どのように読み

取られているのかまず伺いたいと思います。

山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）

今ＪＡ青年部の方が〇経済部長（山田裕治君）

事前にアンケート、意向を確認した内容について

お問合せかと思いますけれども、私も後継者対策

協議会のほうで当然出席をしている事務局の立場

でもありますので、確かにこれまで、これ農業委

員会のほうで実際の事務を担っていただいており

ますけれども、事務サイドで以前アンケート調査

をさせていただきました。なかなか地域の中で未

婚の農業者というふうに、プライバシーの関係も

ありますので、地域で把握されている範囲という

ふうなことも含めてアンケートを取ったという条

件の違いは若干あるかと思いますけれども、その

際には確かに婚活事業に対して必要と考える方の

回答が少なかったというふうに私もそこは認識し

ております。先ほど壇上でも答弁させていただき

ましたが、そういった状況もございますので、ま

ず後継者の皆さんが、今は特にそういう必要に迫

られていないということがあるのかもしれません

けれども、将来親の世代の方が農業に従事できな

くなった場合、当然そのときには御本人が経営の

主を担うということにもなりますので、その将来

的な展望も含めてどういうふうな持続的な経営を

維持するのか、その中に、先ほども答弁させてい

ただきました。例えば法人化という道もあるかも

しれませんし、どなたか違う方をパートナーとい

う形で入れて、一緒に経営するというふうな様々

なスタイルがありますので、まずはそこをきちん

と理解をいただいて、そして将来自分がどういう

経営を目指すのかというところを明らかにしてい

く、そういう取組が必要だろうということで、そ

の件について今回の農業後継者の対策協議会の中
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でも議論をさせていただき、そういった研修活動

が重要だということも確認をさせていただきまし

た。ただ、その会議の中で先ほどのＪＡ青年部の

方の集計の報告があったものですから、私たちと

しても当初先ほど申し上げた調査結果と大分雰囲

気が違うというところで、ちょっとその真意を今

後確かめていく必要はあるだろうというふうには

考えております。青年部の方のアンケート調査の

ときにも必要性はありますというふうに約半数ぐ

らいの方が回答いただいたということと、いわゆ

るそういう婚活事業に参加する条件といいましょ

うか、何かそういうふうなハードルみたいなもの

があるのかというふうなことでいうと、やっぱり

開催される時期によって出席するかしないかとい

うことは大きく影響されるというふうな御回答も

いただいておりますので、今後先ほど水間議員の

ほうからありました結果的に事業に参加する人が

少なくなるのではないかという部分に関しては、

改めて開催時期等も含めて、内容もそうかもしれ

ませんし、どういう形が参加しやすいのか、そん

なことも少し今後深掘りさせていただきながら、

できるだけ参加意向のある農業の後継者の方に出

席していただけるような体制をつくっていければ

なというふうに考えております。

水間議員。〇議長（山田典幸議員）

ぜひ参加しやすい状態〇４番（水間健詞議員）

で募集して、どうかという結果を得ていただきた

いと思います。

それと、もう一つ、実際結婚している農家の息

子もたくさんいるのですが、親元、実家で同居し

つつ仕事やって、仕事に関して言えば非常に一生

懸命やっていて、それに関しては全く心配してお

りませんが、実家住まいだとやっぱり家事はほぼ

何もしないと。時間的拘束もないし、経営状態が

よければいいほど本人も収入も安定していると。

本来婚活市場において非常にいい条件であるはず

の収入がいいということもまた何かぬるま湯にな

ってしまう原因になってしまっているということ

で、結局婚活市場かいわいでよく言われる子供部

屋おじさんという状態になってしまうと。そうな

ってしまうと、いよいよなかなか結婚しづらくな

ってしまうので、なおかつもっと申し上げると、

農家の息子、Ｕターンでも新卒でもそうなのです

けれども、後継ぎに入ると市の職員、農協の職員、

関係機関の職員の皆さん、非常に大切にしてくれ

る。もっとありていに言えば、ちやほやしてくれ

る。自分を勘違いしてしまうのでしょう。そうい

う意味では、市の職員の皆さんもあんまりちょっ

と農家の息子、もう少し塩対応していただきたい

ぐらいなのですけれども、中にはそういう勘違い

が過ぎて、市議会議員に立候補してしまうという

結果になる、これ私だけなのですけれども、私だ

けです。そういう人もいるので、そういう勘違い

をさせない、勘違いしてしまうのです。

（何事か呼ぶ者あり）

きっと私だけですけれ〇４番（水間健詞議員）

ども。なので、そういう自己評価の勘違いもあっ

て、なおかつそういう実家住まいの快適さもあっ

て、いよいよ結婚に対して向かっていく気持ちが

ちょっと下がっていくのです。こういったところ

をちょっと本人に考えさせるためにも、自分を婚

活市場における婚活商品と考えて、客観的にどん

な評価があるかというのもちょっと、結婚したい

人ですよ。結婚したい人、結婚願望がある男ども

にちょっとそれを考えさせてあげてほしいと思っ

ています。商品の売り方考えてみなさいって、自

分という商品。野菜や、そういうものと同じよう

にちょっと客観的に考えてみてほしいと。そうい

う場も、さっき部長おっしゃっていた経営のこと

もそうなのですけれども、将来にわたる経営の持

続性ということも含めて、自分という商品を売る

ためにはどうしたらいいのかということも、研修

をやるのであればそういうことも盛り込んでいた

だきたいと思いますが、ちょっとこの点について

よろしくお願いします。

山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）
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今議員のほうからい〇経済部長（山田裕治君）

ろいろと様々な要因といいましょうか、いろんな

複雑な思いを抱えている後継者の方が多くいるの

ではないかというお話もございました。確かに婚

活の事業に関わって、これも先日の後継者対策協

議会の中での話題の一つとして上がりましたが、

上川のＪＡの組合長会だったかと思うのです。ち

ょっと主催が私も不案内だったのですけれども、

覚えていないので、申し訳ないのですが、そこで

管内の、各ＪＡ管内から１名ずつぐらいの形で集

めて、婚活事業に取り組まれたというふうに聞い

ています。一応カップリングが５割ぐらいになっ

たよというお話もいただきました。そのときに出

席した農業後継者の皆さんに対して事前に、なか

なか婚活のそういう事業というのでしょうか、そ

ういう事業の参加に慣れていない方がやっぱり多

いものですから、例えば身だしなみだったりとか、

会話だったりとか、そのような多少注意点といい

ましょうか、こういうことに気をつけましょうと

いうふうなレクチャーする時間が事前にあったそ

うです。そういった取組もあってか分かりません

けれども、ある程度参加された方も何となく緊張

せずにといいましょうか、多少心得を持った中で

参加できたのではないかなというふうに考えてお

りますので、今後婚活事業も含めてそうですが、

まずはどういうことを、自分自身がどういう経営

をやりたいのかって先ほどお話ししたこともあり

ますが、実際に次のステップとしてそういう婚活

事業なりに参加するというときにどういうふうな

ことを身につけたりとか、セルフチェックではな

いですけれども、そういうことなんかも少しメニ

ューの中に加えるというようなことも、ここは後

継者対策協議会の中で実際に事業、今後取組が進

んでいくことになると思いますので、その中でも

改めて少し議論をいただくような形で、それから

私のほうからも少しそういう今後の研修の内容に

ついても意見反映させていきたいと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。

水間議員。〇議長（山田典幸議員）

よく分かりました。〇４番（水間健詞議員）

最後に、経済部長、もう一点だけ。私実は農業

委員も市町村合併のときからずっとやっていて、

農業後継者対策協議会というか、婚活のものも随

分長い間見てきたつもりでいるのですが、後継者

対策協議会の存在がやはり時代にそぐわないのか

なとちょっとはっきり言うと疑問を抱いています。

今回の取組が万一芳しくない結果に終わった場合

に後継者対策協議会の解散を含めた仕切り直しな

どは考えていらっしゃいますか。

山田経済部長。〇議長（山田典幸議員）

先ほど答弁させてい〇経済部長（山田裕治君）

ただきましたが、確かに一時的にはこの事業に参

加したいという意向を持たれている方が少ないの

ではないかというふうな、そういった状況もあっ

て、今議員がおっしゃられるようなこれまでの取

組の在り方ですとか、そういうことを少し考え直

す時期に来ているのかなというようなことも一定

あるのかもしれません。ただ、ここにつきまして

は、先ほど申し上げましたけれども、議員も御存

じのとおり、これ市とＪＡとそれぞれで構成され

ている団体の中でそれぞれ事業の内容ですとか、

この会の今後の在り方ですとか、そこが議論され

るものというふうに思っておりますので、先ほど

来あります今ＪＡ青年部の皆さんがこの事業を必

要としているという、そういうアンケートの答え

を、私たちもそこを信じて、期待して、現状では

今のこの取組をまずは着実に進めていくというと

ころで考えておりますので、御理解ください。

水間議員。〇議長（山田典幸議員）

ありがとうございまし〇４番（水間健詞議員）

た。同じことは農協の懇談会などでもちょっと申

し上げているので、最後に申し上げました。

次に、大項目２つ目に移ります。若者地元定着

奨学金返済支援事業、地元就業支度金助成事業、

それから総務費のほうでも移住促進事業というの

があって、そのほかにも、ちょっと違いますけれ
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ども、おとといの病院の事務部長の答弁の中でも

リクルート活動で工夫をしたりして、名寄で安心

して働いてもらえる取組をやっているというふう

な話もありました。広く言えば地域おこし協力隊、

農業支援員とかもそういう名寄で働く人に向けた、

名寄に来てくれる人を増やすことだと思うのです

けれども、行政としての予算の枠組みとか組織の

枠組みとしてはいろいろなのですけれども、利用

する人というか、名寄に居を定めて職を求める人、

あるいはそういう人を雇用したい事業者という意

味では同じようなことなのです。同じようなこと

というか、そういう利用者向けの何かポータルが

あると非常にいいと思います。というのは、それ

ぞれこういう事業があるって、その事業の担当の

ところに行けば非常に丁寧に説明していただける

と思うのですけれども、そこどこに、自分はどの

事業を使えるのかとか、そういったことのちょっ

と切り分けという部分で当事者本人がやるより何

かポータルがあって、そこを通ることで判断つく

というような仕組みがあると非常にいいと思うの

ですけれども、その点についてどうでしょうか。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）

人材確保の面か〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

らということで、名寄市外から来たいという方に

対するポータルサイトを開いて、幅広く人材を確

保できないかというような内容かなと思います。

本当に、先ほど来からもお話ありますが、全国的

に人材不足というのは深刻な状況でありまして、

特に名寄管内におきましてはハローワークの有効

求人倍率でいきますと建設業ですとか、それから

サービス業であるとか、求人の倍率というのがす

ごく高くなっております。そんな中であらゆると

ころから人材確保をするためにということだと思

うのですけれども、先ほどちょっと出ました移住

に関してというと、総合政策部のほうで移住協議

会のホームページですとか移住に関する部分を制

度を含めて周知をしていると。病院においては、

医療職の人材確保についてということで、先ほど

お答えした大学の制度についてもそれぞれでとい

うことでポータルで見れないかということであり

ます。ちょっとこちらで人材確保の今対策をどう

進めていくかというの、各業界の代表者の皆さん

に集まっていただきまして、一度意見等ヒアリン

グをさせていただきました。そういった中でホー

ムページ等でそういうそれぞれの業界の情報を出

していただきたいですとか、市外から見たときに

一目で分かるようなものがあったほうがいいとい

うようなお声もあろうかと思いますので、そうい

ったところちょっと、何でもかんでも一緒にする

とよく分からないふうな感じになってしまいます

ので、移住に関して言うと自ら起業してというこ

とで市でクリエーターの方を募集しているので、

そういったところすみ分けをしっかりできるよう

なポータルサイトみたいなのをつくれるようにち

ょっと今後検討してまいります。

以上です。

水間議員。〇議長（山田典幸議員）

ありがとうございます。〇４番（水間健詞議員）

ちょっと違うのですけれども、地域おこし協力隊

の募集ではすごく明るい雰囲気のリーフレットと

いうか、Ａ４の１枚物なのですけれども、そうい

うのを作っているのです。地域おこし協力隊はち

ょっと違うのですが、何かそういうサイトに誘導

するための資材はやっぱり、サイトは必要だと思

うのですけれども、サイトに誘導するためのリー

フレットなりなんなりは何かちょっと必要なので

はないかなとは思うのですが、そういった可能性

はある、サイト誘導のための資材はどうでしょう

か。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）

すみません。ち〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

ょっと最後聞き取れなくて。資材。

（「つまり……ごめんなさい」と呼ぶ者あり）

ツールということでし〇議長（山田典幸議員）

ょう。

ツール。〇産業振興室長（櫻田孝臣君）
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（「そうそう。例えば何か名寄に来たい人集まれ

みたいな」と呼ぶ者あり）

ＳＮＳですとか、〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

そういったものではないのでしょうか。

（「紙」と呼ぶ者あり）

紙。〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

（「紙ベース」と呼ぶ者あり）

紙ベースで。〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

暫時休憩します。〇議長（山田典幸議員）

休憩 午後 １時４８分

再開 午後 １時４９分

再開します。〇議長（山田典幸議員）

櫻田産業振興室長。

そういったパン〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

フレット等も同じように協力隊ですとか、それか

らクリエーターの募集する面ですとか、そういっ

たものちょっと関係部署と相談して、検討してい

きたいと思います。

水間議員。〇議長（山田典幸議員）

ありがとうございます。〇４番（水間健詞議員）

もう一点、それを見て誘導されてきた方をそれ

ぞれの事業、こういう事業使えますよとか、そう

いう振り分ける、今の時代だったらもしかしたら

ＡＩでもいいのかもしれぬけれども、コンシェル

ジュ的な対応する人、またはチャットＡＩみたい

なものは必要なような気がするのですけれども、

どうでしょうか。あなたの条件ならこういう事業

使えますよとか、こっちの窓口に行ってください

よとか、そういう振り分け的にする仕組み。

石橋総合政策部長。〇議長（山田典幸議員）

主にどういった〇総合政策部長（石橋 毅君）

方たちにも見てもらえるかとか誘導するかという、

そこのお話に尽きるのかなと思います。まず、総

合的なこちらに来ていただけるという観点でいう

と、求職で移動してくるのか、それとも移住とい

う視点で来るのかってなると、求職ってなるとや

はりハローワークさん、これは我々地方自治体は

職業あっせんという行為はできませんので、そこ

についてはハローワークさんとしっかりと切り分

けながら役割を分担しなければならない。移住と

いう観点でいうと、我々は今回地域おこし協力隊

でコーディネーターを配置しております。そこの

機能をしっかりと果たしていただくため、充実す

るために今一生懸命勉強していただいていますけ

れども、まずは全てにおいて移住に関してはポー

タルとしてぜひ連絡いただけるような周知もして

いきますし、そういった位置づけにすると。そこ

に相談来ていただくと、必要な情報というのはし

っかりとそこで調査して、すぐお返しするという

ような形を、体制を整えていきたいというふうに

考えておりますので、まずはそういった体制を我

々行政として整えていくということで御理解いた

だけたらなというふうに思います。

水間議員。〇議長（山田典幸議員）

ありがとうございます。〇４番（水間健詞議員）

大項目１で申し上げた農家子弟に対する塩対応と

は逆に、これはぜひちやほやして歓迎していただ

きたいと思います。

次に、大項目３に移らせていただきます。先ほ

ど御説明いただきましたが、例えば餅という素材

の仕様がよく分かっていて、一方アイスクリーム

というものの素材の仕様が分かっていて、それぞ

れくっつけたらおいしいのではないかということ

で雪見だいふくができたと思うのです。私が考え

ているのは例えばラジオ体操、先ほど町内会のラ

ジオ体操、考えているのは町内会の予算でポイン

トを用意して、来た人にポイントをつけてあげた

りとかって私は考えたのです。それが果たしてで

きるのかできないかというのは、一方の、ラジオ

体操の仕様というのは自分たちで企画するのだか

ら分かるのだけれども、Ｙｏｒｏｃａのユーザー

としての仕様は自分で買物したりして分かってい

るのだけれども、イベントの主催者として使う場

合の仕様というのがよく分かっていないし、聞き

に行けばちゃんとできること、できないこと説明
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していただけるのですが、何か最初からある程度

仕様が見えているとアイデアも出しやすい、さっ

きの雪見だいふくの話みたいに。最初から仕様が

見えているといろんなアイデア出しやすいのかな

ってちょっと思うのですが、仕様について事業者

側というか、主催者側の仕様を参照できるところ

ってどこか、多分Ｙｏｒｏｃａの事業者になれば

そういう説明資料あるのだろうけれども、それ以

外の人って何かそういうのを見ることってできる

でしょうか。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）

事業所側という〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

ことでございますけれども、こちらはあくまでも

商工会議所様が運営主体となっておりまして、先

ほどお話ししましたけれども、７月からポイント

付与の機能が追加されるといったようなことがこ

れから皆様からアイデアをいただいたり、そうい

う希望なりがあって、それを使いやすいものに、

もしくは町内会で利用拡大していけるようになれ

ば私もいいかなと思っています。ただ、現状まだ

そこのシステムの、例えば新しい機能やるとすれ

ばいろんな壁を、ハードルがちょっとあるものを

越えて、まずシステムの開発費用ですとか、そう

いったものをクリアしたものが表に出てくるのだ

と思いますので、今現在こういう事業者として使

えますよという機能はベースとして持っているも

のはあると思いますが、その運用していくための

ものというのがまだこれからになるかと思います

ので、それを現在あるものを皆様からアイデアを

いただいて、一致したものを出していければいい

のかなと思っております。いずれにしても、商工

会議所の皆様とちょっと毎回定期的に会議を行っ

ておりますので、そういった場で今回の提案をさ

せていただければと思います。

水間議員。〇議長（山田典幸議員）

ありがとうございます。〇４番（水間健詞議員）

先日開催されたアスパラまつりや７月７日に開催

されるふれあい広場などもＹｏｒｏｃａの何か、

あれどういう仕組みなのですか。また使えるよう

な活用方法あると思うので、こういったのを何か、

先ほど櫻田室長からいろんなニーズの聞き取りと

かアイデアの聞き取りしていこうと思うのですけ

れども、ぜひちょっとニーズのヒアリングは大い

にしていただきたいのですけれども、シーズとい

うか、御提案もほかの地域の事例でこういうのが

あるとか、そういう何か、これ役所だけで、会議

所も関係あると思うのですけれども、会議所とも

だと思うのですけれども、提案が、ニーズ、聞き

取りだけではなく、何か逆にそちらからこういう

使い方もできるような提案もあってもいいと思い

ます。というのは、現時点ではスタートからまだ

１年もたっていない。半年ちょっとで、試行錯誤

の部分もかなりあると思うのですけれども、そう

いう状態だと利用者からの評価も現時点ではまだ

定まっていないと思います。ただ、先にがんがん

使っている人の評価を聞いて、後から続いていく、

特に高齢者とかはそうだと思うのです。使えるも

のだよとか、将来性があるものだよというふうに

評価が定まってくればいいのですけれども、どう

も使えていないなとか、そういうふうにちょっと

先行して使っている人の評価が変に定まってきて

しまうと非常に残念だと思うのです。ですから、

有用で将来性があることを利用者に対してずっと

訴求し続けないと、変な形で評価が定まる前に、

まだ半年だけれども、評価が定まる前にぜひちょ

っとそういう訴求をしていっていただきたいと思

うのですが、その点について何か今の時点で見え

ている策をお知らせいただきたいと思います。

櫻田産業振興室長。〇議長（山田典幸議員）

これから当然、〇産業振興室長（櫻田孝臣君）

今議員おっしゃったように、まだ運用されて半年

といったところで、まだまだ利用の拡大ですとか、

そういうポイント付与ですとか新たな機能なんか

を追加して使いやすくしていかないとならないと

いうところで議論を深めております。これから新

たなものとしては定期的なキャンペーンですとか
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日常使いにしていただくような取組としまして、

そういったキャンペーンをやっていきたいなとい

うことで考えております。また、使い方なんかも

まだまだよく分からないというような方もいらっ

しゃるというようなことでありますので、そうい

ったところを機能が分かりやすくなるように動画

などで周知していくということで、よろしくお願

いします。

水間議員。〇議長（山田典幸議員）

ありがとうございまし〇４番（水間健詞議員）

た。

以上で質問を終わります。

以上で水間健詞議員の〇議長（山田典幸議員）

質問を終わります。

名寄市立大学の将来像について外２件を、佐藤

靖議員。

加藤市長の４期目任期〇９番（佐藤 靖議員）

も折り返しを過ぎ、残り１年９か月となりました。

就任以来様々な課題に向き合い、市長のキャッチ

フレーズである「自然の恵みと財産を活かし み

んなでつくり育む 未来を拓く北の都市・名寄」

を目指して取り組まれてきたことに一定の評価を

するものですが、新たな課題が次々に浮上してい

るのも現実であります。４期目仕上げの時期を迎

えた今、特に名寄市立大学、財政、人材の課題に

ついてお伺いします。

まず、名寄市立大学の将来像に関わってお伺い

します。名寄市立大学では、助産師課程、大学院

設置に向け支援するとともに、独立行政法人化の

検討を進めてまいります。これは、令和４年５月

１３日、加藤市長が４期目の当選後に開かれた令

和４年第２回臨時会で述べられた所信表明の中で

名寄市立大学に関わって発言された内容です。殊

大学院については、野村陽子前学長も令和２年５

月８日開催の令和２年第１回臨時議会での就任挨

拶で前年７月の総務文教常任委員会での議論、外

部の有識者が加わった参与会で意見を受けたこと

を明らかにしながら、様々な御意見を整理いたし

まして、一つ一つ課題がありますが、そういった

ことを明確にし、大学院の骨格を固め、こういっ

たことを具体的な計画性を持って進めてまいりた

いというふうに考えておりますと述べ、また今年

３月の第１回定例会の退任挨拶では大学院設置が

スムーズに進まなかったことを謝罪するとともに、

１期４年間の経験から大学組織について学長がリ

ーダーシップを発揮できる組織体制にない、組織

の大幅な改革が必要、市のトップダウンで経営、

運営の一体化に変えていく必要があるなどと強く

求められました。しかし、今年第２回臨時会で就

任挨拶をした家村学長は、あくまで学内の議論で

合意に基づく対応を強調し、トップダウンによる

組織改革についても学内協議を優先する姿勢を強

調しました。大学院設置及び独立行政法人化につ

いては、以前当時の市政クラブ会長であった山田

現議長と私が質問に取り上げた際、ともに前向き

な姿勢を示された市長はこの前、現学長の発言の

整合性をどう受け止めておられるのか、さらに両

課題にどう対応されているのか、改めてお考えを

お伺いします。

また、名寄市立大学がこれまで松岡学長が道筋

をつけ、久保田学長、青木学長、佐古学長、そし

て野村学長と小さくてもきらりと光る大学づくり

に尽力され、全国から優秀な学生を受け入れる大

学に育てていただきましたが、今の少子化の中に

あって、今後も同大学が名寄市の財産であり続け

るため、設置者たる市長は何を大学側に求め、何

が必要であるとお考えなのか併せてお伺いします。

さらに、公立大学の法人化設立について文部科

学省は具体的なメリット、デメリットを示してい

ます。公立大学法人制度が導入されたのは平成１

６年度であり、昨年５月１日現在は全１００公立

大学中９１大学、８３法人が自主自立的な環境下

で魅力ある教育、研究を積極的に展開していると

報告されていますが、一昨日独立行政法人につい

て水間事務局長は学内で具体的な議論はされてい

ないと答弁されました。市長の公約でありながら、
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議論がなされていない現状には大いなる疑問を感

じますが、名寄市立大学においては何がネックに

なっていると市長はお考えなのかお伺いします。

次に、名寄市の財政の見通しについてお伺いし

ます。市は、平成２８年度地方交付税の合併算定

替特例措置の段階的縮減、老朽化が進んでいる公

共施設への対応、公債費や基金残高の推移など今

後の諸課題への備えとして名寄市総合計画（第２

次）計画期間の令和８年度における財政規律、い

わゆるガイドラインを策定し、実質公債費比率、

将来負担比率、市債発行額、財政調整基金、減債

基金残高の３本柱に一定の枠組みをはめましたが、

総合計画後期計画を迎え、この財政規律を見直さ

れました。言うまでもなく、規律とは人の行為の

基準として定められたものであり、ある意味おき

てであります。これが組織となると、組織が大切

にしていて、何よりも優先していることに従って

行動するということになります。議会側としては

名寄市総合計画（第２次）後期計画期間に限り見

直しを容認しましたが、この後も新たな施策が浮

上するとともに、資材の高騰、人件費の高騰が依

然として続いている情勢下にあります。加えて、

今後も中間処理施設、名寄中改築、東病院改築、

その後も名寄東中や図書館などの事業がめじろ押

しとなっていますが、浮上しているハード事業に

取り組むに際し現状の財政規律は守られるのか、

想定施策と財政規律の整合性をお伺いします。

この６月１１日、経済財政運営と改革の基本方

針２０２４、いわゆる骨太方針の原案が示されま

した。その中では、地方行財政基盤強化が求めら

れ、特に地域における人への投資、ＤＸ、ＧＸの

推進、地方への人の流れ強化などによる地域経済

活性化及び新たな雇用の場の創出、地方独自の防

災、減災の取組強化などが求められていますが、

財政規律の枠を保持しながらこれらの対応は可能

とお考えになっているのかお伺いします。

最後に、人材確保策についてであります。さき

に述べた骨太方針２０２４の中で地方公共団体が

連携して地域に必要な人材を確保、育成する取組

を推進するとともに、関係省庁や地方公共団体が

連携し、広域での取組が有効と考えられる事務の

共同実施などに取り組む、複数団体による広域的

な公共施設の集約化、共同利用などをさらに進め、

取組を強化する、地域の多様な主体が連携、協働

し、生活サービスを提供しやすい環境整備を進め

ると示されています。時代の趨勢であり、当たり

前のことだが、名寄市の現状に照らし合わせて、

これら取組の具現化は可能と判断されるのかお伺

いします。

また、ここ数年熊が人里に姿を現し、市民の脅

威となっています。駆除する猟友会会員の減少と

高齢化による即時対応が難しい環境にありますが、

そこで市民の安全確保をするため、銃器使用経験

を持ち、猟銃資格を有する退官自衛官を職員とし

て採用する可能性について見解をお伺いする予定

でしたが、昨日の高橋議員への答弁で一定理解を

しましたので、あえて答弁は求めません。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

加藤市長。〇議長（山田典幸議員）

佐藤議員から大項目で３〇市長（加藤剛士君）

点御質問いただきました。１点目は私から、２点

目、３点目は副市長からの答弁となります。

初めに、大項目１、名寄市立大学の将来像につ

きまして、小項目１、大学院設置、独立行政法人

化などに対する市長公約、議会答弁、前、現学長

発言の整合性についてお答えをいたします。大学

院設置に係る検討につきましては、昨年度まで学

内で野村前学長を先頭に令和７年度の開設を目指

し検討されてきたところであります。しかし、本

学の特色を生かすべく４つの分野で構成をされた

大学院構想では、文部科学省内の複数の審議会で

検討されるため多くの是正、改善に係る審査意見

が出され、大変高いハードルを越えなければなら

ないことが想定をされると専門業者からの御意見

がございました。このことを踏まえ、改めて大学

院設置の新規申請の際はシンプルに研究科と専攻
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を整理をし、２年後の大学院完成年次以降に年次

計画で当初構想していた本学独自の大学院構想を

構築する手法を用いることが大学院設置のハード

ルを低くすることが可能であるというアドバイス

を考慮しながら、再検討を行うということといた

しました。本年４月から就任をされた家村学長か

らも大学院設置については継続して検討していき

たい旨のお話を聞いておりますので、大学院設置

に向けては再検討されると認識をしているところ

であります。

続いて、独立行政法人化の考え方についてお答

えいたします。大学における法人化は、基本的に

大学の運営については大学が担い、経営について

は名寄市が担う形態を、運営と経営を一体的に大

学が担い、大学から見た経営に関する予算や組織

上の制約を緩和をし、今まで以上に大学の自主性

をより発揮し、自主的、自律的な取組を目指す大

学システムであります。急速な少子化によって大

学間の学生確保に係る競争が年々厳しさを増して

いくことは避けて通れない状況でございます。受

験生の動向も年々変化しており、これらに対応す

べく他大学の状況を見ますと、多種多様な戦略を

検討し、様々な取組を行うなど臨機応変かつ機敏

な大学運営を行っております。このような他大学

の取組を見ますと、本学で実施をしています学生

確保の戦略が大学間競争に対応できるのかと強い

危機感を抱かずにはいられません。大学のトップ

として運営のかじ取りを担っています学長につき

ましては、学生確保以外にも様々な厳しい課題の

解決に向けて御尽力をいただいており、その手法

については学長が思う最善の考え方に基づいて取

り組まれておりますが、運営に加えて経営感覚を

常に持った意識改革が私は必要であると考えてお

ります。この日々変化をする激動の時代だからこ

そ本学にとってはチャンスにもなり得ると考えて

おります。そのためには、時代や社会、地域のニ

ーズ、将来を見据えて、果敢でスピーディーなチ

ャレンジが不可欠であります。より柔軟性と機動

性のある意思決定と透明性の高い大学経営を行う

ための仕組みとして、大学の法人化の検討は避け

て通れないものと考えております。

小項目２、名寄市の財産であり続けるために求

められるものについてお答えいたします。名寄市

立大学は１９６０年に日本最北の高等教育機関と

して開学をした短期大学から４年制大学へ進化を

し、通算をして６０年以上の長きにわたり多くの

人材を育成をし、名寄市をはじめ道北地方、さら

には道内、全国に卒業生を輩出をしております。

全国の公立大学の中でも最小の人口規模の自治体

に設置をされている地方大学でございますが、

「小さくてもきらりと光る大学」をキャッチフレ

ーズに現在は全国各地から約８００名の学生を受

け入れております。この名寄に集った若い世代の

力がこれまで本市における経済の活性化やまちの

にぎわいなど様々な場面で貢献をしていただきま

したし、これからも必要不可欠でございます。ま

た、この若い世代が集うきっかけとなります名寄

市立大学は、道北地域における高等教育の機会の

提供、知の拠点としての地域の課題解決に向けた

研究活動の実施、ケアの未来を開く専門的人材の

育成など、大学と学生の双方が本市の地域振興に

とって貴重な財産として位置づけております。こ

の貴重な財産としてあり続けるためには、やはり

大前提となる学生確保が必須でございます。先ほ

ど来申し上げておりますけれども、この激化をす

る大学間競争に対応するため経営、運営の一体化

したスリムな組織体制による企画の立案、場合に

よっては即断即決による具体的なアクションも必

要となってくる機会が増えてくるものと考えてお

ります。これらのことを考えますと、本学の経営

と運営が分離をされている現体制では加速化する

時代の流れに対応する戦略を実行することが難し

い場面に多々直面するのではないかと危惧をして

いるところであり、繰り返しになりますけれども、

私は大規模な大学での組織改革はやはり必要では

ないかと考えております。
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小項目３、運営組織の必要性を含め法人設立の

メリット、デメリットに対する見解、名寄市立大

学における課題についてお答えいたします。法人

設立のメリット、デメリットに関する見解として、

まずメリットの主なものとして、法人化に移行さ

れますと一般的に学内に経営を担う理事会が組織

をされ、迅速かつ機動的な意思決定が可能となり

ます。人事部においてもプロパー職員の採用が可

能となり、事務局の専門性が向上し、様々な高度

専門分野に係る事業への取組が学内で可能となり

ます。また、大学運営に関しては６年ごとに作成

をされる中期計画や１年ごとの年度計画に基づく

運営と業務の評価結果の公表が義務づけられ、よ

り一層大学運営の透明化が図られることとなりま

す。経営に関しては、企業会計の導入により正確

な財務分析を大学経営に反映させることが可能と

なり、大学の運営と経営に関する課題や分析、今

後の戦略がより一層立案が可能となり、厳しい大

学間競争に対応する果敢なチャレンジができるこ

とが最大のメリットであると考えております。反

対にデメリットとしては、これまで市の管理部門

で行ってきた財政、会計、人事等の経営に関する

新たな組織の設置のほか、役員や監査人などの人

件費負担が増加をするとともに、新たなシステム

導入経費の負担も発生をいたします。また、法人

経営に伴う各種財務諸表の作成や税務申告等の各

種事務作業も増加すると考えております。本学に

おける課題としては、法人化は他の公営企業事業

とは異なり、独立採算事業ではないと整理をされ

ているものの、法人化によりさらに大学経営の厳

格化が求められ、人件費をはじめ施設の維持管理

費や研究費などより一層の運営経費の削減を心配

する声も多いと耳にしております。また、現在は

市職員として公務員採用され、大学へ配属されて

おりますが、法人化されますと公務員の身分が外

れるために身分保障などに対して不安の声もある

ということも耳にしているところであります。

私からは以上です。

橋本副市長。〇議長（山田典幸議員）

私からは大項目２、名〇副市長（橋本正道君）

寄市財政の見通しについて、関連がございますの

で、小項目１、財政規律の在り方、小項目２、想

定するハード事業との整合性、小項目３、経済財

政運営と改革の基本方針２０２４と市財政につい

て一括でお答えいたします。

財政規律は、将来へ過度の負担を残さず、持続

可能で健全な財政運営を維持していくために必要

不可欠な基準として平成２８年度に策定しました。

その後令和４年度において名寄市総合計画（第２

次）後期計画の策定に併せて、地方公共団体とし

ての責務を果たしていくため財政規律の見直しを

行ったところです。現在令和５年度の決算統計作

業中であることから、直近の令和６年度当初予算

編成での分析値となりますが、光熱水費の高騰、

自治体サービス、施設管理等の委託料の増加など

により普通会計ベースで義務的経費の人件費で対

前年度比７．２％増、物件費で７．８％増、維持

補修費で９．２％増と経常的な経費が増加してお

ります。一方で、歳入は自主財源の市税が対前年

度比４．７％減となるとともに、基金の繰入れに

大きく依存した予算編成となったところでありま

す。こうした人件費や物件費の高騰については先

が見通せない状況であるとともに、大規模なハー

ド事業として名寄地区一般廃棄物中間処理施設に

対する負担金、名寄中学校や名寄東中学校への義

務教育施設や図書館などの老朽化が進んでいる公

共施設への適切な対応、道路や水道施設など市民

生活に直結するインフラ施設の更新、さらには骨

太方針２０２４の原案にも示されている活力ある

持続可能な地域社会の実現に向けたデジタル社会

への取組、子ども・子育て施策なども同時に進め

ていかなければなりません。そのためにも特定財

源の確保に十分に努めるとともに、行財政改革に

おけるＢＰＲなどから事務事業の見直しやこれま

で以上に事業の選択と集中の徹底を進めながら、

現段階においては現在の財政規律を遵守し、総合
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計画の将来像の実現に向けて持続可能で健全な財

政運営に努めてまいりたいと考えております。

次に、大項目３、人材確保策について、小項目

１、広域連携による人材確保と育成の可能性につ

いて申し上げます。近年地方公共団体はデジタル

社会の進展によるＤＸへの対応や大規模災害、感

染症などの新たなリスクの顕在化、老朽化が進む

公共インフラへの対応、子ども・子育て施策の充

実など多くの喫緊の課題に対応していく必要があ

ることから、人材の確保や育成が従前にも増して

高まっております。しかしながら、少子化や生産

年齢人口の減少によりこれからの地方公共団体に

おいては人材確保がより深刻化していくことが想

定されます。本市においても人材確保が厳しい状

況であり、一般事務職をはじめ、特に保健師や保

育士、土木技師などの専門職においては応募者が

少なく、必要な人員を十分に確保するのが非常に

難しい状況にあります。そのため、専門職の確保

に向けて養成機関への訪問や就職説明会に参加す

るなど積極的に人材確保活動を展開するとともに、

採用試験の内容や方法について工夫を図りながら、

優秀な人材確保に努めてきているところでありま

す。今後においては、市町村間の広域連携などに

よる地域に必要な人材の確保、さらには育成など

持続可能な行政サービスの提供に向けた様々な手

法について調査研究していく必要があるものと考

えております。

以上、私からの答弁といたします。

佐藤議員。〇議長（山田典幸議員）

るる御答弁をいただき〇９番（佐藤 靖議員）

ました。予想以上にいいお答えをいただいたかな

というふうに思っておりますけれども、具体的に

入っていく前に市長にちょっと感触をお伺いした

いのですけれども、先日の家村学長の就任の御挨

拶ありましたよね。あのとき終わった後拍手が一

つも起きなかった。私正直言うと、新聞記者と議

員経験と４０年議会見てきていますけれども、三

役の、あるいは学長、病院長、教育長の就任、退

任挨拶で拍手が起きなかったというのは初めての

経験でありましたけれども、市長はそこから見て

いてどういうふうにあの状況をお感じになりまし

たか。

加藤市長。〇議長（山田典幸議員）

学内における公正な選挙〇市長（加藤剛士君）

を経て就任された最初の所信表明演説ということ

でありますので、こういうお考えなのだというこ

とを客観的にお聞きをしたということでございま

して、そこが評価どうなのかというのはこれから

いろんな皆さんの評価になっていくものと思いま

す。

佐藤議員。〇議長（山田典幸議員）

市長は人がいいから、〇９番（佐藤 靖議員）

そういう言い方になると思いますけれども、正直

言って私が感じたのは熱意だとか、これから大学

をどうやって変えていこうかというものが、ある

いはおとといも中畠議員が言っていましたけれど

も、危機感だとかが読み取れないということで、

少し正直言ってがっかりしたなというのが、私自

身はそういう認識でありましたし、一番はやっぱ

り大学院設置と独法に対しても前向きな答えがあ

んまり得られなかったということで、このまんま

どうなるのだろうということから今回取り上げて

みました。そして、市長から一定程度大きな改革

が必要だという御発言をいただきましたけれども、

市長の任期も残り１年９か月というふうになりま

したけれども、これは近々中に設置者としての方

向を示す手順を始めるのか。実施は別にしても法

律上は一応設置者と議会がオーケーすれば可能と

いうことでありますけれども、それは短絡的に言

ってそこにいくということ難しいと思いますけれ

ども、今後の市長の頭の中にあるタイムスケジュ

ールというのはいかがになっておりますか。

加藤市長。〇議長（山田典幸議員）

学長の直属機関として参〇市長（加藤剛士君）

与会というのがあります。参与会がまだ行われて

いないのです。と思っていまして、今議会でもか
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なりこうした議論が出てきていると。私なりの思

いも話したところであります。一定また外部の皆

さんが今こうした状況をどう捉えて、どういう御

意見が出るのかということ、ちょっとそこもぜひ

確認をしたいなというふうに思っているところで

あります。いずれにしても、学長も大学をよくし

たいって思いは当然あるのだというふうに思いま

すので、ということなので、よくそこはしっかり

と相談をしながら、しかしできるだけ早いうちに

これは議論に着手をすべきというふうに考えてお

りまして、時期的なものはまだちょっと想定でき

ませんけれども、できるだけ早いうちにこうした

議論をスタートさせたいというふうに考えており

ます。

佐藤議員。〇議長（山田典幸議員）

できるだけ早いときに〇９番（佐藤 靖議員）

ということでありますので、そこはそこで理解を

していきますけれども、今名寄市立大学の外部評

価をしているというのは市長がおっしゃる参与会、

これは学長直結の組織であります。もう一つは議

会の総務文教常任委員会がこの２つの役割を外か

ら見ているということでありますけれども、これ

以上に力を持っているのは教授会が持っていらっ

しゃるわけですから、ここをきちっと改革するに

は経営と運営がやっぱり一体になっていかなけれ

ばならないだろうということでありますし、それ

が名寄市立大学の将来にとってもいいことだろう

というふうに思います。先ほど述べたように、全

国では９０％超える公立大学が独法でやっている

と。近隣でいえば、旭川市立大学も地方独立行政

法人法第１１条第４項に基づいて市でも旭川公立

大学法人評価委員会条例というのを設置されてお

りますし、あとこの委員会、これともう一つはま

た旭川公立大学法人評価委員会というのを設置し

ています。この委員会には高専の校長ですとか商

工会議所とか帯広畜大の学長とか公認会計士らが

入って、運営と経営について議論しているわけで

ありますけれども、名寄も昔短大時代は道北地域

研究所がありまして、そこの諮問委員会がありま

した。これには市内のほとんどの団体の、例えば

市長は当然ですけれども、議長、あるいは道議、

あるいは市内の各団体の代表者ということで、総

勢多分１５人か２０人近い人が年に１回、２回集

まって議論をするという場が、外からの声を学長

に届けるという機関がありましたけれども、これ

もコミケアに変わって、なくなりましたので、な

かなか外の声が通じなくなってきているというこ

とでありますし、今大学のものでいえばほとんど

の大学ではこういう混種協議会というのは、審議

会というのは組織されていることでありますので、

ぜひこれ市長のおっしゃるようになるべく早く取

り組まれることが、我々は大学を責めるというこ

とではなくて、やはり名寄に今来ている大学生た

ちをしっかり育てて、社会に送り出すために大学

がどうあるべきかというのを本当に真剣に議論し

ていく時期に来ているのではないかなと。ここで

いえば東部長もそうであります。大学後援会の会

長経験者でありますし、私がその前の会長であり

ますけれども、人以上にやっぱり大学については

熱意を持って見ておりますので、ぜひ市長がおっ

しゃるとおり進めていただければと思いますので、

あんまり任期にこだわらないで、１年９か月、次

の期もあるわけですから、それも考えながらしっ

かりつくり上げていっていただきたいと思います

けれども、あともう一つ、これ市長よりも事務局

のほうにお伺いしますけれども、大学評価を受け

ますよね。あの中で前回指摘されていることに、

大学評価、その中で名寄市立大学内部質保証推進

委員会について大学運営の適切性については同委

員会が点検評価を行っているものの、点検評価の

結果に基づく改善、向上を図る全学的な取組は十

分に整備されていないという指摘をされています

けれども、これは改善されたのですか。

水間大学事務局長。〇議長（山田典幸議員）

前回は大学〇市立大学事務局長（水間 剛君）

基準協会の認証評価を受けて、改善課題の一つと
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して内部質保証推進委員会の役割の明確化という

ことで指摘を受けております。内部質保証委員会

の部分については、指摘を受けまして、組織の改

革等も含めて、内部質保証の中でどういった役割

の中できちんと質保証を確立していくかという部

分については整備はさせていただいて、私は出席

できなかったですけれども、本日も会議があった

ところであります。

佐藤議員。〇議長（山田典幸議員）

もう一つ、この評価の〇９番（佐藤 靖議員）

中では大学の目的は２種類あると。この整理を強

く求められています。これは何を言っているかと

いうと、大学の理念では名寄市立大学はケアの未

来をひらき、小さくてもきらりと光る大学を目指

すとし、目的に名寄市立大学は高度な知識と技術

及び高い倫理性を有し、保健、医療、福祉の連携

と協働を支える専門職を育成する。名寄市立大学

は地域が抱える種々の課題について研究し、それ

らを解決することによって新しい未来をひらくと

いうのが大学の理念の一つで、これに基づいて５

つの目標を定めておりますが、一方２つあるとい

う一つは学則であります。学則の目的には、名寄

市立大学は教育基本法及び学校教育法に基づき一

般教養を深め、栄養学、看護学、社会福祉学及び

社会保育学に関する高度の知識、技術を教授、研

究するとともに、総合的な判断力を備えた人間性

豊かな職業人を育成し、もって地域社会の保健医

療の向上と福祉の増進に寄与すること、これは学

則の目的、つまりこれが２つあるという指摘がさ

れています。さらに言うならば、もう一つ指摘さ

れているのは学則に、編入学について一部の学科

で年度によっては入学試験を実施しておらず、問

題であるという指摘もされておりますけれども、

これらは全部改善されましたか。

水間大学事務局長。〇議長（山田典幸議員）

基準協会か〇市立大学事務局長（水間 剛君）

ら改善と、編入学については是正勧告ということ

で指摘を受けました。編入学につきましては、認

証評価の結果の中にも是正するべきだということ

で、今現状としては、以前までは定数管理という

ことで設定していたにもかかわらず、３年次編入

なので、一般入試の部分については学年によって

は人数が多く入学することもあって、そういった

関係で一時期学科によっては編入学試験をしなか

ったという経緯があって、是正勧告ということで

指摘を受けました。こちらの部分については、文

部科学省ともきちっと相談させていただいて、今

編入学試験については、編入学試験は行っている

のですけれども、定数管理については若干名とい

うことで表記させていただいて、是正勧告のほう

はさせていただきました。

また、それぞれ学則の目的との違いの部分につ

いては、大学については３つのポリシーというも

のを定めておりまして、こちらの部分については

常に時代に合ったポリシーを定めていくというこ

とで、そこの部分についても継続して検討させて

いただいているというところであります。

佐藤議員。〇議長（山田典幸議員）

大学の設置の目的、基〇９番（佐藤 靖議員）

本ですよね、理念。あるいは、学則の目的、基本

ですよね。それが違うという指摘をされて、検討

してみますって、これ前回は何年前でしたっけ。

この間何をしてきたのかという。早急にやっぱり

こういうものは検討して、直していくというのが、

だからこういう評価制度を受ける意味が出てくる。

あるいは、今回この質問するのに全部もう一回、

何回か読み返してみましたけれども、相当数の指

摘事項、改善命令というのが、改善すべきという

検討がされていますけれども、その後やっぱりき

ちっと直していけるような対応を事務局サイドで

していかなければ私はならないというふうに思い

ます。いろんな課題を抱えて大変でしょうけれど

も、それはやっぱり指摘されたことは指摘された

こと、これいずれにしても学生にとってどういう

ことかということでありますので、大学はどうの

こうのではなくて、学生がちゃんと分かるような
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ものにしていく必要があると思うので、ここは早

急に対応するように求めておきます。

大学については、いずれにしても市長の御意見

もいただきましたので、これで終わりたいと思い

ますけれども、次に財政に関わってであります。

市長４期目の仕上げ、総合計画に基づく施策、新

たな課題解決のための施策と市民の期待に応える

取組がありますけれども、どうしてもやっぱりこ

の施策を支えるのは財政。特にやっぱりそうはい

っても、私どもも今までそうでした。やっぱり１

００億円を超える基金を持っているのだから、そ

うはいっても大丈夫でしょうというふうに思って

いましたが、今年３月末で財調は６億９，６３６

万７７３円、減債は２１億３，６９１万５，８７

７円、基金残高がついに１００億円を切って、９

９億７，７５６万６，１５０円というふうになり

ました。確かに備荒資金超過納付金が約３億円あ

ったので、実質は１００億円ということになりま

すが、これをもって副市長は持続可能な財政とい

うふうに言い切れるとお考えですか。

橋本副市長。〇議長（山田典幸議員）

端的に申し上げますが、〇副市長（橋本正道君）

全ての情報はそろっておりませんけれども、令和

６年度当初予算の状況を見ると、財政状況は悪化

しています。これは間違いないです。基金の繰入

れについても令和６年度、かなり大きな基金の繰

入れになりました。備荒資金のほうもありますけ

れども、仮に同じペースで基金の繰入れが続くと

１０年間もたないという、単純な割り算で出ます

ので、非常に厳しい財政状況が見えてきたなと思

っております。あとは、これがほかの類似団体も

含めてどういうような状況になっているか、横の

比較、それから７月に交付税の算定がありますの

で、その結果どういうふうになるかということ、

こちらも注視していかなければならないのですけ

れども、少なくとも令和６年度の当初予算の状況

を分析すると、財政は悪化しているというような

表現になるかと思います。

佐藤議員。〇議長（山田典幸議員）

おっしゃるように、６〇９番（佐藤 靖議員）

年度については３月の第１定の中で議会でも議決

をして、可として進めていただいていますけれど

も、中期財政計画で示されていると、やっぱり心

配するのは副市長がおっしゃるように７年度以降、

例えば７年度は示された数値は歳入が２３８億８，

２１０万円に対して歳出は２５４億８，６８０万

円と。収支１６億４７０万円のマイナスと。これ

を財調で４億５，４７０万円、減債で３億円、公

共施設整備基金から２億５，０００万円、合併特

例振興基金から３億円で補うというもので帳尻合

わせますけれども、さらにこのほかに合わないこ

とから、備荒資金超過納付金から３億円を繰り入

れるという、まさに綱渡り的な財政となっていま

す。特に基金に関して言えば、残高は令和３年度

末では９２億４，１７１万８，０００円だったの

が７年度末では３７億４，５８３万９，０００円

と。頼みの減債基金超過納付金も１４億３，７９

９万円から２億８，７９９万５，０００円に目減

りすると。さらに、示されている８年度について

も同様の基金依存予算となるため、本当は備荒資

金の超過納付金というのは庁舎改修などを目的に

というふうに記載されておりますけれども、超過

納付金の残額は８００万円という状況からいうと、

まさに危機的な財政状況に陥るというふうに思い

ますけれども、地方交付税が今後どうなっていく

か、あるいはこれからこのほかに、先ほども言う

ように、盛り込まれていないいろんな施策を投入

したときに、あるいは市民の皆さんのいろんなニ

ーズに応えようとしたときにこの財政上応えられ

るのか、あるいは財政運営で可能なのか。厳しい

のは分かるのですけれども、具体的にどういうふ

うに副市長は見通しているのか改めてお伺いした

いと思います。

橋本副市長。〇議長（山田典幸議員）

恐らく令和６年度当初〇副市長（橋本正道君）

予算を組むときにその前の中期財政計画の算定か
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ら非常に厳しくなるだろうなという予想はついて

おりました。一つは人件費の部分と、それから燃

料の高騰、あるいは資材の単価上昇などがありま

して、今度は令和６年度でこれがどういうふうに

動いていくかということがやっぱり一つ大きなポ

イントになろうかと思います。先ほど申しました

交付税については、例えば人件費相当分の上昇に

ついては交付税の中でどのように措置されていく

のかというのが一つポイントになろうかと思いま

す。これらの経常経費のところなのですけれども、

最大の問題は投資の部分です。これから老朽化し

ている公共施設をどうにかしなければならないと

いうところの地方負担額がどうするか、さらには

それぞれ新しい市民ニーズというところでいろん

な施策も打っていかなければならないということ

があります。基本的には交付金などを含めた特定

財源の確保というのはこれも必然といいますか、

やらなければならないということでありますけれ

ども、その上で地方、名寄市がどういうような負

担をしていかなければならないのかと、これ非常

に推計は難しいです。はっきり言って難しいです

が、我々としての物差しはどういうふうに優先順

位をつけるか。選択と集中という言葉ありますけ

れども、これもはっきり言いますと優先順位をつ

けて、やめざるを得ないものもそこで市民の皆さ

んの御理解をいただきながらやっていくと。場合

によってはそれぐらい厳しいこともしていかなけ

ればならない時代が来るのではないかなと思って

おります。その判断については、今年度の交付税

の状況、それから骨太の方針ありましたけれども、

それに従ってどのような、国の補正予算含めてど

ういうのが出てくるか、こちらは様々な情報集め

ますけれども、やはり選択と集中というからには

やめるべきものもきっちり決めていくということ

も必要ではないか、そういう状況になっているも

のだと思っております。

佐藤議員。〇議長（山田典幸議員）

今の副市長のお話にも〇９番（佐藤 靖議員）

ありましたけれども、本当に、例えば経常収支比

率見ても今年度は１００％に近い状況になってい

る。経常収支比率がこうなっているということは

財政の硬直化を招いているし、弾力性は全くない

と。では、もっと切り込んで、需用費を切り込め

ばいいのではないかと思っても、需用費を切り込

むのは切り込むだけ切り込んだというのを多分財

政当局は考えていらっしゃると思います。そうす

ると、今副市長もちらっと申しておりましたけれ

ども、この状況を乗り切るためには第一に名寄市

行財政改革推進基本計画に掲げる持続可能な財政

運営の推進策、一つは遊休施設、未利用地の処分

及び活用、未利用施設の有料化、有料施設の使用

料の見直し、手数料の見直し、基金の運用、これ

に踏み込みざるを得ない状況が今間近に迫ってい

るのではないかと思いますけれども、副市長の見

解をお伺いします。

橋本副市長。〇議長（山田典幸議員）

当然行財政改革の計画〇副市長（橋本正道君）

の中にありますので、それは常に念頭にあること

ですけれども、踏み込む時期ですとかどのような

踏み込み方をするかについてはまだ手持ちの情報

がありませんので、ここで明確にお話しすること

はできませんけれども、こちらの今お話しになら

れた様々な項目については、常に頭の中にはあり

ます。ですので、例えば施設利用料についても受

益者負担の一定のガイドライン等もつくらせてい

ただいたところです。そちらについてこれからこ

れを基準としますけれども、さらにどうしていく

かということについてはまだ様々な議論が必要に

なるかと思いますので、まだ時期などについては

明確にはできませんけれども、進めていかなけれ

ばならないと思っています。ただ、遊休土地です

とか市の資産活用については、今市の管財のほう

でいろいろアンテナ張りながらやっていますので、

少しずつ消化されていっているという現状もある

ということで御報告させていただきたいと思いま

す。
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佐藤議員。〇議長（山田典幸議員）

先日陸上自衛隊名寄駐〇９番（佐藤 靖議員）

屯地７１周年の式典がありまして、その後祝賀会

で稚内の川野副市長にお話しする機会があったの

ですけれども、稚内の財政事情についても少し意

見を交わさせていただきましたけれども、稚内も

やっぱり需用費は限界ということと、今働き方改

革で職員に時間外の勤務はさせないと。時間にな

ったら帰っていただくと。あるいは、土日の勤務

は、行事があれば別ですけれども、出てこないと

いうことで、その最たるものは議会対応だって言

われました。要するに答弁を書くのに、仕事が終

わってから時間外に答弁を書いたり、答弁調整を

するのに土日にやったりという、管理職の皆さん

は関係ないですけれども、にもやらないという方

針を出して、議会側に会期を延長してくれという

申入れをしたそうであります。そのぐらいはせっ

ぱ詰まっているという状況が今稚内はあるという

ことでありますけれども、名寄はそこまでいって

いないのかもしれないですけれども、副市長の腹

の中に、あるいは頭の中にまだまだ改革できるも

のはあるのではないかというものがあるのか、言

わば聖域なき改革をやる決意でいらっしゃるのか

どうなのかというのをお伺いしたいと思います。

橋本副市長。〇議長（山田典幸議員）

聖域なき改革というす〇副市長（橋本正道君）

ごく大きな言葉ではないかもしれませんけれども、

今年度当初、４月の庁議の中で私それぞれの各部

長のほうに、８月にローリングがありますから、

その８月のローリングまでの間にそれぞれの部で

やめるべきもの、あるいは組み合わせて少しダウ

ンサイジングできるもの、様々な事業の研究をま

ずしてくれということでお話をしました。もう一

回掲示板などで、部長だけではなかなか説明し切

れないと思いますので、掲示板で全職員に向けて

そういうようなお話もさせていただければと、庁

舎のインターネットの掲示板、庁舎用のですけれ

ども、しようと思っておりますけれども、やはり

事業の見直しそのものは我々が率先してやって、

内部の中でどういうような事業の削減ができるか、

これ財政的なコスト、お金のコストそのものでな

くて、今議員御指摘のとおり、職員の勤務、時間

のコストですとか人工のコストですとか、そちら

も関わってくるお話だと思います。こうすること

によって職員のほうにもゆとりができる結果にな

れば一番いいので、それをまた自分のスキルアッ

プなどに使っていただけるのも一つの方策かと思

っております。ちょっとそういう形でまた改めて

職員のほうにはお話しさせていただければと思い

ますし、聖域なき改革という言葉ではありません

が、一つずつ、小さなことでも構わないので、１

歩でも２歩でも進めていこうというような決意で

今いるところです。

佐藤議員。〇議長（山田典幸議員）

財政に関わって言えば、〇９番（佐藤 靖議員）

本当に懸念されるのは、施策は市民のニーズもあ

りますので、それは取り組むのはやっぱりこれ必

要なことだと思いますけれども、例えば今手術室

を直していますけれども、市立総合病院の累積赤

字、あるいはこれから名寄大学、どんなことが起

きるか分かりませんけれども、そういうところへ

の財政支援、それを考えると、先ほど市長は大き

な改革と言っておりましたけれども、副市長は当

然ながら大学事務局にも在籍経験をお持ちですの

で、ある意味財政面から見て大学の法人化、独法

化というのをどういうふうにお考えになっていま

すか。

橋本副市長。〇議長（山田典幸議員）

一般論になりますけれ〇副市長（橋本正道君）

ども、法人化されることによって大学が機動的に

動いて、時の流れですとか時代の流れに即した、

すぐ柔軟な対応はできるということが一つありま

すので、そこは大きなメリットかなと思います。

ひいてはそれが大学の財政面にもいい影響を及ぼ

せば一番いいことだなとは思っておりますけれど

も、ちょっとその前段の話になりますが、法人化
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するという事業そのものにもこれは一定の経費は

かかるというのは事実でありますので、様々なと

ころから見ながらこの法人化というのは検討して

いくという市長のお話もございましたので、そう

いうことも含めてやっていく必要があるかと思い

ます。ただ、法人化されることによって必ずメリ

ットは生まれてきますし、それは今の大学が学生

に対する様々ないい効果も生むものもあると思い

ますので、そういう形で検討していただければあ

りがたいなと思っております。

佐藤議員。〇議長（山田典幸議員）

独法化をしたから大学〇９番（佐藤 靖議員）

は勝手に独立採算制でやれということにはならな

い、これ当たり前のことでありますけれども、で

は本当に独法化しないで、何があっても市の厳し

い財政事情の中からずっと支援し続けるのかとい

う事情にあるのかというと、そうでもないという

ことになると思います。地方独立行政法人法第４

２条というところで、その業務の財源を充てるた

めに必要な金額の全部または一部に相当する金額

を交付する、これ要するに設置者側が交付すると

いうことになると思います。これというのは、大

学における教育、研究の特性に常に配慮をしなけ

ればならないという配慮条項というのもあるそう

でありまして、これについては公立大学法人化後

も引き続き大学の担うべき高度な教育研究の実現

に取り組むために財政的責任を負っているという

のが公立大学協会の会長さんの解釈でありますの

で、独法化が一概にいやいや、関係ないから勝手

にやってということではないということを含めて、

あるいは独自性をしっかり発揮してもらうために

は本当にやっぱり積極的にやるべきことであるし、

その決意を今日市長からいただいたので、信じて、

いつその日が来るのかを楽しみに待っていたいと

思います。

もう一つ、人材に関わっては、先ほど申し上げ

たように、熊については昨日高橋議員が質問され

ていましたけれども、実はうちの町内会も８０を

超えるハンターが１人いらっしゃいまして、この

前役員親睦会をやっていたときに実はということ

で奥さんから話がありまして、結局８０を過ぎて

熊の出没で行って、実は運転も心配だ、車を落と

したと。車を注意しなければいけないのも自分で

しろということになってくると、体も心配だけれ

ども、そういうことも心配なのだと。あるいは、

ハンターは、私もそういうことなのかなと思った

けれども、今銃弾がないのですって。戦争で、ウ

クライナの侵攻や何かでどういうわけか銃弾もな

いのだという話があったりするのと、もう一つは

やっぱり今熊見つけたといって警察に１１０番か

けると、警察は行政に、熊が出ているよというの

が来て、行政が猟友会に言って、出動してもらう

ということ、タイムロスが起きると。これを是正

してもらわなければ、そこにテレビでやっている

ように３０分も４０分も５０分もいてくれればい

いけれども、逃げたり、あるいは人を襲ってから

ではとてもではないけれども、遅いから、そうい

う対応ができたらいいねというお話で、多分高橋

議員のところにつながっていくと思いますけれど

も、こういうことこそある意味では広域で、昨日

は下川でも三の橋で熊が出て、駆除されたという

ニュースがテレビで報道されていましたけれども、

近隣全体やっぱりそういった問題が出てきている

というのも一つでありますので、これ名寄は昔は

風連町と広域で火葬場を建設したり、浴衣サミッ

トという、首長さんが集まってお話をしたりして、

いろんな協力できること、広域行政できることが

ないかということやられたこともあります。今近

隣を見ると、加藤市長が一番やっぱり市長任期も

経験も長くて、ある意味ではリーダーシップが取

れる立場にいると思いますので、ぜひそういう、

ＤＸや何かもそうでありますけれども、もっと見

えないものも広域でできないか、人材確保含めて、

人材育成含めて広域でできないかという検討をす

べきだという、そういう時期に来ているのではな

いかと思いますけれども、市長の見解をお伺いし
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たい。

加藤市長。〇議長（山田典幸議員）

いつも浴衣を着ているわ〇市長（加藤剛士君）

けでないですけれども、５市町村でよく実は議論

する機会はありまして、消防も議会も頻繁に行わ

れるということもありますけれども、いろんな場

面で毎月のようないろんな顔合わせをして、いろ

んな議論もしています。議員がおっしゃるように、

今まさに人材確保、特に専門人材に対してやっぱ

り御苦労されているということもあって、ここを

何とか知恵を絞りたいねという話も実はその議論

の中でも出てきているところでありまして、さら

に今日こうした指摘をいただきましたので、ここ

はやはり取り組んでいかなければならない、研究

していかなければいけない課題だなというふうに

考えているところであります。熊の問題は、かな

り現場に張りつかなければならない問題なので、

そこが広域的に機能するかという問題もあるのか

もしれません。それぞれしかし専門職の機能の中

で広域でできること、あるいは今の自治体の仕組

みの中でどういったやり方ができるのかというこ

とも引き続き検討していきたいというふうに思い

ます。議員の御指摘ごもっともだと思いますので、

しっかりと前向きに受け止めて、これからもそれ

ぞれの自治体と協議を進め、重ねてまいりたいと

いうふうに思います。

佐藤議員。〇議長（山田典幸議員）

あと最後に、いろいろ〇９番（佐藤 靖議員）

副市長と財政議論をしてきましたけれども、これ

も骨太方針の中で書かれておりますけれども、や

っぱりより財政の見える化をしなければ駄目だと。

あるいは、市民に、あるいはいろんな方にでしょ

うけれども、基金の目的ですとか使途ですとか、

どうして増減しているのかという状況だとか、も

っと詳しくやっぱり市民の皆さんにお伝えをする

ことがこれからの厳しい財政を乗り切るために、

現状を理解してもらうために、将来を展望しても

らうために必要と思いますけれども、最後に財政

の見える化について副市長のお考えを聞いて、終

わりたいと思います。

橋本副市長。〇議長（山田典幸議員）

非常に財政について分〇副市長（橋本正道君）

かりやすく説明するというのは、本当に難しい作

業であります。今やっているのは決算、予算につ

いてはホームページあるいは広報、さらにはまち

づくり懇談会などで決算状況などの説明をしてい

るのですけれども、外観といいますか、大がかり

の説明になってしまって、どこにポイントがある

のかというのはやっぱり分かりづらいというのは

私もちょっと感じているところであります。何回

かになりますけれども、少しテーマを分けてでも

説明する機会があれば、これは一番いいことだと

思いますし、そのための努力は惜しんではいられ

ない状況だと思いますので、ちょっと手法につい

て、あるいはそれ他市町村でも既にやられている

ところあると承知しておりますので、参考にしな

がらこちらについては分かりやすく見える化とい

うのについてはいろいろ工夫させていただければ

と思っています。

以上で佐藤靖議員の質〇議長（山田典幸議員）

問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

１５時１５分まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時５７分

再開 午後 ３時１５分

休憩前に引き続き会議〇議長（山田典幸議員）

を開きます。

日程第３ 議案第１３号 令和６年度名寄市一

般会計補正予算（第３号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１３号 令和６年〇市長（加藤剛士君）

度名寄市一般会計補正予算について、提案の理由

を申し上げます。

今回の補正は、各款にわたる臨時的経費を中心
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に補正をしようとするものでございまして、歳入

歳出それぞれ１億１，９１５万２，０００円を追

加をし、予算総額を２４６億２，７８３万１，０

００円にしようとするものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費におきまして公共施設等再配置計画推進事

業費１，０００万円の追加は、都市機能誘導区域

におけるまちづくりを推進をするため、株式会社

まちづくり名寄に１，０００万円出資をし、産官

金が連携をしたまちづくりの推進体制の構築を図

ろうとするものでございます。

３款民生費におきまして空家等対策事業費４，

３２０万円の追加は、商業地域における空き建築

物の除却に対して補助しようとするものでござい

ます。

同じく３款、運転免許自主返納支援事業費にお

ける１０２万円の追加は、免許証を自主的に返納

していただいた市民の方に対して電子地域通貨Ｙ

ｏｒｏｃａの行政ポイントを１万ポイント付与を

して、交通安全対策の促進を図ろうとするもので

ございます。なお、それぞれの款におきます各事

業の行政ポイント負担金については、セミナーや

市民講座などに参加をいただいた市民の方に行政

ポイントを付与しようとするものでございます。

４款衛生費におきまして病院事業会計繰出金５，

５０９万５，０００円の追加は、名寄東病院にス

プリンクラー設備を整備をするための経費を追加

しようとするものであります。

６款農林業費におきまして有害鳥獣・ヒグマ等

対策事業費５７万６，０００円の追加は、ヒグマ

の出没が増加をしていることから、熱感知センサ

ーカメラの購入経費などを追加をし、早期の発見

による対策強化を図ろうとするものでございます。

７款商工費におきまして商業指導育成対策事業

費８９０万円の追加は、電子地域通貨Ｙｏｒｏｃ

ａの普及促進に係る経費を追加することにより物

価高騰の影響を受けた消費の下支えや地域経済の

活性化を図ろうとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。１６款国庫

支出金におきまして物価高騰対応重点支援地方創

生臨時交付金の追加など事業費の追加に伴う特定

財源を計上したほか、財政調整基金繰入金にて収

支の調整を図ろうとするものでございます。

以上、補正の概要について申し上げました。よ

ろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

それでは、総務費の、〇８番（川村幸栄議員）

今企画振興費の中から市長が御説明いただきまし

た行政ポイントの付加についてさらに御説明をい

ただきたいというふうに思っています。運転免許

自主返納支援事業１０２万円がついています。運

転免許自主返納に対しての何か市からの手当てと

いいますか、ないのかという多くの市民の皆さん

からの声がありました。それに応えての今回のポ

イントかなというふうに受け止めているのですが、

このほかにもそれぞれ行政ポイント、男女共同参

画のセミナーに参加だとか、いろんなところのが

出ています。これをやはり多くの市民の皆さんに

お知らせしていただく必要があるというふうに思

うのですが、この周知の方法についてはどのよう

にされようとしているのかお知らせをいただきた

いと思います。

木村総務部長。〇議長（山田典幸議員）

川村議員からは運転〇総務部長（木村 睦君）

免許自主返納支援事業の行政ポイントのほかにそ

れぞれ今回行政ポイント事業の補正について御質

問いただいたものかなというふうに考えています。

当初予算におきましては、この行政ポイント事業

につきましてもてくＴＥＣＨ事業などの５つほど

の、ちょっと数字まで細かく覚えていないのです

けれども、５つだったかと思いますが、そこの事

業につける予算づけだったのですけれども、今回

改めて庁内におきましても対象事業を選定させて
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いただいて、市民の皆様方に市で行う取組に対し

まして参加促進ですとか市内経済及び地域の活性

化等に資するために行政ポイントを付与する予算

を今回提案させていただいたところでございます。

お尋ねのそれぞれの事業の周知につきましては、

当然それぞれの担当課において各事業ですとかイ

ベントですとかセミナーをやられる際にこういっ

たことに関して参加していただければ行政ポイン

トを付与しますよということでしっかりと周知し

ていかないとこれ意味がないと思っていますので、

その部分については担当のほうからその都度、そ

の都度周知のほうさせていただければなというふ

うに思っておりますので、御理解のほどよろしく

お願いしたいと思います。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

各担当からそれぞれ御〇８番（川村幸栄議員）

説明をいただくということでしたけれども、今回

はいろいろな健康に参加したことから、セミナー

から、本当にあらゆる分野で行政ポイントがつく

というふうな中身になっているかなというふうに

思っています。ピヤシリ大学のところも講座を受

けたときのポイントもついていますし、ですから

市民的に言いますと、やはり一覧表のようなのが

あって、これに出たらもらえるのかと、頑張って

みようと、行ってみようと。例えば一番最初の男

女共同参画事業に関してもなかなか参加数が少な

いといったところでも、こういうのがあれば行っ

てみようというふうなことになるのかなというふ

うに思うのです。それで、やはり一覧に、広報な

りなんなりでお知らせいただくのが私は一番いい

のかなというふうに思っていますし、先ほども言

った運転免許自主返納の方々にとってもここまで

してもらえるのだったらというような思いも大き

いかと思いますので、やっぱり周知は早めにして

いただきたいなというふうに思っています。その

点についてさらにお聞きをしたいと思います。

それと、もう一つはこのポイント、参加したと

きに１ポイントなり２ポイントなりつくのだと思

うのですけれども、これをどういうふうに使った

らいいのかというのが、私自身もそうなのですけ

れども、分からないという。そこのところのお知

らせについてもどのようにされようとしているの

かお知らせをいただければと思います。

木村総務部長。〇議長（山田典幸議員）

議員おっしゃられる〇総務部長（木村 睦君）

ように、ちょっと個々の事業をフィーチャーして

最初お話ししてしまいましたけれども、もちろん

今回つけさせていただきました行政ポイントの一

覧的なものも広報で皆様方に配布させていただく

だとか、ホームページで周知させていただくだと

か、いろいろな媒体を使いまして皆様方に広くお

知らせはさせていただきたいなというふうに思っ

ておりますし、先ほど、市民部が担当となると思

いますけれども、運転免許のほうも今回こういう

ふうに予算措置もさせていただければ、早期に周

知のほうに努めていただくように庁内連携しなが

ら図ってまいりたいというふうに思っているとこ

ろでございます。なお、活用の方法なのですけれ

ども、こちらにつきましては改めてそういったと

きにまた一緒にどのように説明するか今持ち合わ

せておりませんけれども、今までの行政ポイント

と同じになっておりますので、その辺含めて、ち

ょっと今どのようにやったらいいかなというのが

なかなか浮かびませんが、皆様方に分かりやすく

丁寧な説明の方法を考えていければなというふう

に思っておりますので、御理解いただければと思

います。

川村議員。〇議長（山田典幸議員）

実は私たち高齢になっ〇８番（川村幸栄議員）

ても今コロナのワクチン接種のときに市との連絡

でラインをしていただいて、市の情報なんかはラ

インで送っていただいて、情報を得ている人が結

構多くなりました。そういうのも使っていただき

ながら発信していただければ、皆さん積極的に使

っていただいて、よかったなという思いが膨らむ

かなというふうに思いますので、ぜひそういった
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部分で進めていただくことお願いして、終わりた

いと思います。

山崎真由美議員。〇議長（山田典幸議員）

関連して行政ポイン〇３番（山崎真由美議員）

トについて質疑させていただきたいと思います。

行政ポイント、それぞれ多くのメニューを示し

ていただきましたので、有効に活用されて、セミ

ナー参加ですとか様々な事業が膨らんでいくこと

を期待するところでありますが、この提示してい

ただきましたそれぞれの金額は今までの参加者等

の実績を踏まえて計上していただいたのかなと思

いますが、ちょっとそこの点について確認をさせ

ていただきたいと思います。

木村総務部長。〇議長（山田典幸議員）

それぞれのイベント〇総務部長（木村 睦君）

ですとかセミナーですとか講座については、今議

員おっしゃられるように、それぞれのこれまでの

参加者をベースに期待も込めながら予算のほうを

積算させていただいているところでございますの

で、御理解いただければと思います。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

確認させていただき〇３番（山崎真由美議員）

ましたので、十分理解するところでありますが、

もしも、てくＴＥＣＨもそうでありましたが、想

定以上に参加者が増えた場合、この金額は先着順

ということになるのでしょうか、それともまた、

ちょっと先ほども行財政、財政厳しいというよう

なお話もあった中で、必要なものは当然必要なの

ですけれども、その考え方について市民にお答え

することも含めて先着順なのか、また膨らむ可能

性があるのか確認させてください。

木村総務部長。〇議長（山田典幸議員）

先着順ということで〇総務部長（木村 睦君）

はなくて、やはり市民の皆様方が、我々が行うイ

ベントですとかセミナーですとか積極的に参加い

ただきたいものに対して今回行政ポイントをつけ

させていただいておりますので、そこについては

想定外の皆様方も、想定外という言い方もないか

もしれませんけれども、多くの市民の方が来場い

ただいた場合につきましては、そこについては予

算のほうをまた改めて検討させていただきたいと

いうふうに考えておりますので、御理解のほどよ

ろしくお願いいたします。

山崎議員。〇議長（山田典幸議員）

市民にお伝えすると〇３番（山崎真由美議員）

きに今の御答弁もお伝えしたいと思っております。

全体的なバランスということも踏まえながら、市

の事業が有効に活用されることに協力していきた

いと思います。

終わります。

ほかに質疑はございま〇議長（山田典幸議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（山田典幸議員）

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより採決を行います。

議案第１３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第１３号は原案のとおり可決され

ました。

日程第４ 議案第１４〇議長（山田典幸議員）

号 令和６年度名寄市病院事業会計補正予算（第

１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１４号 令和６年〇市長（加藤剛士君）

度名寄市病院事業会計補正予算について、提案の

理由を申し上げます。

今回の補正は、名寄東病院においてスプリンク
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ラー設備の整備を行うために必要な補正を行うも

のでございます。

補正の内容について申し上げます。３款資本的

収入におきまして５項負担金で一般会計負担金の

繰入れとして５，５０９万５，０００円を、６項

道補助金で３，００３万円をそれぞれ増額をし、

資本的収入の総額を１５億９，２７６万１，００

０円とし、４款資本的支出、１項建設改良費にお

きましてスプリンクラー設備設置工事として施設

費で８，５１２万５，０００円を増額をし、資本

的支出の総額を１９億７，３２２万１，０００円

にしようとするものです。なお、資本的収支の不

足額につきましては、過年度損益勘定留保資金で

補填するものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（山田典幸議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより採決を行います。

議案第１４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第１４号は原案のとおり可決され

ました。

日程第５ 議案第１５〇議長（山田典幸議員）

号 名寄市議会基本条例の一部改正について、議

案第１６号 名寄市議会会議規則の一部改正につ

いて、以上２件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

遠藤隆男議員。

議案第１５号 名寄〇１３番（遠藤隆男議員）

市議会基本条例の一部改正について、議案第１６

号 名寄市議会会議規則の一部改正について、一

括して提案の理由を申し上げます。

本件は、本年６月に名寄市議会業務継続計画、

いわゆる議会ＢＣＰを策定したことに伴い、名寄

市議会基本条例及び名寄市議会会議規則で定めて

いる文言等を修正する必要が生じたため、当該条

例及び規則の一部を改正しようとするものです。

以上、提案の理由とさせていただきます。

お諮りいたします。〇議長（山田典幸議員）

本件は、質疑、委員会付託を省略し、直ちに採

決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

これより議案第１５号外１件の一括採決を行い

ます。

議案第１５号外１件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、議案第１５号外１件は原案のとおり可

決されました。

日程第６ 意見書案第〇議長（山田典幸議員）

１号 生涯を通じた歯科健診の実現を求める意見

書、意見書案第２号 令和６年度北海道最低賃金

改正等に関する意見書、意見書案第３号 義務教

育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、

「３０人以下学級」など教育予算確保・拡充と就

学保障の実現に向けた意見書、意見書案第４号

地方財政の充実・強化に関する意見書、以上４件

を一括議題といたします。

お諮りいたします。意見書案第１号外３件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）
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これより採決を行います。

意見書案第１号外３件を原案のとおり決定する

ことに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、意見書案第１号外３件は原案のとおり

可決されました。

日程第７ 報告第１０〇議長（山田典幸議員）

号 例月出納検査報告についてを議題といたしま

す。

本件については、報告書が配付されております

ので、これをもって御了承をお願いいたします。

日程第８ 閉会中継続〇議長（山田典幸議員）

審査（調査）の申し出についてを議題といたしま

す。

お諮りいたします。配付いたしました各委員長

からの申出のとおり決定することに御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、申出のとおり決定いたしました。

日程第９ 議会活性化〇議長（山田典幸議員）

特別委員会の報告を行います。

委員会の報告を求めます。

議会活性化特別委員会、東川孝義委員長。

議長〇議会活性化特別委員長（東川孝義議員）

より指名をいただきましたので、令和５年６月２

７日の第２回定例会最終日に発足しました議会活

性化特別委員会の具体的取組テーマの協議経過並

びに結果について御報告申し上げます。

１回目の委員会では、正副委員長の互選が行わ

れ、委員長には私東川、副委員長には富岡達彦委

員が選出されました。なお、令和５年９月の第５

回委員会において富岡達彦副委員長の辞任に伴い、

新たに高野美枝子副委員長の選出を行い、運営を

進めてきました。

令和５年８月８日の第３回委員会において、議

会活性化特別委員会の目的は議会の活性化に向け

て行政監視や政策立案といった機能の強化、女性

や若年層の世代が活動に参加しやすい環境の構築

を図ることで議員力、議会力を向上させることで

進めてきました。具体的に取り組むに当たり現状

分析を行い、議会は十分に開かれたものになって

いるのか、市民に関心を持たれ、市民にとって身

近なものになっているのか、市民からは議会が何

をしているのか見えない、議員は何をしているの

か分からないという声がいまだ多く聞こえてきま

す。定数２名減で実施された昨年の選挙が無投票

となりました。要因は様々であると思いますが、

特に若い世代の成り手不足は深刻な状況と認識せ

ざるを得ない。若年層にとって議会、議員の活動

が理解され、魅力あるものとなっているのか検証

が必要である。議会全体として、また議員として

役割を十分に活用し、自らの持っている力を十分

に発揮できているか、論点を明確にした議論、建

設的な議論などによって執行者側の答弁を引き出

し、施策の実行につなげることができているかな

どの分析を行い、具体的取組事項の整理を行いま

した。目的達成に向けての具体的取組項目として、

１つ、議員の資質向上を目指した研修会、２つ、

先進地視察、３つ、議員協議会での常任委員会視

察報告による情報の共有化、４、現行の３常任委

員会の在り方について、５、定例会会期期日の日

程の短縮、６、議会モニター制度の導入の６項目

について具体的取組を進めることで確認を行いま

した。

研修会については、令和５年１０月１７日に大

正大学、江藤俊昭教授を講師としてお招きし、議

員対象のテーマは魅力ある議員活動とは、市民対

象のテーマは多様な人材が参画し、活力ある地方

議会の実現に向けての講演をいただきました。講

演の中で江藤教授は住民自治の根幹は議会であり、

多様な人材が公開の場で議論するからこそ重い権
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限を与えられていると指摘され、女性や若者ら幅

広い層の人材が市議会に参画する重要性を力説さ

れ、議会が市民と一緒になって政策を調査研究し、

提言する仕組みを構築していかなければならない

とのお話でありました。この講演会を聴いた後、

議員からは今後の議会活性化の糧とするべき個人

の意見を提出をしていただきました。

次に、情報の共有化では、昨年の１２月１５日

の議員協議会において総務文教、市民福祉、経済

建設常任委員会、そして議会報特別委員会の視察

報告を行い、それぞれの視察内容について説明を

受け、理解を深めました。また、議会活性化特別

委員会の視察内容については、今年の２月２９日

開催の議員協議会で情報共有を図りました。

次に、議会活性化特別委員会の道内視察ですが、

今年の第１回定例会において報告をさせていただ

いておりますので、詳細な説明は割愛をさせてい

ただきますが、第１３回委員会において、１つ、

議会の連続性を担保するため議員が入れ替わって

も継続的、倫理的な議会活動を保証する仕組みづ

くりで議会改革が継続するように制定されていま

した。②、目的を持った議会改革で議会基本条例

チェックシートを作成し、議会全体が活動のチェ

ックを行い、議会基本条例を議員本人が毎年読み

直し、自己評価での確認、③、委員会中心主義と

して委員会の調査、重点活動計画、視察、市民団

体報告、行政の進捗状況について改めて確認を行

いました。

次に、定例会会期日程の短縮ですが、令和６年

第１回定例会、第２回定例会において試行的に実

施し、市長の行政報告の場合の通告期限は告示後

３日とし、市長の市政執行方針、教育長の執行方

針のときは定例会初日報告後の１７時までとする

ことで議会運営委員会で決定をされております。

次に、現行の３常任委員会の在り方ですが、こ

の項目については１委員会４名体制での運営、各

常任委員会で調査テーマを決め、推進している中

で慎重な議論も必要など、長期にわたり議論を重

ねてきました。最終的には、６月１７日に議員協

議会を開催し、議員から多くの意見が出されまし

た。市民福祉常任委員会は４人で運営しており、

全国議長会識者の見解では委員会運営は６名以上

と言われている。議長はアドバイザーであり、副

議長は委員外議員で、議決権はない。４名の常任

委員会は、１名の重複委員という形は取れないか。

重複委員は過去の事例を見ても避けるべきで、１

人１委員会所属で進めるべき。任期途中での制度

変更は望ましくない。人数が少ない委員会は、案

件により特別委員会を設置をしては。熟した議論、

多様性の意見を行うには多くの参加が必要である。

４人でもしっかり議論を尽くし、結論に導く。少

ない人数でも頑張ってほしい。少ない人数でも頑

張っている。他市の事例でも１６名であれば２常

任委員会が多いなどの意見が出されました。その

意見を受けて、山田議長より議会を活性化させる

ために何が一番大事なのか。個々の意識改革が前

提である。委員会運営は３であろうが２であろう

が同じことをやらなければならないが、人数は一

人でも多いほうが望ましい。万一正副委員長を除

く２名では健全な委員会運営とは言えない。現状

を考えたとき２常任委員会でより活性化、活発な

意見、多様な意見を市民に還元する委員会運営を

目指して進めるべきとの発言がありました。

この結果を受け、６月２１日の第１５回委員会

において、２常任委員会になって人数が増えるが、

委員会運営に向けては今まで以上に個々の委員、

議員が質問力向上に向けて研さんが必要であると

の意見を踏まえ、現行の３常任委員会から２常任

委員会へ変更することで確認をいたしました。な

お、移行時期については、議会運営委員会で令和

７年４月１日と確認をされております。

次に、議会モニター制度の導入ですが、この項

目も議員協議会で議論をいたしました。その中で

議会全体としてモニター制度は必要、制度の導入

前に議会への関心も含めてやるべきことが複数あ

るなど議会の在り方も含めて導入については議会
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運営委員会に引き継いで議論を深めていくことと

しました。このほか、道内視察を終えて以降、具

体的な取組として常任委員会でのオンライン会議、

名寄市議会業務改善計画、ＢＣＰについても議会

運営委員会で協議を進めております。

今後の取組に向けては、第１４回委員会におい

て名寄市基本条例の全文を含め６項目の協議結果

を踏まえ、委員から今後議会活動の活性化を議会

運営委員会に委ねていくが、議会全体でチェック

体制を行っていくシステムをしっかりつくってい

かなくては特別委員会で進めてきたことが次につ

ながっていかないとの意見がありました。特別委

員会の協議結果を踏まえ、議会及び議員活動がさ

らにステップアップしていくために先進地事例も

参考とし、議会基本条例を基に活動の振り返りを

含めた自己評価システムについて議会運営委員会

の正副委員長に申入れを行うことで確認をいたし

ました。

以上が約１年にわたり１５回の議会活性化特別

委員会の具体的取組の報告であります。この間委

員、議員の方には具体的な取組事項の推進に向け

て積極的な議論、新しい取組に対して御協力をい

ただき、改めて感謝とお礼を申し上げます。議会

活性化の推進に終わりはないと思います。市民の

ために常に改革が必要であります。今後は平成２

１年４月１日に制定された名寄市議会基本条例を

基に特別委員会の目的であります議会の活性化に

向けて行政監視や政策立案といった機能の強化、

女性や若年層の世代が活動に参加しやすい環境の

構築を図ることで議員力、議会力を向上させる活

動に継続的に取り組むべき議員全体で邁進してい

きます。

以上、特別委員会の報告とさせていただきます。

以上で議会活性化特別〇議長（山田典幸議員）

委員会の報告を終わります。

日程第１０ 委員の派〇議長（山田典幸議員）

遣についてを議題といたします。

お諮りいたします。配付のとおり、委員を派遣

することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（山田典幸議員）

よって、委員の派遣が決定いたしました。

以上で今期定例会に付〇議長（山田典幸議員）

議されました案件は全て議了いたしました。

これをもちまして、令和６年第２回名寄市議会

定例会を閉会いたします。

大変お疲れさまでした。

閉会 午後 ３時４８分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 山 田 典 幸

署名議員 中 畠 孝 幸

署名議員 今 村 芳 彦

令和６年６月２６日（水曜日）第２回６月定例会・第４号
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質 問 文 書 表 （一般質問）

令和６年第２回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 今 村 芳 彦 １ 交通安全の啓発にかかわって

（Ｐ ２４） (1) 交通事故防止に向けた学校での取り組みについて

(2) ヘルメットの着用に向けて

２ ごみ収集にかかわって

(1) 継続的かつ公平な収集に向けて

２ 東 千 春 １ 名寄市立総合病院と地域医療の今後について

（Ｐ ３３） (1) 病院職員体制の現状と対応について

(2) 名寄市立総合病院における新型コロナの現在の影響について

(3) マイナンバーカードの利用状況について

(4) 名寄市医療介護連携ＩＣＴネットワークの現状と今後について

２ 図書館建設のこれからの進め方について

(1) 担当職員等によるこれまでの調査・研修について

(2) 新しい図書館への基本的な考えについて

(3) 市民とともに考える図書館像の進め方について

３ 王子マテリア跡地の利用について

(1) これまでの跡地利用の３本柱の状況について

(2) 新しい企業進出の状況について

(3) ３本柱及び企業誘致予定地以外の土地利用について

３ 川 村 幸 栄 １ 子どもの権利条約にかかわって

（Ｐ ４５） (1) 放課後の子どもたちを守る学童保育について

(2) 児童虐待や家庭内暴力（ＤＶ）から子どもたちを守るために

(3) 子どもの権利条例制定の考えについて

２ 食・農を守る取り組みについて

(1) 食料自給率の向上について

(2) 新規就農支援について

(3) 価格保証、直接所得補償の充実について

令 和 ６ 年 第 ２ 回 ６ 月 定 例 会
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４ 中 畠 孝 幸 １ 名寄市立大学の未来をめぐって

（Ｐ ５６） (1) 志願者獲得の現状について

(2) 地域ニーズへの対応について

(3) 大学を通じた地方創生について

２ 宗谷本線の維持に向けて

(1) 「宗谷本線活性化推進協議会」の取り組みについて

(2) 鉄道を利用するための駐車場について

５ 山 崎 真由美 １ 将来構想の具現化を目指す名寄市立大学の取り組みについて

（Ｐ ６５） (1) 名寄市立大学の将来構想（ビジョン２０２６）後期実施計画の特

徴的取り組みについて

(2) 留学生の派遣及び受け入れについて

(3) コミュニティケア教育研究センターと地域の関係機関等との連携

について

(4) 独立行政法人化について

２ スポーツによるまちづくりの推進について

(1) 部活動の地域移行に向けた取り組みについて

(2) スポーツを核とした地域間連携について

(3) 合宿・宿泊研修等の活動環境整備について

(4) まちづくりにつなぐ（仮称）「なよろチャレンジデー」の設置に

ついて

３ 教育における保護者負担について

(1) 小学校、中学校における教材費及び特別活動に関する交通費等の

保護者負担について

６ 谷 聡 １ 特別養護老人ホーム入所にあたって

（Ｐ ８０） (1) 待機者数の現況について

(2) 昨年の入所者の待機期間について

(3) 待機期間短縮に向けた方策について

(4) 申し込み及び入所にあたっての市民周知について

２ ふるさと納税の現況と今後の充実について

(1) 納税額と流出額について

(2) 返礼品の数量確保について

(3) イベント等における寄附の呼びかけについて

(4) 「使い道」の多様化について
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７ 遠 藤 隆 男 １ 名寄市健康増進計画について

（Ｐ ８９） (1) 健康づくりの推進について

(2) 各種検診事業について

２ 障がい児・者のスポーツについて

(1) 現状と課題等について

(2) 障がい児・者スポーツへの考え方について

８ 高 野 美枝子 １ 高齢者に寄り添う施策について

（Ｐ１０２） (1) フレイル予防について

(2) 認知症対策について

(3) 高齢者の住まいのかたち「生活支援ハウス」について

(4) 介護人材の確保について

２ 特殊詐欺について

(1) 市内での被害状況について

(2) 特殊詐欺被害防止のための取り組みについて

(3) 関係機関との連携と取り組みについて

９ 東 川 孝 義 １ 人口減少対策に向けて

（Ｐ１１４） (1) 人口推移と世帯数の現状について

(2) 人口減少が地域に及ぼす影響について

(3) 目指すべき将来人口の考え方について

２ 行政評価結果に基づく具体的な対応について

(1) 令和５年度対象事業の評価について

(2) Ｃ・Ｄ評価事業の対応について

(3) 中期計画期間における評価と後期計画への対応について

１０ 高 橋 伸 典 １ 熊を駆除・捕獲できる人材育成を

（Ｐ１２５） (1) 出動できる体制への取り組みと課題について

(2) 高齢化対策と若手育成の取り組みと課題について

(3) 春季管理捕獲に対する経費支援・財政支援について

(4) 自衛隊退職者の会計年度任用職員採用によるヒグマ駆除隊員につ

いて

１１ 倉 澤 宏 １ 司法過疎対策について

（Ｐ１３３） (1) 公設法律事務所の維持について

２ 中心市街地活性化について
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(1) 中心市街地活性化基本計画の策定について

１２ 清 水 一 夫 １ 観光振興について

（Ｐ１４３） (1) スポーツツーリズムの推進について

(2) 観光振興の資する人材の発掘・育成について

２ 防災について

(1) 住民の避難訓練について

(2) 要配慮者利用施設の避難確保計画作成報告及び避難訓練報告につ

いて

(3) 個別避難計画作成について

(4) 市立総合病院の浸水対策について

１３ 水 間 健 詞 １ 農業後継者対策について

（Ｐ１５１） (1) 農業後継者対策の基本的考え方について

(2) 市内農業者の後継者の実態について

(3) 農業後継者対策協議会のあり方について

２ 雇用競争力の強化の対策について

(1) 若者地元定着奨学金返済支援事業・地元就業支度金助成事業につ

いて

(2) 各種施策を包括した市内事業者の雇用競争力強化の考え方と仕組

みづくりについて

３ Ｙｏｒｏｃａのさらなる利用方法について

(1) 利用額・加盟店推移・トラベルカードなどの実績について

(2) 半年を経過し明らかになった問題点について

(3) 今後計画している利用方法・時期について

(4) 活用方法の周知や提案について

１４ 佐 藤 靖 １ 名寄市立大学の将来像について

（Ｐ１６２） (1) 大学院設置、独立行政法人化―などに対する市長公約、議会答

弁、前現学長発言の整合性

(2) 名寄市の財産であり続けるために求められるもの

(3) 運営組織の必要性を含め、法人設立のメリット・デメリットに関

する見解と名寄大学における課題

２ 名寄市財政の見通しについて

(1) 財政規律のあり方

(2) 想定するハード事業との整合性
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(3) 経済財政運営と改革の基本方針２０２４（骨太方針）と市財政

３ 人材確保策について

(1) 広域連携による人材確保と育成の可能性について

(2) 猟友会ハンター確保策として、自衛隊退官者で資格を有する者の

採用の可能性について
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令和６年第２回名寄市議会定例会議決結果表

令和６年６月１７日～令和６年６月２６日 １０日間

本会議時間数 １４時間４４分

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

名寄市乳幼児等医療費の助成に関する条例の ― ― 6. 6.17
第 １ 号

一部改正について ― ― 原 案 可 決

名寄市農産物簡易加工処理施設条例の一部改 ― ― 6. 6.17
第 ２ 号

正について ― ― 原 案 可 決

― ― 6. 6.17
第 ３ 号 名寄市手数料徴収条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

― ― 6. 6.17
第 ４ 号 工事請負契約の締結について

― ― 原 案 可 決

― ― 6. 6.17
第 ５ 号 財産の取得について

― ― 原 案 可 決

専決処分した事件の承認について（令和５年 ― ― 6. 6.17
第 ６ 号

度名寄市一般会計補正予算（第１１号）） ― ― 承 認

専決処分した事件の承認について（令和５年 ― ― 6. 6.17

第 ７ 号 度名寄市国民健康保険特別会計補正予算（第 ― ― 承 認

３号））

専決処分した事件の承認について（令和５年 ― ― 6. 6.17

第 ８ 号 度名寄市後期高齢者医療特別会計補正予算 ― ― 承 認

（第２号））

専決処分した事件の承認について（令和５年 ― ― 6. 6.17

第 ９ 号 度名寄市立大学特別会計補正予算（第５ ― ― 承 認

号））

令和６年度名寄市一般会計補正予算（第２ ― ― 6. 6.17
第 １ ０ 号

号） ― ― 原 案 可 決

令和６年度名寄市立大学特別会計補正予算 ― ― 6. 6.17
第 １ １ 号

（第１号） ― ― 原 案 可 決

― ― 6. 6.17
第 １ ２ 号 名寄市農業委員会委員の任命について

― ― 同 意

令和６年度名寄市一般会計補正予算（第３ ― ― 6. 6.26
第 １ ３ 号

号） ― ― 原 案 可 決
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

令和６年度名寄市病院事業会計補正予算（第 ― ― 6. 6.26
第 １ ４ 号

１号） ― ― 原 案 可 決

― ― 6. 6.26
第 １ ５ 号 名寄市議会基本条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

― ― 6. 6.26
第 １ ６ 号 名寄市議会会議規則の一部改正について

― ― 原 案 可 決

報 告 令和５年度名寄市一般会計予算繰越明許費繰 ― ― 6. 6.17

第 １ 号 越計算書の報告について ― ― 報 告 済 み

報 告 令和５年度名寄市一般会計予算事故繰越し繰 ― ― 6. 6.17

第 ２ 号 越計算書の報告について ― ― 報 告 済 み

報 告 令和５年度名寄市病院事業会計継続費繰越計 ― ― 6. 6.17

第 ３ 号 算書の報告について ― ― 報 告 済 み

報 告 ― ― 6. 6.17
専決処分した事件の報告について

第 ４ 号 ― ― 報 告 済 み

報 告 ― ― 6. 6.17
専決処分した事件の報告について

第 ５ 号 ― ― 報 告 済 み

報 告 ― ― 6. 6.17
専決処分した事件の報告について

第 ６ 号 ― ― 報 告 済 み

報 告 ― ― 6. 6.17
債権放棄の状況報告について

第 ７ 号 ― ― 報 告 済 み

報 告 ― ― 6. 6.17
公害の現況に関する報告について

第 ８ 号 ― ― 報 告 済 み

報 告 ― ― 6. 6.17
株式会社名寄振興公社の経営状況について

第 ９ 号 ― ― 報 告 済 み

報 告 ― ― 6. 6.26
例月出納検査報告について

第 １ ０ 号 ― ― 報 告 済 み

諮 問 ― ― 6. 6.17
人権擁護委員の候補者の推薦について

適 任 と 認 め る第 １ 号 ― ―

意 見 書 案 ― ― 6. 6.26
生涯を通じた歯科健診の実現を求める意見書

第 １ 号 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 令和６年度北海道最低賃金改正等に関する意 ― ― 6. 6.26

第 ２ 号 見書 ― ― 原 案 可 決
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２ ― ― 6. 6.26
意 見 書 案

への復元、「３０人以下学級」など教育予算 ― ― 原 案 可 決
第 ３ 号

確保・拡充と就学保障の実現に向けた意見書

意 見 書 案 ― ― 6. 6.26
地方財政の充実・強化に関する意見書

第 ４ 号 ― ― 原 案 可 決

― ― 6. 6.26
閉会中継続審査（調査）の申し出について

― ― 決 定

― ― 6. 6.26
議会活性化特別委員会の報告について

― ― 報 告 済 み

― ― 6. 6.26
委員の派遣について

― ― 決 定

令 和 ６ 年 第 ２ 回 ６ 月 定 例 会
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